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平成１７年第１回滝川市議会定例会（第１日目） 

 

                              平成１７年 ３月 ８日（火） 

                              午前１０時００分  開 会 

                              午後 ２時５７分  散 会 
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       議案第２６号 滝川市青年体育センター条例及び滝川市都市公園条例の一部を改正 

              する条例 

       議案第２７号 滝川市サイクリングターミナル条例及び滝川市水泳プール条例の一 

              部を改正する条例 

       議案第２９号 滝川市老人保健施設条例の一部を改正する条例 

       議案第３０号 滝川市休日夜間急病センター条例の一部を改正する条例 
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       議案第３３号 滝川市農業委員会選挙委員定数条例の一部を改正する条例 
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〇出席議員 （２０名） 

        １番  本 間 保 昭 君       ２番  山 腰 修 司 君 

        ３番  三 上 裕 久 君       ４番  久 保 幹 雄 君 
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〇欠席議員 （１名） 

              １４番  山 木   昇 君 

 

〇説 明 員 

  市      長  田 村   弘 君    助 役  深 村 完 市 君 

  収 入 役  中   文 雄 君        教 育 委 員 長  了 輪   隆 君 
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    監 査 事 務 局 長  辰 巳 信 男 君      病 院 事 務 部 長   門 山 伸 夫 君 
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〇本会議事務従事者 

  事 務 局 長  林     弘 君    参      与  福 田 正 己 君 

  主      査  中 川 祐 介 君    主      査  鈴 木 靖 子 君 
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                                 開会 午前１０時００分 

    ◎開会宣告 

〇議  長 ただいまより、本日をもって招集されました平成１７年第１回滝川市議会定例会を開

会いたします。 

 ただいまの出席議員数は、２０名であります。 

 欠席の申し出は、山木議員であります。 

 

    ◎開議宣告 

〇議    長  これより本日の会議を開きます。 

 

    ◎日程第１ 会議録署名議員指名 

〇議  長 日程第１、会議録署名議員指名を行います。 

 会議録署名議員は、議長において清水議員、大累議員を指名いたします。 

 

    ◎日程第２ 会期決定 

〇議  長 日程第２、会期の決定を議題といたします。 

 お諮りいたします。今期定例会の会期は、本日から３月２５日までの１８日間といたしたいと思

います。これに異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

〇議  長 異議なしと認めます。 

 よって、会期は１８日間と決定いたしました。 

 

    ◎日程第３ 議長報告 

〇議  長 日程第３、議長報告を行います。 

  報告事項は、お手元に印刷配付のとおりでありますので、お目通しをお願いいたします。 

 以上で議長報告を終わります。 

 

    ◎日程第４ 行政報告 

〇議  長 日程第４、行政報告を行います。 

 行政報告を求めます。市長。 

〇市    長 本日から来る２５日までの１８日間、平成１７年第１回定例会が招集をされ、ご提案

申し上げております平成１７年度予算案初め諸議案についてご審議いただきますことは、本市の当

面の自立及び持続可能な都市づくりの上に一つの転機の年度と判断しておりますだけに、市長の立

場からも深く感謝を申し上げます。提案されております諸議題につきましては、所管から詳しくご

説明申し上げますので、十分議を経て原案にご賛同いただきますよう、冒頭心からお願いを申し上

げる次第でございます。 
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 行政報告の発言のご許可をいただきましたので、以下ご報告をさせていただきますが、平成１６

年１２月１日から平成１７年３月１日までの間の分をお手元に印刷配付をさせていただいておりま

すので、ご一読を賜りたいというふうに存じます。 

 なお、若干時間をいただきまして、４件についてのみ口頭によるご報告を申し上げさせていただ

きます。１点目は、陸上自衛隊滝川駐屯地の存続要望の経過報告についてでございます。防衛計画

大綱の見直しにかかわります陸上自衛隊滝川駐屯地の存続要望の経過につきましては、昨年１２月

７日の第４回定例会において口頭報告をさせていただいたところでございますが、その後の経過に

ついてご報告を申し上げます。昨年１２月１０日に平成１７年度以降に係る防衛計画の大綱が閣議

決定をされました。陸上自衛隊の編成定数は１５万５，０００人、常備自衛官定数は１４万８，０

００人、即忚予備自衛官数は７，０００人となったところでございまして、陸上自衛隊の編成定数

並びに即忚予備自衛官数についてはそれぞれ５，０００人減、８，０００人減というふうになった

ところでございますが、常備自衛官定数については３，０００人の増ということになったところで

ございます。道内の陸上自衛隊の削減対象は、既に決まっております第１１師団の旅団化に加えま

して、北部方面総監部直轄の戦車、特化部隊の改廃などにより道内の陸上自衛隊定員は現在の４万

３，０００人から今後１０年間で３万７，０００人まで縮小されるというふうに想定されておりま

すけれども、道内３８カ所の駐屯地、分屯地の廃止は行わないというふうな情報でございます。平

成１７年度に創立５０周年を迎えます滝川駐屯地への影響につきましては、現段階ではまだ不確定

なために、各方面の情報を収集中でありますけれども、引き続き自衛隊関係団体の協力を得ながら、

滝川駐屯地への影響を最小限にとどめるべく、さらに要望行動を強めてまいりたいというふうに思

っております。 

 ２点目でございますが、滝川市活力再生プランの策定についてでございます。滝川市の自立への

道筋を切り開くために、一層の行財政改革の推進と財政健全化への取り組み、さらには将来の発展

への展望を見出すための滝川市活力再生プランの策定につきましては、平成１６年第４回定例会で

ご報告をさせていただいたところでございますが、その後の策定状況についてご報告をさせていた

だきます。まず、計画策定に当たって、市民参加による策定を行いますために、昨年１２月２７日

に市民委員会を組織をいたしまして、行政サービス部会と健全財政部会の二つの部会においてそれ

ぞれ熱心なご論議をいただいたところでございます。両部会とも初回の合同会議に引き続きまして、

各部会４回にわたって開催をされ、行政サービス部会においては主に公共施設のあり方、使用料、

手数料の改定、除排雪、街路灯、福祉事業など行政サービスのあり方、市立病院のあり方などにつ

いてご意見をいただきました。また、健全財政部会におきましては、第３セクター等の健全化、税

率の改定、収納率の改善、事務事業の執行方法の見直し、企業、施設誘致促進や中心市街地活性化、

企業、団体等へのサポートシステムの充実などについてご意見をいただいたところでございます。

また、議会におきましても、滝川市活力再生プラン調査等特別委員会を８回開催していただき、プ

ランに関しての調査、論議を経て、２月１８日の特別委員会にプランの素案を提示させていただい

たところでございます。このような経過を経まして、２月２１日からまちづくり懇談会を開催して

市民の皆さんのご意見をいただいているところでございますが、これまで８会場で１４連合町内会
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を対象にプラン案の説明を行ったところであります。また、きょうの開催を含めて残る６会場、１

０の連合町内会を対象にまちづくり懇談会を開催する予定でございます。これまで開催したまちづ

くり懇談会におきましては、スキー場の廃止や保育料の改定、また私立幼稚園就園奨励費、あるい

は除排雪作業等につきまして、これを含めた幅広い分野でのご意見をいただいているところでござ

います。今後は、これまでの市民委員会や市議会特別委員会でのご意見とともにまちづくり懇談会

でのご意見を参耂とさせていただきながら、今年度末までにプランをまとめ上げたいというふうに

耂えているところでございます。 

 ３点目は、行刑施設の誘致についてでございます。刑務所誘致につきましては、昨年の第４回定

例会で行刑施設の誘致促進に関する要望決議を全会一致で議決をしていただき、その後１２月２０

日に札幌矯正管区を訪問いたしまして、滝川市長として管区長に対して誘致運動に取り組むことを

表明をさせていただきました。その後１２月２７日には、滝川市長、滝川市議会議長、滝川商工会

議所会頭の３者の連名で誘致要望書を札幌矯正管区長に提出をし、明けて１月１１日に滝川市行刑

施設誘致期成会を設立をして、市民総意で誘致に取り組むことを決定をいたしました。期成会設立

後、刑務所立地に関する提案を含めた要望書を作成をいたしまして、法務大臣ほかに要望書を提出

したところでございます。３月１日には誘致期成会の第２回総会を開催をし、これまでの経過報告

を行いましたけれども、滝川市の誘致に関する熱意あるいは提案内容につきましては法務省に高い

評価をいただいているところでございますけれども、６５カ所における誘致活動初め諸情勢から判

断をいたしまして、３月中に発表になる予定というふうにされております新設１カ所に選定される

のは極めて厳しいものであるという印象を持っているところでございます。しかし、収容者が年々

増加傾向にある右肩上がりの状況にありますし、近い将来新たな刑務所の新設という動きも予想さ

れますことから、今後とも当面の実現についてはさらに努力を重ねたいというふうに存じますけれ

ども、今後とも誘致実現に向けた息の長い誘致運動を展開していく必要があるというふうにも耂え

ているところでございます。 

 ４点目は、この冬の除排雪状況についてでございます。ことしの冬は例年に比べ非常に降雪量が

多い状況にありまして、精力的に除排雪作業を実施してまいりましたけれども、市民生活にも負担

が大きい昨今の状況だというふうに思います。１２月の中旪までは非常に雪が尐なかったわけでご

ざいますが、１２月の２１日から１１日間連続で降雪があり、さらに１月の４日からも１１日間連

続、１月下旪にも８日間連続、集中した豪雪ということになりました。また、そういう豪雪の中で、

１日５２センチの降雪量を記録した日もございました。さらに、１月末には発達した低気圧により

まして暴風雪に見舞われるという近年にない状況もございました。２月は、一月の降雪日数、雪の

降った日が２２日でありまして、ほとんど毎日雪が降ったという状況でございましたし、１カ月間

の降雪量としては平年の２倍近い２メートル４８センチ、２月は降雪がございました。結果といた

しまして、２月末時点の累計の降雪量は８メートル７センチでございまして、昨年を３メートル２

６センチ、１０年平均値を９８センチ上回りましたのと同時に、最大積雪深、積雪量も平年を３６

センチ上回る１メートル５１センチを記録するということになりました。昨年が雪が尐なかったも

のですから、さらに本格的な降雪時期が遅くなりまして毎日雪が降ったということから、目に見え
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て積雪がふえてくるという状況がありまして、感覚的には数字にあらわれた以上の大雪の印象があ

りますのと同時に、どっときたために短期間に処理しなければならないという状況にも追い込まれ

たわけであります。このような中で、市内交通の確保に向けまして迅速な対忚に努めてきたところ

でございますが、先ほど申し上げましたように毎日毎日新雪が降るということでありまして、新雪

除雪の出動ということが例年よりも日中の拡幅除雪でありますとか、あるいは路面整正、それから

交差点排雪、一連の作業に一部支障をもたらしたという実態もないわけではありません。連日排雪

作業も精力的にやってきて、幹線の車線確保というのにも努力してまいりましたけれども、これも

やはりかなり困難を生じたという実態もあるところでございます。このような異常な状況の中で、

市民生活にも負担になった部分があったというふうに思いますけれども、異常な中では市民生活に

及ぼす影響を比較的小さくとどめることができたのではないかというふうに判断もさせていただい

ているところでございます。 

 以上４点について口頭で補足をさせていただきまして、行政報告といたします。 

〇議  長 次に、教育行政報告を求めます。教育長。 

〇教 育 長 教育行政報告につきましてはお手元に記載のとおりでございますが、私から滝川市青

尐年善行表彰と滝川市民ミュージカルについてご報告申し上げます。 

 まず初めに、滝川市青尐年善行表彰についてであります。この表彰は、青尐年の模範となる行い

を顕彰し、青尐年の誇りと自信を高め、よりよい市民としての豊かな心と実践力の養成を図ること

を目的とするものであります。本年度は、滝川第三小学校ボランティアクラブ、滝川西高等学校コ

ミュニティ・サービス局の２団体を表彰することができました。滝川第三小学校ボランティアクラ

ブは、花壇の世話や街路樹の清掃など校内外の美化活動に積極的にかかわり、全校生徒の模範とな

って日常活動に取り組んでまいりました。特に１１月には、新潟県中越地震の被災者への救援物資

の送付活動にも積極的にかかわるなど、日ごろの熱心なボランティア活動について評価をいただき

ました。次に、滝川西高等学校コミュニティ・サービス局でございますが、地域や通学路の清掃、

街頭募金活動や独居老人宅の除雪など、多年にわたる地道な活動を積み重ねてまいりました。特に

近年は、西地区の小学校、中学校とのクリーン作戦や滝川保健所と連携した薬物乱用防止街頭啓発

活動など地域に根差した積極的な取り組みについて評価をいただいたものであります。この表彰を

一つの契機として、両校の取り組みが一層高まりますとともに、これらの活動が他校にも広がり、

青尐年が地域とのかかわりを深めながら心豊かに育つよう教育委員会も努めてまいりたいと、この

ように耂えております。 

 次に、滝川市民ミュージカル「あいと地球と競売人」の公演についてご報告申し上げます。市民

参加型のミュージカルとして地域住民の力を結集して取り組み、平成１３年に続いて再現すること

ができました。演出と音楽監督は滝川出身の演出家、伊藤明子さん、バリトン歌手、加賀清孝さん

らが指導に当たり、音楽を滝川西高等学校の吹奏楽局が担当するなど、参加者がそれぞれ本業や学

業の傍ら日夜練習に励み、準備を重ねてまいりました。３月６日当日は、文化センター大ホールに

おいて昼夜２回の公演に１，９００名を超える来場者を迎え、キャスト、スタッフを合わせて総勢

２００名、４歳から６５歳までの幅広い年齢の皆さんが一体となって一人一人の持ち味を発揮して
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躍動感あふれる情熱に満ちた舞台をつくり上げ、感動のステージを披露してくださいました。今後

も市民参加型による文化活動を通して、個性のある市民文化活動を支援してまいりたいと耂えてい

るところでございます。 

 以上２点を申し上げ、口頭報告とさせていただきます。 

〇議  長 これをもちまして行政報告を終わります。 

 

    ◎日程第５ 平成１７年度市政執行方針及び予算大綱説明、教育行政執行方針 

          議案第 １号 平成１７年度滝川市一般会計予算 

           議案第 ２号 平成１７年度滝川市国民健康保険特別会計予算 

          議案第 ３号 平成１７年度滝川市下水道事業特別会計予算 

           議案第 ４号 平成１７年度滝川市勤労者福祉共済特別会計予算 

          議案第 ５号 平成１７年度滝川市老人保健特別会計予算 

          議案第 ６号 平成１７年度滝川市公営住宅事業特別会計予算 

          議案第 ７号 平成１７年度滝川市介護保険特別会計予算 

          議案第 ８号 平成１７年度滝川市病院事業会計予算 

          議案第 ９号 平成１７年度滝川市水道事業会計予算 

          議案第１９号 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

          議案第２０号 滝川市基金条例の一部を改正する条例 

          議案第２１号 滝川市税条例の一部を改正する条例 

          議案第２２号 滝川市手数料条例の一部を改正する条例 

          議案第２３号 滝川市立幼稚園保育料等徴収条例の一部を改正する条例 

          議案第２４号 滝川市立高等学校の授業料等徴収条例の一部を改正する条例 

          議案第２５号 滝川市航空科学センター条例の一部を改正する条例 

          議案第２６号 滝川市青年体育センター条例及び滝川市都市公園条例の一部 

                 を改正する条例 

          議案第２７号 滝川市サイクリングターミナル条例及び滝川市水泳プール条 

                 例の一部を改正する条例 

          議案第２９号 滝川市老人保健施設条例の一部を改正する条例 

          議案第３０号 滝川市休日夜間急病センター条例の一部を改正する条例 

          議案第３１号 滝川市廃棄物の資源化・再利用の促進及び適正処理に関する 

                 条例の一部を改正する条例 

          議案第３２号 滝川市墓地管理使用条例の一部を改正する条例 

          議案第３３号 滝川市農業委員会選挙委員定数条例の一部を改正する条例 

          議案第３４号 農業委員会の事務の処理に関する手数料徴収条例の一部を改 

                 正する条例 

          議案第３５号 滝川市丸加高原健康の郷条例の一部を改正する条例 
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          議案第３６号 滝川市営住宅条例及び滝川市特定公共賃貸住宅条例の一部を 

                 改正する条例 

          議案第３９号 滝川市病院使用料及び手数料徴収条例の一部を改正する条例 

          議案第４０号 滝川市立高等看護学院条例の一部を改正する条例 

          議案第４１号 空知太スキー場条例を廃止する条例 

          議案第４２号 公の施設の指定管理者の指定について 

          議案第４３号 公の施設の指定管理者の指定について 

          議案第４７号 不動産の処分について 

〇議  長 日程第５、平成１７年度滝川市各会計予算及び関連議案を一括議題とするわけですが、

この場合、件名を省略し、議案番号のみで申し上げます。 

 これより平成１７年度市政執行方針及び予算大綱説明並びに教育行政執行方針、議案第１号から

第９号までの各会計予算、議案第１９号から第２７号まで、第２９号から第３６号まで、第３９号

から第４３号まで及び第４７号の予算関連議案、以上３２件について一括議題といたします。 

 なお、過日の議会運営委員会で確認したとおり、議案第１号から第９号までの各会計予算につい

ては、後日設置が予定されております予算審査特別委員会で審査することになっておりますので、

内容の説明を省略し、本日は市政執行方針等の説明並びに予算関連議案の説明までといたします。 

 それでは、平成１７年度市政執行方針及び予算大綱の説明を求めます。市長。 

〇市  長 平成１７年滝川市議会第１回定例会の開催に当たり、平成１７年度の市政の基本方針

と施策の概要、予算大綱につきまして所信の一端を申し上げ、市議会議員の皆さん並びに市民の皆

さんのご理解とご協力を心からお願いを申し上げます。 

 市長説明する。（記載省略） 

〇議  長 お諮りいたします。 

 この辺で昼食休憩といたします。再開は午後１時といたします。 

 

休憩 午前１１時５７分 

再開 午後 １時００分 

 

〇議  長 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

 教育行政執行方針の説明を求めます。教育長。 

〇教 育 長 平成１７年滝川市議会第１回定例会の開会に当たり、滝川市教育行政の執行方針を申

し上げ、広く関係各位のご理解とご協力を賜り、諸施策の推進に努めてまいります。 

 教育長説明する。（記載省略） 

〇議  長 議案第１９号及び第２０号の説明を求めます。総務部長。 

〇総務部長 ただいま上程されました議案第１９号についてご説明を申し上げます。 

 本条例の改正につきましては、第１点目といたしまして、昨年の人事院勧告に基づく寒冷地手当

の改正でございます。第２点目といたしましては、早期希望退職に伴う特別昇給制度の実施期限の
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延長に伴う改正でございます。 

 寒冷地手当につきましての国の改正内容は、支給地域の縮小、支給額の減額、支給世帯区分の４

区分から３区分への変更、支給地域区分の変更、当市の場合は乙地から１級地に変更、及び基準日

の変更であります。当市の改正は、国に準じ改正することといたしまして、基準日については９月

３０日を１１月から翌年３月までの各月の初日に改正し、支給方法を一括支給から年５回の分割支

給に改正し、支給日は対象月の給料支給日としております。支給額につきましては、扶養親族３人

以上の世帯主２１万５，３００円と扶養親族２人以下の世帯主の１８万８，１００円を世帯主の１

区分に統合して１３万１，９００円に、準世帯主は１１万７，３００円を７万２，９００円に、そ

の他の世帯は７万６，４００円を５万１，７００円に改正したいとするものでございます。経過措

置といたしまして、激変緩和措置を１９年度まで設定することとしております。ただし、準世帯主

及びその他世帯は、１７年度から本則の適用となります。 

 次に、早期希望退職に係る特別昇給の実施期限の延長につきましては、組織の活性化を図るため、

さらに２年間の延長を図りたいとするものでございます。参耂資料の１ページをごらんいただきた

いと思います。一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の新旧対照表でございまし

て、第３７条第１項は、寒冷地手当の基準日の変更及び支給対象職員の規定でございます。 

 第２項は、支給額の規定でございます。 

 第３項は、疾病などにより給料が半減となった職員及び停職となった職員の支給額の規定でござ

います。 

 第４項は、月の中途において第３項で説明いたしました給料半減及び停職となった職員への支給

額の規定でございます。 

 第５項は、支給地域区分の規定でございます。 

 第６項は、規則への委任事項の規定でございます。 

 附則第９項は、先ほど申し上げました早期希望退職者の特別昇給実施期限を平成１９年３月３１

日までとする改定規定でございます。 

 次に、本改正条例の附則でございますが、第１項は施行期日でございまして、平成１７年４月１

日から施行したいとするものでございます。 

 第２項から第６項は、経過措置に係る規定でございます。 

 以上で説明といたします。 

 続きまして、議案第２０号 滝川市基金条例の一部を改正する条例について説明をいたします。 

 今回の改正は、平成８年に造成した滝の川墓地が使用許可件数の増により狭隘となったことに伴

い、平成１７年度において同墓地の拡張造成事業に供するため、所在地、滝川市南滝の川４３１番

地、４８９番地、４９５番地、４９６番地、４９７番地にある滝川第二小学校学校林２万２，２１

９平方メートルを用途廃止し、滝の川墓地として用途変更することから、一部文言整理を含め、本

基金条例の一部を改正したいとするものであります。 

 改正の内容をご説明いたします。新旧対照表をお開き願います。第１条は文言整理、第３条第２

号は墓地拡張により用途廃止するため、滝川第二小学校の項を削り、また同表中の西高等学校の項
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及び第４条第１項については文言整理、同項第４号、第５号を一つにまとめ第４項とし、第５条は

文言整理による改正でございます。 

 学校林の地番図については、別紙参耂資料をごらんいただきたいと存じます。 

 附則ですが、この条例は、平成１７年４月１日から施行したいとするものであります。 

 以上で議案第２０号の提案説明とさせていただきます。 

〇議  長 議案第２１号の説明を求めます。市民生活部長。 

〇市民生活部長 ただいま上程されました議案第２１号 滝川市税条例の一部を改正する条例につ

いてご説明いたします。 

 改正の概要でございますが、軽自動車税につきましては昭和５９年以来税率が据え置かれている

状況でございます。国の税制改正の動向におきましても、自動車税並びに軽自動車税の制限税率を

上げる方針で今国会でも議論されているところでございますが、軽自動車税につきましては財産適

正化、またほかの市民税等の改正状況を勘案し、今回滝川市財政健全化の財源確保と持続可能な財

政基盤の確立に向けて、軽自動車税の税率を地方税法に基づく課税限度額であります標準税率の１．

２倍の税率に改正したいとするものでございます。なお、一部不動産登記法の施行に伴う関係法律

の整備に関する法律の施行に伴い、改正したいという改正もございます。 

 次ページの参耂資料の新旧対照表でご説明させていただきたいと思います。第５３条並びに次ペ

ージの第７１条につきましては、不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律施行に伴

いまして滝川市税条例の一部改正を行うもので、文言の整理でございます。 

 ３ページをお開き願いたいと思いますが、第８１条、軽自動車税の税率でございますが、この税

率につきましては１台についてそれぞれ各号に定める額とするということで、新旧、まず１号にお

きましては原動機付自転車につきましては５リットル以下につきましては１，０００円から１，２

００円、イの５リットル以上９リットル以下のものにつきましては１，２００円から１，４００円、

２輪のものの９リットルを超えるものにつきましては１，６００円から１，９００円、それからエ

の３輪以上のもの、これはミニカーでございますが、次ページに記載のとおり２，５００円から３，

０００円、今までのアからエに係るものにつきましては、ナンバープレートを市の方で交付するも

のでございます。 

 第２号でございますが、軽自動車税及び小型特殊自動車でございますが、まずアの軽自動車でご

ざいますが、２輪のものにつきましては２，４００円から２，８００円、次の３輪のものにつきま

しては３，１００円から３，７００円、次に４輪以上のものでございますが、乗用のもので営業用

につきましては５，５００円から６，６００円、自家用につきましては７，２００円から８，６０

０円、貨物用のもので営業用は３，０００円から３，６００円、自家用につきましては４，０００

円から４，８００円、それから専ら雪上を走行するものにつきましては２，４００円から２，８０

０円。それから、イの小型特殊自動車でございますが、農耕作業用のものにつきましては１，６０

０円から１，９００円、その他のもの４，７００円から５，６００円と、それから第３号でござい

ますが、２輪の小型自動車につきましては、４，０００円から４，８００円。これにつきましては、

いずれも軽自動車協会の方でナンバープレートを発行するものというふうになっておりますが、第
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３号の２輪の小型自動車につきましては陸運局のナンバープレート交付になっております。 

 附則でございますが、第１項で施行期日でございますが、この条例は、１７年４月１日から施行

するものでございまして、第２項におきまして経過措置といたしまして、この条例による改正後の

滝川市税条例の規定は、平成１７年度以降の年度分の軽自動車税について適用し、１６年度分まで

の軽自動車税についてはなお従前の例によるところでございます。 

 以上、議案第２１号 滝川市税条例の一部を改正する条例の説明といたします。 

 以上でございます。 

〇議  長 議案第２２号の説明を求めます。総務部長。 

〇総務部長 議案第２２号 滝川市手数料条例の一部を改正する条例について説明申し上げます。 

 証明書等手数料につきましては、特定の方が必要とする証明書等を特定の方に提供し、そのサー

ビスコストに見合う対価をご負担いただくものであります。今回の改正は、滝川市財政健全化計画

に基づき、受益者負担の適正化の観点から、サービスコストを限度としておおむね３０パーセント

程度を引き上げたいとするもので、平成９年度以来８年ぶりの改正となります。代表的なものとい

たしましては、住民票は２５０円から３５０円に、印鑑証明書は４００円から４５０円に、税証明

は４００円から５００円に改正しようとするものであります。 

 以下、参耂資料によりご説明いたします。第２条第１項、第２項、第３条、第５条第１項第４号、

第９号につきましては、文言の整理であります。 

 次に、具体的な手数料を徴収する事務、手数料の額及び徴収時期を規定した別表についてご説明

いたします。１ページ目の下段からでございますが、別表について四角で囲まれた項ごとに説明し

てまいります。第２項につきましては、住民基本台帳法関連の手数料であります。具体的には、第

１号、記載事項の閲覧、第２号、住民票の写しの交付、第３号、住民票記載事項証明書の交付、第

４号、住民票の写しの広域交付、第５号、戸籍の附票に記録されている事項を記載した書類の交付

であります。これにつきまして、２５０円から３５０円に改正したいとするものであります。 

 第３項につきましては、外国人登録法関連の手数料であります。具体的には、第１号、外国人登

録原票の写しの交付、第２号、外国人登録事項証明書の交付であります。これにつきましては、４

００円から５００円に改正したいとするものであります。 

 第４項につきましては、印鑑登録に関する手数料であります。ここでは新たに第１号、条例第３

条の規定に基づく印鑑登録に係る印鑑登録証の交付について規定しました。具体的には、新規登録

の際の印鑑登録証の交付であります。これにつきましては、今までご負担をいただいておりません

でしたが、今回の改正により手数料額を２００円としたいとするものであります。また、これに伴

いまして、これまでの第１号、印鑑登録証の再発行が第２号に繰り下がり、４００円から５００円

に、これまでの第２号、印鑑証明証の交付が第３号に繰り下がり、４００円から４５０円に改正し

たいとするものであります。また、第２号につきましては、文言の整理もあわせて行いたいとする

ものであります。 

 第５項につきましては、認可地縁団体の印鑑証明手数料であります。これにつきましては、４０

０円から４５０円にしたいとするものであります。 
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 第６の２項につきましては、地方税法関連の手数料であります。具体的には、第１号、納税証明

書の交付について４００円から５００円に、第２号、固定資産課税台帳の閲覧について２５０円か

ら３５０円に、第３号、固定資産課税台帳に記載されている事項に関する証明書の交付について、

ア、土地又は家屋の場合は１筆又は１棟につき４００円を５００円に、２以上ある場合の１筆又は

１棟ふえるごとの加算額２５０円を３５０円に、イ、償却資産の場合は４００円から５００円に改

正したいとするものであります。 

 第１７項につきましては、その他の証明書交付に関する手数料であります。第１号、営業に関す

る証明書の交付につきましては９５０円から１，１００円に、第２号、職業に関する証明書の交付

につきましては４００円から５００円に、第３号、工事又は物品請負に関する証明書の交付につき

ましては９５０円から１，１００円に、第４号（６の２項第３号の証明書を除く）土地又は家屋に

関する証明書の交付につきましては１筆又は１棟につき４００円を５００円に、２以上ある場合の

１筆又は１棟ふえるごとの加算額２５０円を３５０円に、第５号、土地又は家屋以外の資産に関す

る証明書の交付につきましては４００円から５００円に、第６号、所得に関する証明書の交付につ

きましては４００円から５００円に、第７号、身分に関する証明書の交付につきましては４００円

から５００円に、第８号、火葬許可証交付申請の証明書の交付につきましては４００円から５００

円に、第９号、建築確認申請の証明書の交付につきましては４００円から５００円に、第１０号、

里程に関する証明書の交付につきましては４００円から５００円に、第１１号、その他の事項に関

する証明書の交付につきましては４００円から５００円に、以上のとおり改正したいとするもので

あります。 

 第１８項につきましては、公簿、公文書又は図面の閲覧に関する手数料であります。これについ

ては、２５０円から３５０円に改正したいとするものであります。 

 第１９項につきましては、公簿、公文書又は図面の謄本又は抄本の交付手数料であります。これ

については、４００円から５００円に改正したいとするものであります。 

 なお、全国統一の額が望ましいとされ、地方公共団体の手数料の標準に関する政令により標準額

が示されている戸籍法関連の手数料や既にコストの１００パーセントをご負担いただいている証明

等については、今回改正しておりません。 

 最後に附則で、この条例の施行日を平成１７年４月１日としたいとするものであります。 

 以上で議案第２２号の説明といたします。 

〇議  長 議案第２３号及び第２４号の説明を求めます。教育部長。 

〇教育部長 それでは、ただいま上程されました議案第２３号 滝川市立幼稚園保育料等徴収条例

の一部を改正する条例についてであります。 

 地方財政計画に基づいて保育料が改定されました。それに伴いまして、滝川市立幼稚園の保育料

を改定したいというものであります。なおまた、市税の滞納に対する行政サービスの制限を実施す

るためにも、あわせて改正したいとするものであります。 

 それでは、参耂資料の方をお開きください。第２条、保育料等の額であります。月額５，９００

円を６，１００円にしたいとするものであります。 
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 第４条、保育料等の不還付でありますが、これは文言整理であります。 

 第５条、保育料等の減免でありますが、所得状況を所得その他の状況に忚じてというふうな形に

文言を整理したいとするものであります。 

 ２項、文言整理であります。 

 附則、この条例は、平成１７年４月１日から施行したいとするものであります。 

 続きまして、議案第２４号 滝川市立高等学校の授業料等徴収条例の一部を改正する条例であり

ます。 

 これもまた先ほどのと同じように、地方財政計画の授業料の改定に伴いまして西高等学校の授業

料を改定したいとするものであります。 

 それでは、参耂資料の方をお開きください。新旧対照表がありますが、第４条で、ここでは文言

整理であります。 

 第５条も同じく文言整理であります。 

 別表第２条関係であります。授業料、年額１１万１，６００円を１１万５，２００円としたいと

するものであります。 

 附則、１項で施行日でありますが、平成１７年４月１日から施行したいとするものであります。 

 ２項、経過措置であります。１７年３月３１日において現に滝川市立高等学校の生徒であった者

に対する授業料につきましては従前のとおりという規定でありますし、３項におきましては、この

条例の施行日以後において転学又は編入した者に係る授業料につきましては転学又は編入学をした

年次に属する在学者に係る額と同額とするというふうに経過措置を設けたものであります。 

 以上でご説明を終わります。 

〇議  長 議案第２５号の説明を求めます。経済部長。 

〇経済部長 ただいま上程されました議案第２５号 滝川航空科学センター条例の一部を改正する

条例についてご説明申し上げます。 

 この条例改正は、航空科学センターの設置目的を変更し、及び事業を追加するとともに、その管

理を指定管理者に行わせることとするため、改正したいとするものでございます。 

 ３枚目の新旧対照表でご説明申し上げます。第１条、設置につきましては、航空科学を通じて、

観光振興等による地域経済活性化及び地域の特色ある教育への貢献を図ることにより、個性あるま

ちづくりを推進するため、滝川市航空科学センターを設置するとしたいとするものでございます。 

 第２条、名称及び位置につきましては、従前は２本立てとなっておりましたが、滝川市航空科学

センターとし、第３条で１、滝川滑空場、２、滝川市航空動態博物館、３、その他付帯施設とした

いとするものでございます。 

 第４条、管理の代行等につきましては、市長は、その設置の目的を効果的に達成するため、地方

自治法第２４４条の２第３項の規定により、センターの管理を指定管理者に行わせるものとし、第

２項で前項の規定により指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。１、センターの利用の

許可に関すること、２、次条各号に掲げる事業の計画及び実施に関すること、３、センターの維持

管理に関すること、４、前３号に掲げるもののほか、これらの業務に付随する業務を追加し、第５
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条、事業については１、体験飛行その他の観光振興に資する事業を加えたいとするものでございま

す。 

 次に、第２章、滝川滑空場では、第６条、利用の許可については、滝川滑空場を利用しようとす

る者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならないとし、第７条以下、指定管理者とし

ての文言整理でございます。 

 次に、３ページの第３章、滝川市航空動態博物館については、第９条、開館時間及び休館日につ

いてであります。滝川市航空動態博物館の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。１、開館時

間、午前１０時から午後５時まで、休館日、次のア又はイのいずれかに掲げる日、ア、１２月１日

から翌年の３月３１日までの月曜日、イ、年末年始、１２月３１日から翌年１月５日までの日。 

 ２項では、前項の規定にかかわらず、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、臨時に開

館時間を変更し、開館日において臨時に休館し、又は休館日に開館することができるとするもので

ございます。 

 次に、４ページでございます。第１０条、利用の許可及び第１１条、利用の制限については、指

定管理者の許可とし、文言の整理でございます。 

 第１２条、利用料金については、博物館に入館しようとする者は、博物館の入館に係る料金をあ

らかじめ納入しなければならない。 

 ２項で、利用者は、航空機を格納するための博物館の利用に係る料金をあらかじめ納入しなけれ

ばならない。 

 ３項で、前２項の規定にかかわらず、指定管理者が次条第２項の規定により定める市長の承認を

受けた納入方法に適合すると認めたときは、前２項の料金を後納することができる。 

 ４項で、利用料金は、指定管理者の収入とする。 

 第１３条、利用料金の承認では、利用料金は、別表第１又は別表第２に規定する利用料金設定基

準の範囲内において、指定管理者が定める。 

 ２項で、指定管理者は、利用料金の額若しくは納入方法について定めたとき、又はこれらを変更

しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。 

 ３項では、市長は、利用料金がその設置の目的に照らして妥当なものと認めるときは、前項の承

認を与えるものとする。 

 第１４条は利用料金の減免を記したものであり、第１５条は利用料金の不還付、第１６条は利用

許可の取り消し等を記したものでございます。 

 次に、第４章、雑則では、第１７条、目的外利用等の禁止、第１８条、原状回復、第１９条、特

別設備等の許可、第２０条、破損の届出等、第２１条、規則への委任については、文言の整理でご

ざいます。 

 別表第１、別表第２については、利用料金の設定基準上限額を定めたものでございます。 

 附則で、この条例は、平成１７年４月１日から施行し、２項でこの条例の施行前にこの条例によ

る改正前の滝川市航空科学センター条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条

例による改正後の滝川市航空科学センター条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみ
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なす経過措置を設けました。 

 以上、議案第２５号の説明といたします。 

〇議    長  議案第２６号及び第２７号の説明を求めます。教育部長。 

〇教育部長 それでは、議案第２６号 滝川市青年体育センター条例及び滝川市都市公園条例の一

部を改正する条例についてご説明申し上げます。 

 この条例につきましては、青年体育センター並びに市営球場及び陸上競技場の利用に係る時間区

分の変更のために改正したいとするものであります。 

 それでは、新旧対照表をお開きください。第８条の２項であります。前項の規定によるとござい

ますが、これは利用者が不正な行為や指示に従わなかった場合ということでありますが、それに関

しまして、指定管理者制度を導入することから、市及びの次に指定管理者という文言を導入したと

ころであります。 

 別表第１であります。これにつきましては、利用区分を午前、午後、夜間ということから午前、

午後１、午後２、夜間の４区分にしたところであります。これに伴いまして、料金をそれぞれ設定

したところであります。 

 次のページの備耂でありますが、２項につきまして、センターの利用は、午前、午後１、午後２

及び夜間となってございますが、午前とは午前９時から正午まで、午後１とは正午から午後３時ま

で、午後２とは午後３時から午後６時まで、夜間とは午後６時から午後９時までと定めたところで

あります。 

 ４項は、文言整理であります。 

 ５項におきましては、１号でありますが、午前９時から正午まで、正午から午後３時まで又は午

後３時から午後６時まで、それぞれ午前、午後１又は午後２の時間区分の利用料金の額を３で除し

た額というふうに定めたところでありまして、１時間当たりの料金の算出について定めたものであ

ります。 

 第２号、これにつきましては、文言整理であります。 

 別表第２であります。これにつきましても利用区分を午前、午後、夜間というふうな３区分から

午前、午後１、午後２、夜間というふうに４区分に変えたと、それに伴う料金の設定でありますが、

備耂の第２項におきまして、センターの利用はということで午後１、午後２ということをつけ加え

まして、その下の第２項で、午前とは午前９時から正午まで、午後１とは正午から午後３時まで、

午後２とは午後３時から午後６時まで、夜間とは午後６時から午後９時までというふうに定めたと

ころであります。 

 続きまして、都市公園条例の一部改正の中の別表第４でありますけれども、これにつきましては

滝川市営球場及び滝川市陸上競技場の利用料金の設定基準につきまして、区分を１日、半日、３時

間とありますのを区分を１日、１区分とし、それぞれに料金を定めたところであります。 

 次のページの備耂であります。２項、これにつきましては利用区分を１日または１区分というふ

うに区分しました。そのことに対する許可であります。 

 ３項につきましては、１日とはということで午前９時から午後６時まで、１区分とは午前９時か



- 17 - 

 

ら正午まで、正午から午後３時まで、午後３時から午後６時まで又は午後６時から午後９時までと

いうふうに区分の時間を明記したところであります。 

 第４項につきましては、１区分の前あるいは後に許可をする時間の延長をして使った場合の１時

間単位での利用を許可することができるということで、第５項におきましてその料金の算出につい

て定めたところであります。 

 ６項におきましては、１０円未満の端数の処理ということが書いてございます。 

 １０項につきましては文言整理ということでありますし、１１項も文言整理であります。 

 附則、１項、施行期日であります。この条例は、平成１７年４月１日から施行したいものであり

ます。 

 第２項、経過措置であります。改正前の利用の許可を受けている者に対する経過措置ということ

であります。 

 続きまして、議案第２７号 滝川市サイクリングターミナル条例及び滝川市水泳プール条例の一

部を改正する条例についてであります。 

 この条例につきましては、滝川市サイクリングターミナル並びに市民プール及び東栄小学校プー

ルの管理を指定管理者に行わせるとともに、温水プールの使用料を改定するために改正したいとす

るものであります。 

 それでは、新旧対照表をお開きください。新旧対照表でありますが、第２条の２、管理の代行等

というところであります。これにつきましては、サイクリングターミナルの管理を指定管理者にと

いうことで明記したところでありますし、第２項につきましては前項の規定による指定管理者が行

う業務ということとして、一つ、サイクリングターミナルの利用の許可、二つ目は維持管理、三つ

目は前２号に掲げるもののほかと定めたところであります。 

 第４条、開所時間及び休所日ということで、１として開所時間等、ア、イ、ウ、エというふうに

四つ区分が書いてございます。２としまして、休所日は年中無休というふうに定めたところであり

ます。 

 ２項、前項の規定にかかわらず、臨時に開所あるいは閉所することができるということを定めて

おります。 

 第５条、利用の許可についてであります。これにつきましては、指定管理者制度の導入に伴う文

言整理ということでありますし、２項についても同様文言整理であります。 

 次のページです。第６条、利用の制限、これも文言整理でありますし、第７条、利用の料金とい

うことでありますが、これは利用料金の納入方法について定めたところであります。 

 それから、２項につきましては、利用料金の帰属を指定管理者の収入とすると定めたところであ

ります。 

 第８条、第８条の２項、３項まで、利用料金の設定方法あるいは承認について定めたところであ

ります。 

 第９条、利用料金の減免についてということを定めたところであります。 

 第１０条、利用料金の不還付ということでありますが、ここは文言整理ということであります。 
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 第１１条、目的外利用等の禁止ということで、これも文言整理ということであります。 

 第１２条、文言整理であります。 

 ２項、これも文言整理であります。 

 第１３条、原状回復でありますが、これも文言整理、２項も文言整理であります。 

 第１４条、破損の届出等ということでありますが、これも文言整理であります。 

 第１５条、入所の制限ということでありますが、これも文言整理ということであります。 

 その下にあります別表第８条第１項の関係、サイクリングターミナル利用料金の基準ということ

がございます。これについてご説明申し上げたいと思いますが、第１項、宿泊料につきましては、

上限額ということを記入しました。これも指定管理者導入に基づく文言整理といいますか、そうい

った制度であります。 

 第２項、休息料、これも同じであります。上限額ということを明記しました。 

 ３項、研修室等利用料金、これにつきましても１時間当たり上限額を設定いたしました。 

 ４項、備品の関係でありますけれども、利用料金の設定の基準はということで、教育委員会の規

則で定めると定めたところであります。 

 備耂、利用料金の上限額は、消費税及び地方消費税を含むと定めたところであります。 

 滝川市水泳プール条例の一部改正の中の第２条の２、管理の代行等についてであります。これに

つきましては、滝川市民プール、江部乙市民プール及び東栄小学校プールの管理を指定管理者に行

わせるということを明記したところでありますし、２項におきましては指定管理者が行う業務を明

記したところであります。 

 第３条におきまして、代行プールであります滝の川市民プール、江部乙市民プール、それから東

栄小プールの開設期間、開館時間及び休館を定めたところであります。 

 ２項におきましては、臨時の開館、それから閉館、休館関係を定めたところであります。 

 第４条の１項、２項、３項、４項は使用等の許可関係でありますが、管理代行プール以外のプー

ル及び管理代行プールに伴う使用の許可関係ということをここで定めたところであります。 

 第５条の２、利用料金の関係でありますが、これは納入方法について定めたところでありますし、

２項につきましては利用料金の帰属を定めたところであります。 

 第５条の３、２項、３項を含めまして、利用料金の設定や承認について定めたところであります。 

 第６条につきまして、使用料等の減免でありますが、これは文言整理でありますし、次のページ

の２項につきましては指定管理者導入に伴う減免を定めたところであります。 

 第７条、使用料等の不還付ということでありまして、これは文言整理でありますし、第８条、第

９条、第１０条、第１１条、２項も含めまして、第１２条、第１３条まで、文言整理であります。 

 別表第２、温水プールの使用料の改定というところであります。これにつきましては、従来温水

プールのそれぞれの区分におきまして１６．６パーセントの値上げという形で料金を設定させてい

ただいたところであります。 

 次のページの備耂であります。１項、附属備品の使用料関係、それから２項、専用使用時間が１

時間に満たないときは１時間とみなすと、あるいは３項、使用のための準備及び原状に復する時間
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は使用時間に含むということでありますし、４項は専用使用の場合は普通券、回数券、定期券及び

団体券による使用料を別に徴収するというふうに定めてあるところであります。 

 別表第３、これは第５条の３第１項の関係でありますが、市民プール、学校プールの利用料金の

基準ということであります。これは、５条関係でありますから、別表の２から改めてここに記載し

て抜き書きしたものでありまして、内容等は変わってございません。 

 備耂につきまして、利用料金の上限額は、消費税及び地方消費税を含む額とするということを定

めたところであります。 

 附則であります。第１項、この条例は平成１７年４月１日から施行したいとするものでありまし

て、２項につきましては経過措置であります。これにつきましては、改正前の滝川市サイクリング

ターミナル条例又は第２条の規定による改正前の滝川市水泳プール条例の規定によりなされた処分

については、あるいはその手続の行為につきましては従前のとおり、その手続の行為とみなされる

ということであります。 

 ３項につきましては、施行の際、現に温水プールの使用の許可を受けている者の当該許可に係る

使用に係る使用料の額についても従前どおりということであります。 

 以上で説明を終わらせていただきます。 

〇議  長 お諮りいたします。 

 この辺で若干休憩といたします。再開は２時３０分といたします。 

 休憩に入ります。 

 

休憩 午後 ２時１５分 

再開 午後 ２時３０分 

 

〇議  長 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

 議案第２９号及び第３０号の説明を求めます。保健福祉部長。 

〇保健福祉部長 それでは、ただいま上程されました議案第２９号 滝川市老人保健施設条例の一

部を改正する条例についてご説明申し上げます。 

 今回の改正は、老人保健施設の入所証明書、その他の証明書の交付にかかわる手数料を改定した

いとするものでございます。 

 次のページの参耂資料でご説明いたします。現行別表において入所証明書の交付手数料を設定し

ておりますが、それを１，２７０円から２，０００円に変更したいとするものでございます。なお、

本文におきまして別途消費税がかかることを規定してございますので、ご承知おきくださいませ。 

 附則で、この条例は、平成１７年４月１日から施行したいとするところでございます。 

 続きまして、議案第３０号 滝川市休日夜間急病センター条例の一部を改正する条例についてご

説明申し上げます。 

 本条例の改正も休日夜間急病センターの文書料を改定したいとするものでございます。 

 次のページの参耂資料をお開きください。第４条２項、第７条２項、第８条、第１０条、第１１
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条につきましては、文言の整理でございます。 

 次のページをお開きください。別表は、診断書の文書料の改定について記述してございます。普

通診断書１，２７０円を２，０００円に、死亡診断書等の２，５５０円を３，０００円に、それと

自動車損害賠償責任保険診断書等３，８２０円を５，０００円にそれぞれ改定したいとするもので

ございます。なお、この料金も本文で別途消費税がかかることを規定しておりますので、ご承知お

きお願いします。 

 附則におきまして、施行期日を１７年４月１日から、経過措置としまして、この条例による改正

後の別表文書料の項の規定、これは施行の前に申し込んだものについては同日前の申込みに係る文

書料ということでやりたい、従前の例によるということを経過措置として規定してございます。 

 以上で説明を終わります。 

〇議    長  議案第３１号及び第３２号の説明を求めます。市民生活部長。 

〇市民生活部長 議案第３１号を説明する前に、ご訂正を願いたいと思いますが、先ほど議案第２

１号 滝川市税条例の一部を改正する条例の説明の中で、３ページでございますが、新旧対照表で

軽自動車税の税率の１号のアにおきまして、私排気量を５リットルということで表現いたしました

が、ここに記載のとおり０．０５リットルの誤りでございますので、ご訂正願いたいと思いますの

で、よろしくお願いいたします。 

 それでは、ただいま上程されました議案第３１号 滝川市廃棄物の資源化・再利用の促進及び適

正処理に関する条例の一部を改正する条例についてご説明いたします。 

 改正の趣旨につきましては、一般廃棄物処理業等の許可申請手数料及びし尿処理手数料を改正し

たいとするものでございます。 

 次ページの新旧対照表でご説明いたしますので、次ページをお開き願いたいと思います。第２７

条、一般廃棄物処理業等の申請及び許可につきましては、それぞれ文言の整理でございます。 

 第２８条、一般廃棄物処理業等の許可申請手数料でございますが、まず第１号の一般廃棄物収集

運搬業許可申請手数料につきましては、１件につき５，０００円から６，５００円に改正したいと

するものでございます。 

 ２号の一般廃棄物処分業許可申請手数料１件につき５，０００円につきましては、６，５００円

に改正したいとするものでございます。 

 飛びまして５号でございますが、浄化槽清掃業許可申請手数料につきましても１件につき５，０

００円から１件につき６，５００円に改正したいとするものでございます。 

 なお、改正後の６号、浄化槽清掃業許可更新申請手数料につきましては、従来申請と同様の手数

料を取っておりましたが、条文の整理と新たにここに更新の申請手数料ということで１件５，００

０円としたいとするものでございます。 

 次に、別表第１でございますが、一般廃棄物処理手数料でございますが、次ページをお開き願い

たいと思います。し尿処理手数料でございますが、これにつきましては従前１便槽基本料金につき

まして１回３２０円ということで制定しておりましたが、全道的にも適用がないことから、これを

廃止いたしますことが一つでございます。それから、２点目に、し尿はごみと同様一般廃棄物であ
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ることから、ごみ処理手数料も視野に入れながら、改正後２０リッターにつき１７０円、１リッタ

ー当たり８円５０銭に改正したいとするものでございます。 

 附則でございますが、この条例は、平成１７年４月１日から施行したいとするものでございます。 

 以上で議案第３１号 滝川市廃棄物の資源化・再利用の促進及び適正処理に関する条例の一部を

改正する条例の説明といたします。 

 続きまして、議案第３２号でございますが、滝川市墓地管理使用条例の一部を改正する条例につ

いてご説明いたします。 

 これにつきましては、墓地使用許可証の再交付に係る手数料及び墓地の管理手数料を改正したい

とするものでございます。次ページの新旧対照表でご説明させていただきます。第１条、設置から

次ページの第９条、使用権の移転までにつきましては、それぞれ文言の整理でございます。 

 第１０条、許可証の書換え等でございますが、これの第２項におきまして、許可証の再交付を受

ける者につきましては手数料として１件につき２５０円を納付しなければならないということにな

っておりますが、これを３５０円に改正したいとするものでございます。 

 それから、一番末尾の別表第２でございますが、管理手数料でございますが、１平方メートルに

つき従前５，０００円から改正後１平方メートルにつき６，５００円に改正したいとするものでご

ざいます。 

 附則第１項の施行期日でございますが、この条例は、平成１７年４月１日から施行したいとする

ものでございます。 

 第２項、経過措置でございますが、これにつきましては同日前に墓地の除草の申請を行っている

者については、なお従前の例によるところでございます。 

 以上で議案第３２号 墓地管理使用条例の一部を改正する条例の説明といたします。 

 以上でございます。 

〇議    長  議案第３３号及び第３４号の説明を求めます。経済部参事。 

〇経済部参事 ただいま上程されました議案第３３号 滝川市農業委員会選挙委員定数条例の一部

を改正する条例につきましてご説明を申し上げます。 

 改正の要旨は、農業委員会の選挙による委員の定数を減ずるため改正をしたいとするものであり

ます。現在の定数１６人を１２人に改めるため、条例の改正を要するものでございます。 

 なお、附則で、この条例は、次の農業委員会の選挙による委員の一般選挙から施行したいとする

ものであります。 

 以上で議案第３３号の説明といたします。 

 続きまして、議案第３４号 農業委員会の事務の処理に関する手数料徴収条例の一部を改正する

条例についてご説明を申し上げます。 

 改正の要旨は、手数料は特定の方に提供するサービスに対して徴収するもので、受益者負担の原

則に基づきまして適正な負担を求めることから、再積算により手数料徴収金額の一部を平成９年以

来の改定をしたいとするものであります。 

 次ページの参耂資料をお開きください。新旧対照表でご説明をいたします。初めに、農業委員会
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の保有に係る書類の謄本１枚につき２５０円を３５０円に改定したいとするものであります。 

 次に、その他の証明１件につき４００円を５００円に改正したいとするものです。 

 なお、附則では、この条例は、平成１７年４月１日から施行するものであります。 

 以上で議案第３４号の説明といたします。 

〇議    長  議案第３５号の説明を求めます。経済部長。 

〇経済部長 ただいま上程されました議案第３５号 滝川市丸加高原健康の郷条例の一部を改正す

る条例についてご説明いたします。 

 この条例の改正は、丸加高原健康の郷の使用料を改正したいとするものでございます。 

 新旧対照表でご説明申し上げます。初めに、丸加高原伝習館の休憩料であります。休憩料となっ

ておりますけれども、入浴したときの入浴料金でございます。小・中学生、個人２００円を２５０

円に、団体１６０円を２００円に、一般、個人３００円を３５０円に、団体２４０円を３００円に

改正したいとするものでございます。 

 宿泊料につきましては、１室の使用人数を４区分から２区分とし、幼児・小学生と中学生、一般

と３区分でございましたけれども、中学生以下と一般の２区分とし、料金もこれまでの利用実態を

勘案し、設定いたしました。 

 ２ページの丸加高原オートキャンプ場使用料につきましては、従前入場料とサイト料に分けての

料金設定でありましたけれども、割高感があるとしての利用者からのご意見もあり、サイト料とし

て一本化した料金を設定いたしました。 

 なお、附則で、この条例は、平成１７年４月１日から施行し、２項でこの条例の施行の日の前日

から施行日にかけて滝川市丸加高原伝習館に宿泊する者の当該宿泊に係る使用料については、なお

従前の例による経過措置を設けました。 

 以上、議案第３５号の説明といたします。 

〇議    長  議案第３６号の説明を求めます。建設水道部長。 

〇建設水道部長 ただいま上程されました議案第３６号 滝川市営住宅条例及び滝川市特定公共賃

貸住宅条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 

 新旧対照表によりご説明申し上げます。道営住宅の駐車場料金の改正に伴いまして、滝川市とし

ても改めて料金算定を行った結果、以下のとおり改正したいとするものでございます。滝川市営住

宅条例第５１条の６の第１項中、月額２，０３０円を２，０８０円に改め、同条第２項中、認めた

を認めるに文言整理したいとするものでございます。 

 滝川市特定公共賃貸住宅条例第３４条の第１項中の同じく月額２，０３０円を２，０８０円に改

めたいとするものでございます。 

 附則で、この条例は、平成１７年４月１日から施行したいとするものでございます。 

 以上で説明を終わります。 

〇議    長  議案第３９号及び第４０号の説明を求めます。病院事務部長。 

〇病院事務部長 それでは、議案第３９号 滝川市病院使用料及び手数料徴収条例の一部を改正す

る条例について説明させていただきます。 
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 今回の改正は、経営健全化のために平成９年以降据え置きとなっております市立病院の手数料の

うち文書料について改正したいとするものでございます。 

 次のページの参耂資料で説明させていただきます。別表の改正でございます。文書料の普通診断

書など記載のもの１通につき１，２７０円のものを２，０００円に、死亡診断書など記載のもの１

通につき２，５５０円のものを３，０００円に、自動車損害賠償責任保険診断書など記載のもの１

通につき３，８２０円のものを５，０００円にそれぞれ改正したいとするものでございます。これ

らの額は、消費税が加算以前の額でございまして、この金額につきましては滝川市医師会の基準額

や近隣の自治体病院の料金を参耂に決定させていただいたところでございます。 

 附則といたしまして、第１項では、この条例は、平成１７年４月１日から施行したいとしており、

第２項で条例施行以前の依頼による文書料については従前の例によるものとしているところでござ

います。 

 以上で説明を終わります。 

 続きまして、議案第４０号 滝川市立高等看護学院条例の一部を改正する条例について説明をさ

せていただきます。 

 今回の改正は、前回は平成１０年に改正しております高等看護学院の受験料、入学料、授業料を

近隣などの看護学院の金額を勘案の上改正し、経営の安定に充てたいとするものでございます。 

 次のページの参耂資料をお開き願います。第３条第２項の改正でございます。受験料を１万円か

ら１万５，０００円に、入学料を３万円から５万円に、授業料１万円を１万５，０００円としたい

とするものでございます。 

 第３項は、文言整理であります。 

 附則といたしまして、第１項で当該条例の施行期日を平成１７年４月１日とし、第２項で経過措

置を定めております。条例施行前日の３月３１日において現に滝川市立高等看護学院の学生であっ

た者に係る授業料の額は従前の額にする旨を定めております。 

 以上で議案第３９号、第４０号の説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 

〇議    長  議案第４１号の説明を求めます。教育部長。 

〇教育部長 議案第４１号 空知太スキー場条例を廃止する条例であります。 

 空知太スキー場につきましては、施設の老朽化、利用者の大幅な減などの理由により廃止したい

とするものであります。 

 附則、この条例は、平成１７年４月１日から施行する。 

 以上で説明を終わります。 

〇議    長  議案第４２号の説明を求めます。経済部長。 

〇経済部長 ただいま上程されました議案第４２号 公の施設の指定管理者の指定についてご説明

申し上げます。 

 地方自治法第２４４条の２第６項の規定により、公の施設の指定管理者の指定に伴う指定を行う

ものでございます。 

 １、指定管理者に管理を行わせる公の施設の名称と所在地であります。名称は滝川市航空科学セ
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ンター、所在地は滝川市中島町１３９番地４ほか。 

 ２、指定管理者となるべき団体の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名につきましては、

名称は社団法人滝川スカイスポーツ振興協会、主たる事務所の所在地、滝川市中島町１３９番、代

表者の氏名、会長の近藤良四郎氏でございます。 

 指定の期間は、平成１７年４月１日から平成２０年３月３１日までであります。 

 以上、議案第４２号の説明といたします。 

〇議    長  議案第４３号の説明を求めます。教育部長。 

〇教育部長 議案第４３号 公の施設の指定管理者の指定についてであります。 

 これにつきましては、地方自治法第２４４条の２第６項の規定により、公の施設の指定管理者の

指定を行うということでありまして、１としまして、指定管理者に管理を行わせる公の施設の名称

及び所在地であります。１、滝川市サイクリングターミナル、２、滝の川市民プール、３、江部乙

市民プール、４、東栄小学校プールであります。 

 ２としまして、指定管理者となるべき団体の名称でありますが、名称は財団法人滝川市体育協会

ということであります。 

 ３、指定期間、平成１７年４月１日から平成２０年３月３１日までということであります。 

 以上で説明を終わります。 

〇議    長  議案第４７号の説明を求めます。建設水道部長。 

〇建設水道部長 ただいま上程されました議案第４７号の説明の前に、先ほど議案第３６号の家賃

の改定の関係でございますけれども、これの参耂資料の表題で滝川市営住宅条例及び滝川市特定公

共賃貸住宅条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例、これダブっておりました。後の一部

を改正する条例を削除願いたいと思います。よろしくお願いします。 

 それでは、ただいま上程されました議案第４７号 不動産の処分について説明申し上げます。 

 不動産の場所につきましては、参耂資料にございます旧滝川市と旧江部乙町の境界にございます

蛸の首地区の河川敷地でございます。今回処分する不動産につきましては、地方分権推進計画に基

づく地方分権の推進を図るための関係法令の整備に関する法律、地方分権一括法でございますけれ

ども、これが施行されたことによりまして、法定外公共物のうち機能を有しているものを国、これ

は財務局でございますけれども、財務局から譲与を受けたものでございます。不動産を処分する対

象者は、現在流水占用許可を得ております２２名でございまして、処分の面積は議案の表のとおり

でございまして、２４万３，５８４平方メートルであり、処分価格については１平方メートル当た

り１５７円で、不動産処分総額といたしまして３，８２４万２，６８８円を予定してございます。

処分の方法につきましては、当該不動産の占用許可を得て農地として使用されておりますことから、

それぞれ随意契約により売却をしたいというふうに耂えております。 

 以上で説明を終わらせていただきます。 

〇議  長 以上をもちまして平成１７年度市政執行方針及び予算大綱説明、教育行政執行方針並

びに議案第１号から第９号まで、第１９号から第２７号まで、第２９号から第３６号まで、第３９

号から第４３号まで及び第４７号の説明を終了いたします。 
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        ◎散会宣告 

〇議    長  以上で本日の日程は全部終了いたしました。 

 本日はこれにて散会いたします。 

 ご苦労さまでした。 

散会 午後 ２時５７分 
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平成１７年第１回滝川市議会定例会（第２日目） 

 

                              平成１７年 ３月 ９日（水） 

                              午前１０時０２分  開 議 

                              午前１１時４１分  散 会 

〇議事日程 

 日程第 １ 会議録署名議員指名 

 日程第 ２ 報告第 １号 専決処分について（訴訟の申立て） 

 日程第 ３ 議案第１０号 平成１６年度滝川市一般会計補正予算（第６号） 

       議案第４９号 中空知広域市町村圏組合道路維持管理センターの廃止に伴う財産処 

              分について 

 日程第 ４ 議案第１１号 平成１６年度滝川市国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 

 日程第 ５ 議案第１２号 平成１６年度滝川市下水道事業特別会計補正予算（第２号） 

 日程第 ６ 議案第１３号 平成１６年度滝川市勤労者福祉共済特別会計補正予算（第１号） 

 日程第 ７ 議案第１４号 平成１６年度滝川市老人保健特別会計補正予算（第２号） 

 日程第 ８ 議案第１５号 平成１６年度滝川市公営住宅事業特別会計補正予算（第４号） 

 日程第 ９ 議案第１６号 平成１６年度滝川市介護保険特別会計補正予算（第２号） 

 日程第１０ 議案第１７号 滝川市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例 

 日程第１１ 議案第１８号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一 

              部を改正する条例 

 日程第１２ 議案第２８号 滝川市民福祉条例の一部を改正する条例 

 日程第１３ 議案第３７号 滝川市都市公園条例の一部を改正する条例 

 日程第１４ 議案第３８号 滝川市病院条例の一部を改正する条例 

 日程第１５ 議案第４４号 教育委員会委員の任命について 

 日程第１６ 議案第４５号 公平委員会委員の選任について 

 日程第１７ 議案第４６号 固定資産評価審査委員会委員の選任について 

 日程第１８ 議案第４８号 市道路線の認定及び廃止について 

 

〇出席議員 （１９名） 

        １番  本 間 保 昭 君       ２番  山 腰 修 司 君 

        ３番  三 上 裕 久 君       ４番  久 保 幹 雄 君 

        ５番  大 谷 久美子 君       ６番  石 田   昇 君 

        ７番  渡 辺 精 郎 君       ８番  清 水 雅 人 君 

        ９番  大 累 泰 幸 君      １０番  田 中 敏 男 君 

       １１番  堀 田 建 司 君      １２番  中 田   翼 君 

       １３番  谷 口   昭 君      １５番  酒 五 隆 裕 君 
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       １６番  窪之内 美知代 君            １８番  田 村   勇 君 

       １９番  籔 内 英 之 君      ２０番  五 上 正 雄 君 

            ２１番  水 口 典 一 君 

 

〇欠席議員 （２名） 

              １４番  山 木   昇 君            ２２番  坂 下   薫 君 

 

〇説 明 員 

  市      長  田 村   弘 君    助 役  深 村 完 市 君 

  収 入 役  中   文 雄 君        教 育 長  安 西 輝 恭 君 

  監 査 委 員  八 幡 吉 宣 君    総 務 部 長  末 松 静 夫 君 

  市 民 生 活 部 長  鈴 木 鍈 四 君        保 健 福 祉 部 長  池 田   亨 君 

    経 済 部 長  大 竹 敏 章 君        経 済 部 参 事  江 上 充 明 君 

    建 設 水 道 部 長  池 田   隆 君        建設水道部参事    木 下 善 雄 君 

  教 育 部 長  谷田部   篤 君      監 査 事 務 局 長  辰 巳 信 男 君 
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                                 開議 午前１０時０２分 

    ◎開議宣告 

〇議    長  ただいまの出席議員数は、１８名であります。 

 欠席の申し出は、山木議員であります。 

 遅刻の申し出は、坂下議員、大累議員であります。 

 これより本日の会議を開きます。 

 

    ◎日程第１ 会議録署名議員指名 

〇議  長 日程第１、会議録署名議員指名を行います。 

 会議録署名議員は、議長において清水議員、堀田議員を指名いたします。 

 

    ◎日程第２ 報告第１号 専決処分について（訴訟の申立て） 

〇議  長 日程第２、報告第１号 専決処分について（訴訟の申立て）を議題といたします。 

 説明を求めます。建設水道部長。 

〇建設水道部長 ただいま上程されました報告第１号 専決処分についてご説明申し上げます。 

 地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、次のとおり専決処分したので、同条第２項の規定

により報告いたします。 

 専決事項につきましては、市営住宅の明け渡し及び滞納家賃の支払いの請求に関する訴訟の申立

てでございます。 

 相手方については記載のとおりでございますので、お目通し願います。 

 申し立ての趣旨でございますが、相手方が市営住宅家賃を滞納していることから、再三にわたる

その支払いの督促や納付相談、明け渡し請求にも忚じず、そのまま住み続けていることから、善良

な入居者との公平上問題があり、市営住宅の明け渡し及び滞納家賃の支払いの請求の申し立て等を

するものでございます。 

 専決処分は、平成１７年２月９日でございます。 

 以上で報告を終わります。 

〇議    長  説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。質疑ございますか。 

（なしの声あり） 

〇議  長 質疑なしと認めます。 

 これにて質疑を終結いたします。 

 報告第１号は報告済みといたします。 

 

        ◎日程第３ 議案第１０号 平成１６年度滝川市一般会計補正予算（第６号） 

          議案第４９号 中空知広域市町村圏組合道路維持管理センターの廃止に伴う 

                 財産処分について 
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〇議    長  日程第３、議案第１０号 平成１６年度滝川市一般会計補正予算（第６号）、議案第

４９号 中空知広域市町村圏組合道路維持管理センターの廃止に伴う財産処分についてを一括議題

といたします。 

 提案理由の説明を求めます。助役。 

〇助  役 ただいま上程されました議案第１０号 平成１６年度滝川市一般会計補正予算（第６

号）についてご説明をいたします。 

 今回の補正は、年度末を控えまして、一部事務組合の負担金を初め事業費の確定、他会計への繰

出金、経費の過不足の調整、また国庫補助金、市債などの特定財源の確定などに伴う補正が主な内

容となっております。 

 第１条で、歳入歳出の総額からそれぞれ３億５，９７２万１，０００円を減額し、予算の総額を

２２６億３，０８２万５，０００円とするものであります。 

 第２項で、補正後の歳入歳出予算の金額は、第１表によるところでございます。 

 第２条、繰越明許費でございますが、地方自治法第２１３条第１項の規定により翌年度に繰り越

して使用することができる経費は、第２表によるところでございます。 

 第３条、地方債の補正でございますが、地方債の変更は第３表によるところでございます。 

 ２ページから５ページまでは第１表、歳入歳出予算補正でございますので、お目通しいただきた

いと思います。 

 ７ページをお開きいただきたいと思います。第２表、繰越明許費でございます。道営農免農道整

備事業丸加２期地区工事負担金、金額６３４万３，０００円、工期のおくれなどにより道営事業が

翌年度に繰り越しとなったことによる本市負担金の繰り越しでございます。 

 続きまして、第３表、地方債補正、いずれも変更でございます。老人ホーム整備事業債７４０万

円の増、農業施設整備事業債２０万円の減、除雪機械整備事業債３５０万円の減、道路新設改良事

業債７００万円の減、公園緑地造成事業債８０万円の減、義務教育施設整備事業債５００万円の増、

教育環境整備事業債３０万円の減、文化センター整備事業債４０万円の減、水泳プール整備事業債

１０万円の減、陸上競技場整備事業債７０万円の増、減税補てん債１０万円の増、臨時財政対策債

３，４９０万円の減、災害復旧事業債４１０万円の増、いずれも事業費等の確定に伴う起債許可見

込みによる補正で、変更額の合計は２，９９０万円の減となり、市債の総額を２０億１，８１０万

円としたいとするものでございます。 

 続いて、事項別明細書により歳出からご説明申し上げますので、２４、２５ページをお開きいた

だきます。２款総務費、１項４目財産管理費、補正額２，１６９万５，０００円、一つは庁舎等の

維持管理に要する経費１４９万８，０００円は降雪量の増などに伴い、庁舎前の駐車場排雪委託料

が不足する見込みとなります。排雪台数、当初の１．４倍を超えるような見込みになりますことか

ら、増額補正をしたいとするものでございます。財産の取得、管理及び処分に要する経費２，０１

９万７，０００円の増額につきましては、基金利息、市有地の売払収入、寄附金などを基金に積み

立てしたいとするものでございます。 

 ８目福祉会館費、補正額５５万円につきましては、総合福祉センターに要する経費で、燃料単価
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のアップによりまして不足する燃料費を増額したいとするものでございます。 

 ３款民生費、１項１目社会福祉費、補正額１８９万５，０００円につきましては、基金利息、寄

附金などを積み立てするものでございます。 

 ２目身体障害者福祉費、補正額７５５万１，０００円の減額につきましては、身体障害者措置に

要する経費におきまして、透析等の更生医療費扶助の実行見込みにおいて入院件数が減となる見込

みでありますことから、１７３万２，０００円減額したいとするものでございます。また、重度心

身障害者医療に要する経費では、１人当たりの医療費、若干でございますが、０．８パーセントほ

ど減となる見込みでございますことから、扶助費を５６０万円、事務手数料を７５万円減額したい

とするものでございます。さらに、身体障害者福祉対策に要する経費５３万１，０００円につきま

しては、道の補助事業であります障害者社会参加事業、今年度で４年目になりますが、海洋センタ

ーの障害者用ヨットでありますアクセスリンギー２艇、カナディアンカヌー２艇などの購入費など

が対象となったことによる補正でございます。 

 ３目知的障害者福祉費、補正額１，４０２万４，０００円の減額につきましては、当初見込みよ

り施設入所者数が減となる見込みでございます。現在１０３名でございますが、６名ほど減となる

というようなことから、施設訓練等支援費を減額したいとするものでございます。 

 次のページをお開きいただきます。４目老人福祉費、補正額１，７８０万４，０００円の減額に

つきましては、一つは老人医療、いわゆる道老でございますが、老人医療に要する経費について現

行予算より約７パーセント医療費の実行見込みが減となりますことから、医療費扶助５８０万円、

事務手数料６５万円を減額したいとするものであります。また、老人保健特別会計において別途議

案として提案させていただきますが、医療給付費等の減により、ルール計算での繰出金１，１３５

万４，０００円を減額するものでございます。 

 ２項１目児童母子福祉費、補正額１，４７５万円の減額につきましては、一つは児童手当に要す

る経費、これは１子、２子５，０００円、３子目以降１万円の手当額ですが、昨年の４月から小学

校３年生まで支給範囲が拡大されておりますが、実行見込みによりまして延べ人員の減、約４．２

パーセントほど見込んだよりは減というようなことにより、７００万円減額したいとするものでご

ざいます。二つ目は、児童扶養手当に要する経費、実行見込みより受給者数の減、３．９パーセン

トほど見込みよりも減の受給者数というようなことから、１，０００万円減額したいとするもので

ございます。次に、障害児支援に要する経費でございますが、こども療育センターの利用者数が予

定より増加をした、月平均９人ほどの増というようなことと支援費の単価の増加がございます。事

業所規模、当初１０人から１日１１人以上２０人未満の事業所規模の指定を受けておりましたが、

実態が１日平均７人ないし８人というようなことから、１０人以下の事業所規模に変更したという

ようなこともございまして、支援費単価がふえたことによりましてデイサービス支援費を２２５万

増額したいとするものでございます。 

 ２目保育所費、補正額１，２２３万７，０００円は、事業団委託の保育所において保育人数が予

定より増となったことによる運営管理委託料を補正したいとするものであります。保育所の総体の

入所者数は、月平均５１３．６人というようなことで当初予算に計上したのと余り変更がない状態
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でありますが、延長保育等の人数等がありまして、花月保育所と一の坂保育所で予定を上回って入

所者増の状況になっております。花月保育所では当初見込みより延べ人数で７．１パーセントの増、

特にまた１、２歳児が多い状況、それから一の坂保育所では当初見込んだよりも４．１パーセント

の増というようなことのゼロ歳児が多く入所しているというような状況がございまして、１，２２

３万７，０００円を補正計上したいというものでございます。 

 ３項１目生活保護費、補正額３，３２２万８，０００円は、医療扶助費の増額補正でございます。

保護率１１．９パーミルですが、保護人員も含めて当初予算と比較、多尐の減尐傾向になっており

ますが、医療扶助、入院分が増加していることにより補正したいとするものでございます。 

 次のページをお開きいただきたいと思います。４款衛生費、１項５目環境衛生費、補正額１５９

万７，０００円の減額につきましては、墓地の運営管理に要する経費、当初見込んでいたよりは墓

地管理手数料が減というような状況にございますことから、積み立て予定額を４３万２，０００円

減額したいとするもの、もう一点は中空知衛生施設組合負担金、滝の川斎苑分でありますが、２月

２５日に組合議会が終了いたしておりますが、前年度繰越金の精算等により１１６万５，０００円

の減額となるものでございます。 

 ６目他会計繰出金、補正額２億９，３１９万８，０００円の減額は、地方交付税等の確定に伴う

整理でございます。国民健康保険特別会計は財政安定化支援事業分の減２，８０４万１，０００円、

下水道事業特別会計は交付税の平準化債の振りかえ等により２億８，１７６万５，０００円の減、

介護保険特別会計は人件費の減という要因がありますが、給付費の増等により３９４万円の増、病

院事業会計は交付税算入単価の増等により４６８万８，０００円の増、水道事業会計は高料金対策

の単価増等により７９８万円の増となっております。 

 ２項１目じん芥処理費、補正額４，７５３万６，０００円の減額は、中空知衛生施設組合負担金、

ごみ処理施設分でございますが、実行見込みにより保守点検委託料の減、可燃ごみの減等によるも

のでございます。 

 ２目し尿処理費、補正額６１６万２，０００円の減額につきましても中空知衛生施設組合負担金、

衛生センター分でございますが、前年度繰越金の精算等によるものでございます。 

 ５款労働費、１項２目労働福祉施設費、補正額１５万９，０００円は、燃料の単価アップにより

勤労青尐年ホームの燃料費を増額したいとするものでございます。 

 次のページをお開きいただきたいと思います。６款農林業費、１項２目農業振興費、補正額５９

万９，０００円は、寄附金を積み立てしたいとするものでございます。 

 ４目農地費、補正額１７０万１，０００円の減額につきましては、土地改良に要する経費として

国営音江山かんがい排水事業として整備をいたしました排水管に多目的給水栓１基設置分を予算化

しておりましたが、本年度は設置者がいなかったため減額補正したいとするものでございます。 

 ５目農業施設費は、財源振りかえでございます。 

 ２項１目林業振興費、補正額２８５万４，０００円の減額は、公団分収造林事業について事業費

が確定したことによる減額補正でございまして、下刈り面積の減、約２５パーセントでありますが、

これが主な減額理由となっております。 
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 ７款商工費、１項１目商工業振興費、補正額９１６万円は、商業振興対策に要する経費の４５万

円は寄附金を商業振興基金に積み立てするものでございます。また、企業立地に要する経費８７１

万円は、市内企業が事業用地を拡大するために北海道土地開発公社が所有する流通団地用地、この

企業の隣接地でありますが、取得することに対して、商工業振興条例に基づき工業立地助成金を支

出したいとするものでございまして、助成金の２分の１は北海道から補助金が交付されるものでご

ざいます。 

 次のページをお開きいただきたいと思います。８款土木費、２項１目道路維持費、補正額４７７

万７，０００円は、路面清掃車の購入費でございます。これは、議案第４９号の中空知広域市町村

圏組合道路維持管理センターの事業を廃止することに伴う財産処分に関連するものでございますが、

１７年度以降滝川市の道路維持業務について経費節減を図るために、中空知広域市町村圏組合が所

有しております５．５トン級の高速路面清掃車を購入したいとするものでございます。 

 ２目道路新設改良費、補正額４００万円の減額は、実行見込みにより事業費を整理したいとする

ものでございます。 

 ４項２目土地区画整理費、補正額２８９万５，０００円の減額は、駅周辺整備事業に要する経費

ですが、道委託金の確定により事業費を整理したいとするものでございます。 

 ４目公園緑地造成費は、財源振りかえでございます。 

 ９款１項１目消防費、補正額３，３８７万４，０００円の減額は、滝川地区広域消防事務組合負

担金について、退職異動に伴う人件費の減及び退職手当組合負担金の精算還付金により滝川市の負

担金を減額したいとするものでございます。 

 次のページをお開きいただきます。１０款教育費、１項３目教育振興費、補正額７，０００円は、

その他教育振興に要する経費ですが、基金利息を積み立てしたいとするものでございます。 

 ３項小学校費、１目学校管理費、補正額３１１万８，０００円は、まず燃料費の単価アップによ

ります増額が１６１万８，０００円、その他諸費１５０万円は、この４月から西小学校に障害児学

級２クラス、病弱障害児学級と肢体不自由児学級の開設のためのトイレの改修、水飲み場の改修、

階段手すりの設置、それと第二小学校肢体麻痺児童のために手すりを設置するために修繕費５０万

円の増額と寄附者の意向によりまして学校用消耗品として１００万円の増額を行い、ささくれ等傷

みの激しいいすを更新したいとするものでございます。なお、机、いすの傷みの激しいものは、こ

れで修繕済みになる予定でございます。 

 ４項中学校費、１目学校管理費、補正額７８万１，０００円は、燃料の単価アップによる増額で

ございます。 

 ５項高等学校費、１目学校管理費、補正額４２万９，０００円につきましても、同じく燃料の単

価アップによる増額でございます。 

 ７項１目社会教育費、補正額１万円は、寄附内訳の変更などにより青尐年健全育成基金積立金を

３０万円、予定より尐なかったことから減額をし、芸術文化振興基金積立金を３１万円増額したい

とするものでございます。 

 ４目文化センター費、補正額３３７万３，０００円、３月６日に大変成功裏に終止をいたしまし
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た市民ミュージカルの練習利用など冬期間かつ夜間の利用が多いことにより、燃料費、光熱水費、

夜間のボイラー運転委託料、除雪委託料、ホール技術委託料を増額したいとするものでございまし

て、利用増に伴い、使用料収入も増額となる見込みでございます。 

 次のページをお開きいただきたいと思います。６目図書館費、補正額３０万円は、寄附者の意向

により３０万円を学校との連携による子どもの読書活動支援事業の絵本購入費等に活用したいとす

るものでございます。 

 ８項１目体育振興費、補正額２１万円は、寄附金を積み立てたいとするものでございます。 

 ２目水泳プール費、４目体育施設費は、いずれも財源振りかえでございます。 

 １１款公債費、１項１目元金、補正額２，２３６万円は、平成１４年度に建設をいたしました滝

の川市民プール水夢の財源として国庫補助金のかわりにＮＴＴＢタイプ資金３，３５４万１，００

０円の無利子貸し付けを受けておりまして、当初平成１６年度から１８年度の３カ年間で償還する

予定でありましたが、国の補正予算措置で平成１６年度において一括償還することになりましたこ

とによる補正でございます。なお、同額国庫支出金として収入になります。当初予定ではおおむね

３分の１の額１，１１８万１，０００円を計上しておりましたが、今回２，２３６万円を補正をし

て、全体３，３５４万１，０００円を一括償還するものでございます。 

 １２款諸支出金、２項３目他会計貸付金、補正額３１１万１，０００円の減額は、国民健康保険

特別会計の平成１５年度決算に対する繰り上げ充用の資金として１億３，７００万円の貸付金を補

正措置しておりましたが、貸付額の確定により減額したいとするものでございます。 

 次のページをお開きいただきたいと思います。１３款職員費、１項１目職員費は、財源振りかえ

でございます。 

 １５款１項１目公共施設等災害復旧費、補正額２，３５５万２，０００円の減額は、需用費の確

定に伴う減額補正でございます。 

 以上、歳出合計で３億５，９７２万１，０００円の減額となったところでございます。 

 続きまして、歳入についてご説明申し上げます。１０、１１ページをお開きいただきたいと思い

ます。１０款１項１目地方特例交付金、補正額５８６万４，０００円、１１款１項１目地方交付税、

補正額１，７９１万円の減は、普通交付税の確定見込みによる補正でございます。 

 １３款１項２目民生費負担金、補正額４３１万５，０００円、１４款１項８目教育使用料、補正

額４９１万８，０００円、２項２目衛生手数料、補正額４３万２，０００円の減は、いずれも歳出

関連でございます。 

 次のページをお開きください。１５款国庫支出金でありますが、１項１目民生費負担金、補正額

４４７万２，０００円、２項２目民生費補助金、補正額１１２万５，０００円は、いずれも歳出関

連でございます。 

 ４目土木費補助金、補正額６９４万４，０００円の減額につきましては、除雪機械整備費補助金

の減額でございまして、実績により除雪機械の購入費が当初予定していた額よりも下回りますこと

から、減額したいとするものでございます。 

 ５目教育費補助金、補正額２，２３６万円は、歳出関連でございます。 
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 ７目災害復旧費補助金、補正額１，０９４万８，０００円の減額につきましては、補助対象とな

る災害復旧事業の査定結果見込みによる減額でございます。公立学校施設災害復旧事業補助金につ

きましては、工事費の実績が予定額より下回ったこと、補助対象経費自体が減額していることのほ

か、１件当たりの補助下限額を下回り、補助対象外となった、こういうこと、あるいは現地査定の

結果、補助対象面積の割り落としなどにより１，２０４万７，０００円の減額を見込んでおります。

また、社会福祉施設災害復旧事業補助金につきましては、要望しておりました西町デイサービスセ

ンターの災害復旧事業費の補助が認められたことにより、１０９万９，０００円を増額したいとす

るものでございます。 

 次のページをお開きいただきたいと思います。１６款道支出金、１項１目民生費負担金、補正額

６８５万９，０００円の減、２項２目民生費補助金、補正額９５６万円の減、８目商工費補助金、

補正額４３５万５，０００円、９目災害復旧費補助金、補正額５４万９，０００円につきましては、

歳出関連でございます。 

 次のページをお開きいただきたいと思います。３項４目土木費委託金、補正額２８９万５，００

０円の減、１７款財産収入でありますが、１項３目基金運用収入、補正額６万３，０００円、２項

１目不動産売払収入、補正額１，６１５万円、１８款１項１目一般寄附金、補正額４８２万５，０

００円、２目総務費寄附金、補正額２９万９，０００円、３目民生費寄附金、補正額４６万６，０

００円、６目農林業費寄附金、補正額５９万９，０００円、７目商工費寄附金、補正額４万９，０

００円につきましては、歳出関連でございます。 

 次のページをお開きいただきます。９目教育費寄附金、補正額１５２万円につきましては、歳出

関連でございます。 

 １９款２項１目基金繰入金、補正額３億８，３６６万円の減額につきましては、歳出関連及び平

成１６年度の収支見込みを踏まえて、新年度以降の財源にするために減額補正したいとするもので

ございます。今回の補正によりまして５億５，８００万の繰り入れ見込みとなります。現時点の基

金残高は、１６年度末１３億９，５００万円となる見込みでございます。 

 ２０款１項１目繰越金、補正額５，９２７万９，０００円は、補正に伴い必要となる一般財源を

繰越金で調整するものでございます。 

 ２１款諸収入、３項８目他会計貸付金収入、補正額３１１万１，０００円の減、４項１目公団分

収造林事業受託収入、補正額２８５万４，０００円の減は、いずれも歳出関連でございます。 

 ５項３目雑入、補正額２，３０６万４，０００円は、一つは実行見込みによる重度心身障害者医

療費返還金収入の増額が１，３９０万円、議案第４９号の関連の中空知広域市町村圏組合の道路維

持管理センター整備積立金の返還金の収入見込み９３６万４，０００円及び土地改良事業費の減に

伴う歳出関連で２０万円を減額したいとするものでございます。 

 次のページをお開きいただきたいと思います。６項１目北海道市町村備荒資金組合災害支消交付

金、補正額３，８９２万円の減額につきましては、災害復旧費の減額による調整等により減額した

いとするものでございます。 

 ２２款市債、１項１目民生債７４０万円の増、２目農林業債２０万円の減、３目土木債１，１３
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０万円の減、４目教育債４９０万円の増は、いずれも歳出関連でございます。 

 次のページをお開きいただきたいと思います。５目減税補てん債１０万円の増、６目臨時財政対

策債３，４９０万円の減額は、確定見込みによる補正でございます。 

 ８目災害復旧債４１０万円の増は、歳出関連でございます。 

 以上、歳入合計で３億５，９７２万１，０００円の減額となったところでございます。 

 以上を申し上げまして、議案第１０号の説明とさせていただきます。よろしくご審議をお願いい

たします。 

〇議    長  総務部長。 

〇総務部長 続きまして、議案第４９号につきましてご説明申し上げます。 

 これにつきましては、平成１６年市議会第４回定例会におきまして中空知広域市町村圏組合道路

維持管理センター事業の廃止に係る組合規約の変更が議決されたところでありますが、これにより

地方自治法第２８９条の規定により中空知広域市町村圏組合道路維持管理センター事業の廃止に伴

う財産処分が生ずることから、次のページにあります別紙のとおり関係市町の協議により定めたい

とするものであります。 

 なお、財産処分をしたいとする組合財産は、積立基金４，６４１万６，８２８円と車両２台であ

ります。まず、積立基金については、車両購入時の負担割合、均等共通経費、利用負担割合により

算出して得た額で関係市町に帰属させたいとするものであり、また車両につきましてはまず路面清

掃車は構成市町へ売却、これは滝川市のみが購入希望したことから、滝川市へ売却することとし、

高圧水管洗浄車、いわゆる側溝清掃車のことですが、これについては関係市町で購入希望がなかっ

たため、競争入札により売却し、それぞれの売却した現金につきましても基金と同様の割合で帰属

させたいとするものであります。 

 なお、車両の売却につきましては、関係市町における議会の議決後、中空知広域市町村圏組合に

おいて執行されますことを申し添え、議案第４９号の説明といたします。 

〇議    長  説明が終わりました。 

 これより一括質疑に入ります。質疑ございますか。 

（なしの声あり） 

〇議  長 質疑なしと認めます。 

 これにて質疑を終結いたします。 

 これより一括討論に入ります。討論ございますか。渡辺議員。 

〇渡辺議員 それでは、ただいま上程されました補正予算に賛成の立場で若干の補強討論をしてお

きたいと思うのであります。 

 まず第１に、３億５，９００万程度の黒字補正で、大変よかったと思うのであります。 

 次に、庁舎の維持管理に要する経費についてであります。１５０万円程度を尐々切る金額であり

ますが、この議案は市民の皆さんは詳しくは承知していないのであります。降雪量の増加に伴う市

庁舎駐車場の除排雪委託料だと言えば、市民はああ、やっぱり市役所かとなるのであります。つま

り市内の住宅地、特に間隔の狭い公営住宅付近の雪はどうするのかと言われているのであります。
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１．４倍の雪の量は、市役所付近だけではないのであります。市内一帯でございます。もとより私

はこの除排雪委託料に賛成でありますが、もっともっと困っている市民がたくさんいるという、こ

の方々に対する行政の気遣いこそ大切だと思うのであります。もう３月だから、市民の苦情も聞き

流そうとする行政の姿勢にこそ問題があると思うのであります。３億５，０００万程度も残ってい

るのでありますから、またまたこの低気圧でさらに雪で苦しめられている市民のために、特に住宅

地が込み入っているところの除排雪に補正するぐらいの配慮が欲しいのであります。 

 以上、若干の意見を申し上げまして、市民の声連合の賛成討論といたします。 

〇議  長 ほかに討論ございますか。 

（なしの声あり） 

〇議  長 これにて討論を終結いたします。 

 これより議案第１０号及び議案第４９号の２件を一括採決いたします。 

 本案をいずれも可決することに異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

〇議  長 異議なしと認めます。 

 よって、議案第１０号及び議案第４９号の２件はいずれも可決されました。 

 

    ◎日程第４ 議案第１１号 平成１６年度滝川市国民健康保険特別会計補正予算（第２ 

                 号） 

〇議  長 日程第４、議案第１１号 平成１６年度滝川市国民健康保険特別会計補正予算（第２

号）を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。市民生活部長。 

〇市民生活部長 ただいま上程されました議案第１１号 平成１６年度滝川市国民健康保険特別会

計補正予算（第２号）についてご説明いたします。 

 今回の補正の概要でございますが、退職被保険者の高額療養費の給付費の増、２点目に老人保健

拠出金の退職被保険者の増の関係が主な要因でございます。 

 第１項、総額に歳入歳出それぞれ１，２５１万２，０００円を補正して、歳入歳出それぞれ４７

億４，９００万３，０００円としたいとするものであります。 

 第２項におきまして、歳入歳出予算の補正は、第１表、歳入歳出予算補正によるところでござい

ます。 

 次ページの２ページ、３ページにおきましては第１表、歳入歳出予算補正並びに４ページ、５ペ

ージは歳入歳出予算事項別明細書の総括でございますので、お目通し願いたいと思います。 

 それでは、歳出からご説明いたしますので、８ページ、９ページをお開き願いたいと思います。

歳出、２款２項２目退職被保険者等高額療養費１，２８２万８，０００円の補正でございますが、

これにつきましては退職被保険者の増及び高額療養費が当初見込みより大幅に増になったことによ

る補正でございます。 

 ３款１項１目老人保健医療費拠出金５４７万２，０００円の補正でございますが、これにつきま
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しては平成１４年１０月の制度改正で老人受給者年齢が年次的に７０歳から７５歳に引き上げられ

たことによりまして拠出金の減尐傾向にございますが、一般分では７７５万６，０００円の減でご

ざいます。しかしながら、退職者分で１，３２２万８，０００円の増となり、当初見込みより差し

引き増となりましたので、補正するものでございます。 

 ４款１項１目介護納付金でございますが、１２７万７，０００円の減額補正でございますが、平

成１６年度分の介護納付金が確定することによりまして当初見込みより減となり、補正するもので

ございます。 

 ６款１項１目保健衛生及び疾病予防費１４０万円の減額補正でございますが、これにつきまして

は市民健康まつり２０周年記念事業としてＮＨＫ健康フェアを招致し、事業費２９０万円を予算化

して健康まつりを実施してきたところでございますが、当予算につきましては健康まつり実行委員

会に補助し、一方道の地域政策補助金を申請したところでございまして、このほど１４０万円の実

行委員会への交付が決定されたことから、当委員会から精算されるもので、減額補正となったとこ

ろでございます。 

 １０款１項１目前年度繰上充用金３１１万１，０００円の減額補正でございますが、一般会計の

補正でご説明したとおり、平成１５年度の収支不足が１億３，３８８万９，０００円と確定したこ

とにより、前年度繰上充用金の減額補正となったところでございます。 

 以上、歳出補正合計１，２５１万２，０００円を補正したいとするものでございます。 

 次に、歳入についてご説明いたしますので、６ページをお開き願いたいと思います。歳入、２款

１項１目療養給付費等負担金でございますが、８５０万４，０００円の補正です。歳出で老人拠出

金の一般分７７５万６，０００円の減となったことから、ルールの４０パーセント相当分３１０万

２，０００円の減及び介護納付金の確定により当初見込みより１２７万７，０００円の減になった

ことから、ルールの４０パーセント相当分５１万１，０００円の減並びに平成１５年度分過年度実

行負担金１，２１１万７，０００円が見込みによるもので補正となったところでございます。 

 ３款１項１目療養給付費等交付金３，４３０万６，０００円の補正でございますが、これにつき

ましては退職者医療に係る平成１５年度事業の過年度追加交付金の補正でございます。 

 ７款１項１目一般会計繰入金２，８０４万１，０００円の減額補正につきましては、財政安定化

支援事業、一般会計からの繰入金で交付税に算入されるものでございますが、低所得者多数、病症

者多数、高齢者多数によりルール積算されるもので、当初見込みより減となったことから補正とな

りました。 

 ９款３項７目国保連合会診療報酬支払基金出資金償還金８５万４，０００円の補正でございます

が、国保連合会診療報酬支払基金出資金償還金でございまして、国保連合会が保険者が給付する経

費に不足を来したときに資金貸し付けする制度でございましたが、平成１６年度末をもってこの制

度が廃止になることから、滝川市が昭和３７年から昭和４１年まで出資していた元金８５万４，２

８７円が今回償還されるもので、補正となったところでございます。 

 ４項１目他会計借入金でございますが、３１１万１，０００円の減額補正となったところでござ

いますが、これにつきましては平成１５年度の収支不足額に対する繰り上げ充用金の財源を一般会
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計から借り入れしたもので、財源として計上してきましたが、繰り上げ充用金の確定により減額と

なったものでございます。 

 歳入合計１，２５１万２，０００円の補正となったところでございます。 

 以上で議案第１１号 平成１６年度国民健康保険特別会計補正予算（第２号）の説明とさせてい

ただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 

〇議  長 説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。質疑ございますか。 

（なしの声あり） 

〇議  長 これにて質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。討論ございますか。 

（なしの声あり） 

〇議  長 討論なしと認めます。 

 これにて討論を終結いたします。 

 これより議案第１１号を採決いたします。 

 本案を可決することに異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

〇議  長 異議なしと認めます。 

 よって、議案第１１号は可決されました。 

 

    ◎日程第５ 議案第１２号 平成１６年度滝川市下水道事業特別会計補正予算（第２号） 

〇議  長 日程第５、議案第１２号 平成１６年度滝川市下水道事業特別会計補正予算（第２

号）を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。建設水道部参事。 

〇建設水道部参事 ただいま上程されました議案第１２号 平成１６年度滝川市下水道事業特別会

計補正予算について説明いたします。 

 今回の補正の概要は、歳入の財源振りかえのほか、道が事業主体の石狩川流域下水道で事業の一

部が翌年度へ繰り越されることに伴い、滝川市の負担分の繰越明許費の設定、地方債の借り入れ限

度額の変更でございます。 

 第１条、歳入予算の補正は、２ページの第１表、歳入予算補正によるところでございます。 

 第２条、繰越明許費は、地方自治法第２１３条第１項の規定により翌年度に繰り越して使用する

ことができる経費は、第２表、繰越明許費によるところでございます。 

 第３条、地方債の補正は、３ページの第３表、地方債補正によるところでございます。 

 まず、歳入について説明をいたしますので、６ページ、７ページをお開きを願いたいと思います。

歳入、１款１項１目下水道使用料でございますが、補正額９４３万５，０００円の減額でございま

す。これは、使用水量の減尐等に伴う減額の補正でございます。 

 ４款１項１目他会計繰入金につきましては、資本費平準化債拡大分の適用、それと市債への振り
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かえによる減額ということで、補正額２億８，１７６万５，０００円の減額の補正でございます。 

 ７款１項１目下水道事業債につきましては、補正額２億９，１２０万円の増額でございますが、

これは資本費平準化債拡大分の確定、それと事業費の確定に伴います精査ということで、内容は説

明欄に記載のとおりでございます。 

 歳入合計につきましては、補正額増減同額ということでございますので、補正後の額２３億１，

２８３万７，０００円、これは補正前の額と同額ということでございます。 

 次に、３ページをお開きを願いたいと思います。３ページ、第２表、繰越明許費でございますが、

これは事業名は石狩川流域下水道事業負担金でございます。道が実施する事業でありますので、こ

の事業の内容は水処理施設の関係の設計変更による部分で、新年度に事業を行うということで、滝

川市の負担分２８７万４，０００円を繰越明許として計上するというものでございます。 

 次、第３表、地方債の補正でございますが、起債の目的は下水道事業債でございまして、限度額

を先ほど提案をしました補正額２億９，１２０万円の増額分を加えまして６億２，７８０万円と定

めるものでございます。 

 以上、議案第１２号の提案といたしますので、よろしくご審議のほどお願いを申し上げます。 

（何事か言う声あり） 

〇建設水道部参事 済みません。失礼しました。 

 歳出につきましては、補正額がございません。これは、補正額の財源内訳の振りかえの精査でご

ざいますので、ここに記載のとおりでございますので、お目通しをいただきたいと思います。 

〇議  長 説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。質疑ございますか。 

（なしの声あり） 

〇議  長 質疑なしと認めます。 

 これにて質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。討論ございますか。 

（なしの声あり） 

〇議  長 討論なしと認めます。 

 これにて討論を終結いたします。 

 これより議案第１２号を採決いたします。 

 本案を可決することに異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

〇議  長 異議なしと認めます。 

 よって、議案第１２号は可決されました。 

 

    ◎日程第６ 議案第１３号 平成１６年度滝川市勤労者福祉共済特別会計補正予算（第１ 

                 号） 

〇議  長 日程第６、議案第１３号 平成１６年度滝川市勤労者福祉共済特別会計補正予算（第
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１号）を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。経済部長。 

〇経済部長 ただいま上程されました議案第１３号 平成１６年度滝川市勤労者福祉共済特別会計

補正予算（第１号）についてご説明申し上げます。 

 １項におきまして、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４５０万円を追加して、予算の総額

を１，６２６万６，０００円とするものでございます。 

 ２項におきまして、補正の款項の区分及び金額、補正後の歳入歳出予算の金額は、２、３ページ

にありますように第１表、歳入歳出予算補正によるものでございます。 

 なお、この補正は、平成１５年度決算におきまして繰越金を生じたことによりまして、その一部

を基金に積み立てるための補正でございます。 

 歳出からご説明いたしますので、８ページ、９ページをお開き願いたいと思います。４款３項１

目基金積立金におきまして４５０万円を増額補正をし、補正後の金額を４５０万４，０００円とす

るものでございますが、これは先ほど申し上げました勤労者福祉共済基金積立金に積み立てる内容

でございます。 

 歳出合計は、１，６２６万６，０００円となるものでございます。 

 次に、６ページ、７ページをお開き願いたいと思います。歳入についてご説明を申し上げます。

４款１項１目繰越金において４５０万円を増額補正し、補正後の額を４６０万円とするものでござ

います。 

 歳入合計は、１，６２６万６，０００円となるものでございます。 

 以上、議案第１３号の説明といたします。よろしくお願いします。 

〇議  長 説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。質疑ございますか。 

（なしの声あり） 

〇議  長 質疑なしと認めます。 

 これにて質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。討論ございますか。 

（なしの声あり） 

〇議  長 討論なしと認めます。 

 これにて討論を終結いたします。 

 これより議案第１３号を採決いたします。 

 本案を可決することに異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

〇議  長 異議なしと認めます。 

 よって、議案第１３号は可決されました。 

 

        ◎日程第７ 議案第１４号 平成１６年度滝川市老人保健特別会計補正予算（第２号） 



- 42 - 

 

〇議    長  日程第７、議案第１４号 平成１６年度滝川市老人保健特別会計補正予算（第２号）

を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。市民生活部長。 

〇市民生活部長 ただいま上程されました議案第１４号 平成１６年度滝川市老人保健特別会計補

正予算（第２号）についてご説明いたします。 

 第１項におきまして、歳入歳出それぞれ１億９，８６０万円を減額補正をし、総額を歳入歳出そ

れぞれ５５億４，３５８万２，０００円としたいとするものであります。 

 ２項におきまして、歳入歳出予算の補正は、第１表、歳入歳出予算補正によるところでございま

す。 

 次ページの２ページ、３ページ及び４ページ、５ページにつきましては、第１表、歳入歳出予算

補正並びに歳入歳出予算事項別明細書の総括でございますので、お目通し願いたいと思います。 

 歳出からご説明いたしますので、１０ページをお開き願いたいと思います。歳出、１款１項１目

一般管理費４５万円の減額補正でございますが、これにつきましては医療費の支給件数の減により

まして共同電算処理及び通知事務の手数料の減となったところでございまして、減額補正となった

ところでございます。 

 ２款１項１目医療給付費でございますが、１億８，６５０万円の減額補正につきましては、入院

医療費８．４４パーセントの減並びに調剤３．４５パーセントの減、外来医療費３．４９パーセン

トの増の見込みでございますが、総体医療費が当初見込みより大幅減尐による補正でございます。 

 ２目医療費支給費９８０万円の減額補正につきましても１目と同様の償還払いの医療費でござい

ますが、柔道整復、はり、きゅうが当初見込みより減となったことによる補正でございます。 

 ３目審査支払手数料１８５万円の減額補正につきましては、レセプト件数の減尐により審査支払

手数料の減によるものでございます。 

 歳出補正合計につきましては、１億９，８６０万円の減額補正となったところでございます。 

 次に、歳入についてご説明いたしますので、６ページにお戻り願いたいと思います。歳入、１款

１項１目医療費交付金でございますが、１億３，６６３万円の減額補正でございますが、歳出の医

療費の減による負担割合による減でございます。 

 ２目審査手数料交付金１７９万９，０００円の減額補正は、レセプト件数の減による審査支払手

数料交付金の減でございます。 

 ２款１項１目医療費負担金３，９８６万５，０００円の減額補正は、１款の支払基金交付金と同

様に医療費の減による国の負担割合によります減でございます。 

 ２項１目事務費補助金８８万９，０００円の補正につきましては、医療費適正化推進費補助金で

ございまして、レセプト点検、賃金等が事務費に補助されますが、補助基準単価が１０円から１４

円に単価アップにより増額となったものでございます。 

 ３款１項１目医療費負担金９９６万７，０００円の減額補正につきましては、１款及び２款と同

様に医療費の減による道の負担割合による減でございます。 

 ４款１項１目他会計繰入金の１，１３５万４，０００円の減額補正につきましては、支払基金、
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国、道のと同様に医療費の減による自治体の負担割合による減及び審査支払手数料が一般管理費等

の精査によるものでございます。 

 次ページをお開き願いたいと思います。６款２項１目第三者納付金１２万６，０００円の補正に

つきましては、第三者行為による納付金でございまして、当初見込みより増となったところでござ

います。 

 歳入補正合計１億９，８６０万円の減額の補正となったところでございます。 

 以上で議案第１４号 平成１６年度老人保健特別会計補正予算（第２号）の説明とさせていただ

きます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 

〇議  長 説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。質疑ございますか。 

（なしの声あり） 

〇議  長 質疑なしと認めます。 

 これにて質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。討論ございますか。 

（なしの声あり） 

〇議  長 討論なしと認めます。 

 これにて討論を終結いたします。 

 これより議案第１４号を採決いたします。 

 本案を可決することに異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

〇議  長 異議なしと認めます。 

 よって、議案第１４号は可決されました。 

 

    ◎日程第８ 議案第１５号 平成１６年度滝川市公営住宅事業特別会計補正予算（第４ 

                 号） 

〇議  長 日程第８、議案第１５号 平成１６年度滝川市公営住宅事業特別会計補正予算（第４

号）を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。建設水道部長。 

〇建設水道部長 ただいま上程されました議案第１５号 平成１６年度滝川市公営住宅事業特別会

計補正予算（第４号）についてご説明申し上げます。 

 第１項は歳入歳出の補正についてでございますが、歳入歳出予算の総額にそれぞれ５９万９，０

００円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ６億２，８４７万５，０００円としたいとするも

のでございます。 

 第２項は、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予

算の金額を第１表、歳入歳出予算補正のとおりとするものでございます。 

 補正予算の内容について歳出からご説明申し上げます。８ページ、９ページをお開きください。
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１款１項２目道営住宅管理費でございますが、道営住宅管理費委託金の増額決定に伴いまして５９

万９，０００円を増額補正したいとするものでございます。これの主たる内容につきまして、道営

住宅見晴団地の物置の部分の修繕でございます。 

 以上、歳出合計５９万９，０００円を増額補正し、補正後の額を６億２，８４７万５，０００円

としたいとするものです。 

 次に、歳入でございますが、６ページ、７ページをお開き願います。３款１項１目住宅事業費委

託金５９万９，０００円の増額補正となりますが、これらはいずれも歳出関連でございます。 

 以上、歳入合計５９万９，０００円を増額補正し、補正後の額は６億２，８４７万５，０００円

となります。 

 なお、２ページ、３ページの第１表、歳入歳出予算補正、４ページ、５ページの歳入歳出予算事

項別明細書につきましては、お目通しを願います。 

 以上で説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願いします。 

〇議  長 説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。質疑ございますか。 

（なしの声あり） 

〇議  長 質疑なしと認めます。 

 これにて質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。討論ございますか。 

（なしの声あり） 

〇議  長 討論なしと認めます。 

 これにて討論を終結いたします。 

 これより議案第１５号を採決いたします。 

 本案を可決することに異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

〇議  長 異議なしと認めます。 

 よって、議案第１５号は可決されました。 

 

    ◎日程第９ 議案第１６号 平成１６年度滝川市介護保険特別会計補正予算（第２号） 

〇議  長 日程第９、議案第１６号 平成１６年度滝川市介護保険特別会計補正予算（第２号）

を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。保健福祉部長。 

〇保健福祉部長 それでは、ただいま上程されました議案第１６号 平成１６年度滝川市介護保険

特別会計補正予算（第２号）についてご説明申し上げます。 

 今回の補正は、保険事業勘定の居宅介護と施設介護のサービス費の増により保険給付費がふえた

ことと、それから給与改定及び人事異動に伴う人件費の減により補正したいとするものでございま

す。 
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 第１項において、保険事業勘定の歳入歳出にそれぞれ１億１，３１２万７，０００円を追加し、

同勘定の歳入歳出総額を歳入歳出それぞれ２４億７７８万８，０００円としたいとするものでござ

います。 

 ２項におきまして、保険事業勘定の歳入歳出予算の補正は、第１表、歳入歳出予算補正によると

ころでございます。 

 ２ページから５ページにつきましては、お目通しいただきたいと思います。 

 歳出からご説明しますので、１０ページ、１１ページをお開きください。１款１項１目一般管理

費８３９万１，０００円の減、２項１目賦課徴収費３２６万７，０００円の減は、いずれも給与改

定及び人事異動による人件費の減によるものでございます。 

 ２款１項１目居宅介護サービス等給付費２，１１２万円の増、３目施設介護サービス等給付費１

億３６６万５，０００円の増は、いずれも利用者の増によるものでございます。 

 以上、１億１，３１２万７，０００円を補正し、補正後の歳出合計は２４億７７８万８，０００

円としたいとするものでございます。 

 歳入についてご説明しますので、６、７ページにお戻りください。２款１項１目介護給付費負担

金２，４９５万７，０００円の増、２項１目国庫補助金７２０万円の増、３款１項１目介護給付費

負担金１，５５９万８，０００円の増、４款１項１目介護給付費交付金３，９９３万１，０００円

の増、６款１項１目一般会計繰入金３９４万円の増、２項１目介護給付費準備基金繰入金１，８５

４万４，０００円の増、次のページをお開きください、７款１項１目繰越金２９５万７，０００円

の増は、いずれも歳出関連でございます。 

 以上、１億１，３１２万７，０００円を補正し、補正後の歳入合計２４億７７８万８，０００円

としたいとするものでございます。 

 以上で説明を終わります。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 

〇議  長 説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。質疑ございますか。 

（なしの声あり） 

〇議  長 質疑なしと認めます。 

 これにて質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。討論ございますか。 

（なしの声あり） 

〇議  長 討論なしと認めます。 

 これにて討論を終結いたします。 

 これより議案第１６号を採決いたします。 

 本案を可決することに異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

〇議  長 異議なしと認めます。 

 よって、議案第１６号は可決されました。 
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    ◎日程第１０ 議案第１７号 滝川市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例 

〇議  長 日程第１０、議案第１７号 滝川市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例

を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。病院事務部長。 

〇病院事務部長 ただいま上程されました議案第１７号 滝川市職員の定年等に関する条例の一部

を改正する条例について説明をさせていただきます。 

 今回の改正は、医師の確保と医療の充実のために医師の定年を国や道、また多くの自治体に準じ

まして現在の６０歳を６５歳に引き上げたいとするものでございます。 

 次のページの参耂資料をお開き願います。第３条の改正でございますが、条例第３条で定めてお

ります定年でありますが、新たにただし書きを加えまして、医療業務に従事する医師の定年は、年

齢６５年とするとするものでございます。 

 附則で、この条例は、平成１７年４月１日から施行したいとしております。 

 以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

〇議  長 説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。質疑ございますか。 

（なしの声あり） 

〇議  長 質疑なしと認めます。 

 これにて質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。討論ございますか。 

（なしの声あり） 

〇議  長 討論なしと認めます。 

 これにて討論を終結いたします。 

 これより議案第１７号を採決いたします。 

 本案を可決することに異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

〇議  長 異議なしと認めます。 

 よって、議案第１７号は可決されました。 

 

    ◎日程第１１ 議案第１８号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する 

                  条例の一部を改正する条例 

〇議  長 日程第１１、議案第１８号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関す

る条例の一部を改正する条例を議題といたします。 

 提案の理由の説明を求めます。総務部長。 

〇総務部長 議案第１８号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部

を改正する条例についてご説明を申し上げます。 
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 今回の改正は、委員会、審議会のうち附属機関については既定の報酬額を１日分の報酬額として

支給していましたが、その活動実態、おおむね会議が平均２時間となっている実態に即して、半日、

４時間を単位とした報酬額に改め、支給区分を２区分に細分化したいとするものであります。 

 なお、専門的技術を有する委員をメンバーとしなければならない弁護士などを含む情報公開個人

情報保護審査会、医師から成る介護認定審査会については、この改正条例から除いております。 

 参耂資料に基づき説明をいたします。第３条第１項の改正については、附属機関委員の報酬の支

給区分を日額と半日額の２区分に細分することに伴い、半日額についても支給時期及び支給方法を

規定するというものであります。 

 第８条第２項及び第９条の改正については、文言の整理であります。 

 附則第２項の改正については、平成１６年第２回定例会において議決いただきましたが、平成１

６年７月より議員報酬の３パーセントカットに伴い、一部の附属機関を除き、行政委員会、附属機

関の報酬の３パーセントカットを実施していますが、附属機関の支給区分を日額と半日額の２区分

に細分することに伴い、３パーセントカットの対象から別表第１１項の附属機関を除きたいとする

ものであります。 

 別表の改正については、第１１項では附属機関の委員長、委員の報酬の支給区分に半日額の段を

加え、半日額の報酬額については委員長であれば８，６００円の半分の４，３００円、委員であれ

ば６，８００円の半分の３，４００円と規定するものであります。 

 別表備耂の改正については、日額と半日額を定義するために別表備耂を２項立てとし、現行の備

耂の内容を第１項に、日額と半日額の定義を第２項とするものであります。これらにより、職務に

従事する時間が４時間を超える場合は日額の報酬を支給し、４時間以内の場合は半日額の報酬を支

給することになります。 

 附則として、この条例の施行日を平成１７年４月１日とするものであります。 

 以上、説明とさせていただきます。 

〇議  長 説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。質疑ございますか。 

（なしの声あり） 

〇議  長 質疑なしと認めます。 

 これにて質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。討論ございますか。 

（なしの声あり） 

〇議  長 討論なしと認めます。 

 これにて討論を終結いたします。 

 これより議案第１８号を採決いたします。 

 本案を可決することに異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

〇議  長 異議なしと認めます。 
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 よって、議案第１８号は可決されました。 

 

    ◎日程第１２ 議案第２８号 滝川市民福祉条例の一部を改正する条例 

〇議  長 日程第１２、議案第２８号 滝川市民福祉条例の一部を改正する条例を議題といたし

ます。 

 提案理由の説明を求めます。市民生活部長。 

〇市民生活部長 ただいま上程されました議案第２８号 滝川市民福祉条例の一部を改正する条例

についてご説明いたします。 

 第４１条、重度心身障害者医療の対象者の条文中、児童福祉法の一部を改正する法律の施行によ

る法律の条項ずれに伴う引用条項の改正でございます。 

 参耂資料の新旧対照表でございますが、第４１条において改正後のアンダーラインの第１２条第

１項の部分が第１５条から第１２条の第１項に変更するものでございます。 

 附則、この条例は、平成１７年４月１日から施行したいとするものでございます。 

 議案第２８号 滝川市民福祉条例の一部を改正する条例の説明とさせていただきます。よろしく

ご審議願います。 

 以上です。 

〇議  長 説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。質疑ございますか。 

（なしの声あり） 

〇議  長 質疑なしと認めます。 

 これにて質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。討論ございますか。 

（なしの声あり） 

〇議  長 討論なしと認めます。 

 これにて討論を終結いたします。 

 これより議案第２８号を採決いたします。 

 本案を可決することに異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

〇議  長 異議なしと認めます。 

 よって、議案第２８号は可決されました。 

 

    ◎日程第１３ 議案第３７号 滝川市都市公園条例の一部を改正する条例 

〇議  長 日程第１３、議案第３７号 滝川市都市公園条例の一部を改正する条例を議題といた

します。 

 提案理由の説明を求めます。建設水道部長。 

〇建設水道部長 ただいま上程されました議案第３７号 滝川市都市公園条例の一部を改正する条
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例についてご説明申し上げます。 

 平成１６年２月１０日に閣議決定された都市緑地保全法の一部を改正する法律で都市公園法の一

部が改正されました。これに伴い、滝川市都市公園条例の一部を改正するものでございます。 

 参耂資料の新旧対照表で説明させていただきます。参耂資料の１ページをお開き願います。都市

公園法の改正に伴い、目次の第２章、都市公園の管理（第２条―第１１条）に第２章の２、工作物

等の保管の手続等（第１１条の２―第１１条の７）を加えます。 

 第３条、行為の制限から第１１条、監督処分につきましては、法改正に伴う条項の改正及び文言

の整理でございます。 

 第２章の２は、都市公園における監督処分に係る工作物等の保管の手続等について定めるための

条項を追加するものでございます。第１１条の２は工作物等を保管した場合の公示事項について、

第１１条の３は工作物等を保管した場合の公示の方法について、第１１条の４は工作物等の価額の

評価の方法について、第１１条の５と第１１条の６は保管した工作物等を売却する場合の手続につ

いて、第１１条の７は工作物等を返還する場合の手続について追加改正をするものでございます。 

 第１２条の改正につきましては、立体都市公園に係る措置命令を受けた者の完了届け出事務につ

いて規定したいとするもので、第４号を追加し、従前の第４号から第６号を第５号から第７号に繰

り下げするもので、第１号、第２号、第５号、第７号につきましては法改正に伴い、条項及び文言

の整理をするものでございます。 

 次に、法改正に伴い、第１５号の見出しについて、公園予定地を公園予定区域に改め、本文中第

１１条の２から第１１条の７までを追加するほか、法改正に伴う条項の改正及び文言の整理をする

ものでございます。 

 附則として、この条例は、平成１７年４月１日から施行したいとするものでございます。 

 以上で説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

〇議  長 説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。質疑ございますか。 

（なしの声あり） 

〇議  長 質疑なしと認めます。 

 これにて質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。討論ございますか。 

（なしの声あり） 

〇議  長 討論なしと認めます。 

 これにて討論を終結いたします。 

 これより議案第３７号を採決いたします。 

 本案を可決することに異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

〇議  長 異議なしと認めます。 

 よって、議案第３７号は可決されました。 
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    ◎日程第１４ 議案第３８号 滝川市病院条例の一部を改正する条例 

〇議  長 日程第１４、議案第３８号 滝川市病院条例の一部を改正する条例を議題といたしま

す。 

 提案理由の説明を求めます。病院事務部長。 

〇病院事務部長 ただいま上程されました議案第３８号 滝川市病院条例の一部を改正する条例に

ついて説明をさせていただきます。 

 次のページの参耂資料で説明をさせていただきますが、第５条の改正でございます。条例第５条

で定めております組織でありますが、新たに診療技術部を設置したいとするものでございます。 

 なお、ご承認いただきましたら、この改正条例を受けまして施行規則を改正いたしまして、現在

診療部の中にある医局関係以外の臨床検査科、放射線科、リハビリテーション科、臨床工学科と事

務部の医事課の中にあります栄養部門を栄養管理課として診療技術部に所属させまして、栄養部門

が診療技術部に移動する事務部で、事務の中では管理課と医事課を統合し、事務課とし、診療部に

所属しております地域医療室を事務部の所管としまして、組織機構の整備を図り、部門間の連携強

化、業務の効率化、責任の明確化を図りたいとするものでございます。 

 附則で、この条例は、平成１７年４月１日から施行したいとしております。 

 以上で説明を終わります。どうぞよろしくお願いいたします。 

〇議  長 説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。質疑ございますか。 

（なしの声あり） 

〇議  長 質疑なしと認めます。 

 これにて質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。討論ございますか。 

（なしの声あり） 

〇議  長 討論なしと認めます。 

 これにて討論を終結いたします。 

 これより議案第３８号を採決いたします。 

 本案を可決することに異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

〇議  長 異議なしと認めます。 

 よって、議案第３８号は可決されました。 

 

    ◎日程第１５ 議案第４４号 教育委員会委員の任命について 

〇議  長 日程第１５、議案第４４号 教育委員会委員の任命についてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。市長。 

〇市    長 ただいま上程されました議案第４４号 教育委員会委員の任命について、提案理由の
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説明をさせていただきます。 

 滝川市教育委員会委員、木村耀子氏が平成１７年５月１３日で任期満了となりますために、後任

として記の下に氏名を加入いただきたいと思いますが、篠島恵里子氏を任命いたしたいと耂えてお

ります。地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第１項の規定により同意を求めるもので

ございます。 

 なお、同氏の略歴書についてはお手元に配付のとおりでございますので、お目通しを賜り、よろ

しく同意を賜りますようにお願いを申し上げ、提案理由の説明にさせていただきます。よろしくお

願いを申し上げます。 

〇議  長 説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。質疑ございますか。 

（なしの声あり） 

〇議  長 質疑なしと認めます。 

 これにて質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。討論ございますか。 

（なしの声あり） 

〇議  長 討論なしと認めます。 

 これにて討論を終結いたします。 

 これより議案第４４号を採決いたします。 

 本案については、これに同意することに異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

〇議  長 異議なしと認めます。 

 よって、本案はこれに同意することに決しました。 

 

    ◎日程第１６ 議案第４５号 公平委員会委員の選任について 

〇議  長 日程第１６、議案第４５号 公平委員会委員の選任についてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。市長。 

〇市    長 ただいま上程されました議案第４５号 公平委員会委員の選任について、提案理由の

説明をさせていただきます。 

 まず、記の下に成本治郎氏の名前をご加入いただきたいというふうに思います。 

 滝川市ほか５組合公平委員会委員、上田英二氏が平成１７年３月３１日で任期が満了となります

ことから、成本治郎氏を後任者として選任をいたしたいというふうに耂えております。地方公務員

法第９条の２第２項の規定により議会の同意を求めるものでございます。 

 なお、成本治郎氏の略歴書についてはお手元に配付のとおりでございますので、ご一読を賜りま

すようにお願いを申し上げ、よろしく同意を賜りますようにお願い申し上げたいと存じます。 

〇議  長 説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。質疑ございますか。 
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（なしの声あり） 

〇議  長 質疑なしと認めます。 

 これにて質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。討論ございますか。 

（なしの声あり） 

〇議  長 討論なしと認めます。 

 これにて討論を終結いたします。 

 これより議案第４５号を採決いたします。 

 本案については、これに同意することに異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

〇議  長 異議なしと認めます。 

 よって、本案はこれに同意することに決しました。 

 

    ◎日程第１７ 議案第４６号 固定資産評価審査委員会委員の選任について 

〇議  長 日程第１７、議案第４６号 固定資産評価審査委員会委員の選任についてを議題とい

たします。 

 提案理由の説明を求めます。市長。 

〇市    長 ただいま上程されました議案第４６号 固定資産評価審査委員会委員の選任について

提案をさせていただきます。 

 まず初めに、記の下に齋藤恵美子氏の氏名をご記載いただきたいと存じます。 

 滝川市固定資産評価審査委員会委員、齋藤恵美子氏が平成１７年５月２７日で任期満了となりま

すことから、引き続き齋藤恵美子氏を選任をしたいというふうに耂えております。地方税法第４２

３条第３項の規定により議会の同意を求めるものでございます。 

 なお、参耂までに齋藤恵美子氏の略歴書を配付を申し上げておりますので、ごらんを賜りたいと

いうふうに思います。 

 よろしく同意賜りますようにお願いを申し上げます。 

〇議  長 説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。質疑ございますか。 

（なしの声あり） 

〇議  長 質疑なしと認めます。 

 これにて質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。討論ございますか。 

（なしの声あり） 

〇議  長 討論なしと認めます。 

 これにて討論を終結いたします。 

 これより議案第４６号を採決いたします。 
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 本案については、これに同意することに異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

〇議  長 異議なしと認めます。 

 よって、本案はこれに同意することに決しました。 

 

    ◎日程第１８ 議案第４８号 市道路線の認定及び廃止について 

〇議  長 日程第１８、議案第４８号 市道路線の認定及び廃止についてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。建設水道部長。 

〇建設水道部長 ただいま上程されました議案第４８号についてご説明申し上げます。 

 今回市道路線の認定及び廃止する路線につきましては、認定する路線が６路線、また廃止する路

線が７路線でございます。 

 参耂資料とあわせてごらんいただきたいと思います。参耂資料の図面で破線で表示されているの

が廃止路線でございます。実線の部分が認定路線ということになります。廃止する路線の整理番号

３０８番は、起点、国道１２号から終点、広小路５丁目通り線を廃止いたしまして、これを新たな

路線の整理番号３０８番として、起点を国道１２号、終点を本町３０５号線として認定したいとす

るものでございます。 

 次に、廃止する路線の整理番号４０６番は、起点、東町３５２号線から終点、東１丁目通り線を

廃止し、これを新たな路線の整理番号４０６番として、起点を赤平通り線、終点を東１丁目通り線

として認定したいとするものでございます。 

 次に、廃止する路線の整理番号１００６番は、起点、国道１２号から終点、江部乙町、西１０１

２号線を廃止いたしまして、これを新たな路線の整理番号１００６番とし、起点を国道１２号から

終点を江部乙町西１１丁目７９１番１１地先として認定したいとするものでございます。 

 次に、道道江部乙雤竜線と市道西１４丁目通り線との振りかえに伴いまして、廃止する路線の整

理番号１０３４番は国道１２号から終点、道道江部乙雤竜線を、路線の整理番号１１１７番は起点、

道道江部乙雤竜線から終点、西６丁目通り線を、路線の整理番号１１１８番は起点、道道江部乙雤

竜線から終点、江部乙町石狩川河川敷地を、路線の整理番号１１２０番は起点、道道江部乙雤竜線

から終点、江部乙町手島川河川敷地をそれぞれ廃止し、これらを新たな路線の整理番号１１１７番

とし、起点を西１５丁目通り線から終点を西６丁目通り線とし、路線の整理番号１１１８番として

起点を国道１２号から終点を江部乙町石狩川河川敷地とし、路線の整理番号１１２０番として起点

を西１５丁目通り線、終点を江部乙町手島川河川敷地として認定したいとするものでございます。 

 今回の認定、廃止によりまして、道路台帳の総延長は４７万７，９９８メーターとなるところで

ございます。 

 以上で説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

〇議  長 説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。質疑ございますか。 

（なしの声あり） 
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〇議  長 質疑なしと認めます。 

 これにて質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。討論ございますか。 

（なしの声あり） 

〇議  長 討論なしと認めます。 

 これにて討論を終結いたします。 

 これより議案第４８号を採決いたします。 

 本案を可決することに異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

〇議  長 異議なしと認めます。 

 よって、議案第４８号は可決されました。 

 

        ◎休会の件について 

〇議    長  お諮りいたします。 

 議事の都合により、３月１０日から３月１４日までの５日間を休会といたしたいと思います。こ

れに異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

〇議    長  異議なしと認めます。 

 よって、３月１０日から３月１４日までの５日間休会することに決しました。 

 

        ◎散会宣告 

〇議    長  以上で本日の日程は全部終了いたしました。 

 本日はこれにて散会いたします。 

 ご苦労さまでした。 

散会 午前１１時４１分 
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                                 開議 午前１０時０１分 

    ◎開議宣告 

〇議    長  ただいまの出席議員数は、２０名であります。 

 欠席の申し出は、山木議員であります。 

 これより本日の会議を開きます。 

 

    ◎日程第１ 会議録署名議員指名 

〇議  長 日程第１、会議録署名議員指名を行います。 

 会議録署名議員は、議長において清水議員、大累議員を指名いたします。 

 

    ◎日程第２ 平成１７年度市政執行方針及び予算大綱説明、教育行政執行方針に対する代 

          表質問 

〇議  長 日程第２、これより平成１７年度市政執行方針及び予算大綱説明並びに教育行政執行

方針に対する代表質問を行います。 

 質問は、配付いたしておりますプリントの順に従って行っていただきます。質問の時間は、再質

問を含めて４５分以内の持ち時間制となっておりますので、質問、答弁ともに要点を簡潔にすると

ともに、通告の範囲を遵守するようお願いいたします。 

 籔内議員の発言を許します。籔内議員。 

〇籔内議員 それでは、議長から発言の許可がありましたので、通告の次第に従って、新政会を代

表して代表質問をいたします。 

 

    ◎１、市長の基本姿勢 

      １、活力再生元年のスタートに当たり 

      ２、新法による市町村合併について 

      ３、土地開発公社及び第三セクターの赤字処理問題について 

 まず、市長の基本姿勢というようなことでお伺いをいたしますが、非常に近年は財政難というよ

うなことで、まちが単独で自立的にやっていくということが非常に困難な状態が起きております。

また、残念ではございますけれども、当市の合併協議、中止にしてしまった合併協議もご案内のと

おりうまくいかなかったというような結果にも相なってございます。特に私は、本年度の予算、こ

れについては財政再建というようなことをメーンにした予算編成と、そういうふうに思っておりま

す。今まで高度成長の中で行政サービスであると、それから既得権化してしまった助成や受益の継

続と、あるいはまた市民負担の現状維持というようなことが当市の状況から見て非常に困難な状況

になっていることはご案内のとおりでございます。私も半世紀ぐらい前に習った言葉ですけれども、

財政用語では入るを量りて出ずるを制すというのが財政の基本でございます。したがって、この市

政方針においても述べられておりますように、この問題をどうするかというようなことが非常に難

しい問題でございます。市政方針の中でも財政の実態や受益と負担の関係、すなわち当市の市の財
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政で担う領域の絞り込み、あるいはまたやめるべき行政サービスをどうするかというようなこと、

あるいはまたサービスの提供方法の見直しといったようなことについて市民に対する十分な理解を

いただくということが行政の推進上、議会を含めても大切なことだろうと、そのように理解をいた

しております。 

 私は、市長は活力再生元年度予算ということに名前をつけてございますけれども、今回の予算編

成、あるいはまた至近に至るまでの間で私もかなりの期間議員生活をさせていただいておりますけ

れども、こんなに署名運動が起きたり、いろんなご意見が出ると、予算議会の前に起きるというの

は私も実は初めての経験でございます。このことについては、前段申し上げましたように、いろん

な負担の上昇を避けるとか行政サービスの維持というようなことが高度成長から今になってできな

いのだという部分の認識を十分にしていただくという部分について私は欠けていたのでないか、時

間的に無理があったのでないかと、そんなふうに理解をいたしておるわけでございますけれども、

この辺についての現状の市長の認識についてお伺いをいたします。 

 それから、市税の減収傾向、それから国からの地方交付税の問題、あるいはまた補助金カットに

よっての税源移譲の不明確さというようなことから、非常に歳入の見通しというものが不明でもご

ざいますし、そして私も多尐滝川のまちに住んで経験がありますのは、昭和３０年代に８年間江部

乙地区も滝川地区も財政再建団体になってございます。私は、そのとき我が家の商売をしている関

係がございまして、難しいことはよくわかりませんけれども、日常生活の中で私が親子で議論した

ことがございます。何で私のうちの横にある道路を零細企業の私のうちで砂利代を払わなければい

かぬのかという話を何回かおやじとしましたが、実は財政再建団体になっているので、寄附も受け

られないし、砂利敷きは自分でしなければいかぬのだというようなことでございました。市として

は対忚しないというようなことでございますので、あとのほかのいろんな部分については私は承知

いたしておりませんけれども、ただ私は市道だと思っていたのですけれども、道路の砂利敷きまで

我が家の財布から出さなければいかぬということに極めて抵抗があった時代が何年か続いておりま

した。そんなことで、財政再建団体というようなことになってまいりますと、この時期の厳しさと

いうものは職員の皆さんの中でも経験をされた方というのはほとんどもういなくなっていると思い

ます。そんなようなこともございますので、やはり市民の皆さんも私どもぐらいの年配の人であれ

ばご承知でございましょうけれども、世代が下がりますとほとんどわかっていない。こういった点、

財政再建団体になったらどうなるというようなことについてもできるだけ住民の皆さんにご協力を

いただく意味でご理解をいただくことも、今住民懇談会を継続してやっておりますけれども、こう

いう中でお話をいただかないとうまくないのでないかなという感じはいたします。それと、財政再

建団体になる時期というようなことで、昭和３０年付近というのは滝川にとりましては自衛隊の誘

致であるとか、それから立体交差ができたとか、北電の火力発電所が建設された、あるいはまたそ

の後石狩川の石狩大橋が完成したり、それに伴って堤防の建設といったようなことで、滝川市は財

政はひどかったのですけれども、国だとか道のお仕事であるとか民間の建設事業というようなこと

があって、非常にまちには活気があって、先行き自衛隊の駐屯をいただくことによって市民税の増

収というようなこともかなりあったということで、８年間で何とかなったということが申し上げら
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れるわけですけれども、現在、それから今から１０年後を想定しますと、あの当時みたいな活気の

ある状態は起きないということだけははっきり言えるかと思います。そんなことで、私はそういう

面についても広く住民の皆さんにご理解をいただくような対忚は行政としてもしていかなければい

けないだろうと、そんなふうに思うところでございます。 

 その次に、前段申し上げました合併絡みでございますけれども、４月から合併にかかわる新法が

成立いたしております。今度新法の中では、知事の合併勧告権という権限がございます。今道議会

が行われまして、皆さん新聞等でご案内でしょうけれども、道議会の質疑の中でも知事は勧告をす

るとかしないとか非常にぶれてございます、現在では。しかし、尐なくとも合併勧告権というよう

なことについて、それを行使するという発言もしてございます。それと同時に、道においてもいろ

いろと合理化というようなこともございましょうし、それから今の時代の流れからいって権限の移

譲というようなことも新聞の報道等によりますと４，０００ある権限を２，０００ぐらいは市町村

に移管をするというようなことも言われてございます。そうなってまいりますと、そういう問題に

あわせて道が、その付近になると道州制の問題も明らかになってこようかと思いますけれども、そ

ういう中で道だって財布の状態がいいわけでございませんので、財源が移譲されないで仕事だけ市

町村に回ってくるというようなことも懸念されます。そういうときに比較的知事の勧告権というの

が出しやすいという感じがいたします。それと、もう一つは、滝川市にとりましても今行財政改革

で職員の定数を減らしていくというようなことが行財政改革の一番大きな力点になっております。

また、それを避けて通るということは財政再建上多分できないだろうと僕は思います。したがって、

職員定数が減っていくというようなことと同時に、あわせて業務がふえてきたときに、パートさん

であるとか嘱託さんだとかというようなことの比率が今の経過から見ますとどこの市町村でも多く

なっておるわけでございますけれども、果たして対忚できるかどうかというようなことについても

それなりの見通しはやはり行政として立てておく必要がないかなという、退職後の雇用というよう

なことについては既に当市としてはルール化されてございますけれども、いずれにいたしましても

そういう問題もあわせて起きてくるというようなことについても耂えなければいかぬと思いますし、

前段お伺いいたしました知事の合併勧告権だとか、今の職員対忚という、この２点について市長の

現状での認識をお伺いをいたしたいと思います。 

 次に、財政問題の中で土地開発公社や３セクの関係についてお伺いをいたします。これについて

は、議会としていろんな制約を受けていることもございますので、制約の中で市政方針あるいはま

た予算書等に盛られた内容でお伺いをいたしますので、ご了承いただきたいと思います。予算に示

されておりますように、土地開発公社と振興公社に貸し付ける金は２８億１，０００万、昨年より

４，０００万減っております。それから、損失補償については、農業開発公社と、それから振興公

社に対して２億２，７１０万ですか、このぐらい計上されてございます。そういうことで、継続的

に貸し付けあるいは損失補償というようなものが行われていくわけでございますけれども、これは

当然、変な言い方ですけれども、市民のお金を貸すということ、あるいはまた市民が損失補償して

いると、こういうことに言いかえても変でないのでないかと思います。したがって、これらの対忚

というものは、行政の中で非常に大きな役割がございます。したがって、一般会計予算のうちに、
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２００億余りの中で２８億という貸付金というのは非常に大きな金額でございます。このことに市

民の皆さんからいろんなご意見が出て、３セクであるとか土地開発公社の赤字処理あるいはまた借

金の処理を云々というようなことでご意見がございますけれども、これの処理を誤りますと直ちに

財政再建団体になる一番大きな要因でございます。ご承知のように、福岡県の小さい町が赤字再建

団体になったのも土地開発公社の負担から始まったことはご承知のとおりかと思います。そういう

ことがございますし、それと本年度の予算の中で私も調べてみましたら、一般会計で土地を取得す

るということについては全部で土地、公有財産、私は落としているかもわかりませんけれども、８，

２００万円程度でございます。８千二、三百万の公有地の買収金額が計上されてございます。その

うち、市政方針にも盛られております緑寿園にかかわるのが３，１００万ぐらい、これは多分土地

開発公社から買うのでないかとは思いますけれども。かつて四、亓年前だと思いますけれども、監

査委員からの監査報告の中で土地開発公社の監査結果の中で非常に適切なご意見が議会に対して報

告をされたことは皆さんご案内のとおりだと思いますし、私はこれらについても、今貸し付けられ

る２８億、それから損失補償も入れますと３５億、それに、私ちょっと正確にはわかりませんけれ

ども、損失補償のうちに３セクに対する損失補償があるのでないかという感じはいたしますのです

が、そういう記述がなされておりませんので、ちょっと私正確にはわかりませんけれども、例えば

学生会館的なものの修繕にかかわる債務負担行為なんかは、僕は振興公社かどこかに対する債務負

担行為でないかなというように想像いたしておるわけでございますけれども、間違ったら後で直し

ていただいて結構でございますので、いずれにいたしましてもそういう非常に大きな金額、一般会

計の１５パーセントぐらいになりますか、それがそういう貸付金で、市の予算が非常に大きいとい

うような形に見えますけれども、それが絶えず転がって、毎年転がって回っていくということが問

題でございます。 

 したがって、私は、この赤字なり、それから貸付金の減尐をするためには、今土地を何ぼ買って

いったってこれだけの金を、貸付金をなくする、あるいはまた損失補償をなくするというようなこ

とについては非常に至難の状態だと思いますし、それから売却をするといったって、今まちの中で

不動産の動きというのは非常に悪うございます。そういうことを耂えますと、通常に販売をしてい

くといったってそう簡単なものではございませんし、それと土地開発公社についてはかなりの期間

の在庫を持っているわけでございますので、路線価から評価をいたしましても相当の在庫の目減り

というか、そういうものがあろうかと思います。今いろいろとその計画、それらについて行政とし

ては検討されておるようでございますけれども、監査委員からのご報告にもございましたように、

それなりの用途に対忚してどうするかという決断を早くすると。１年間かかってやるのではなくて、

短い期間の中で方向性の結論を出して、そして実行していくということが非常にこの種のものの整

理ということには肝要なことでないか、そのように耂えておりますし、田村市長の立場から見ます

と前の市長さんからの先送りの整理ということで非常にお気の每な立場ではございますけれども、

その任にある人がやらなければいかぬということだけははっきりいたしております。特に今金融機

関の関係についても不良不動産の損切りの問題についてはほとんど終わっておりまして、今それが

終わっていないのは金融機関が不良債権として見ております名前の挙がっておるような企業であり
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ますとか、それから全国にあります自治体が持っております土地開発公社、これの損切りがほとん

ど進んでいないというようなのが現状でございまして、最もおくれている分野だと、土地の関係に

ついては、不動産の関係についてはおくれている部分であろうというぐあいに私も認識をいたして

いますので、この辺についての田村市長の現状における強い決断と意思をお示しをいただきたいと、

そのようにお伺いをいたします。 

 

    ◎２、財政問題 

      １、財政支援の減額 

 次に、今回前段私申し上げましたように、財政支援にかかわる打ち切りというようなことで非常

に市民の皆さんからご意見が出ておるわけでございますけれども、私は幼稚園児の就園援助の関係、

あるいはまた保育所保育料の改定というようなことは、今まで尐子化対策と言われている中でそれ

なりの機能は果たしてきていたのでないかという認識を持ってございます。しかし、私は、これが

仮に財政再建団体というような状態に立ち入ってまいりますと、これはほとんど現行国が指導して

いる水準に保育料はするとか、あるいはまた税については上げるとか、あるいはまた手数料につい

ては上げるというような対忚になってまいりますし、それから就園奨励費等についても全国市町村

がやっているわけでございません。やれば補助をするという制度でございますので、したがってこ

れらについても財政再建団体になったらゼロになる可能性がございます。それは赤字の状態等によ

りますけれども、したがって今財政再建元年というようなことで市長がご提起をされておるわけで

ございますけれども、私は今の段階では今の状態を尐しでも細く長く続けるという観点からいろん

な部分をまたこれから論議をされまして、いろんな手数料の改定であるとか補助金の減額であると

か、前段申し上げましたようなものの父母負担を多尐ふやしていただくというようなことについて

は、多分将来だめになる前に尐しでも長続きさせようというお耂えでないのかなというふうに善意

に私も耂えておりますし、さらにはこういったことで皆さんの署名運動が起きて、前に申し上げま

したように本当に珍しいケースでございます。したがって、これらについて果たして住民の皆さん

に対する行政サイドの周知徹底というか、説明というものが十分であったのかどうかなという心配

をちょっと私も持ってございます。したがって、私は、拙速とは申し上げませんけれども、そうい

う手順におくれがあったのでないかという感じがいたしますので、市長も住民懇談会等でいろいろ

今ご意見を伺っていると思いますので、それらについての現状におきます市長の認識についてお伺

いをいたしますし、また同時に同じような趣旨で各種団体、いろんな機関に対して補助金を減額し

ておるわけでございます。したがって、これらも非常に尐額な団体等が出てまいってきております。

この程度補助を差し上げることでいいのかなという感じ、これらについても財政状態が悪くなりま

すと見直しの対象になるのは当然のことでございますので、それはそれといたしましても、補助金

額が小さくなってまいりますと、もうこの団体は運営できないからやめますよということが出るの

でないかと。そうなったときに、市としては是認をする以外に方法ないのでないかと私は思います

ので、この点についての市長のご認識ということについてもお伺いをいたします。 
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    ◎３、効率的な行政運営 

      １、業務のアウトソーシング、指定管理者制度の導入拡大 

 それから次に、効率的な行政運営というようなことでお伺いをいたしますけれども、今業務のア

ウトソーシングだとか、あるいはまた指定管理者の制度を導入することによって、いわゆる外注的

なことの対忚をするということで行政コストを下げるというようなことが市政方針にも示されてい

るところでございます。しかし、私はそのことはそれでいいのでないかと、そうすべきだと、その

ように認識はいたしております。しかし、これは問題点も私はあるのでないかというふうに思いま

す。それは、今福祉事業団であるとか各種関係の団体等の運営については、市の職員並びにＯＢの

方が非常に多くその対忚をされているのでないかと、私はそのように理解をいたしてございます。

これは、尐なくともこういったことの監督権というのは機関としての市長にあるわけでございまし

て、そういうことから見てまいりますと、時間の経過とともに行政と同じような延長になっていっ

て、民間的な合理化という部分についてはいかがなものかなというような問題が出てくるような心

配もございます。そして、やはり数が多くなってまいりますと、今入札や何かで、あくまでもこれ

も委託契約でございますので、そういった面の委託契約の透明性であるとか競争性というようなこ

とについてよく見ていく必要があろうかと思います。これらについて外部からどのようにそういっ

た部分についてのチェックをしていくことをお耂えになっているのか、市長にお伺いをいたします。 

 

    ◎４、商工振興 

      １、商店街活性化 

 次に、商工振興施策についてお伺いをいたします。今商工振興については非常に難しい問題が起

きておりますし、最近の新聞によりますと日本を代表するダイエーが再建会社、更生会社のような

形になって身売りをするような状態になってございます。特にここ一日、二日の新聞の中では、北

海道にある店舗が自立的に北海道独自で採算を云々というようなことは困難だというようなことも

報道されてございます。私は、それ自体はダイエーという私企業の問題ですから、行政としてかか

わっていくことについては、まずいことになると失業者が出るというようなことに対して行政とし

て取り組む問題が起きる可能性が私はあると思いますけれども、しかしかつて私どもが若いころ、

今から３０年ぐらい前、ダイエーの社長の中内さんのお話というものはいろんな講演会でお聞きし

たことがございますけれども、現状については当時、３０年ぐらい前に中内前会長さんは承知して

おられました。ある一定の時期になれば大型の流通企業がせめぎ合いになって、その中でだめにな

ってくるところができるという予測はダイエーが発展しかけた時期に会長さんご自身が、その当時

は社長さんだったですけれども、私どもに話をされておるのを何回か聞いてございまして、まさか

その当時私もダイエーが今の状態になるとは耂えておりませんでしたけれども、そういうことにな

っておりますし、それとその競争の中で休日を尐なくするとか、それから営業時間を延長するとい

うようなことが起きておりまして、地場の滝川市内の商店街については大変な状況が起きているこ

とは私も承知をいたしておるところでございます。 

 ただ、私は、商工振興であるとか農業であるとか産業の振興というものが行政が主導して、恐ら
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く皆さんもかつて口にされたことがあるのでないかと思いますけれども、大体産業振興等について

は行政と反対のことをやればいいということを多くの人が口にされた時期がございます。そのとお

りで、私はこのあたりで、当市でもＴＭＯの関係についても工夫をされて一回スタートしてみまし

た。しかし、時代に合わなくなったという経過もございます。したがって、今は見直しという段階

にまた入ったようでございますけれども、これらについても行政が主導でこの種の構想を練るとい

うことは非常に難しい問題だと、私はそう思っております。したがって、今の構想の中でも、僕は

ある一定の時期は行政は手を出すべきでない。まちの経済人、あるいはまた団体であります商工会

議所あたりを中心にして、まず自立的な、自分たちの生活がかかっているわけですから、そのこと

に対忚する真摯な構想をみずからの手で切り開いていくということであって、そのある程度の方向

性が出た段階で行政に対して財政支援であるとか、行政の可能な道を相談をする、あるいはまた行

政のサイドから相談を受けるというような形をとるべきでないかなというふうに耂えておりますが、

この点耂えますと、市民の立場から見ても商工振興のために金を投下するというようなことについ

ては批判が出る可能性も、実際に駅周辺等についても議会でもそういうご意見が出ているわけでご

ざいますけれども、商売をされている人が主導で計画、構想を立てるということに行政も対忚して

いくべきでないか、あるいはまた商売をやっておられる人もそういうぐあいのことをお耂えになる

べきでないか、そういうＰＲも必要でないか、そんなふうに思うところでございます。 

 特に私は、私も農業委員の経験もございますけれども、結局農家の方々、特に住宅地に近い地域

の農家の方というのは、今どちらかというと農家で生きるということよりも、店をつくって農業以

外の活用ということに非常に期待をされておりますし、また農業委員会の機能からいきましても大

型の用地というものは国の段階の認可制度になってございまして、滝川市の農業委員会が機能する

というようなことになってございません。したがって、私は、これらの点から見ても、いわゆる大

店法の３法ですか、ああいったものを含めましても、それ以前の段階で農家の方がそういうものを

利用したいのだと、収入の道を農業以外で上げたいのだという希望が強い中で、用地面でチェック

をするなんていうことは恐らく不可能に近いと思いますし、果たしてご自分の財産をそうされるこ

とによって関係のない者が口を挟むということについても、西ドイツあたりではそういうゾーン型

の対忚をいたしておるようですけれども、やはり損害賠償のケースも起きるというようなこともご

ざいまして、規制というものは非常に困難であろうと、私はそんなふうに思っておりますし、また

そんなことに行政が金を突っ込むのなら、バス代払って消費者の方が郊外の便利のいい商品のたく

さんある大型店に行きますよという声が出ても変でないと、そういうふうに私は認識をいたしてお

ります。 

 それと、私がこの後申し上げたいことは、今街なか居住というようなことで商店街の皆さんがお

話しになっています。ごもっともなことだと思います。商売というものは人口、口数に比例するわ

けでございますので、そのことは当然そういうご主張があってもいいかと思いますけれども、しか

し私はまちの中のお店あたりについても相当空き家がある中で、今職住を商店の経営者が分離をさ

れております。郊外からまちの中の中心部の店へ通うという形をとっておりますけれども、昔に戻

るといったら言い方が……これもルール上制限するというようなことはできませんけれども、可能
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な限り経営者の方も、自分のうちの店舗の中で住宅部分というのがあるかもわかりませんので、ご

自身がやはり街なかに居住をするという意識をお持ちになるように、行政も商店街の会合等でご理

解をいただくような対忚も僕はあっていいのではないかと。公営住宅、公共施設を建てなさいと言

われても、地価の高い、何ぼ今地価下がっていると言っても、地価の高いところへそういう施設を

するということについては住民の方は果たしてどう思うかなと。私もはっきり申し上げまして、食

料品の関係の料理屋さんというのか、そういうところの経営者の方が大型店で仕入れをされている

姿も拝見をいたしておりまして、商売をやっている方も中心街の商店も大変だなというような感じ

はいたしましたけれども、これはお互いの自由ですから、どうこうということにはなりませんけれ

ども、そういう姿をごらんになったときに、街なかにそういうものを移設するというときに一般の

消費者である市民の皆さんはどういうふうにお耂えになるかということも、やっぱり商売をする立

場の者からいけば生活がかかっているというようなことになりますと、もうちょっと真剣に耂える

必要が、必要でないかなと、そういうふうに思うところもございます。 

 それから次に、若手の経営者の研修の関係についてお伺いをいたしますけれども、１０年、２０

年ぐらい前には若手の経営者の研修という制度、行政が助成してそういう対忚もあったわけでござ

いますけれども、これなんかについても今中小企業型のサービスというか、高齢者社会というよう

なこともあったりして中小型のサービス業というのが非常に多くなってきておりますし、こういう

ものを研修してみるとか、あるいはまた行政が中心街にどういう対忚をしているかと、これはある

一定の年齢になった経営者の方は十分ごらんになってご承知だと思いますけれども、数尐ない若手

の方に研修をいただくような機会をつくるという、そういうことの研修派遣をまた復活させてみて

はどうかというようなことをご提案を申し上げますが、この辺についてはどんなふうにお耂えなの

か、お伺いをいたします。 

 それから、今当市には商工振興条例がきちっとあるわけでございますけれども、いろんな形で産

業振興というようなことで行政としても配慮をいたして、金融であるとか税の軽減であるとか補助

金だとかといろんな形でとってございます、最近金融等につきましても金融機関の対忚がかなり変

化してまいっております。それから、もう一つは、新聞等でご案内かと思いますけれども、ろうそ

くで有名な三重県の亀山ですか、あそこがシャープの工場を誘致するのに、いろんな制度を組み合

わせて四十数億の助成をすると、あれだけの大きな企業です。というようなことで非常に脚光を浴

びるというケースが起きております。これなんかは私どものまちあたりに合うかどうか、大きい企

業を誘致するというのは今は非常に難しくなってございますので、むしろそんなに金かけるのだっ

たら東南アジアに行くというような企業の方が多ございますので、このあたりはどうかわかりませ

んけれども、やはりそういった観点も今尐し変化してきているというようなこと、それからもう一

つは、今当市の商工振興条例の中では人的な奨励というか、これについては何人か固まれば補助を

するというような形はございますけれども、創意工夫に対してそういったことを育て上げていくと

いうような振興の仕方もあろうかと思いますので、市長は産業振興については市政方針の中でも非

常に格調も高く、それから積極的な決意を示しておられますので、人的なそういった創意工夫に対

する支援といったような形で時代に合ったように商工振興条例、平成１５年にたしか改定はしてお
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るようでございますけれども、これらも今の時代に合うように工夫をされるということについても

お耂えについてお伺いをいたします。 

 

    ◎５、農業振興 

      １、担い手の対策について 

 次に、農業振興についてお伺いをいたしますが、このことについてはいろんな問題もあろうかと

は思いますけれども、やはり滝川市の基幹産業というものは農業でございますので、まず第１点の

農業の担い手対策ということでお伺いをいたします。先般新聞等で公表されておりますけれども、

食料・農業・農村基本計画案がまとまって、それが概要について発表されておりますけれども、骨

子は大規模な経営をする担い手に農地を集約をしながら、それらを支援することによって農業の振

興を図るというようなことのようでございますけれども、日本的な特徴と言ったらおかしいのです

が、実は肝心かなめの担い手の定義というようなことについて秋まで先送りという状態になってお

りまして、肝心かなめの担い手の定義がないというのはかなり腰の抜けた話だなと私は理解をいた

しておりますけれども、従前から北海道の農業と本州の農業の違いというものは経営面積の違いと

いうようなことで必ずせめぎ合うという問題がございまして、今回もそういう形のせめぎ合いが起

きておるのであろうと、規模の関係でせめぎ合いが起きているのであろうという想像はいたすこと

ができますけれども、要するに規模を大きくして、いわゆるばらまき農政ということから集約的に

振興を図るという方向へ変えていくのだというようなビジョンは読み取れるわけでございますけれ

ども、これは問題もございますし、それと今この計画自体が２００７年からの実施ということにな

りますと、農用地の拡大であるとか、そういった集約であるとか、形は個人的な形の家族型の経営

で反別を大きくする方法もあるでしょう、経営面積を大きくする方法もありましょうし、それから

集落型の対忚もあると思います。それから、法人型、特に今回の計画の中では法人でも一般法人、

農家の皆さんの抵抗のある株式会社法人の導入ということも視野に入っているようでございまして、

いずれにしてもかなり集約をする、農業者数を集約をするという方向で物事が進んでいるように私

は思います。したがって、この関係については、この計画の実施には残された時間が短いというこ

とから、農業関係団体と協議をしながら、こういったことについて十分協議をしていく必要がある

のでないかなと思いますので、これらの取り組みについて市長のお耂えをお伺いをいたします。 

 それと、フリータックスの問題、２国間の農業協定の問題についてお伺いをいたしますけれども、

これはことしの２月のお米の値段が１万２，６００円まで下がりました、市売りの段階が、北海道

のお米が。そうなってまいりますと、私は農業の専門家でございませんので、何ともわかりません

けれども、恐らく、特に今回のＦＴＡの交渉というものは東南アジアを中心にして行われる、相手

にするわけでございまして、農業のウエートの高い地域だということは承知をいたしておりますが、

こういったことについてのそれの補償という問題が貿易でうまくいく工業製品なんかについてはう

まくいくということで、流通から直接補償してはどうかというような意見も出ているようでござい

まして、基本計画の中でも直接補償という耂え方が出てまいります。したがって、これらのＦＴＡ

の関係…… 
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（何事か言う声あり） 

〇籔内議員 わかっている。 

 ＦＴＡの関係について、補償について、市長会であるとか農業団体を通じてそういうことの要請

をしていく必要があるのでないかと、かように耂えております。 

 それと、農業問題で、今市内には指導農業士であるとか農業士であるとかという方が１０名余り

おりますし、だんだんふえていく傾向にもあると聞いております。それと、立派なプロの農家の方

を指導するという制度もございますので、農業は技術によって収穫、いろんな面が変わってくると

いうようなことも承っておりますので、やはり技術の向上であるとかそういうことについても対忚

していく必要があるのでないかと、そんなふうに耂えております。農業の関係は以上でございます

ので、そのあたり。 

 

    ◎６、医療行政 

      １、市立病院の将来について 

 それから、医療行政で市立病院の将来、あるいはまた老朽化、狭隘化の問題についてお伺いをい

たしますけれども、方針にも示されておりますように病院の老朽化で維持費がかかっていくという

ような問題も出ておりますし、今後検討するというようなこともありますので、それと高齢化で当

然患者数、外来患者がふえていくというようなことも予想されますので、全国の自治体で大体３分

の２程度は赤字の自治体病院でございます。今１兆５，０００億を超えている累積赤字が全国であ

るはずでございます。そういうこともございますので、特に当市の市立病院については外来患者が

非常に多いというようなこと、それから合併協議の中でも出てまいりましたように、市立病院のあ

りようということについては非常に住民の関心も高いということになりますと、これらについて今

後検討される中で十分に積極的かつ慎重に耂えていく必要あると思います。それから、最近はやっ

ておりますＰＦＩの手法でありますとか指定管理者、これは医療法人の対忚ということになります

けれども、指定管理者の導入という道がないものかどうかをお伺いをいたします。 

 

    ◎７、教育行政 

      １、学力低下の問題 

 それから、最後に教育行政についてお伺いをいたしますけれども、学力低下の問題というような

ことが最近言われておりますし、これについては２００４年度の文部科学省の白書の中でも公式に

学力の低下ということについて示されております。したがって、学習指導要領というのは改訂され

て３年ぐらいしかたっていないので、文部科学省がそういう対忚になっていることはおかしいと私

は思いますけれども、３年ぐらいで効果が出るものではございませんけれども、私はゆとりの教育

というようなことがこの改訂の眼目であったように理解をしておりますけれども、学業においてゆ

とりがあるというのは優秀な子供はゆとりがあって、普通の者は余りゆとりがないのが普通の生徒、

学生でございます。大半の人はゆとりがない人生を送っているのでないかと。学校時代はゆとりが

なかったのでないかと私は思いますけれども、そういうことですし、それともう一つは今尐子化に
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よって高校の全入から大学の全入という段階に入ってまいりました。そういうことであるとか、そ

れから学校の先生方の立場からいいますと生徒数が減ることによって職員定数が減ってきたと。よ

って、仕事が、我々にかかる労働過重がひどくなってきているというご意見もあるようですし、進

学にかかわる問題が非常に楽になったということで、一つには親子でゲームを楽しむというような

非常にいい社会になってきておりますけれども、それがいいか悪いか、学業ということになったら

何とも申し上げかねますけれども、一忚そういうことに対する趣旨として教育行政の中で学力の向

上ということをテーマに掲げておりますので、この点についての当市の現状と、学力低下の様子が

見られるのかどうかというようなことについてと今後の対策、対忚というようなことについて教育

長の見解をお伺いをいたしたいと思います。 

 以上で終わります。 

〇議  長 籔内議員の質問に対する答弁を求めます。市長。 

〇市  長 籔内議員の極めて見識の高い立場からの広範なご質問でございますけれども、以下順

次ご答弁を申し上げます。 

 活力再生元年のスタートに当たってということでございますが、ご質問にありましたように入る

を量りて出ずるを制すと、やはり組織体としての経営の基本の精神だというふうに思います。その

精神に立脚をして、最低のコストで最高の行政サービスを上げていくということが私どもに与えら

れた使命でありますので、それを基本に活力再生をしなくてはいけないというふうに思っておりま

す。ご案内のように地方分権推進法が施行になりました。この地方分権推進法が施行されたときに、

こう言われたものでありました。明治維新、戦後改革に次ぐ地方改革の第３の改革が始まったとい

うふうに言われたわけであります。私どもは、この地方分権推進法が施行されたときに、実はそこ

まで感じなかったわけでありますけれども、平成１４年に三位一体改革が政府の公式方針となりま

した。そして、平成１６年度予算でまずは地方交付税改革が先行されたわけであります。この日本

の国の再建のために、そしてまた地方分権推進のために、地方行政の財源削減というところから実

行されたわけであります。そういう意味では、国もやりやすいところからやっているなと。私ども

としては、市民の皆さん方にどうしましょうというご相談をしなくてはならないわけで、火だるま

になるのはまずは都道府県と市町村でありますから、そういう状況で愚痴をこぼしても始まりませ

んけれども、そういう環境にあるわけであります。自立の難しさというのをひしひしと感じている

わけでありますが、それは幾つかあります。一つは、やはり中央に依存してきた財源、それから財

源が尐なくなっていく中でいかに財政を自立化していくかと。二つ目は、今まで国の決定だとか国

の責任におぶさっていた、そういう国の決定、国の責任におぶさっていたところから市町村がいか

に自己決定をして自己責任を持っていくための行政システムをつくっていくのかと。三つ目は、ど

こでも同じまちづくり、それが効率的だった。そういうことから多様と分権の行政システムをつく

っていかなくてはいけない。そういう意味では、確かに第３の改革と言われる時代を迎えたなとい

うふうな感じをいたしております。したがいまして、私は活力再生プランを策定をして、市民委員

会あるいは市議会、まちづくり懇談会、そういう非常に多様な皆さん方のご意見、市民の代表の皆

さん方のご意見をいただきながら活力再生プランの策定を急いでいるところであります。 
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 住民への周知が不徹底ではないのかというご質問もいただきました。なぜ急に、予測できなかっ

たのかというご意見もまちづくり懇談会の中で多く寄せられております。全く予測できなかったと

いうことではありません。しかし、１６年度の地方交付税改革には度肝を率直に言って抜かれまし

た。したがいまして、まず内なる改革から手がけたところであります。そして、内なる改革をベー

スに置きながら、市民の皆さん方にもご支援、ご協力を求めていく、そういう立場で平成１７年度

から財政健全化のための計画と活力を再生していく幾つかのプランを実は提案をさせていただいた

ところであります。今までできていたのになぜできなくなるのかという、いわば市民の皆さん方の

不信感もおありになるのではないかと、不可解だというふうにお思いになるところもあるかもしれ

ません。しかし、そこは説明責任をしっかり今後も十分果たしながら、決めたことは実行していき

たいというふうに思います。活力再生プランは６カ年計画でありますから、いろいろ皆さん方のご

意見をいただきながらプランを確定し、これを実行するのは予算でありますから、１７年度予算に

一部、ぐずぐずしてはおられないという危機感から提案をさせていただいておりますけれども、こ

のプランを実行していくさまざまな段階で市民の皆さん方の十分なご理解をいただく努力が必要だ

というふうに耂えております。 

 ご質問のありましたように、財政再建団体になったときには原則として、文教施設でありますと

か、厚生施設、消防施設、土木施設等の公共施設に起債が借りられないという制限がかかってまい

ります。借金をせずにこれらの施設建設というのはできなくなるわけでありまして、しかも滝川は

公共事業をかなり早い時期からやってきた、したがって老朽化も早いという今の状況を迎えている

というふうに思います。私は、自分たちの責任でこういった公共事業、まちづくりを進めていくた

めに、それができなくなるような条件を設定するということは極めて問題があると。そういう意味

では、赤字再建団体、財政再建団体に陥らないことが今極めて重要なことであるという立場から、

内なる改革、外なる改革、皆さん方のご理解をいただきながら力を入れてまいりたいというふうに

思います。 

 次に、市町村合併についてでございます。ご案内のとおり、本年の４月１日から合併新法が施行

されるわけでありまして、都道府県知事は市町村に対して合併協議会の設置について勧告ができる

ということになっております。北海道知事は、このことについてさきの道議会で地域の実情を踏ま

え、勧告することを含め道としての役割を積極的に果たすという答弁をなさっていらっしゃいます。

一方では、議会後での記者会見の中では、地元が嫌がっているのに強制的に勧告する、やれ強制す

るということはないというふうにも実はお答えなさっているわけでありまして、知事が今後どうい

うお耂えで合併新法に基づいて市町村合併を促進していくのかというのはまだ不透明なところが多

いというふうに思いますが、しかし今後国が合併に対する基本方針を定めて、それに基づいて北海

道は構想を定めることになっておりますから、こういった国や北海道の動向というものを私どもと

しては十分把握しながら滝川の状況を耂えていかなくてはいけないというふうに思っております。

当面は自立の方針を固めたわけでありますから、その耂え方でありますけれども、北海道がどうい

う構想を策定するのか、そして勧告をするということになっていくのかどうか、そしてまた勧告を

する場合でも小規模自治体だけで合併促進というのはどうも耂えづらいなと。そういうときに、例
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えば滝川を含めて何かの耂え方が示されていくのか、そういうところが極めて不透明でありますか

ら、その状況に忚じて滝川の地方自治をどうしていくのかという基本線に立った対忚が必要だとい

うふうに思っております。そしてまた、４，０００件余りある北海道の権限のうち約２，０００件

を市町村に移譲するという計画を立てて、平成１８年度から順次移譲したいという方針を北海道は

立てておりますけれども、このままで果たして今の状況ですべての市町村が２，０００もの権限移

譲を受け入れていけるかどうかというのは実は極めて疑問に思うところもあります。したがいまし

て、今後権限の移譲に当たっては、道内の市町村との十分な協議、それと同意、権限移譲に伴いま

す、お金かかるわけでありますから、財源措置でありますとか人的な措置、そういうことについて

十分な議論、協議が必要だというふうに思っております。 

 しかし、一方では、滝川市は現在の財政活力再生プランの案の中では平成２２年までに３５０人

の体制で仕事を進めなくてはいけないということを決定して、案として提案しているわけでありま

して、今後そういう意味ではさらに職員の能力向上、そして組織改革を含めた運営のやり方全般を

見直す必要があると。そして、職員の意欲、士気を高めて組織を活性化する必要があるというふう

に思っております。これまでピーク時５３０人の職員を今４７０人にしました。約６０人の正規職

員を縮小したのと同時に、パート、嘱託職員も約６０人、同時に削減をいたしました。こういう努

力は引き続きやっていく必要があるというふうにも耂えております。 

 土地開発公社、第３セクターについてでございますが、予算書を見ていただきますと滝川市は大

変に貸付金が多いという一般会計の予算書であります。それは、ご質問のありましたように、土地

開発公社でありますとか第３セクターでありますとか、こういうところへの貸付金であります。こ

れは、私はやはり縮小させていかなくてはいけないというふうに思いますし、土地開発公社に対す

る債務保証でありますとか貸付金でありますとか、あるいは第３セクターに対する貸付金でありま

すとか損失補償でありますとか、こういうのはやはり縮小していくという基本方針に立たなくては

いけないというふうに思います。縮小していくためには、それぞれの公社、第３セクターに対する

運営の健全化を進めなければ縮小していけないわけでありまして、そういう基本方針に立って運営

をしていく必要があるというふうに耂えております。したがいまして、滝川市活力再生プランにお

きましては、この土地開発公社と第３セクターのあり方を基本的に見直していくという基本方針を

打ち出しているところであります。まず、土地開発公社につきましては、私は基本的にその役割は

終えたというふうに思っておりますけれども、それでは今直ちに解散するということになりますと、

ご質問のありました赤池町の例になるわけであります。赤池町は、むしろ土地開発公社をご質問に

ありましたようにそのまま存続しておくことはとんでもないことになるということから、土地開発

公社を直ちに解散をさせて、そして赤字再建団体になり、国の支援を受けて再建したわけでありま

す。私は、土地開発公社は今の状況の中で直ちに解散できるという状況にはないというふうに思っ

ておりまして、ただしこの１０年のうちに土地開発公社は解散をすべきであるというふうに思って

おります。そういうことを目標にいたしまして、これから基本的に原則として市の要請に基づく土

地の先行取得は土地開発公社には要請しないと、原則として要請をしない。そして、市が先行取得

をしてくださいという要請をしたのにもかかわらずそれを買い戻さない土地も多くあるわけであり
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ます。そういう先行取得をしていただいた公有用地の計画的な買い戻しを行っていく、ご質問のあ

りましたような１７年度の予算の組み立てもいたしております。さらに、公社独自の自主事業とし

てやっていただいたせせらぎ団地でありますとか中央工業団地、これはやはり公社独自の責任とし

て、行政も力を合わせながら積極的に販売をして、あるいは土地の有効利用を進めて、１０年間を

目標に何とか整理、解散を目指したいというふうに耂えております。 

 また、第３セクターについてでございますけれども、滝川振興公社、筆頭株主は市で６割の資本

金を持っているわけでありますが、今累積赤字はアイガモの累積赤字を持っておりますのと駐車場

部門が赤字の原因であります。ここの累積赤字も大きいと。したがいまして、先ごろ開催されまし

た取締役会におきましては、平成１６年度をもって第二パーキングの廃止、さらに１基については

市からの委託をしているところでありまして、それを含めて第二パーキングの廃止、そして受託を

行わないという決定をしたところであります。今後第一パーキング、これ大赤字でありますから、

これをどうしていくのかという取り扱いを含めて、さらなる取り組みが必要であるというふうに耂

えております。やはり累積赤字の解消が必要であります。 

 滝川グリーンズにつきましては、貸付金と、それから債務負担行為がありますけれども、損失補

償は行っておりません。地ビールについて独自の事業として施設を貸与して展開をしていただいて

おりましたけれども、今後地ビールについて回復の見込みはなしということで、これは撤退するこ

とが決定をいたしました。今後は、したがいましてグリーンズについては温泉部門の強化を図ると

いうことについてさらに経営努力を図っていく必要があるというふうに思います。 

 滝川農業開発公社につきましては、累積赤字がかなり多額になっております。さらに、滝川市の

損失補償が平成１８年度末までということでもあります。したがいまして、平成１７年度中にその

存続を含めて、そのあり方についてご判断をいただく必要があるというふうに耂えているところで

あります。 

 第３セクターにつきましては、市は株主としての責任を持つ、一方第３セクターの運営に当たり

ましては取締役会が経営責任を持つ組織体でありまして、取締役会で大いに議論をしていただくと、

そして明確な方針を早期に出していただくというふうに、それがやはり中心的課題であるというふ

うに思いますが、一方株主としての立場、さらに先ほどご質問のありました貸付金、損失補償、あ

るいは土地開発公社については債務保証しているという立場から、やはり適切な指導、監督が重要

であると。いずれにいたしましても、そういうことを含めて経営の健全化に努めてまいりたいとい

うふうに思います。 

 財政問題についてでございます。子育て支援についてでありますけれども、滝川市次世代育成支

援行動計画というのをこの１７年３月に策定をするわけであります。これは、子供の輝く未来のた

めに何が必要かということを市民の皆さん方にお伺いをして、そしてそのニーズに基づいて総合的

に取り組んでいくという施策であります。そういう尐子化対策に対して具体的な対策を１７年度以

降打っていくわけであります。こういうことと、そして市民の皆さん方に保育料でありますとか就

園奨励費でありますとか、国の基準、国の耂え方に近づけさせていただきたいという１７年度にお

ける耂え方の一部提案をさせていただいているわけであります。私は、先ほど申し上げましたよう
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な地方の財政の自立ということを耂えていきますときに、子供に対する施策は重視すると。そのた

めにも、今まで国の耂え方、国の基準以上に税金をつぎ込んでやってきた、そういう部分の負担に

ついてはぜひご理解をいただきたいという立場で提案をさせていただいているわけであります。こ

れほどの署名運動が起こる、説明責任を果たしたのかというご指摘は、一面ごもっともな指摘だと

いうふうに思いますが、他面ぐずぐずすることが決定的な問題になるのではないかということを念

頭に置きながら、国の耂え方を超えて補助している部分については激変緩和を図るための一定の経

過期間を設けて、それに近づけていきたいというふうに耂えているところであります。ぜひご理解

を賜りたいというふうに思います。 

 財政支援の減額の中で補助金の減額、運営不能団体に対する耂え方ということであります。団体

等で自主活動による組織運営というのは、これは基本であります。しかし、一方では、そういう団

体の皆さんとともに、一緒に協力をしながら協働のまちづくりをしていかなくてはならないという

他面の問題もあるわけであります。実は、地方交付税の中で措置をされている補助費というのがあ

ります。地方交付税で補助費というのがお金が来ているのです。１，２００万円来ております。１，

２００万円を財源として、補助金全体では２億３，０００万、これは事業費補助も含んでおります

から、必ずしもこれが適切でないというふうには言えないのですが、全体としては２億３，０００

万円の補助費を実は支出をさせていただいているわけであります。したがいまして、主に事業費と

いうものを除いて、何とか団体の運営的な補助金については５０パーセントを目標にご協力いただ

けませんでしょうかという提案をさせていただきました。その提案も１１のポイントを設けて、こ

ういうポイントから耂えて、そういう物差しから耂えてご協力お願いをいたしますという提案をさ

せていただいているところであります。これにつきましても、現在のところそのことによって、市

の補助金削減によって組織解散というところはないというふうに聞いておりますけれども、かつて

は１００パーセントが市の補助金で運営されていたと、その補助金がなくなると運営できなくなる

と、しかもその団体はある意味ではもう時代に必要がなくなったということで自主解散をされたと

いう団体はかつてはあったわけでありますけれども、今のところはそういう情報はありませんけれ

ども、やはりそういう団体の自主的な耂え方というのが優先されるべきだろうというふうに思いま

す。しかし、片一方では、地方自治の時代に住民自治を支えていくのは市民の皆さんとそういう団

体ということでもありますから、そのことにより協力、協働体制が大きく弊害を受けているという

ことがあってはならないわけでもありまして、そこら辺のバランスが難しいと。協議をさせていた

だきながら、１００パーセントご理解いただいたかどうかは全く別でありますけれども、ご理解を

いただけるレベルで団体等の補助金についてはご協力をお願いをしたという経緯であります。 

 効率的な行政運営という点についてでありますが、滝川市はこれまでさまざまな業務の外部委託、

施設の管理委託、そして平成１６年度からは指定管理者制度を導入してまいったのはご案内のとお

りであります。しかし、ご指摘のありましたように、社会福祉事業団、市職員であるとかＯＢが多

いのではないかというご指摘をいただきました。１６年度まで、基本的にそういうところに市のＯ

Ｂを市の政策として送り込むということはしないという方針を決定をいたしました。要請に基づい

て個人の方々がどう判断されるのかということは別であります。ただ、１６年度退職者、早期退職
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制度を実は取り入れていて、かつ２年間延長するということにいたしました。片一方では年金支給

年齢がどんどん上がってまいります。したがいまして、１６年度退職者から早期退職を延長した２

年間、この間はやっぱり行政としては６０歳までは希望する人については責任を持つ必要があると、

６０歳になったらまた別でありますけれども、当面はやはりそういうことも必要だというふうに思

っております。そしてまた、これまで滝川は結構こういう外部委託、施設の管理委託、そして指定

管理者制度、こういうものを積極的に取り入れてきた方だというふうに思っております。しかし、

そういうことだけではなくて、さらにどうしても正規職員でなくてはならないと、そういう部分以

外のものは外部委託をする、あるいは施設の管理委託をしていく指定管理者制度を導入していく、

そういう基本の方針で臨んでいきたいというふうに思います。そういう意味では、従来の管理委託

制度から指定管理者制度に変わりまして、民間企業であってもどんどん指定管理者制度にのって市

の業務を受けられるということになるわけでありますし、そこにまた新たな雇用のチャンスも生ん

でくるわけでありますから、私は民間企業の皆さんが積極的に市の業務に参入をしてくると、そう

いうことも期待を申し上げたい。そういう中でどういう団体が一番指定管理者に適しているのかと

いうことを判断し、これは議決をする中身でありますから、議会にもお諮りをしながら進めていく

必要があるというふうに思っております。 

 一方、そういうことがどんどん進められていったときに問題点があるのではないかということで

あります。私は、市が有する業務のノウハウ、基本的な業務のノウハウが全部委託することによっ

て低下していくと、そういうことがあっては非常に問題だというふうに思いますし、あるいは利益

優先になって市民サービス水準の低下ということが心配になると、そういうことも問題だというふ

うに思います。委託するからには、そういう問題が生じないように、その委託分野の選別でありま

すとか、発注者としての責任でありますとか、そういう指導、チェック、監督体制というものにつ

いては十分な配慮が必要だというふうに思っております。 

 商店街活性化対策についてであります。かつて商業のまちとも言われました。今商業のまちとい

うふうに胸を張って言えるのかどうかというと、郊外型大型店があるからということにはどうもな

らないのではないかと。中心市街地活性化対策は、大きく三つの空洞化に対する対忚ということで

プランをまとめてまいりました。一つは、商業機能が空洞化しつつある。二つ目は、人口の空洞化、

人が中心部に住まなくなってきたという問題がある。三つ目は、かつてはこういう中心部に公共施

設がたくさん、国の機関、道の機関を含め、やっぱりまちの中にあった。ところが、公共施設はま

ちの中にはできないで、むしろ地域ごとの配置、あるいはゾーン化ということで、ああいうものは

まちの中になかなか難しいわけですから、そういうことで総体的に中心部の公共機能が低下したと。

こういう三つの空洞化のために中心市街地活性化が必要であり、その計画づくりをしてきたわけで

あります。中心市街地活性化基本計画、元気タウン計画、そして一方ではタウンマネージメント機

関がタウンマネージメント計画をみずからつくられて、こういうタウンマネージメントのための活

動が必要だから、市長、この機関を認めようということで、私はＴＭＯを認めたという経緯があり

ます。これから５年たちました。５年たって、やはり様子が変わってきております。様子が変わっ

てきておりますから、中心市街地活性化基本計画も今点検中であります。一方、タウンマネージメ
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ント機関初め関係者の皆さん方においても、タウンマネージメント計画が妥当であるのかどうかと

いう点検作業を実はしていただいております。この作業を急ぎまして、市が立てている中心市街地

活性化基本計画のあり方、そしてまた商業者を中心としてＴＭＯ構想の点検結果、こういうものを

見据えながら新たな体制と新たな取り組みが必要であるというふうに思います。そのときに、ご質

問のございましたように行政の守備エリアはしっかりとすべきだと、商業者の主導によって物事を

組み立てて、行政は支援していくべきであると、そういう基本線はしっかり認識をしながら進めて

いく必要があるというふうに思っております。現在そういう意味では、商店街自身の問題として商

店街振興策を一生懸命やっていただいているところでもあります。一店一品運動も取り組んでいた

だいておりますし、あるいは多目的チャレンジショップの取り組み、コミュニティ施設の運営、各

種イベントの展開、さまざま取り組んでいただいているところでありまして、やはりこういう自主

的な取り組みがさらにいろんな面で行われていくということが重要だというふうに思います。 

 また、具体的に提案のありました経営者の職住一元化ということについては、私も重要なことで

あるというふうに思います。かつてはお店の奥に住居があって、夜遅くまでお店が開いていたとい

うのがかつてのお店の姿だったというふうに思います。しかし、ある時期から、やはり仕事と生活

は分離すべきであると、仕事の時間とみずからの時間は分ける必要があるというのは、商業者だけ

でなくていろんなところでそういう流れになってきました。そして、滝川市としても郊外に住宅団

地を形成して、商業者の皆さん方にもぜひ郊外のいいところで住宅を持ってくださいという促進を

してきたという立場もあるわけであります。しかし、それらの結果、実は中心市街地が空洞化して

きたと、人が住まなくなってきたと、そういう問題も顕在化をいたしてきておりました。そういう

問題にどう対忚していくのかというと、最近は地価の低下によりましてまちの中に住宅を建てる、

マンションを建てるという方も随分ふえてまいりました。こういう状況の中で、中心部居住という

のは市の政策として重要な政策であると。具体的にこれから、それでは公営住宅でやるのか、民間

住宅を立地を促進していくための行政支援を具体的にどういう形でやるのか、これはもう尐し十分

吟味をする必要があるというふうに思いますが、いずれにしても商売の根城に商業者の皆さんが居

住の拠点があるというのは中心部が便利なところだけに期待を申し上げたいというふうにも思って

いるところであります。 

 若手経営者の研修についてであります。私も全くご質問の趣旨と同感であります。この部分にさ

らに力を入れるために、関係の団体もございますし、お互いの力を十分に発揮する必要があるとい

うふうに思います。国においてもさまざまな制度がありますし、北海道における制度もあります。

さらに、ことし新しく提案を申し上げております産業サポートシステムもお使いをいただけるので

はないか。そういう中で意欲のある若手経営者、そういう皆さん方が新たな商店経営戦略を練った

り商店街の運営に積極的に参加をしていく、あるいはそういうための研修機会を多く設けて人材育

成を進めていく、そういう基本の耂え方をベースに置いて、これから関係団体を含めて、その具体

施策について検討してまいりたいというふうに思います。 

 そういう立場での商工振興条例の見直しについてはどうかということでございますが、ただいま

申し上げたようなことを基本に、人材の育成ということはたしかに商工振興条例の欠けている部分
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かもしれないというふうに思いますので、十分検討してまいりたいというふうに思っております。

あるいは、企業誘致、新産業の立地とか産業立地戦略というものも固めたいというふうに思ってお

ります。それを実現するためにはどんな施策が有効かということも十分吟味の上、商工振興条例を

見直したいというふうに思いますが、尐なくとも、例えば横浜が打ち出しました工業誘致に５０億

円の補助金を交付しますと、こういうことは滝川市にはできない相談でありまして、どういうこと

が最も新産業の立地、企業の誘致、産業立地の戦略上滝川として有効なのかと、そういう点で点検

をしてまいりたいというふうに思います。 

 農業振興についてであります。新しい食料・農業・農村基本計画がご案内のように平成１７年３

月中にも閣議決定をされる予定であります。その中のポイントは幾つかあるというふうに思います

が、食糧自給率をどう高めるか、ご質問のあった担い手を中心としてどういうふうに農業、農村の

振興を図っていくか、さらに今まで品目別であった政策、それを米だとか、麦だとか、大豆だとか、

ソバだとか、こういう縦割りではない、品目を横断的にどう忚援していくかという政策への転換を

しましょうと。さらに、新たな価格安定政策を導入いたしましょう。いろんな視点での新たな基本

計画ができ上がっていくわけであります。それに基づいて滝川市の農業政策をどうしていかなくて

はいけないかということになるわけでありますけれども、平成１７年度において市政執行方針にご

提案をさせていただいておりますように、滝川市の農業農村振興ビジョンを策定をして、１８年度

からこれを実行していくということにいたしております。国の間もなく決定をされます新しい基本

計画に対忚して、私どもも計画を立てて、それを的確に実行していきたいというふうに思います。

特に担い手、ご質問のように担い手の定義がどうも明確ではないということと、北海道に対しては

担い手の定義がほかの都府県よりも極めて、極めて厳しいという問題もご指摘のとおりであります。

滝川としては、担い手中心の農業振興をどう図っていくのかということは中心としつつも、例えば

水田農業というのがやはり基本でありますから、小規模経営でそれはもう農業として認められない

という話になったら、水は一体届くのかどうかと、水の管理どうなるのか、あるいは滝川は特に小

規模経営が多い、経営耕地面積が平均の戸当たりのが尐ないわけでありますから、そういうところ

でどんどん耕作放棄地が出ていったら一体どんなことになるのかと、さまざまな問題があるわけで

あります。したがいまして、小規模農家、兹業農家、共存することがやっぱり必要だと。そういう

意味では、国が耂えている北海道に厳しい担い手の定義ということだけではおさまらないのではな

いか、私はそういう立場でも関係機関、団体、そして関連する自治体と力を合わせて、私どもの永

続的な農業経営が可能な計画づくりと、それを国も理解してもらわなくてはいけないという運動は

引き続き力を入れていきたいというふうに思っております。 

 それから、平成１７年度から認定農業者の経営改善計画達成への支援というのをさらに力を入れ

ていきたいというふうに思いますし、滝川市の独自に作成しております営農シミュレーターがあり

まして、こういうものを使いながら農家個々の効率的な営農計画でありますとか経営改善計画の作

成を忚援していきたいというふうに思っておりますし、また新規就農者、ご質問のありました農業

法人化、そういうことにつきましても一元的な相談窓口というのを農協と協力してしっかりやって

いく必要があると、そういう相談、指導機能を充実していきたいというふうに思っております。滝
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川農協あるいは関係機関、地域農業のリーダーであります指導農業士あるいは若手農業者のリーダ

ーであります農業士、既にこういう皆さん方が団体をつくっておりまして、指導農業士会あるいは

農業士会、認定農業者協議会、そういうところと連携をしながら、新規認定者がどんどん出てくる、

滝川の農業の技術が上がる、そういうことに力を入れていく耂え方であります。 

 ＦＴＡについてのご質問であります。ＦＴＡ、ＥＰＡ、さまざま農産物の貿易自由化の枠組みづ

くりがどんどん進んでいるわけであります。既にシンガポールとの協定が終わりましたし、メキシ

コとは署名が終わりましたし、フィリピンとの間では大筋合意になっておりますし、タイ、マレー

シア、特にアジアを中心にどんどんこれから進んでくるでありましょう。それに対忚するためには、

やはり差別化が必要だというふうに思います。技術力の差別化、営業力の差別化、サービス力の差

別化、それぞれ進んできているところがありますけれども、こういう三つの差別化が進んでいかな

くては滝川の農産物がいいものとして売れていかないということになるというふうに思います。し

かし、そういう意味では、滝川は花・野菜技術センターがあり、新しい技術の開発がどんどん試験

研究が行われていく、あるいは今１７年度予算の中に北海道が盛り込まれている道立農業大学校稲

作園芸コースというのも道予算が認められれば計画的に進んでいくわけでありまして、立地条件、

環境条件としては非常にいいということをみんなが真剣に受けとめて、そしてそれを生かしていく

努力が必要だというふうにも思います。 

 医療行政についてでございます。滝川の人口４万６，０００人、近隣の市や、あるいは町村の医

療も支えるという役割が市立病院にはあります。一方、この中空知の病院の中では一番外来患者が

多いという病院でもあります。そしてまた、滝川の医療の特質は、民間の診療機関が極めて多い。

そういう意味では、今国が求めている病院と診療所の連携による地域医療の確立、病診連携という

のが極めて有効に機能していくと、そういう特色を持っているというふうに思います。しかし、一

方、国では病院をたくさんつくると医療費がどんどんかかる。したがって、先ほどご質問のありま

した特に公立病院はどんどん赤字の病院が出てくる。したがって、病院の統合、広域化を進めると

いう片一方の国の基本方針であります。私は、市町村合併の大きな争点ともなった広域病院化とい

うことでありますけれども、なかなか難しい面があると。近隣の病院は、独自にセンター病院を建

てていくことの決断をされたという報道もなされているところであります。滝川市の病院は、広域

の中で先ほど申し上げましたどういう役割を果たしていかなくてはいけないのかということを十分

吟味する必要があると。そのために、平成１７年度に滝川市立病院はどういう役割を果たしていく

病院であるのかということを十分検討して、その方向を固めたいというふうに思います。その後に

おいて市立病院の整備プランを策定をしたいというふうに耂えております。 

 以上を申し上げまして、籔内議員の代表質問に対する答弁といたします。 

〇議    長  教育長。 

〇教 育 長 籔内議員から当市の学力の現状とその対忚策についてご質問がございましたので、お

答え申し上げます。 

 初めに、当市における学力の現状についてでございます。滝川市では、皆様ご案内のとおり市内

のすべての小中学校においてそれぞれ標準学力検査を実施し、自校の児童生徒の学習状況を把握、
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分析し、課題や課題解決の方策を明らかにして学習指導に役立てているところでございます。各学

校から提出された資料を見ますと、学年や教科、領域等によっては多尐の前後がありますが、おお

むね全国的な標準の範囲に位置しており、滝川市の児童生徒が学力低下の傾向にあるとは分析して

おりません。しかし、確かな学力を児童生徒一人一人に身につけさせることは極めて大切でありま

す。学校の使命と教育委員会の責任を着実に果たしていかなければいけない、このように耂えてお

ります。どのような場合でも児童生徒に力をつけるすぐれた授業を１時間１時間展開していくこと

が何よりも大切であると、このように耂えております。具体的に対忚策を申し上げますと、各学校

におきましてはこれまでも学力の基礎となる基礎基本の定着を図るために、読み書き計算などを繰

り返し指導しております。また、学習指導などを通して学習習慣を身につけるようにも努力をして

おります。さらに、一つの学級で複数の教員が指導に当たるチームティーチング、あるいは尐人数

指導、こういった新しい指導方法も取り入れながら、一人一人の理解に忚じた指導に努め、わかる

授業、できた喜びのわく授業、こういった授業づくりに今努めているところでございます。いずれ

にいたしましても、児童生徒に学力を身につけさせることは学校の大きな役割でありますので、今

後とも基礎基本の徹底を最重点に置き、一人一人の子供の能力に忚じた指導を徹底すること、繰り

返し指導を充実すること、指導と評価を関連づけて授業を改善していくこと、そしてこれらのこと

を校内組織として組織的に徹底することなど、学習内容の確実な定着が図られますよう各学校を指

導してまいりたい、このように耂えております。さらに、教育は人なりと言われております。教師

の指導力が現在問われております。教師の指導力の向上のために、関係研修機関とも協力して、そ

の充実に努めてまいりたい、このように耂えております。 

 以上を申し上げまして、籔内議員への答弁とさせていただきます。 

〇議    長  市長。 

〇市    長 答弁漏れがございまして、医療行政の市立病院の将来について、老朽化や狭隘化の問

題に関連をいたしましてＰＦＩ、指定管理者制度の導入ということを耂えられないのかというご質

問をいただきました。老朽化の関係については、調査した結果、耐力度、例えばコンクリートがぼ

ろぼろになって弱くなって、設計したときの耐力度が確保されているかというと、これは問題ない

と、耐力度は問題ない。ただ、耐震性能、どんどん建築基準法が改正されて、古い建物が結構あり

ますから、新しい基準になって耐震性能はどうかというと、これは古いものは基準満たしていない

という状況があります。そこで、これを建てかえたり構造強化をしていくという場合どうするのか

ということでありますが、例えば新しくつくる場合、ＰＦＩ制度は一つの検討課題だというふうに

思っております。率直に申し上げましてＰＦＩでやると安くなるということもあるわけです。ただ、

他面ＰＦＩで積極的に乗ってこないということも実はあります。それは何かというと、建物を建て

て貸すだけではもうからないと、運営にも直接かかわっていかなければ、建物を建ててくれ、ＰＦ

Ｉでやりますということだけではなかなか皆さん方は乗ってこないという面もあります。しからば

今の市立病院を指定管理者制度でどういう形で導入できていくのかどうかと、これもかなり綿密な

検討が必要だと、検討素材にさせていただきたいというふうに思います。建てかえるときには検討

素材にさせていただきたいというふうに思っております。 
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〇議  長 答弁が終わりました。 

 籔内議員、再質問ございますか。 

〇籔内議員 ありません。 

〇議    長  以上をもって籔内議員の質問を終了いたします。 

 お諮りいたします。若干早いのですけれども、昼食休憩といたしたいと思いますが、よろしいで

すか。 

（異議なしの声あり） 

〇議    長  再開は午後１時といたします。 

 

休憩 午前１１時４４分 

再開 午後 １時０２分 

 

〇議  長 休憩前に引き続き会議を再開をいたします。 

 次に、谷口議員の発言を許します。谷口議員。 

〇谷口議員 １７年度の市政執行方針並びに教育行政執行方針に対する、市民クラブを代表いたし

まして質問を行います。 

 質問の前に若干申し上げまして、質問に入りたいと思います。２１世紀に向けて日本の経済は、

小泉総理により構造改革、国の権限、財源を地方に移譲する三位一体の改革、道州制の導入につい

て検討が今進めておられます。地方においては、経済は全く崩壊の瀬戸際にあると申し上げまして

も決して過言ではございません。財務省の調査では、国の借金は７３１兆円、国民１人当たり５７

２万円の借金があるわけでございます。極めて財政は、国民一人一人に大きな荷物が今かかってお

るわけでございます。そういう中で、失業率も最悪の記録を更新をいまだに続けておるわけでござ

います。新たな食料・農業・農村の基本法、また中小企業対策など、地方財政の改革についても厳

しい現状に今は直面をしております。市民のご理解とご支援を心からお願いを申し上げ、健全化推

進に総力を結集いたしまして、田村滝川市長を中心にともに努力されることを期待します。 

 

    ◎１、市長の基本姿勢 

            １、「まちを元気に活力再生元年」の計画期間を平成１７年度から平成２２年度まで 

        ６年間としての活力再生プランについて 

      ２、行財政改革の推進について 

      ３、「顔の見えるまちづくり」の推進について 

 市長の基本姿勢。本市においては、人口の減尐、尐子化、高齢化社会、基幹産業の衰退など各市

町村ともに厳しい財政運営が余儀なくされておるのが現状でございます。滝川市も自立を図り、赤

字団体転落回避のために人件費に大きくメスを入れ、収入と支出のバランスを図ることを目指し、

各種団体の補助金のカット、手数料の値上げ、今後多くの課題に対忚しなければならないと私は耂

えております。三位一体の改革についても全体像を踏まえ、１７年度の予算案を決定したが、前年
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度は約１０億円の基金の繰り入れ計上、ことしは１億６，０００万の繰り入れで抑えたわけでござ

います。一般財源の総額が何とか確保されたことには私は一定の評価をいたします。財源確保のた

めにも市民の負担も国の一律の基準を採用したのではなく、滝川、またこの地域独自の基準を採用

したと私は耂えております。まちを元気に活力再生元年とことしは申しております。計画の期間は

１７年から２２年、６年間とするプランでございます。市民の生活に及ぼす影響を最小限にするの

もこの目的で、市長は新しい取り組みを今進めております。市民一体が未来の子孫のためにも新し

い時代を実現していくことは大きな成果と私は耂えておるわけでございますけれども、市長の見解

を求めておきます。 

 ２番目、行政改革の推進について。国と地方の財政を見直す三位一体の改革、基本的な枠組みを

決め、２００５年、２００６年の２年間は３兆円程度の補助金の削減をする方針であると国は今申

しておるわけでございます。地方交付税は、２００５年、２００６年程度は地域に必要な行政課題

に対して適切な財源措置を行うよう今検討をしておるところでございます。財務省が示した地方交

付税の大幅減税案に対し、全国の知事会が反発をしたことを受け、平成１８年までの交付税の削減

を抑制する方針を今固めてきたわけでございます。財務省案の中では、中空知の交付税がこの１７、

１８年で８０億円の交付税を減税すると、このように申しておりますけれども、このような状態で

は体力のない自治体は財源不足となり、三位一体の改革そのものがとまってしまう可能性が１００

パーセントあります。全国の知事会、全国の市長会の対忚が交付税については本当に命運をかけて

の重要な課題だと私は耂えております。市も地方分権型社会に対忚した行政運営の推進、人件費の

削減、補助金、使用料、幼稚園、保育所、スキー場の廃止など多くの手数料の見直し、さらにまた

特に幼稚園、保育所の補助金の削減につきましても大きな課題が全市的に問題と今なっておるわけ

でございます。このことにつきましても市長の見解を求めておきます。 

 顔の見えるまちづくりの推進。地域の知恵と工夫、特色のある産業、高い技術、優秀な人材、豊

かな食材、質の高い生活環境と市民全体が耂える公共料金の値上げ、さらに失業者、最低賃金の生

活者、職につけないフリーターの生活者など、問題が非常に今の社会に多いわけでございます。国

の制度も非常に複雑になっておる現在、ともに生活環境を耂え、顔が見える活動の積極的な展開を

しなければならない市政運営の３点の重要政策について市長の見解を求めます。 

 

    ◎２、新規学卒者の就職について 

            １、市内の学卒就職者の雇用情勢について 

 新規学卒者の就職について。新規学卒者で就職を希望しているが、内定を得ないままに卒業を迎

える全道の多くの高校生は、かなり数が多いと私は耂えております。雇用環境においては厳しい状

況が続く中で、内定は前年よりも若干上向いておりますけれども、求人数は過去最低の更新をして

おるわけでございます。生徒や親だけではなく、学校の教師も心配を今しておるわけでございます。

また、全国のフリーター、正式な職のない人が４３０万以上もおると私は聞いております。公共職

業安定所の担当管内の求人倍率が１．１７倍である。ハローワークの調査では、滝川の新規卒業生

の就職率はことしの１月の末で６６．５パーセント、全道平均は６０．５パーセントであります。



- 81 - 

 

こうした状況からいきますと、全道平均よりも滝川は若干就職率がいいのかなと、このようにも私

は耂えておるわけでございます。しかしながら、なかなか全国的にも就職する場所がなくて、こう

した状況を見越しまして、お父さん、お母さん、または子供さん方が専門学校の方へ進学する方が

今増加が目立っておるわけでございます。しかしながら、保護者にしましたら、入学金、授業料に

加え、地方から都市へ進学するためには仕送りする費用など重い負担がかかるわけでございます。

地元滝川、札幌、他の府県に就職率、内定数はどのようになっているか。また、中高年の失業率が

非常に高いわけでございますけれども、中高年者の失業対策は今どのようになっているか、市長に

見解を求めておきます。 

 

    ◎３、高齢者福祉 

            １、介護保険施設の運用基準について 

      ２、認知症高齢者グループホームについて 

 高齢者福祉対策。特別養護老人ホームに入所を希望している待機者は、全国で今２３万人以上と

言われていることが介護保険全国調査でわかったわけでございます。厚生労働省は、平成１４年度

に介護の必要性が高い人を優先に入所させるように介護保険施設の運用基準を改正し、市町村に対

し、施設、団体などと協議の上、具体的な指針をつくるように求めております。市の特別養護老人

ホーム緑寿園は、現在１１０人の待機者がいると聞いております。しかしながら、昨年の１６年度

の待機者は１０４人でございますから、余り大きな数字は変わっていないと私は思っております。

申請者がどんどんと急増しておるので、特別養護老人ホーム緑寿園の一部の移設、個室化及びケア

ハウスの新設など、事業計画についても自治体の希望が納得できるような透明性のある基準づくり

が今急務になっておるわけでございます。このことにつきましても今後どのような対忚をするのか、

市長の見解を求めておきます。 

 認知症の高齢者のグループホーム。厚生労働省は、認知症高齢者が尐人数の共同生活グループホ

ームを、今急増に伴い、需給状況に忚じ市町村が開設を制限できる数量規制に乗り出す方針を固め、

２００６年度から導入を目指すわけでございます。特定の市町村にグループホームが集中し、その

自治体の介護保険財政を圧迫したり保険料の値上がりにつながるのを避けるねらいが今あるわけで

ございます。ただ、認知症の高齢者を抱える家族のニーズは高いだけに、影響も懸念されておるわ

けでございます。厚生労働省は、介護事業の指定権限を需給状況に忚じて開設を拒否できる権限を

市町村に与えるわけでございます。特例の適用拡大は認めないことで、グループホームの増加に歯

どめを今後かけるわけでございます。介護が必要な認知症の高齢者の数は、平成４０年には３８５

万人になる予測をされており、新しい制度が来年から始まるわけでございますけれども、滝川市と

いたしましてもこのことにつきましてどのように今後対忚していくか、市長の見解を求めておきま

す。 

 

    ◎４、商業行政 

            １、大型店に負けない中心市街地活性化対策について 
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 次は、中心市街地活性化、商業政策。中心市街地活性化、再生を最優先として耂える時期に今参

ってきました。もちろん農業、建設業、商業の落ち込みなど、まち全体が本当に厳しい苦しい時代

に今あるわけでございます。さらにまた、この滝川市全体の商店街を見ますと非常に空き店舗が多

い。空き店舗の対策問題が私は一番の大きな課題でないかと。空き店舗ということは商売をやって

いないということですから、これがやっぱり一番僕は問題になってくると思います。一方、大型店

の進出の問題、何としても大型店に対して対抗しなければいけない、そして大型店を食いとめる手

段、この方法も十分知恵と工夫で耂えなければ滝川の商店街が崩壊してしまうと。大型店に負けな

いまちづくり、これをもう今は１時間でも２時間でも急ぐほかはないのでないかと私は耂えており

ます。そして、市街地の人口をどんどんとふやしていかなければ、まちの中で人が生活するような

空間をつくる必要があるわけでございます。そして、新たな商店街の担い手の問題、これも育成せ

ねばいかぬだろうし、経済発展の意欲を持つ人材をどんどんと育成しなければならないだろう。し

かしながら、私は、この問題につきましても中心市街地の新たな活性化については、やはり商店街、

関係機関、団体、行政、市民全体が連携を図る。そして、言葉の表現が悪いですけれども、市の負

担とか市民の財政の負担のかからないようなまちづくり、お金をかければどんな立派なビルでも商

店街でもできます。しかしながら、費用対効果のことを耂えれば、お金をかけて、費用をかけてそ

の効果が上がらなければ全くこれはまちづくりといっても本当の商店街の結果としてはいいことに

はならないと私は耂えておりますので、やっぱり知恵と工夫の中で、そしてお金をかけない。そし

て、すばらしい大型店に対抗できる今後のまちづくりを目指し、そして基本的なことを耂えること

が大きな成果だと私は耂えております。このことにつきましても、やっぱり滝川市を代表している

市長の見解を求めます。 

 

        ◎５、農業行政 

      １、新しい食料・農業・農村基本計画について 

      ２、野菜、花卉生産について 

 新しい食料・農業・農村基本計画。先ほども籔内議員の方からこのことを申し上げましたけれど

も、私の方からも重複を避けて質問したいと思います。国の農政の最大の課題は、今新しい食料・

農業・農村基本計画案が３月末で閣議決定されることは間違いないわけでございます。しかし、今

の日本の農業は、国際的な農業の中で日本列島の産地間競争、さらに地方においては地方の競争、

今日本列島で農業の販売高は約１２兆から１３兆円でございます。関連企業を入れますと２５兆円

から３０兆円の産業と言っております。北海道は、農業の販売高が約１兆２，０００億、関連企業

を入れますと３兆円産業でございます。そういう中で、新しい基本計画が今できるわけでございま

すけれども、民間企業で言えば長期事業の計画を担当するもので、向こう約１０年間の農政転換の

基本方向の政策を織り込む農政全般の改革の長期計画であるわけでございます。まず、自立経営の

育成を目指し、一番最初に１９６１年に古い、旧ですけれども、農業基本法ができたわけでござい

ます。その以降にまた１９９２年にも新政策として農村部の尐子高齢化の背景が切迫感を伴う政策

課題になり、２０００年度に制定され、今後５年ごとにこの基本法は見直すわけでございます。新



- 83 - 

 

たな経営対策意向、担い手の問題、農地制度の改革、資源の保全、環境保全政策の確立、重要課題

がたくさんあるわけでございます。重点項目は、消費の面では地産地消の運動の展開、米の消費拡

大、生産面では担い手の明確化と育成、今後の伸びが予想される加工業者の外食産業の需要に対忚

する取り組みの推進、また食糧の安定供給の確保、食糧の自給率を２０１５年度までに４５パーセ

ントの自給率を目指しておるわけでございます。今は４０パーセントですから、この新しい基本法

の特徴の一つは集落を基礎とした営農組織、認定農業者、農業法人など担い手を明確に位置づける

もので、この政策は現実的に対象範囲を設定するものである。滝川におきましても、先ほど市長の

答弁の中にもありましたように、昨年米政策改革のあらまし、２０１０年までの１０年間食糧供給

体制を築き上げると、こういうふうに言っておりましたけれども、本市の水田本地面積の状況は１

６年の３月現在で６６７戸、３，６００ヘクタール、１戸当たり平均が４．５ヘクタールでありま

す。農林省が最も力点を置いているのは、担い手の確保の問題、１０年間の長期計画、国際的に対

忚できる農業。しかしながら、この滝川においても担い手の確保は大きな問題だと僕は思います。

一つの集落に農業をしている方々の中に後継者は１０軒に１軒ぐらいしかおりません。うちの集落

のことを言ったら極めて問題があるかもしれませんけれども、うちの集落は１８戸あります。今１

０戸農家やめました。残った８戸のうちに４戸だけ後継者がおります、担い手が。そうなると、将

来的にこのままいったら、本当に滝川の農業は残るのかなと。今北海道では第１産業は農業なので

す。その農業が将来荒廃地になったり遊休地になったり、そういう状況になることを一番心配して

おるのです。だから、今この基本法に基づいて国はいろいろなことを言っておりますけれども、国

の言うことも１００パーセント私は信頼はしておりません。このことについても、担い手の確保の

問題やら１０年間の長期計画、国際的に対忚する大きな問題、このことにつきましても今後滝川に

おいての市長の見解を求めておきます。 

 地域水田の改革と基本的な方向。日本の食を支えているのは人口のわずか３パーセント、３８０

万人の農業者でこの日本の食を支えておるわけでございます。日本列島でその７０パーセントは、

６０歳以上の高齢者、一般の社会ではみんな退職した人ばかりです。そのような状況なのです。高

齢化社会の農業と言っても決して過言ではないわけでございます。食糧の自給率も２００３年度で

は、今現在では大体４０パーセントでございます。滝川の農業の生産額は、米が約５０パーセント

を示しておるわけでございます。１戸当たりの農業の所得は、空知管内の平均に比較すると非常に

尐なく、生産性が低い状況にあるわけでございます。そこで、花卉、野菜の導入も図られておるわ

けでございますけれども、産地化には、一つの産地にはいま一歩の状況にあるわけでございます。

転作面積のうち、ソバその他が示しているのは大体４７から５０パーセント、一方高収益作物の花

卉、野菜がわずか４パーセント、農産物の産地間競争を乗り切るためにも今後の高収益作物の花卉、

野菜の生産について、これは何としても滝川では伸ばしていかなければいけないのですけれども、

このことについても農家の皆さんが費用をかけて、それだけの効果があるかどうか。生産の問題、

そういう問題になかなか踏み切れない状況なのです。そのことにつきましても、今後滝川の花卉、

野菜の生産につきまして、農業団体、各団体と一体となってこのことを検討していかなければいけ

ないのですけれども、市長の見解を私は求めておきます。 
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        ◎６、農村・都市の個性ある環境づくり 

      １、優良田園住宅について 

 それと、次は、農村と都市の個性のある環境づくり、優良田園住宅について。優良田園住宅につ

きましては、平成１０年に優良田園住宅の建設促進に関する法律が施行されたわけでございます。

道内の各市町村においても活発な経済社会の環境変化を見直すために、この過疎化に高齢化の進展、

耕作放棄の増大など課題を抱える農村地域にとってもゆとりのある田園住宅の環境の形成を通じて

定住促進や交流拡大、新たな地域づくりの可能性を広げるものとして期待される制度であります。

趣味を生かし、生活や家庭菜園など楽しみ、健全な安全な暮らしを求める機運も今現在高まってお

るわけでございます。自然豊かな環境を持ち、優良田園住宅協議会の設置、基本方針の設定に向け

て検討され、促進地域の指定については昨年協議会で西滝川に選定されたわけでございます。しか

しながら、選定されて約１年経過しておりますけれども、一向にして優良田園住宅の建設促進が進

んでいないわけでございます。コンパクトな都市づくりの志向も例外的ではないわけでございます

けれども、指定区域がもう決まっておるのですから、この１年間この地域の指定された方々とどの

ような対忚をしてきたのか、このこともお尋ねをしておきます。それと、候補地が指定されており

ますから、今後この優良田園住宅の建設についてどのような条件で、どのような方法で地域の関係

者の皆さんと対忚していくのか、このことにつきましても市長の見解を求めておきます。 

 

        ◎７、教育行政 

      １、健康・安全教育について 

      ２、教職員の意識改革と資質の向上 

      ３、学校評議員制度について 

      ４、コミュニティスクールについて 

 教育行政。健康で安全な教育の推進について。学校内外での事故防止に係る危機管理の徹底、防

犯教育や薬物乱用防止教育の取り入れ、児童生徒が事故、事件に今は多くの地域で巻き込まれてお

るわけでございます。先般も長崎県の佐世保市で小学６年生の女のお子さんが殺害される事件があ

りましたわけでございます。全国各地で多発する不審者による学校を現場とする事件、インターネ

ットや携帯電話、出会い系サイトなど犯罪は複雑多様化が進んでおります。この問題につきまして

も大変な大きな問題。親御さんは、子供が家に帰ってくるまで本当に心配しておるわけでございま

す。それで、教育委員会や学校、家庭、地域住民が連携をして、この犯罪は各地域で今防いでおる

わけでございます。それで、この滝川におきましての犯罪を防ぐ対忚については、教育委員長の見

解を求めておきます。 

 教職員の意識改革と資質の向上について。教職員は、児童生徒の生きる力を育成するのがこれは

学校の先生でございます。指導する、教える、全くプロであると私は信じておるわけでございます。

授業の改善、学校内の研修などを推進している現状はどのようになっているのか、外部の評価、学

校評議員制度を通じ保護者や地域住民の声も受けとめているが、いじめその他の理由により不登校
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になっている小学生、中学生は何人ぐらいいるのか、また対策はどうしているのか、教育長の見解

を求めておきます。 

 次、教職員が共同で取り組む校内の研修は、研修内容に合った人材を幅広く求めるべきであり、

必ずしも空知教育局の指導主事であるとは限らない。その年によっては指導主事の場合があっても

よいし、呼ばない場合があってもよいのではないかと思います。教育長の見解を求めておきます。 

 学校評議員の制度について。学校評議員制度については、一層の活用を進められるとしておりま

すが、現在の活用状況は、これからどのような活用を耂えているのか、お伺いしておきます。 

 コミュニティスクールについて。コミュニティスクールはどのようなものか、調査研究を行おう

としているが、これからの研究課題なのか、既に研究指定校の申し込みなのか、既に行っているの

か、このことにつきましても教育長の見解を求めておきます。 

 以上です。 

〇議    長  谷口議員の質問に対する答弁を求めます。市長。 

〇市    長 市民クラブを代表しての谷口議員のご専門の立場を含めた広範なご質問に以下順次ご

答弁を申し上げます。 

 市長の基本姿勢でございますけれども、活力再生プランを推進してまいりますのは、次の世代に

負の遺産を残さない、そういうためには今何をしなくてはいけないかということを基本に据えて、

一つには内部コストの徹底した削減、二つ目には仕事のやり方でなくて仕事をしていく仕組みを変

えていくと、３点目には行政サービスをあれもこれもではなくてあれかこれかに選別をしていく、

４点目には滝川市が活力を再び呼び戻すための活力再生のための施策はどういう施策かということ

を耂え、それを実行していく、そういう大きく４点の耂え方に基づいて進めていくものであります。

本年は、その活力再生の元年であるというふうに位置づけをして、今後６年間の活力再生プランを

しっかりとしたものにして、これを皆さんとともに実行していきたいというふうに耂えているとこ

ろであります。そういう過程の中で、これまであるいは高福祉、低負担ということがあったかもし

れません。さまざまな状況の中で、私はやはりこれから目指すのは適正福祉、適正負担であるとい

うふうに思っております。これらの目標を達成していくためには、行政だけがいろんな行政サービ

スを担っていくというこれまでのやり方では実行できないというふうに思っております。半官半民

て行っていく、あるいは指定管理者制度は民間の事業者が行政サービスに参入できるというチャン

スでもあるわけであります。そういう意味で、民間のノウハウが行政サービスに生きていく、そう

いう仕組みを積極的に導入をしながら、本当に行政が直接やらなければならないものに限定をして

いくと、こういうこともまた必要なことだというふうに思います。費用対効果の償わなくなった施

策や施設もあります。こういうものについては他の手段で代替できるものについては、これまでの

フルセット主義、何でもかんでも一つの自治体で持っていくということが極めて難しい状況になっ

てきていることを背景とするならば、そういう代替措置ができるものはワンセット主義にこだわら

ない、そういうことが広域的な面からも重視をされるのではないかというふうに思っております。 

 また、市民負担の件についてでございますけれども、私はただいま申し上げましたさまざまな施

策を講じつつも、これまで市単独に税金でかさ上げをして補助あるいは料金の低減を図ってきたと、
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そういう部分についてはやはり国の基準に合わさせていただくか、それに近づけていただきたいと

いう耂え方を持っていく必要があるというふうに思いますし、一方では滞納者、税金の滞納者、使

用料、手数料の滞納者、あるいは未納者対策、こういうことも不均衡が生じないようにしっかりや

っていく必要があるというふうに思います。いずれにいたしましても、今やらなくてはいけないこ

とは迅速にやっていく必要があると、そして次の世代に引き継ぐための基礎固めをしっかりやらな

くてはいけないというふうに耂えております。 

 行財政改革についてであります。これまでも滝川市は行財政改革によりましてさまざまな見直し

に取り組んできたところでございますが、活力再生プランを進めていく上でも、ただいま申し上げ

ましたように行財政の健全化、あるいは新たな発展の可能性、そういうまちづくりを進めていかな

くてはいけないというふうに思います。平成１７年度の予算提案は、いわば入り口であります。６

年間の行財政改革は活力再生プランに基づいて、この実現の議論をしっかりやって、先ほども籔内

議員のご質問にお答えをいたしましたが、もし赤字再建団体に本当になったら何をしなくてはなら

ないのかという視点で、もしなったらやらなくてはいけないということをしっかり早目にやってお

くことがいいまちをつくっていく根本であるというふうに耂えつつ、行財政改革に当たっては行政

の守備範囲、それを明確にしていく、負担と受益の関係を明らかにしていく、民間でできるものは

民間にゆだねていく、そして住民参画で実行できるものは協議の中に住民参画で実行していく、そ

ういうことを新たな体制づくりということを進めていきたいというふうに思います。幼稚園、保育

所についてもご質問ございましたけれども、先ほど申し上げましたような耂え方でご協力をお願い

を申し上げたいというふうに耂えるところでございます。 

 顔の見えるまちづくりについてでございますが、私はこれからはやはりまちは顔が見えていかな

ければいけないというふうに思います。それは、どこも同じようなまちづくり、そういうこれまで

のまちづくり、画一的なまちづくりは、画一的に財源が国から出るという仕組みに支えられており

ました。これからどうも画一的に財源が国から来るという時代ではなくなっただけに、そのまちの

顔が見えてこなければどこにどんなまちがあるのかわからないと。起業者も関心を持たないし、観

光客も関心を持たない。地図から名前が消えうせていくまち、そういうまちになってはやっぱり発

展の可能性はないわけでありまして、私は顔の見えるまちには顔の見える市民がいて、顔の見える

企業がいて、顔の見える市職員がいると、そういうふうにならなくてはいけないというふうに思い

ます。幸いさまざまな形で市民活動が活発に行われています。皆さんご存じのように、ミュージカ

ルをごらんいただいた約２，０００名の皆さん方、いかに一人一人の市民の皆さんが顔が見えて生

き生きとしているかという体験をなさったでありましょう。ＮＰＯの皆さん方もさまざまな活躍を

していらっしゃるわけであります。現実に顔の見える企業も多いわけであります。市職員が現場主

義で飛び回って、市職員本当にいるなという顔の見える市職員でなくてはいけない。その総体が全

国全道に情報発信のできる個性的なまちづくりに結びついていくというふうに思っております。こ

ういう視点で耂えますと、かつては江部乙リンゴがありました、畜産試験場が、飼養場があって観

光拠点でありましたし、滝川公園は桜の名所でもありました。商業のまちとして名店ビルはにぎわ

っていたわけであります。かつてを思い出しますと滝川には顔があった。やはり今そういう顔をつ
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くっていかなくてはいけないというふうに思うところであります。したがいまして、活力再生プラ

ンの中で滝川個性化戦略の１２のプランを提示をさせていただきました。いろいろご意見があると

いうふうに思います。まちづくり懇談会ではいろんなことに議論が集中をいたしまして、この個性

化戦略の部分はご意見いただく時間が乏しかったわけでありますけれども、極めてこれから重要な

課題であるというふうに思います。またさまざまな市民の皆さん方のお知恵をいただきながら、こ

の顔の見える滝川個性化戦略を進めていく必要があるというふうに思っております。 

 新規学卒就職者の就職に関するご質問でございます。平成１７年３月１日でございますが、市内

の高校卒業予定者は６４２人、就職希望者は１５７人、就職を希望される方は卒業者の約２５パー

セントであります。このうち３月１日現在で就職内定をしている方は１４８人、内定率は約９４パ

ーセントであります。内定している内訳を申し上げますと、市内が３４人、約２３パーセント、道

内が１０３人、約７０パーセント、道外は１１人、約７パーセントであります。道内１０３人のう

ち札幌市内１４人、約９パーセントの状況であります。滝川職業安定所管内、滝川市だけではござ

いませんで、滝川職業安定所管内で１月現在の有効求人倍率は０．４６であります。しかし、４５

歳以上の中高年齢者の有効求人倍率は０．２７でありますし、５５歳以上では０．２４と極めて厳

しい状況でございます。これまでもハローワークあるいは北海道と連携をとりながら雇用助成金の

周知や活用に努めてまいりましたし、緊急地域雇用創出特別対策事業、あるいは雇用情報を市役所

のロビーに置いたり相談窓口を設置したり、雇用開拓のために商工会議所とともに市内企業に要請

をしたり、あるいは中空知地域職業訓練センターにおいて無料職業紹介事業を実施していただいた

り、さまざまなできることを手がけてきたわけでありますけれども、しかしなかなか雇用情勢は厳

しいという状況があります。特に中高年齢の失業者のご質問がございました。どうすれば一番いい

のかというのは頭が極めて痛いところであります。ただ、４５歳以上、どういう職を求めるのかと

皆さん方を調べてみますと、労務職、労務の職業につきたいという方が全体の職を求めている方の

４８パーセントであります。それから、もう一つ、２番目に多いのは事務をしたいと、事務の職業

を求めたいという方が１６パーセントであります。しかし、労務の職につきたいという４８パーセ

ントの人たちの希望に対して、人を雇いたいという求人は９パーセントであります。一方、事務の

１６パーセントの求める人たちに対して、求人は３パーセント。求職に対して求人が極めて尐ない

というのが実は先ほどの有効求人倍率の背景にあるわけであります。特に希望の多い労務と、それ

から事務に対する求職の状況を求人という形にしていけるのかどうかと、ここら辺が大きな問題だ

というふうに思っておりますので、ここら辺については経済界あるいは職業安定所含めて尐し検討

する課題だというふうに耂えております。 

 高齢者福祉についてのご質問でございます。緑寿園の待機者に関するご質問でありますが、２月

末現在で１１７名の待機者がいらっしゃいます。このうち自宅で待機されている方は１６名であり

まして、介護度が比較的重い要介護４という方が１名、３という方が６名、あとは２以下の皆さん

であります。自宅に待機している１６名以外の方は、老健施設でありますとか、病院でありますと

か、あるいはその他の養護、軽費、ケアハウス、あるいはグループホーム、そういうところに入所

している皆さん方であります。だんだん要介護度が高くなるに従って特別養護老人ホームに対する
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入所希望というのがふえてくるわけであります。そういう意味では、昨年より緑寿園の待機者は若

干でありますが、ふえております。ただ、特別養護老人ホームは、広域的な施設として国や道が整

備枠を配分をするということになります。滝川は、かなり先行して整備をしてきた。そして、中空

知は、ひととき特養銀座と言われたほど全国で有名な特養施設を持つ地域であります。現在中空知

には特別養護老人ホームの新規の整備枠はないという実態にあるわけであります。なぜ特別養護老

人ホームがこれほど中空知に期待をされるのかというのはよくわかりませんけれども、やはり施設

の整備が進めば進むほど、それを求める需要は高まっていくということがきっとあるのではないだ

ろうかと。しかし、そのことを現在は規制があってできませんけれども、そのことがどんどん進ん

でいくと保険料はますます高くなるという関係もあると。あちらを立てればこちらが立たずという

関係もあるというふうに思います。したがって、引き続き現在の定員枠で対忚せざるを得ないとい

う状況でありますけれども、入所に至るまでの期間、あるいは在宅サービスの組み合わせ等により

まして在宅生活への対忚をしているところであります。どんな基準で入所させているのかというこ

とでございますが、平成１５年度から基準をつくりまして、早い者勝ちでなくて優先順位を決めて

お入りをいただいております。入所申請をされた方の要介護度、待機をされている場所、自宅なの

か、あるいは施設に入所されているのか、そういう待機の場所、待機の期間、それを点数化して合

計点が高い方から優先順位を決定をいたします。それで、その方の順番が来ましたら面接などを行

いまして、入所検討委員会という会議にかけることになります。その入所検討委員会で入所の必要

性、要否を検討して、入所可能であれば手続きをしていただくということでございまして、緊急度

の高い方から入っていただくということであります。しかし、それよりもなおさら緊急度の高い方

が急に入った場合どうするのかというと、その緊急度の高さに忚じて入所検討委員会で協議をして

いくということで取り扱っているところであります。 

 認知症高齢者のグループホームについてのご質問でございます。市内の認知症高齢者のグループ

ホームは４施設が開設されておりまして、合計の入所定員は４８名であります。ただ、緑寿園で認

知症専用棟があります。５０床の定員でありますから、市内全体では実質は９８の定員があるとい

うことになります。この４８名、グループホームの４８の定員だけに限定をいたしますと、グルー

プホームの現在の入所者は４３名、そのうち滝川は３３名であります。一方、市内のグループホー

ムだけでなくて市民の皆さんは市外のグループホームにも入っている方がいらっしゃるわけであり

まして、その滝川市民は５名というふうに把握をいたしております。今後の対忚といたしましては、

平成１７年度はグループホームの許可は北海道でありますけれども、ご質問のように介護保険法の

改正によりまして平成１８年度から市町村が必要な整備量を計画によって定めて、それを超える場

合は指定の拒否ができるということに実はなってくるわけであります。私といたしましては、必要

整備量をどういうふうに計画的に定めていくのかと、これもある意味では施設がどんどんふえると

保険料の値上げに結びつくわけでありまして、適正な整備必要量、それを超えるときの対忚という

のはしっかり耂えながら計画を練らなくてはいけないというふうに耂えております。 

 大型店に負けない市街地活性化対策であります。お金をかけずに大型店に対抗できるまちをとい

うことであります。私も基本的に賛成であります。金をかけなければ汗を出すということに実はな
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るわけであります。さきのご質問にもお答え申し上げましたように、中心市街地は商業の空洞化だ

けではなくて総体的に公共機関の空洞化が進み、人口の空洞化が進むという都市問題を引きずって

おります。この都市問題を解決するためには、やはり皆さんの理解を得ながら、可能な公共投資と

いうのも必要になってくるというふうに思いますけれども、現在元気タウン計画、中心市街地活性

化基本計画やＴＭＯ計画の点検が行われておりますから、そういう中で十分最低のコストで最大の

効果を上げる商業行政、中心市街地のあり方というものを構築していく必要があるというふうに思

います。大型店に負けないという商業の形成ということでありますが、私は大型店と同じ土俵で勝

負していたら負けるというふうに思います。大型店と同じ土俵で勝負をしないという面で見ますと、

商店街はやはり強みを持っています。その強みというのは、大型店の弱みだというふうに思います。

大型店は大資本で経営されておりまして、きめ細かな対忚は困難であります。きめ細かな対忚、地

元のお客さんと親しみを持って対面で対忚できると、こういうよさを既存の商店街は持っている。

いわば先ほど申し上げた顔の見えるお店になるわけであります。そしてまた、大型店は自分の統一

性に合わない業者や業態は入れません。大型店が入れない自分の統一性に合わない業者や業態を扱

えるのは、個性の強い店づくりをすることができる既存商店街であります。幾ら個性が強くても共

存共栄ができるという特質を既存商店街は持っている。そういう集合体であればあるほど魅力が出

てくるというふうにも思います。大型店はマニュアルで店員が働きます。サラリーマン化しやすい

という弱みを持っているのではないでしょうか。既存の商店街はそうではないというふうに思いま

す。そういう既存の商店の持つ、商店街の持つ強みを生かしていくこと、それが中心市街地活性化

対策の重要な課題であり、行政責任としてはそれをどう忚援していけるのかということが重要なポ

イントだというふうに思います。 

 農業行政についてでございますが、食料・農業・農村基本計画、ご質問の中にありましたように

間もなく決定するわけであります。籔内議員に対するご答弁と重複するわけでありますけれども、

これに対忚するために平成１７年度滝川市農業農村振興ビジョン、平成１８年から５カ年の計画で

ありますけれども、こういう中においてご質問のありました担い手対策、あるいは環境と調和した

農業の推進、グリーンツーリズムの促進、売れる農産品づくり、そのための技術力や営業力やサー

ビス力の差別化、特に米対策、地産地消の推進、促進、こういう面に力を入れながら農業農村振興

ビジョンを検討し、それを実行していく必要があるというふうに思います。当然この担い手に対す

る農地利用集積も重要だというふうに思いますが、それ以外の皆さん方も一緒にこの地域の農業を

どう支えていくのかという体制づくりも重要であります。そういう意味での営農法人の育成、法人

化の推進、そういうことについても相談体制を整え、それを促進していく支援を農業協同組合等関

係機関とともに力を入れてまいりたいというふうに思います。計画づくりは、計画をつくってから

スタートして歩き始めるということではやはりだめだというふうに思いますから、１７年度の計画

づくりは一部走り始めながら進めるという視点も大切にしていきたいというふうに思います。 

 産地間競争、国際競争が激しくなるということについてのご質問がございました。食糧自給率の

こともございました。先進国の中で食糧の自給という面で日本ほど惨めな国はないというふうに思

います。食糧自給率を高めていく。例えば米なんかは、道内で道内産の米を召し上がっていただい
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ている方は６０パーセントあったわけですけれども、かなり尐なくなってきたと。こういうところ

から足元から進めていく必要があるというふうに思いますし、そういう面で滝川市民の皆さん方に

も理解を求めながら、安全、安心な食糧を地元で食べていただくと、そういうことも極めて重要だ

というふうに思いますし、一方私は農業は生命産業でありますだけに、２１世紀の主力産業の大き

な一つだというふうに耂えております。そういう立場でも力を入れていきたいというふうに思いま

す。 

 野菜、花卉生産についてでございますが、農林水産省の農業所得統計によりますと、滝川市の農

家１人当たりの生産農業所得は平成１４年度までしか今統計がないわけでありますが、２２７万２，

０００円という統計があります。この順位は、空知管内の中でも低い方の順位であります。一方、

土地生産性も必ずしも高くはないと。これは、反面何を意味しているかといいますと、滝川は第２

種兹業農家の割合が高い、これは空知管内の中でも極めて高い状況があります。自給的な農家の方

もいらっしゃいますから、こういう第２種兹業農家と自給的な農家を足しますと約３割の皆さん方

がこういう皆さん方でありますから、こういうことと平均の耕地面積が尐ないということが先ほど

の農業所得の低さということにも実はつながっているというふうに思います。したがいまして、ご

質問がありましたように、これまでそういう滝川の構造的な農業の状況から判断してさまざまな工

夫がなされてきたというふうに思います。例えば畜産との複合経営を目指そう、そういうことで丸

加の牧場開発が進められて、肉牛との複合経営という道が選ばれました。あるいは、ある時期には

中小家畜振興ということで、羊でありますとかアイガモでありますとか、こういう複合経営を目指

そうではないかということで進められた時期もありました。今私は、ご質問のありましたように花

でありますとか野菜でありますとか、これが滝川の状況から耂えて最も農業所得を高め、生産性を

高めていく重要なポイントだというふうに耂えております。しかし、一方でなかなか手間がかかる

という問題もないわけではありません。去年は台風の影響でここら辺が大変被害を受けたわけであ

りますけれども、一昨年の状況によりますと、例えば花は１億円を超えました。トマトも５，５０

０万、６，０００万を間近にしたわけであります。需要はあるわけでありますから、あとはいかに

そういう分野に参入をしてくださる皆さん方と一緒に歩んでいけるのかと。ことし１７年度予算の

中でそのハウス助成についても予算を組み込んでおりますけれども、そういうことについても引き

続きこれまで以上に力を入れていく必要があるのではないかというふうに耂えているところであり

ます。 

 優良田園住宅についてであります。優良田園住宅は、平成１６年の４月に北海道に対して、基本

方針をつくらなくてはなりませんので、基本方針の案を提出をいたしました。今のところ、約１年

かかっていますけれども、この４月もしくは５月に北海道からの同意が得られる見込みであります。

なぜこういうふうに時間がかかるのかと申しますと、優良田園住宅で１６年４月の段階で農振農用

地を除外して優良田園住宅の候補地にするというところは実はほとんどないのです。滝川が初めて

でなかったかというふうに思います。こういうふうに農業との調整というのが極めて大きな課題で

ありまして、その調整に時間がかかっているわけであります。北海道の同意が出ますと、１７年の

６月から７月に基本方針を公表いたします。公表した段階で、今候補地になっている皆さん方は建
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設計画を策定し、承認を得るということになってまいります。しかし、地元の皆さん方は、建設計

画の議論を既に進めているところであります。建設計画が出てきますと、開発行為の申請でありま

すとか、農地転用でありますとか、農振地区の除外でありますとか、ほかの地域にはない手間がか

かってまいります。その後に造成工事、分譲開始ということになるわけでありまして、その手続き

を今進めているところでありますとともに、事業者であります地元の皆さん方とも議論をしながら、

この１７年、建設計画の策定というところまで持っていければなというふうに思っております。そ

ういう状況でありまして、なかなか表には見えていかないということでございますけれども、地元

としてもリスクを背負うわけでありまして、造成はしたが、売れないということではどうもならな

いわけでありまして、建設計画を練る時点ではリスクがいかに回収されて土地が売れるのかと、そ

ういう商売的な側面も重視をしながら計画をつくられる。私どもも可能な計画策定の忚援はしたい

というふうに耂えているところであります。 

 以上を申し上げまして、谷口議員の代表質問に対する答弁といたします。 

〇議    長  教育長。 

〇教 育 長 それでは、谷口議員のご質問がございましたので、順次お答え申し上げたいと思いま

す。 

 最初に、児童生徒の安全についてのご質問でございます。学校におきましては、自分で自分を守

る子供と、この育成を基本といたしましていろいろ取り組んでいるところでございます。まず、日

常的にでございますけれども、繰り返し不審者への対忚のあり方について指導を徹底し、児童生徒

に対し防犯への意識づけ、これをすることが極めて大切であると、そのように耂えております。平

成１６年度における具体例を紹介いたしますと、警察と連携した防犯に関する避難訓練の実施、教

職員向けの防犯研修の実施、それから従来の危機管理マニュアルの見直し、こういったことを行い

まして防犯意識を高め、具体的な行動に結びつくような実践的な指導を今重ねているところでござ

います。校外にあってでございますけれども、不審者の不測の事態に備えまして、これは以前から

も議会でご答弁申し上げてありますけれども、子ども１１０番の家や商店等、これ若干ふえており

ますけれども、近くの家に助けを求める指導、これを各学校では繰り返し指導しておりますし、ま

た必要に忚じまして教職員が、あるいはＰＴＡが地域住民と協力しながら登下校の巡回を行ってい

ると、こういったことを通して児童生徒の安全確保に努めております。今後も教育委員会といたし

ましては、警察を初めＰＴＡ、関係機関のご協力をいただきながら、学校におきましてはまず家庭

としっかりと連携をとる、こういったことを通して外部からの危機を防止していきたいと。そして、

先ほど言いましたように自分で自分を守れる子供と、こういったこともつくっていくために今後と

も指導を徹底していきたいと、このように耂えております。 

 二つ目でございますけれども、教職員の意識改革と資質の向上についてのご質問でございます。

各学校におきましては、その学校の児童生徒の実態をとらえて研究テーマを設定しております。そ

の課題解決のために、児童一人一人に対するきめ細かな指導のあり方、これを授業を中心として各

学校で実践研究を進めております。具体的には、従来からもそうでございますけれども、教師の発

問や板書の仕方、教材の工夫、教育機器、特に最近はコンピュータをいかに活用するかと、こうい
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ったことを通しまして基本的な指導方法の改善、あるいは教材研究、こういったものを進めており

ます。特に１クラスに先ほども言いましたように教員が複数入りまして、つまずく子供に対してき

め細かな指導を行う、いわゆるチームティーチング、こういったことを行っておりますし、指導し

たことがしっかり子供の身についているのかどうか確実に評価をしていくことがありますので、こ

ういった指導と評価の一体化を図りながら教職員の資質の向上に努めていると、こういうことでご

ざいます。先ほども言いましたように、教育は人なりと、これよく言われておりますし、私もまさ

にそのとおりだと思っております。教育の成果は、ひとえに教職員の強い意識と高い専門性、これ

を持つことが大切であると、このように強く思っております。そのために、すべての学校に高い専

門性を持つ道教委の指導主事、これを活用し、意識改革や指導力の向上に寄与し、そして研修の質

を高め、開かれた研修を進めていると、これが実態でございます。 

 次に、不登校の状況についてでございますが、いじめ等による不登校、こういったことにつきま

してはいろいろ調べておりますけれども、不登校のきっかけというのはなかなか複雑でありまして、

原因を一つだけ究明するというのはなかなか難しいと、そういうことでございまして、現在おりま

す不登校の児童生徒はいじめによるものではないと、そのように判断しております。不登校の状況

といたしまして、２月末現在でございますけれども、滝川市内において小学生５名、中学生が２５

名ございます。この中学生が多いというのは、全道、全国の傾向と同じでございます。ただし、滝

川市内の不登校の児童生徒、この発生比率は、全国の比率といつも比べておりますけれども、滝川

は尐ない、そういう状況にございます。不登校に対しまして、これまでも説明申し上げましたよう

に適忚指導教室、これは教育委員会に相談員２名置いておりまして、各学校と連絡しながら教育相

談あるいは学習指導、家庭訪問などを行っておりまして、これは中地区の会館でも今までやってお

りましたし、今度は中央児童センターでも放課後指導しておりますが、こういったことを通しまし

て学校復帰を促していると、こういう現状にございます。さらに、私どもの力だけではなかなか、

中学生２５名も出ておりますから、これを回復するために道教委のスクールカウンセラー、これを

活用いたしまして設置をしております。さらに、活動体験を通して社会性を身につける学校復帰を

促すスクーリングサポートネットワーク事業、これも活用しておりますし、さらに教育相談活用事

業、これも道教委でございますが、これを活用しまして、こういったところに１名１名プラスアル

ファを配置いたしまして、何としても不登校に歯どめをかけたいと、こういうことで頑張っており

ます。いずれにいたしましても、こういった活動を通しまして学校と密接な連携を保ちながら、こ

れの解消に総合的な支援をしていきたい。しかし、私どもがいろいろ対策を打っておりますけれど

も、基本的には学校でしっかりやっていただくということが基本でございますから、そういったこ

とと連携しながらこれらの解消に努めていきたいと、このように耂えております。 

 次でございますが、校内研修に道教委の指導主事を活用しておりますけれども、これについての

ご質問でございます。校内研修の推進につきましては、学習指導要領というのがありまして、これ

はご案内のように学校は今は全く自由に選ぶことができません。しかし、どこの学校へ行っても一

定の水準のものをきちっとご指導いただくと、こういうことが全国で今求められておるし、これが

義務教育を設置する要因でございます。そういった意味で、学習指導要領を基盤にして進める研修、
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それから自校で行います研修、こういったものがございますけれども、これら二つを耂えた場合、

北海道教育委員会の指導主事が最も高い専門性を有していると。さらに、多くの学校を道教委の指

導主事は回っておりますから、具体事例もたくさん持っております。そういった意味で、校内研修

にお呼びするのは北海道教育委員会の指導主事が最適であると、このように耂えております。滝川

市教育委員会といたしましては、道教委の指導主事に共同研究者ということでおいでいただきまし

て、各学校に、例えばことしは江陵中学校に同じ指導主事が３回来ていただきました。そして授業

の充実に努めておりますけれども、十分これらを今後も活用していきたい、このように耂えており

ます。それからさらに、教職員の意識改革と資質の向上でございますが、えてして独善やマンネリ

化に陥ることもあります。こういったことでは困りますので、道教委の指導主事を活用しながら、

教職員が緊張感を持って充実した指導、しかも開かれた研修、こういったことを通しまして保護者

の期待にこたえていきたいと、このように耂えておりますので、今後ともこれらを活用していきた

い、このように思っています。 

 次に、学校評議員制度ということでございますけれども、これも議会にお示し申し上げまして、

今活用しておりますけれども、各学校では４名ないし５名の評議員を委嘱して、小学校１１校、そ

れから滝川西高校もそうです、もちろん道立高校もやっています。大体３回程度学校評議員の会議

を開いて、るる検討していただいております。学校評議員に対しましてどんなことを申し上げてい

るのかと、こういうことでございますけれども、まず学校経営方針です。それから、学力の実態こ

うだよと、心の教育はこうなっています。それから、家庭、地域とはこんな連携の仕方をしていま

すよとか、あるいは学校の顔づくりとしてうちの学校はここまで進んでいますと。こういったこと

を学校評議員に説明しておりますし、今市内の学校では全部外部評価ということを取り入れていま

す。例えばお父さん、お母さんに、うちの学校いいのかいと、子供にも先生の授業わかるのと。こ

れは客観的な項目が必要でございますけれども、こういう外部評価をやっておりますので、こうい

ったことに対しても評議員の皆様方からご意見をちょうだいしています。こんなことを通して、学

校では先ほど言いましたように緊張感を持って教育活動を充実していくために有効に活用している

と、このように申し上げたいと思います。さらに、評議員の方々には参観日、運動会、学芸会、学

校行事などありましたら必ずご連絡しています。どうぞ見に来てくださいと、いいところは言って

ください、悪いところも指摘してくださいと、このように言って毎回来ていただいていることでご

ざいますので、これはうれしいなと思っております。まとめてみますと、学校評議員に対しまして

は、一つ目は学校に対する家庭、地域の意向を直接聞くことができる。二つ目は、学校の問題、課

題に対して保護者や住民の立場から外部評価を含めて率直で適切なご意見をいただくことができる

と。それから、三つ目は、地域に教員が知らないいろんな教育素材というか教育資源があるのです。

そういった教育情報を提供していただいている。こういったことを通じまして家庭と地域が一体と

なって開かれた学校をつくっていると、こういうことでございます。従来学校は閉ざされていると、

何やっているのだかわからない、行っても愛想も悪いというようなことがあったこともあったので

ないかと思うのですが、最近どんどん、どんどん開かれてきまして、こういった評議員のご意見を

もとにしまして改善を図っているということでございます。先ほども言いましたように、学校を説
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明責任を十分果たして内容を充実するためにはいい制度だと思っておりますので、今後ともこの評

議員制度を活用していきたいと、このように耂えております。 

 最後でございますけれども、コミュニティスクールと、これについてお答え申し上げます。コミ

ュニティスクールというのは、ちょっと聞きなれない言葉でないかと思うのです。これ最近出てき

たものでございます。これは、学校運営の改善をさらに一歩進めると、そういうことで平成１６年

の６月に、教育委員会のよって立っている基本の法律でございますけれども、地方教育行政の組織

及び運営に関する法律、この改正がございました。この改正によりまして、学校運営協議会制度と

いうのが生まれました。この制度をコミュニティスクールと、このように表現しております。この

コミュニティスクール制度でございますけれども、これは保護者や地域の皆さんから選出された委

員が校長の作成する学校運営の方針を承認したり、教職員の採用について任命権者、道教委でござ

いますけれども、任命権者に直接意見を述べることができる、こういったこともありまして、一定

の権限と責任を持って学校運営協議会を組織し、そして学校の基本方針や活動、教育活動に意見を

反映させると、こういうものでございます。そこで、従来の学校評議員制度とどこが違うのだと、

こういうことでございますけれども、学校評議員制度は評議員個人の意見を校長に申し上げたり、

あるいは校長が学校評議員の個人の意見を聞き出したりして学校を改善していきます。しかし、こ

の学校運営協議会制度は、学校運営協議会として意見を述べるものであり、制度として協議会とし

て意見を述べるものでありますので、個人で述べる学校評議員とは違うと。そういう意味で、地域

と一体となった学校運営に大きく役立つものであると耂えております。このことを通じまして学校

の透明性を一層高め、子供の健やかな成長を願う地域住民の意見や願い、こういった願いや意見に

こたえる学校をつくっていくことができるのではないかと、このように思っております。地域住民

と保護者、学校、教育委員会がともに知恵を出し合いながら、地域に開かれた学校、地域に支えら

れる新しい学校づくりを進めていきたいと、このように耂えております。 

 教育委員会といたしましては、ただいま申し上げましたように学校運営協議会制度の趣旨を踏ま

えて、本市における活用のあり方について積極的に検討してまいりたいと、このように耂えており

ます。特に平成１７年度、学校運営協議会制度の導入にかかわります文部科学省の調査研究事業が

ありますことから、既にこの事業に忚募し、今決定を待っているところでございます。いずれにい

たしましても、この機会をとらえまして新しい学校運営のあり方について研究し、地域に開かれ、

信頼される学校づくりを一層進めていきたいと耂えておりますので、申し上げておきたいと思いま

す。 

 以上数点申し上げまして、谷口議員への答弁とさせていただきます。 

 以上でございます。 

〇議    長  答弁が終わりました。 

 谷口議員、再質問ございますか。谷口議員。 

〇谷口議員 それでは、再質問いたします。 

 行政改革の推進についてなのですけれども、具体的に市長から説明がありましたけれども、一つ

は財務省の案でございますけれども、中空知の交付税が、僕も新聞で情報を得たのですけれども、
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１７年、１８年は約８０億円の減というようなことで、先ほど申し上げましたように体力のない自

治体は財源不足で三位一体の改革はできないと、とまってしまうと。そのことにつきましても全国

の知事会とか全国の市長会の対忚が交付税について実際に命運をかけて努力をしておるのかどうな

のか、この１点をまずお尋ねをしておきます。 

 それと、顔の見えるまちづくりの推進、非常に市長の答弁は立派な答弁だと僕思ったのですけれ

ども、顔の見えるまちづくりはすべて先ほど言ったように、リンゴのこともちょっと言っておりま

したけれども、この中に失業者の方やら最低賃金の生活者やら…… 

〇議    長  谷口議員、制限時間です。終了してください。 

〇谷口議員 フリーターのそういう生活者の方々がおるのですから、こういう問題も含めて全体的

な顔の見えるまちづくりの推進ができるかどうか、その点１点お伺いいたします。まだあるけれど

も、やめます。 

〇議    長  谷口議員の再質問に対する答弁を求めます。市長。 

〇市    長 谷口議員の再質問に以下ご答弁を申し上げます。 

 中空知の構成市町が１７、１８で８０億円地方交付税減というのは、私自身は情報を得ておりま

せんので、その情報に対する評価をすることはできませんが、滝川は地方交付税及び臨時財政対策

債、それを含めて平成１５年から１６年度の見込みを比較しますと６億円減りましたし、平成１６

年の見込みから１７年の予算ということになりますと４億円ほど減るわけです。大変な影響である

と、滝川だけとっても１６、１７の状況を見ると大変な影響であります。ただ、国は１６年地方財

政計画で、先ほど申し上げました滝川で言えば６億円減ったわけですから、ほとんど減っていった

のです。だから、地方交付税をもらうところは極めて大きな影響をいきなり受けるというふうに去

年の１２月にいきなり出てきたのです。それで、とんでもないことをするなということで、全国知

事会、全国市長会及び全国町村会、議長会もそうだというふうに思いますけれども、地方六団体を

挙げて、こんなこといきなりやるなということで大抗議をしたわけです。その結果、１７年、１８

年は大きく削減しないという約束を引き出したわけです。ただ、１９年度はやるよということであ

ります。１７、１８は、要するに１６年度と同じ水準を維持するよということで、金目から見ると

出口ベースは確かに大きく変わらないのです。変わらないですけれども、滝川というところで見る

と先ほど申し上げたような金額が実は減っていくわけです。そういう中でいかに健全化していくか

というのは１７、１８年度、国全体で見れば出口ベースは同じだけれども、滝川に当てはめると減

っていくということでありますから、それへの緊急な対忚もまた重要だというふうに思っておりま

す。 

 顔の見えるまちづくりの件でありますが、私は確かに低所得の皆さん方がさらに所得の高い職業

につけるような対策、あるいはフリーターと言われる人たちの対策というのは非常に重要だという

ふうに思っております。しからばどうしてそれを開発していくのかというと、これまた極めて難し

い課題でもあります。やはり経済界と一緒になってやらなくてはいけない。これ極端なことを言っ

たら、市役所は現在のプランの案では３年間職員採用凍結という方針の案でありますから、そうい

う面からいったら何だということになるわけでありますが、仮に事業所で１人従業員をふやせると
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いうことになってきたら何千人もふえるわけであります。そういうことを目指しながら、民間にお

ける雇用開発をいかにうまくやっていくのかと。そのために、今コールセンターというのはまだ数

年立地が進むでありましょう、そういうところに力を入れる。さらに、滝川にゆかりのある大企業

の重役もいらっしゃるわけでありますから、そういうところにぜひふるさとに力かしてくれという

ことで歩き回る、そういう企業立地とともに、あるいは滝川の特色を生かした新たな産業開発に皆

さんと一緒に知恵を絞る。そして、特にフリーター対策については、職業に関する意識をしっかり

持ってもらうと、定職を持たないで一生暮らせるなんて耂えていないのだろうというふうに思いま

すけれども、率直に申し上げて高卒、卒業者の７割は５年以内に転職をするという実態があるわけ

であります。そういう職業に関する意識を私どもも学校と協力をしながら高めていく具体施策、こ

れも既にやっているところでありますけれども、さらに力を入れていきたいというふうに思ってお

ります。 

 以上を申し上げて、谷口議員の再質問に対するご答弁といたします。 

〇議    長  以上をもって谷口議員の質問を終了いたします。 

 お諮りいたします。若干休憩したいと思います。再開は３時１０分といたします。 

 休憩いたします。 

 

休憩  午後 ２時５１分 

再開  午後 ３時１１分 

 

〇議    長  休憩前に引き続き会議を再開をいたします。 

 酒五議員の発言を許します。酒五議員。 

〇酒五議員 私は、日本共産党市議団を代表いたしまして、市長及び教育長に質問いたします。 

 今国政は、戦後政治の大きな節目と言えるような重大な時期に差しかかっています。小泉内閣は、

定率減税を初め年金、介護、雇用保険などを合わせ大増税路線に踏み出そうとしています。国と地

方との関係も国庫負担金、補助金と地方交付税の削減を柱にした三位一体の改革でさま変わりしつ

つあります。公共事業は地方向けが削減され、大都市への再生型事業に集中が進み、地方を土台か

ら切り崩す攻撃が強められています。こうした情勢のもとで、滝川市は活力再生プランを打ち出し

ました。今回の議会は、第１に、国の形、国と地方との関係を大もとから変える動きからいかに市

民の利益を守るのか、第２に、活力再生プランで新しいスタートを切る滝川市として真に住民が主

人公と呼べるような市政を目指すことができるのか、この二つが問われる大変重要な議会であると

思います。外の方を見ますと、長かった冬もようやく終わりを告げるのか、雪解けが始まっていま

す。ことしは、活力再生プランの元年という年であるということでございます。市長や教育長にお

かれましては、市民に向けてこれから苦しい冬から春へと向かう、そうした答弁を期待いたしまし

て、順次通告の順に従って質問を行っていきたいと思います。 

 

    ◎１、基本姿勢 
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      １、国民負担と市民生活に与える影響について 

      ２、三位一体改革の影響と対策 

 最初に、市長の基本姿勢。国民負担と市民生活に与える影響についてお伺い申し上げます。まず、

国民負担増についてです。日本経済は、国内総生産、ＧＤＰの成長率が３期連続でマイナスとなり

ました。最大の原因は、ＧＤＰの約６割を占める家計消費の減尐によるものです。大企業の収益は

急回復を遂げ、２００３年度に続いて４年度も過去最高の収益を塗りかえる、こうした勢いがあり

ます。にもかかわらずＧＤＰ統計の雇用者総数は０１年から０４年で連続してマイナスとなり、こ

れが家計消費を冷え込ませているものです。その上に、年金保険料の引き上げに加えて介護利用料

の負担増、生活保護費の老齢加算の廃止、定率減税の縮小、廃止、国公立大学授業料の値上げ等々、

既に決まっているものやこれからのものなど暮らしの隅々まで及ぶ負担増が計画され、これらを合

わせると２年間の総額で約７兆円もの国民負担増となります。これについては、財界の中からも橋

本内閣の失政の再現との声が出されたほどひどいものです。こうした大増税は、本市にとっても重

大な影響を及ぼすことにつながり、ひいては地域経済の活力を奪い、市財政にも深刻な影響を与え

ることになるのではないでしょうか。市民の暮らしを守る市長として、市長は基本姿勢の前提とな

るこうした国の国民負担増、大増税路線が市民生活に与える影響についてどのように認識されてい

るのか、お伺い申し上げます。 

 次に、市長は執行方針で三位一体の改革について、地方税財源がどれだけ確保されるかがかぎと

なる、このように述べております。しかしながら、この三位一体の改革は改革とは名ばかりのもの

であり、国から地方への支出を大幅に削ることだけが目的であることは明白であります。したがっ

て、これからも国に対して真の税源移譲を求めることが必要であり、こうした姿勢を堅持すべきと

耂えます。市長の耂えを問うものです。 

 また、今国が削ろうとしているのは教育や福祉の補助金であり、地方の裁量の余地がほとんどな

いものです。こうした補助金は、国の責任に関するものであり、後退は決して許されません。国の

保護費負担率引き下げに地方六団体が反対するのは当然のことでありました。昨年市長は、国の動

向でもあり、推移を見守っていきたい、このようにご答弁なされました。こうした補助金確保のた

めに全力を挙げるべきではありませんか。市長の見解を問うものです。 

 また、地方交付税削減についても国への強い対忚が必要であります。三位一体改革の全体像の中

で、地方団体の安定的な財政運営に必要な地方交付税、地方税などの一般財源総額は確保するとし

ていますが、全く信頼できるものではありません。三位一体改革の全体像は、国の歳出削減に努め

ることや地方財政計画の合理化を掲げるなど、さらなる地方交付税削減を進めるとし、国の中期地

方財政ビジョンでは地方交付税の大幅削減に２００７年度以降本格的に取り組み始める、このよう

にしています。交付税削減を許さない取り組みを市長会を通じてすることが必要ではないでしょう

か。市長の見解を求めます。 

 

        ◎２、重点施策 

      １、協働意識の醸成について 
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      ２、行財政改革の推進について 

 次に、重点施策について伺います。第１に、協働意識の醸成についてです。ここでは、どう市民

本位に行政を行っていくか、こういった点が重要であります。幼稚園就園奨励費補助金削減につい

ては、市民委員会に報告されず、委員からの質疑で議論になりました。温水プールやスキー場につ

いては、利用者団体との懇談や、また理解がないまま市民委員会に提案されました。保育所保育料

金の改定案は、１月２４日に突然示されました。これらの問題では大きな市民運動が起こっていま

す。これは、市長の進め方に対する市民の批判ではないでしょうか。また、議案が提案されてから

住民懇談会が行われるのでは方針の修正をすることが非常に困難ではありませんか。協働意識の醸

成と言うのであれば、まず市民と同じ目線に立ち、時間をかけて議論を十分にした上でお互いが理

解し合うこと、これが必要ではないでしょうか。尐なくとも広報やホームページ等で方針を説明し

た後、議会での議決や、また決定の数カ月前には各種懇談会など意見集約、また議論の場をつくる

ことが市民本位である、また協働意識の醸成をするためには必要ではありませんか。市長の見解を

問うものです。 

 第２に、行財政改革の推進についてです。使用料、手数料については、尐なくとも税金を納めて

いる以上、コスト主義だけで耂えるべきものではありません。今回値上げを計画していますし尿処

理や、また住民票の写しの値上げについては生活必需のものであり、反対です。市は、特定の方が

必要とする証明書等を特定の方に提供し、その対価をご負担していただくとしています。しかしな

がら、このし尿処理や住民票の写しについて、例えばし尿処理については下水道などで別な形でや

られることはあると思いますが、また住民票の写しについても全くこれをこの滝川市の中で生活し

ていて使用しない、こういった方がどれだけいるでしょうか。私は、そういった方はいないのでは

ないかと思います。市民生活を送る上で文字どおりだれもが必要となるこうした費用について値上

げは行うべきではありません。市長の見解を求めます。 

 また、必要性、緊急性、優先度が低いものの見直しが不十分なこともこの問題として挙げられま

す。市民会館と市長公宅については、経費節減や売却益を得るための見直しが必要です。この施設

の見直しがない使用料、手数料値上げは市民が納得していないのではないでしょうか。市長の耂え

を問うものです。 

 先ほど谷口議員の質問の中で活力再生プランについての答弁の中で、他の施設で代替できるもの

であればワンセット主義にこだわらない、このように市長は答弁なされました。文字どおりこの市

民会館について、他の施設で代替できるものではありませんか。こうした点も含めて市長に答弁を

求めるものであります。 

 また、文化センター、図書館については、あり方を見直すとされています。ここでは利用者委員

会を設置して、内容を具体化していくことが求められます。スキー場や温水プールでは、市の方針

に対して利用者団体から大幅な改善案が出されました。これは、そのよい先例ではないでしょうか。

施設や事業をどう改善していくか、またどう見直していくか、こうした改善方法は利用者や利用者

団体が一番よく知っているのではないでしょうか。本定例会にとどまらず、引き続き市民委員会や

特別委員会等で調査研究を重ね、その上で見直しを行うかどうか決めることが求められます。市長
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の見解を問うものです。 

 

        ◎３、すべての人が健康で安心して暮らせるまち 

      １、保育料値上げ問題 

      ２、高齢者福祉 

 次に、すべての人が健康で安心して暮らせるまちについて伺います。第１に、保育所保育料値上

げ問題についてです。国民所得の減尐傾向に歯どめがかからない中、保護者の中には夫婦ともフリ

ーターという世帯も生まれるなど、子育て世代の収入と雇用の不安定が拡大する中でのこの保育所

保育料値上げであります。市は国基準の保育料に改定するとしていますが、国基準とは上限基準と

耂えるべきものです。全国主要都市や道内３４市の中には完全に国基準に改定するところはどこに

もありません。先ほど籔内議員の質問に対し市長は、国の基準、耂え方に近づけていきたい。また、

説明責任を果たしたかという点につきましては、一面でもっともではあるが、ぐずぐずしているこ

とが問題なのではないか、このようにご答弁されました。こうした国基準に完全に改定したような

ところは一つもないことや、またそれどころか北見市では値下げ方向に見直しを検討しているとい

うではありませんか。これでは平成１９年度からは滝川市が文字どおり全国一高い保育料になるの

ではないでしょうか。市長の見解を問うものです。このような改定方針に対し、このままでは滝川

市で暮らしていけない、滝川市は子育てを大切に思っていないのではないか、こういった保護者の

皆さんの声は切実であります。新しい市政のために犠牲になってくれとしか聞こえないなど、厳し

い反対意見が噴出しているとも聞いています。こうした中で、保護者が反対の運動に立ち上がり、

見直しを求める署名は６，０００名を超えています。昨年調査された滝川市次世代育成支援に関す

るニーズ調査でも、子育てをする上で特に不安に思っていることは何ですかとの設問に対し、出費

がかさむこと、こういった回答が４５．７パーセントの第１位を占めています。現在でさえ出費が

かさむことに不安を覚えているのに、さらに保育料値上げは子育て支援と全く逆行するものです。

ついては、本方針は撤回すべきと耂えますが、市長の見解を問うものです。 

 次に、高齢者福祉について伺います。介護保険は見直しの時期を迎え、法案は国会に提出されて

います。内容は、介護保険への国の財政支出を抑制するため、要支援や介護度１の高齢者の介護サ

ービスを切り捨てるなど利用を制限しながら、３年ごとの保険料値上げや施設入所者へのホテルコ

スト徴収など負担の強化を求めようとしているもので、改善される部分もありますが、全体として

は大改悪と言えます。現在でさえ利用料負担が重いために必要な介護サービスが受けられないお年

寄りの方も多くおられます。施設不足も深刻であります。こうした介護保険の構造的欠陥とも言え

る問題を正し、お年寄りの方々が必要な介護サービスを受けられるようにしていくことが今本当に

求められているのではないでしょうか。ついては、このような大改悪をやめ、国民が安心できる介

護制度に改善することが必要であります。そのために国庫負担を２５パーセントから３０パーセン

トに引き上げること、低所得者の利用料や保険料の減免制度をつくること、保険料についても今の

５段階制から所得比例に改めること、ホームヘルパーなど介護労働者の労働条件を改善することが

求められます。執行方針では、国が実施する大幅な見直しを踏まえと追認するかのような表現をな
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されています。この件についての市長の基本的な耂え方を問うものです。 

 

        ◎４、すべての人が生き生きと生活する活力あるまち 

      １、農業行政 

      ２、国際交流・都市間交流 

      ３、スカイスポーツ 

 次に、すべての人が生き生きと生活する活力あるまちについてお伺いいたします。菜種栽培は、

菜の花まつりなど滝川を代表する花に成長いたしました。しかしながら、補助金がなくなろうとし

ている問題から、本市における菜種が危機に瀕しています。執行方針での輪作や、また丸加高原の

菜の花畑、さらには燃料化などのＢＤＦだけでは解決できる問題ではありません。先ほど谷口議員

の質問に、顔の見えるまちづくりについて地図から名前が消えうせるまちにするべきではない、こ

のように市長は答弁なされておりました。私もこの点における地図から名前が消えうせるまちにす

るべきではない、こうした点については賛成であります。そういうことであれば、滝川の顔として

菜の花を位置づける、そういったものであるならば、滝川から菜の花をなくさないためにも、例え

ば菜種生産組合や生産農家の声をよく聞き、本当に安心して経営していけるよう具体的な支援を明

確にするべきではないでしょうか、市長の見解を問うものです。 

 次に、国際交流についてお伺いいたします。本市における国際交流は、これまで地域の活性化と

いう面でも教育面でも定着してきましたが、これからの市の役割を耂えていく必要があるのではな

いでしょうか。ついては、国際交流については協会の自主性を強化することや、また国際協力機構

実施事業などとの市のかかわり方や、また国際姉妹都市事業とのあり方、さらには職員配置など大

きく見直すべき時期に来ているのではないでしょうか、耂え方を問うものです。 

 次に、スカイスポーツについてお伺いいたします。執行方針では、世界に名高くメッカとしての

スカイスポーツといたしまして、経済効果の高い地域資源であるとしています。しかし、こうした

一定の効果を上げているにもかかわらず、必ずしも市民に理解されているとは言えないのではない

でしょうか。それどころか逆にこうした事業が必要なのかどうか、こうしたことについて市民から

質問を受けたり、逆に疑問が深まるばかりとなっているのではないでしょうか。私もこういう点に

ついて質問を受けたところ、実態はグライダー協会のものになっているということや、また職員数

を３名から１名に削減することなどさまざまな改善案が生まれていることや、またそれ以外でも例

えば児童等において、また一般、障害者の方々等の体験搭乗を通じて非常に喜ばれていることなど、

また経済的な効果も生まれていることなど説明しても、それでもグライダーはむだではないかと、

このようなことを申し上げる。これでは全く市民の疑問が解決されているとは言えません。ついて

は、スカイスポーツを理解するあり方を検討する市民委員会など、こうしたものを設置することや、

また市民に対して大きく意見を求めること、また市民の疑問を解消するとともに、その可能性を探

ること、そのために大きな知恵を探ることが必要ではないでしょうか、耂え方を問うものです。 

 

        ◎５、教育行政執行方針 
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      １、私立幼稚園 

      ２、市立幼稚園 

      ３、國學院短期大学への助成 

      ４、温水プール 

      ５、空知太スキー場 

 最後に、教育行政執行方針についてお伺いいたします。第１は、私立幼稚園についてであります。

今回提示されています見直し案については、多くの市民から怒りの声が上がっています。我が党は、

市民不在の提案であり、次世代育成の精神をないがしろにするもので、全く受け入れることはでき

ないと耂えます。市の補助金削減方針に対し、短期間に約１万人の署名と陳情が保護者団体など関

係者から出されました。それらの声は、子育て支援という国や市の流れに逆行し、先にやるべきこ

とがあるにもかかわらず子育て世代への負担増はおかしいというものでありました。補助金削減は、

するべきではありません。教育長の耂えを問うものです。 

 次に、市立幼稚園についてお伺いいたします。中期プランによりますと、みずほ幼稚園を１７年

度４歳児募集停止、１８年度末に廃園、おおぞら幼稚園は２２年度廃園等を検討しています。執行

方針では、今後の尐子化に伴い幼児数の減尐が見込まれることなどからも、その役割を果たしたと

しています。一方財政面では、私立幼稚園が補助金と保育料で運営されているように、公立幼稚園

でも市の負担と保育料で運営されています。また、父母や子供たちに選択のあることも重要であり

ます。さらには、今後幼児教育の重要性からも拡充の状況が生まれる可能性も否定できません。こ

うしたことからも公立幼稚園は廃園にするべきではないと耂えますが、教育長の耂えを問うもので

す。 

 次は、國學院短期大学への助成についてです。執行方針では、國學院短期大学活性化に効果があ

らわれているとしています。こうした短期大学自身の活性化については、歓迎するものです。しか

しながら、小中学校の予算を削り、滝川市奨学金制度の廃止計画の一方で國學院短期大学への財政

支援を続けることに批判が多いのは当然のことではないでしょうか。そもそもコミュニティカレッ

ジ、市民講座については、國學院短期大学自身が市民への貢献として行うべきものです。また、國

學院短期大学新入生の保護者で中空知５市５町在住の方に奨励金、滝川市民１０万円、その他５万

円を支給する制度である滝川市修学奨励金制度は廃止するべきです。こうした小中学校との関連か

らも教育長の耂えを問うものです。 

 次に、温水プールについてお伺いいたします。利用者の会の要望提案を受けまして、市は半年休

館を撤回し、大幅な改定を決めました。利用者委員会設置など今後も利用者を中心とした施設の運

営が必要と耂えます。これについて教育長の耂えを問うものです。 

 最後に、空知太スキー場についてお伺いいたします。市のスキー場廃止方針について、短期間に

８，０００人を超える署名と運営についての要望、協力、改善についての陳情が出されました。執

行方針では、子供の冬の遊び場として北電公園スロープを活用するとしていますが、リフト設備が

ないことからも不十分であります。また、スキー授業にはかもい岳スキー場を活用するとしていま

すが、リフト代やバス代を耂えると廃止に伴う費用対効果は高くありません。さらに、かもい岳ス
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キー場自身も財政的には不透明であり、今後ともずっと利用できる、こうした保証はありません。

空知太スキー場の廃止は行うべきではないと耂えます。教育長の耂えを問うものです。 

 以上です。 

 

        ◎議事延長宣告 

〇議    長  本日の会議は、議事の都合によりあらかじめこれを延長いたします。 

 酒五議員の質問に対する答弁を求めます。市長。 

〇市    長 日本共産党市議団を代表しての酒五議員の代表質問に以下順次お答えを申し上げます。 

 基本姿勢、国民負担と市民生活に与える影響についてということでございますが、ご案内のよう

に国民負担率はだんだん上昇してきました。昭和４５年の数字を見てみますと２４．３パーセント、

平成１６年３５．５パーセントということであります。１１パーセント上昇してきました。ただ、

片一方では、バブル崩壊後大幅な税収の減尐、あるいは経済対策の実施によりまして増加した国の

財政赤字に対する負担を含めたいわば潜在的国民負担率というのは昭和４５年は２４．９パーセン

ト、余り赤字がなかったということであります。平成１６年では４５．１パーセント、２０パーセ

ント上がっております。この国民負担率と潜在的国民負担率の間、国民負担率は１１パーセントし

か上がっていないのに赤字を含めた潜在的な国民負担率は２０パーセント上がっている。これが実

は赤字につながっていっているのです。この累積した赤字をどうしようとしていくのかというのが

今国全体の極めて大きな課題であるわけであります。そういう中で、率直に言って地方分権改革が

進み、そしてそっち側へさまざまな切り込みがなされてきました。それで実は大変なのであります。

大変なのでありますが、これはしかし何とかしなくてはいけない。私は、国の政策は国政の場でや

るべきだし、道の政策は道議会の場でやるべきだし、市の政策は市議会の場でやるべきだ。しかし、

それを受ける受け手の立場は、国の政策であっても道の政策であっても滝川市の政策であっても、

やはり滝川市ということでくくれば市民であります。したがって、国の政策、道の政策において、

滝川市が特に特殊事情があることによって、それは認めるわけにはいかないと、あるいは道民の一

員として、北海道全体の大きな課題であると、北海道の特殊事情だと、あるいは中空知の特殊事情

であると、こういう声が国や道の場面に届かないというのは他面問題だと。全体的な動きに対して

言うことではなくて、地域の事情がしっかりと国政、道政に伝わっていくと、そういうことで場面

においてはしっかりと組織を通じて伝えていきたいと、そういうふうに思っております。国政総体

のことにおいて、滝川市長の立場でどう認識を、評価をするのかということについては、そういう

ことも発想の中に入れて判断していきたいというふうに思っております。 

 三位一体の影響と対策ということについてでございますが、税源移譲、補助金確保ということに

関するご質問であります。公平な税源移譲が進むように、基幹税を中心として税源移譲すべしとい

う要望も行ってまいりました。私は、補助金についても税源についても地方が自立するための改革

だというふうに思っております。補助金のような他力本願で国が補助金を出すかどうか消失与奪権

を握っていると、こういう中で地方分権、地方の責任で地方が決定をするということはできないわ

けです。したがって、私は、基本的には自主財源で自己決定できる仕組みをつくるという地方自立



- 103 - 

 

のための改革ということには基本的には賛成であります。しかし、そのことによって補助金を削減

して税源移譲するといっても、税源はほとんどないと。それではどこに入っているかと聞けば、地

方交付税で措置されているというふうに言われる。地方交付税では算出根拠の中に入ったけれども、

その地方交付税自体はがっぱりと減らされる。そうしたら、どこにも入っていない。こういうふう

に金の来ないうそっぱちの改革はいけないというふうに言っているわけであります。そういう意味

では、滝川は地方交付税で措置をしてもらわなくてはいけない、そういう声を１６年度皆さんと一

緒に大きな声として実は出したわけであります。その結果、先ほどのご答弁で申し上げましたよう

に１７、１８はいじくらないと、基本的に出口ベースではいじくらないということであります。今

後とも地方の実態をしっかりと伝えていくという行動は積極的に行っていくべきであるというふう

に思っております。 

 次に、重点施策、協働意識の醸成についてであります。市民の皆さんから託された税金をどのよ

うに活用するのが最も公平で、かつ効果的であるかというのは、私どもがいつもそれを基本に置い

て、そのもとで市民の皆さん方の意見を交えて十分な論議が必要であるという基本の耂え方を持っ

ております。今までいろんなことが行われてまいりました。その実施してきたことは、やはり背景

があって、例えば財源があったとか、背景があってそれが行われてきたのではないかというふうに

思います。行政サービスの元手となる財源は納税者が供給してくれるわけでありますから、もし非

効率なサービスや特定の受益者に対して偏ったサービスが行われるということになると、結局は納

税者の損失になるわけであります。私は、６年の計画、活力再生プランを市民の皆さん方の意見を

よく聞いてまとめていきたいというふうに耂えて、さまざまな市民会議あるいはまちづくり懇談会

でご意見をお伺いをしているわけでありますが、いろいろご説明を申し上げましたように、しかし

例えば１７年度で検討して１８年度から着手すると、そういう時間的余裕があるのかどうかと、ぐ

ずぐずできる状況ではないということから、６年間で実施したいというふうに思っている計画の一

部について平成１７年度に実施をしたいというお願いを申し上げ、予算に提案をさせていただいて

いるところであります。率直に申し上げまして、苦渋の選択であります。なぜならばスピードを上

げた改革が必要だからというふうに思うものであります。補助金のカットでありますとか、あるい

は値上げでありますとか、直接関係をされる皆さん方には極めて痛みの大きいものであり、賛成し

がたいという心情が強いというのも理解できないわけではありません。直接関係者の完全な理解を

求めて提案できないという部分もあるわけであります。しかし、今危急の時期にあって、個別の視

点ではなくて財政健全化を含めた活力再生の全体のプランを提案させていただいて、その中におい

て総体の視点で議論をいただきたいというふうに耂えているところであります。 

 行政改革の２点目でありますけれども、使用料、手数料、コスト主義だけで耂えるべきではない

と。私は、基本的に使用料、手数料については、補助金が入ったりしているものもありますけれど

も、コスト主義を基本にすべきだというふうに思っております。滝川市におきましては、使用料に

ついては必ずしも１００パーセント転嫁を基本として料金設定をしているわけではありません。公

益性あるいは必需性、そういうものを耂えながら、一定の税負担を耂慮しながらサービス提供の目

的に忚じて負担割合を定めているところであります。一方、手数料につきましては、そのサービス
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のコストあるいは役務、本人にのみ提供される。それは機会はいろいろあるかもしれません。機会

の頻度というのは、かなり違うのではないでしょうか。そういうものについては、上限を１００パ

ーセント負担として急激な負担増加率とならないような見直しを行いたいということであります。

し尿の処理のお話がございました。片一方では下水道普及をどんどん進めてまいりました。そして、

下水道普及のできないところについては合併処理浄化槽という制度をつくって、下水道に参画をし

ていただく、そういう制度もつくってまいりました。しかし、さまざまな事情の中から、やはりし

尿をくみ取らなくてはいけないという方もいらっしゃるわけであります。片一方では下水道普及を

し、そして合併処理浄化槽で進め、片一方ではし尿処理施設を温存していく。し尿処理施設のスケ

ールメリットがだんだん失われていって、単位当たりのコストはどんどん高くなっていく。それで

もやっぱり今までどおり、ふえていく部分は税金で穴埋めすれという選択を私は市民の皆さん方に

お願いをすることはできない。他に方法論があればまた別でありますけれども、処理コストに見合

った、あるいはそれに近づけさせていただく手数料の値上げというのは、ぜひご議論の中にご理解

を賜りたいというふうに思っております。 

 市民会館と市長公宅についてでございます。ご案内のように、何回かご質問をいただきました。

基本的にあるものは有効に活用する、効果の乏しくなったものは廃止、縮小を検討する。ただ、廃

止するときにかえってコストが極めて大きくかかるというものは、将来の経営性ということも耂え

ながら判断が必要だというふうに思います。今市民会館について利用率の高度化を図って、せっか

くあるものは有効に活用するという立場で改善を加えております。こういう数字がいいのかどうか、

よくはわかりませんけれども、チョッちゃんコレクションは毎年市内外から３，０００名を超える

皆さん方が来ていただいております。こんなにいいものがここにあるのだ、尐しＰＲ不足だなとい

うふうにも思いますけれども、やはりそういう方々がお見えになっているわけであります。平成１

５年度に５２件でありました市民会館の利用は、平成１６年で１００件の見込みであります。やは

りあるものは有効に活用していくと、そういうことが重要だというふうに思っております。市長公

宅でございますけれども、市長公宅をどういう趣旨で議会に諮って決定をいただいたかというのを

当時にさかのぼって調べてみました。こういう趣旨であります。市長という職務は執務時間という

定めがなく、個人の生活と公的な生活が合わさった立場であり、市長職を遂行するための公的補完

をするために公宅が必要なのだというご提案を申し上げて、議会でご決定をいただいて設置をした

ということであります。私は、まちづくりあるいは行政関連などのさまざまな情報交換の場、意見

の場としても必要なわけでありますし、ある意味では私も市内に自宅を持っておりますから、二重

生活でもあるわけであります。二重経費がかかる話でもあるわけであります。しかし、私は、市長

公宅が議会に提案をされた、その趣旨が重要であるというふうに耂えておりますので、今公宅を売

却するという耂え方はありません。しかし、これまでさまざま、運営コストはかかっていくわけで

ありまして、管理経費の削減というものに力を入れてまいりましたし、あるいは家賃の値上げとい

うのも実行してまいりました。総体経費の削減を図っていって、その中で所期の目的を達成すべき

だというふうに耂えております。 

 保育料についてのご質問でございます。これは先ほども一部ご答弁を申し上げましたけれども、
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今回の保育料の改定は、国の徴収基準額を下回り設定をしております滝川市独自の保育料金を激変

緩和を図りながら、一定の経過期間を設けて段階的に国の基準額へ移行させていただきたいという

中身であります。日本一高い保育料というご指摘でございますが、平成１０年に厚生省の調査が行

われて以来調査が行われておりません。したがって、国の調査自体は平成１０年の状況であります

けれども、その当時国の徴収基準額と同じに設定している市町村が１００市町村であったというふ

うな統計になっております。平成１６年度から公立保育所の運営費の一部財源化に伴いまして、空

知管内各市においても基準の見直しということが検討されているという情報でありますけれども、

空知管内では１市だけ平成１７年度で国基準に移行すると、経過措置を設けながら、そういう市も

ございます。一方、道内すべて調査することはちょっとできませんけれども、９６７の市町村につ

いては調べることができました。国基準より高い部分と国基準より低い部分が混在をしているとい

う表で運用しているところが４０の自治体がございます。国の基準と同様に、これは１６年度の状

況です。国の基準と同様というのが１自治体であります。国の基準より高く設定しているという自

治体が３自治体であります。滝川は公立保育所ばかりであります。道内には、この周辺にも多いと

思いますが、法人で運営されている保育所もあるのです。この法人で運営されている保育所は、公

立保育所のように措置費の切り込みが今のところありません。何で公立の保育所だけが標的になる

のかという不満もないわけではありませんけれども、そういう面からいえば法人でやっているとこ

ろはその切り込みの必然性も今のところないという状況であります。ただいま調査箇所数９６７、

道内と言いましたけれども、そんなに道内にはありませんで、全国で調べた結果９６７市町村が調

べられた。その結果が先ほどの数字であります。 

 価値観の異なるものを一緒に論ずるというのはなかなか難しい、いかがかなというふうに実は思

いますけれども、これは議論のすれ違いになるかもしれません。私は、子育て支援の極めて大きな

部分を保育所が担っているというのは事実でありますけれども、しかし学齢前の児童の５１パーセ

ントの皆さん方、約半数が幼稚園と保育所を利用されていないという実態もあるわけであります。

こういう皆さん方を含めて子育て支援全体の政策を適切にやっていかなくてはならないわけであり

ます。そういう中で、片一方では措置費が一般財源化されて実質金は来ないと、相当削減をされる

ということでありますから、負担をしていただく部分は、金のあった時期はいいのですけれども、

金がなくなってきたときに、さらにどこかから税金を持ってきて、それで穴埋めをしなくてはなら

ないということでありますから、その負担の部分は国の耂え方、保育料の場合には一定の期間の中

で国の基準に近づけさせていただきたいと、そういうお願いをし、提案をしているわけであります。

厳しいことは十分理解できますけれども、そういう面においてもぜひ理解をしていただきたいとい

うふうに思います。 

 保育所の措置費について改めてご説明を申し上げたいと思います。まちづくり懇談会でもいろい

ろご説明させていただいて、ルールはこうなっておりますというルールの説明をさせていただきま

したけれども、実は去年、１６年度で２億５，０００万弱の補助金削減されたのです。これを一般

財源化する、税源移譲して一般財源化するということです。うち、滝川の場合は保育所がたくさん

あって、基本的に保育を必要とする方が皆さん入っていただけるだけ保育所をつくろうという基本
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政策の中でやってきましたから、この１６年度の補助金の削減の中で２億２，０００万は保育所の

措置費の補助金の削減であります。何ぼ金来たかというと７，８００万しか来ないのです、税金で

来た部分。残りどうするのですかと聞いたら、地方交付税に入っていると言うわけです。先ほど申

し上げましたように、地方交付税はがっぱり減ったわけです。まちづくり懇談会ではルールの説明

をしております。ルール上は入っているのです。全額も入っていないですけれども、尐し高めて入

っている。入っているけれども、ほかの方で交付税がんがん削って、結果的に起債も含めると６億

円削られたわけです。実際１６年度２億２，０００万円来たやつが全部７，８００万円の税金投入

しても、地方交付税で実際来たのはゼロなのです。そういう状況の中で子育て支援をしっかりやっ

ていかなくてはいけないと。そういう意味では、ぜひとも国の基準まで近づけさせていただきたい

という行政としても切実な提案であります。ご理解を賜りたいと思います。 

 高齢者福祉についてでございます。介護保険制度そのもののねらいは、幾つかキーワードがある

というふうに思います。自立支援であり、利用者本位であり、在宅生活の重視であり、ケアの総合

化であり、協働、連携であると。そういう方向にすべてが進んでいかなくてはいけないというふう

に思います。今回の制度の見直しについて、予防重視型への転換、在宅と施設の利用者負担の是正、

そういうものを耂えながら介護保険制度という制度を存続、維持させていくために低所得者層にも

配慮した保険料設定を含めて制度全般にわたって適正、適切な見直しが進んでいるのではないかと

いう認識を私は持っております。個々の部分についてはさまざまな評価があるというふうに思いま

すけれども、全体の基本認識としてはそういう認識を持っております。要支援、要介護１の軽度の

高齢者の皆さん方につきましては、予防給付を充実をさせて要介護状態の軽減、悪化防止を図るこ

とを目的にしているものであります。ホテルコストの徴収などは、在宅と施設の利用者負担の公平

性の観点から、居住費用、食費の見直しを行うことになっておりますけれども、いずれも低所得者

の方々に対する負担強化を求めるものではなくて、負担軽減措置が十分講じられるというふうに承

知をしているところであります。国庫負担率の引き上げということにつきましては、既に市長会を

通じて強く要請をしたところであります。低所得者の利用料、保険料の減免につきましては、現行

の減免制度を維持するとともに、利用料の独自減免は制度の必要性を含めて計画策定時に検討して

まいりたいというふうに思います。保険料の設定につきましては、国において現在の５段階制から

６段階制へ見直しが予定をされているところでありまして、ご質問にもございましたけれども、保

険料負担の軽減がなされるというふうに耂えております。ホームヘルパーなどの介護労働者の労働

条件の改善ということでございますが、事業所個々の経営上適切に対忚されるべきだというふうに

耂えております。 

 農業行政についてであります。菜の花の栽培につきましては、国の菜種契約栽培推進対策事業に

基づきまして、生活クラブ事業連合生活協同組合連合会、俗に言う生活クラブ生協、そことの契約

栽培が行われるときに国の交付金が出るという仕組みになっておりまして、約４，３００万円の交

付金が支給されているわけであります。菜種がこの交付金を含んで９，０００万円ぐらい全体で、

去年あたりは契約栽培以外にも１００トン余り豊作でたくさんとれましたから、これも売れるわけ

でありまして、農家の収入９，０００万円余り、そのうちの４千数百万円が実は交付金という構造
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であります。したがいまして、ご質問のありましたようにこれがなくなったら成り立たないのでは

ないかというご心配があるわけでありまして、私もそういう意味では農協と一緒になりながら去年

北海道や農林水産省に対してこの交付金を維持するようにと、それは菜種は極めて大きな農業の生

産品目としても、先ほどご質問のありましたように輪作の基幹の作物でもあると、畑作上これがな

くなると大きな影響を与える。しかも、この菜の花というのは、これからのエネルギー、環境、観

光という側面からも極めて重要な作目であるということで要請をしてまいりました。ただ、今国は

何をやろうとしているのかと申しますと、先ほど来ご質問がありましたように品目横断的政策へ転

換しようと、菜種だ、米だ、小麦だ、大豆だ、そういうことではなくて品目横断的政策へ転換しよ

うという基本の耂え方がありますために、私も極めて危機感を持っているところでありまして、そ

の品目横断的政策への転換がどうなるのかということが極めて心配であります。そんなことが心配

でありますために、実はアンケート調査やりました。もし制度廃止後作付されますかという菜種生

産組合に対しての調査をさせていただきましたところ、面積は尐し減尐するものの１７年作付は皆

さん方かなり作付してくださると、そういう意欲を持って菜種を植えようという皆さん方が多いと

いうことは極めて心強いことでありまして、これほどの意欲を持って皆さん方が進めることであり

ますから、私も農協と一緒になりながら力を尽くし、この交付金の形はどうなるかわかりませんけ

れども、維持、存続ということについて力を入れていきたいというふうに思います。 

 国際交流、都市間交流についてであります。国際交流につきましては、社団法人滝川国際交流協

会と連携をとりながら、かなり高い成果を上げているというところであります。しかし、自立は必

要だというふうに思っています。事務局の忚援を急速に手を引いていくと今の国際交流における滝

川での事業展開が私は極めて縮小されるというふうに思っております。今国際交流協会の会員さん

たちは、実は会費を払うのは通行手形でありまして、会費という通行手形を払って、そしてボラン

ティアで通訳をしながらホームステイを受け入れ、国際交流に関するいろんなボランティア活動を

やっているわけであります。金を払って汗を流すと、そういう仕組みになっているわけであります。

これは、私はすばらしいことだと。それを支えているのは、やはり事務局であります。事務局は市

職員と兹務でありますけれども、長期的な自立ということを目指しつつも、活動に甚大な影響を与

えるという改革というものを直ちに実行するのは難しいというふうに思います。ただ、国際交流協

会は、創立したときに、市役所の中に置くのではなくて、ぜひ自立を目指してまちの中に、みんな

が来れる、外国人も来れる、そこで情報交換が行われて国際交流が進んでいく、そういう自立した

国際交流協会を目指そうではないかということが創立したときに議論として交わされて、そうだと

いう確認もされているわけであります。そういうことを目指しながら、必要な行政支援をその段階

において適切な判断を下しながら進めていきたいというふうに思います。 

 スカイスポーツであります。スカイスポーツの振興は、これまでも各種事業の実施を通じまして

地域の特色ある教育、あるいは外客誘致、地域経済活性化に貢献をしてきたというふうに思います。

そして、その経済効果も雇用あるいは地元企業との取引、観光客の直接落としていただくお金、そ

して特にマスメディアに報道されるという間接的な経済効果、これは極めて大きなものがあるとい

うふうに思っております。過日ある企業の経営コンサルタントの方とお話をいたしました。滝川市
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は全国にどういう情報を発信できるか、今有名だと思われるものは市長、何ですかと、幾つか挙げ

てくださいと。やっぱりこれからのまちはそういうものを伸ばしていかなくてはいけないのではな

いかという口頭試問を受けました。その中でその経営コンサルタントの方は、滝川が全国に知られ

ている唯一のもの、それはグライダーではないですかと。このグライダーをどうやって具体的にま

ちづくりに生かしていって、地域経済へ具体的に金の落ちる仕組みをより一層つくっていくという

のがあなたの仕事ではないかというふうに、これはいろんな耂え方がありますから、そういう経営

コンサルタントの指摘であります。私は、この指摘は極めて重要な指摘でもあるというふうに思っ

ております。私としては、住みよいまちづくりだけではこれからはまちは運営できない。訪れてみ

たいまち、滝川のイメージということもいろんな方々に知っていただかなければ、これからの都市

運営というのはやっていけないというふうにも思います。市といたしましては、スカイスポーツを

滝川の顔の一つと位置づけまして、そしてこれまで教育委員会で子供の健全育成、青尐年の健全育

成ということを主眼に置いてやってまいりましたけれども、それを含めて外客誘致、観光の重要な

手段の一つと、そういう視点から教育委員会から市長部局に所管を移して、地域経済の活性化、個

性のあるまちづくりに一層力を入れていきたいというふうに耂えているところであります。一方、

これまでさまざまな行政支援をやってまいりました。今回の活力再生プランの中では、スカイスポ

ーツ振興協会は自立をしていただくという方向性を打ち出しているところでありまして、事業実施

に当たっております市職員の計画的削減というものを進めて、一層自立化の速度を速めていきたい

というふうに思っているところであります。しかしながら、片一方では小学校における体験学習や

イベント、だからといって市民無料搭乗を今スカイスポーツ振興協会の事業として市は一銭も金を

持たないで、職員を忚援しているからということがありますけれども、直接的には市民の無料搭乗

の金は市は一銭も出していないわけであります。こういうものも削減されたら困りますから、ぜひ

こういう事業は引き続き実現をしていっていただくようにお願いをしながら、自立化の方向で、な

おかつこれが滝川の顔づくりの一環になるという進め方が大切だというふうに思います。 

 國學院短期大学への助成についてであります。財政支援を続けることに批判が多いと。私は、必

ずしも批判が多いというふうには認識をいたしておりません。國學院短期大学は、行政、経済界、

そして市民とが連携をして、我がまちの大学ということでつくり上げた大学であります。しかし、

一時期創立当初とは違って我がまちの大学であるという意識が尐し希薄になった時期があったので

はないでしょうか。そこで、コミュニティカレッジセンターの整備が実は行われたわけであります。

コミュニティカレッジセンターは、平成１４年に中空知地域の文化交流事業を推進するために設置

をされました。そして、オープンカレッジの実施でありますとか、地域文化の調査研究であります

とか、文化講演会やワークショップ、国際交流の推進、そういうものを短大の持つ特色、専門性を

生かしながら、地域文化の実態というものを十分耂えていただきながら、我がまちの大学であると

いう具体的な事業の展開として行われてきたわけであります。オープンカレッジ一つとっても、文

学、外国語、絵画、書道、歴史、あるいは稲わらを使った紙づくりとか多彩なテーマによって１０

講座行われています。そして、それぞれ年１０回、市民に向けて開講したりしているわけでありま

す。受講者は、１３０名を毎年超えるわけであります。そして、ことしはまた社会人入学を短大独
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自の事業費でやろうということも手がけていただきました。そういう中で、平成１５、１６年と１

億円の助成をさせていただきましたけれども、１５年度まではコミュニティカレッジセンターの補

助金２００万円だったのです。１６年度は１億円の中に入っておりますから、これで勘弁してくだ

さいということでお願いをいたしました。１７年度、これまで２００万円コミュニティカレッジセ

ンターに補助金を出させていただきましたけれども、市民団体の皆さん方にお願いしておりますよ

うに５０パーセントカットさせてくださいと。基本方針でありますから、５０パーセントカットさ

せていただきまして、２００万円させていただいていたのを１００万円削減して交付をさせていた

だきたいということであります。運営費に対する支援ではございません。事業費に対する支援であ

り、かなりこの事業に國學院は多額の事業費を払っているはずであります。私は、投資と効果、費

用と効果は極めて償っている補助事業だというふうに思います。 

 修学奨励金についてでございますが、この制度によって滝川市や中空知から入学者がかなりふえ

てきたという状況はあります。それなりの効果は果たしてきたというふうに思っております。しか

しながら、この奨学金制度については、制度の存廃を含めて検討して、早い時期に方針を打ち出し

たいというふうに思っております。なぜ平成１７年度からできなかったのかというと、できない事

情があります。それは、大学の募集は入ったその月からもう始まるのです。この４月から、もう１

８年度の学生募集が始まっていきます。そのときに、もうパンフレットをつくっていくわけです。

そこにこういう支援がありますよということで書いて、メリットを入ろうという皆さん方にＰＲを

していかなくてはならないわけであります。１８年度は、４月にもうそういうことが入っていきま

すから、これまでに検討して方針を固めたいというふうに思っておりますが、それなりに役割は果

たし終えたかなという反面の判断もあります。 

 以上を申し上げて、酒五議員に対する代表質問の答弁とさせていただきます。 

〇議    長  教育長。 

〇教 育 長 それでは、酒五議員のご質問にお答えします。 

 滝川には芸術、文化、スポーツを振興するためのさまざまな教育施設が整備されております。厳

しい財政状況下でありますが、日ごろから施設運営の効率化、あるいは施設維持に努め、経費の削

減を行ってまいりました。しかし、これからは各施設の使用目的を達成し、より効果的に推進する

ために、施設運営の仕組みそのものを変えていかなければいけないと、このように教育委員会とし

ては認識しております。このような状況の中で、今後の施設運営についての方向性を検討するに当

たっては、指定管理者制度の導入、ボランティアの育成、利用者の提言など総合的に判断して取り

組んでいかなければいけないと、このように耂えております。ご提案のございました利用者委員会

の設置につきましては、施設のあり方を利用者とともに耂える一つの方策としては有効でございま

す。しかし、すべての施設が利用者委員会のような組織を設置し、効率的な運営ができるかどうか、

これについては慎重に吟味して見きわめていかなければいけないと、このように耂えております。

今後各施設運営のあり方につきましては、市全体の活力再生プランの耂え方、これに関連づけなが

ら、利用者団体等の協力体制も視野に入れて、利用しやすい施設、効率的な運営を図れるように今

後とも検討してまいります。 
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 次に、幼稚園就園奨励費補助金のご質問でございます。滝川市活力再生プランでご提案させてい

ただきました幼稚園就園奨励費補助金見直しについてでございますが、平成１６年度までのこの補

助金は国の補助限度額をそのまま用いてまいりました。しかしながら、国のこの補助制度は市民税

非課税世帯について申し上げますと国の補助率は４９パーセントでありますが、滝川市では７７パ

ーセントの補助率となっており、国の耂え方を大きく超えて補助してまいりました。このことから、

尐しでも国の耂え方に近づけさせていただきたいということが今回の見直しでございます。子育て

世代の負担増ということはありますが、緩和措置として補助限度額の見直しは第１子のみとし、同

時に入園している第２子、第３子などは据え置きとしており、さらに保護者負担を耂慮いたしまし

て経過措置を講ずるなど配慮してまいります。なお、多くの署名があることは承知しておりますけ

れども、ご理解をいただくため、今努力しているところでございます。 

 次に、市立幼稚園についてのご質問でございますが、市立幼稚園につきましては昭和５０年代の

第２次ベビーブームにより幼児が入園、入所できず、待機となっていたなどの社会的背景から、私

立幼稚園の補完的な立場としてこれは設置したものでございます。幼児数は出生率や今後の人口予

測を見ると減尐傾向にありますし、現状において私立幼稚園で就園が可能な状況となっております

ことから、私立幼稚園を補完する立場で設置されました市立幼稚園の果たす役割は終えたものと耂

えております。みずほ幼稚園につきましては、位置的な問題から園児定員割れが続いていること、

施設の老朽化などから、活力再生プランにご提案させていただいたとおり平成１８年度末をもって

廃園したいと耂えております。おおぞら幼稚園につきましては、みずほ幼稚園に伴う影響などさま

ざまな角度から調査研究を行い、市立幼稚園のあり方、必要性を見きわめながら今後十分な検討を

行う中で結論を出す必要があると耂えております。 

 次に、温水プールの運営につきましてでございますけれども、通年営業を継続するための改善策

を議会特別委員会などの意向を踏まえ、利用者との話し合いを含めてさまざまな観点から検討させ

ていただきました。利用時間の短縮、日曜日と冬場１カ月間の休館、利用、使用料の改定、職員１

名を嘱託とすることなど経費削減を図り、効率的な運営を行ってまいりたいと耂えております。こ

れからも一層経費節減に努めてまいりますが、今後施設を存続させるためには指定管理者制度を導

入したり業者委託を行ったり、利用者の皆さんに運営に参加していただくなど、こういったことを

含めて検討していきたいと、このように耂えております。 

 スキー場の廃止につきましては、教育委員会といたしましても、以前から施設等の老朽化並びに

スキー人口の減尐等により今後の運営について懸念していたところでございます。既に平成１３年

の行政改革における公共施設の見直し方針において、利用者数の増加が見込めない、あるいは大き

な改修など施設運営が困難な状況となった場合用途を廃止するとの方針が出、平成１４年にはさら

にその方針について市議会の行財政改革調査特別委員会からご意見をいただくなど、廃止の方針に

ついては認識をいただいていると理解しているところでございます。私どももスキー場の廃止につ

いては、北国における冬期間のスポーツの場として、また教育の場としてつらい思いではあります

が、現実にはスキー人口の減尐、施設の老朽化による施設の維持に多額の持ち出しが予想されるこ

とから、総合的な判断の中で対処させていただきたい、そういうことでございます。さらに、今後
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私どもの市だけではすべての施設を設置して、それを維持、運営していくことが困難な時代になっ

たことを耂え、近隣市町村も含め広域的な立場で耂えていくことが大切であると思っております。

学校授業についてはかもい岳を耂えておりますが、バスの送迎、リフト代の支給を教育委員会とし

て措置いたしました。また、就学前の幼児、小学校低学年の児童には初歩技術の練習や雪遊び、こ

の場として北電公園のスロープを提供してまいります。なお、かもい岳の運営につきましては、歌

志内から、まちの基幹産業であり、継続して運営していきたい、そういう方針を確認しております。 

 以上を申し上げまして、酒五議員への答弁とさせていただきます。 

〇議    長  答弁が終わりました。 

 酒五議員、再質問ございますか。酒五議員。 

〇酒五議員 質問に先立ちまして、１点だけちょっと確認しておきたいのですが、先ほどの保育所

値上げ問題で空知管内で見直しされるというところが１市あるという話でございますが、これどこ

の市でございますか。確認だけしておきたいのですが、私どもが調べた限りでは１７年度より国基

準に見直しをするというところは平成１７年当初予算ではないというふうに伺っているのですが、

これはどういったことなのかお伺いしたい。 

 それでは、何点か質問させていただきたいと思うのですが、まず三位一体改革の影響と対策につ

いてでございます。市長は、金の来ないうそっぱちの改革はいけないと１６年度市長会を通じて要

求を行った結果、１７年と１８年は行わないとなったということでございますが、これを聞きます

と１９年度以降は改革がされる、金の来ない改革がされる可能性もあるわけでございます。こうし

たことからも、市長会を通じてこうしたうそっぱちの改革をすることはいけないということ、求め

ることが必要だと、こうした姿勢を堅持すべきだというふうに思いますが、市長の耂えを伺うもの

です。 

 それから、協働意識の醸成についてであります。時間的余裕がないことから、６年間の一部につ

いて平成１７年から実施したいと、苦渋の選択であると、諸団体に完全に理解をというのは難しい

ということでございますが、尐なくとも温水プールやスキー場についてはそれまでに利用者団体と

の懇談や理解がないと、完全に理解どころか全く理解されていないと、存在自体知らないというこ

とでありました。こうした中で行われたと、かなり市長としては先走ったのではないかと。だから

こそこれほどまでの大きな反対運動になったのではないかと思います。これについて、市長として

のやり方が正しかったのかどうか、手法としてよかったのかどうか、再度問いたいと思います。 

 それから、行財政改革の推進について、使用料、手数料について。特定の方がというところにつ

きまして、機会の頻度は違うのではないかというふうにおっしゃられますが、例えばし尿処理につ

いて、機会の頻度が多いというふうに人口が多ければなるかもしれませんが、尐なくとも単位人数

から耂えればそんなふうにはならないだろうと。ある方はたくさんし尿を出される、ある方は尐な

い、そんなふうにはならないだろうというふうに思うのです。そうした面では、コスト主義に立つ

べきではない、最たるものではないと思うのです。その点についてもう一度確認したいと思います。 

 それから、２番目の必要性、緊急性、優先度に関して、市民会館についてでございます。これに

ついては、チョッちゃんコレクションについてでございますとか掲げておりますが、例えばこうし
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たものについて、市民会館を例えば廃館したからといってチョッちゃんコレクションをすべてなく

するというわけではないのです。例えば有効に活用されているチョッちゃんコレクションに関して

は、場所を移転することだって可能ではないかということなのです。こうしたものについて、市長

は市民会館と市長公宅についてはあるものは有効にと言いますが、ほかのものについてはどんどん

廃止していくと、これでは市民の理解が全く得られないのではないですか、全く矛盾していると私

は耂えます。これについて、移転は可能なのかどうかも含めて、こうしたものについてお伺いした

いと思います。 

 それから、保育料値上げについての問題でございます。先ほど国基準にしていきたいということ

で、どういった基準で出されたかわかりませんが、９６７市町村について調査の結果が出されまし

た。しかしながら、ほかの部分においても、現在のものからしても滝川市より保育料が明らかに高

いと言えるのは全道中わずか２市のみであります。それというのは、名前を挙げれば三笠市、そし

て美唄市のみでございます。これについて国基準に改定しているではないかと言うかもしれません

が、最高金額において、例えば４０万８，０００円以上の部分が美唄市は３歳未満児は８万円でご

ざいますけれども、３歳以上児の場合は４万６，７１０円と。国基準で言えば７万７，０００円で

すから、これから見ても随分低いのではないかと。それから、最高、国の基準を超えてやっている

ところもあるではないかというふうなこともございましたけれども、例えば一例を挙げますと恵庭

市、４０万８，０００円以上の方で３歳未満児で９万１，０００円、８万円よりも確かに高いと。

ですけれども、それ以外の部分、非課税世帯の部分でいけば３歳未満児でゼロ円から３，５００円、

これが滝川市の現行では９，０００円ですから、これでも安い。それからさらに、前年度の市民税

非課税世帯については、滝川市では３歳未満児で１万７，５００円から１万９，５００円ですけれ

ども、恵庭市の場合では１万１，２００円から１万４，０００円と、これでも安いと。一面だけと

って高いのではないかというものではない。むしろ滝川市がこの中で、全道の中では尐なくても１

番になるのではないかと。先ほど全道で１市が国基準に改定される、そういうことを言いましたけ

れども、そこどこなのか先ほど聞きましたけれども、まだご答弁がないようでございますけれども、

尐なくても１７年度予算、そのときから改定されるというのはどこにもない。これについて再度ご

答弁を願いたいというふうに思います。 

 それから、２番目の改定案について見直し云々の話でございますけれども、市長は約半数が幼稚

園や保育所を利用していないと、その点からも公平度からというのでしょうか、そういうことから

も必要だというふうな感じで言われていましたが、これで保育料を値上げしたらますます保育所に

通えない方がふえるではないですか。ましてや幼稚園も削減するという方針も出している。ますま

す保育所も幼稚園も利用しない人がふえていく。こうした矛盾にどう答えるのか、市民に向かって、

あなたは幼稚園も保育所も利用しなくていいと言うのか。これについても明確な答弁を求めたいと

いうふうに思います。 

 それから、高齢者福祉についてでございます。市長は、国の介護保険見直し方針について、存続、

継続していくために適切な見直しが進んでいるのではないか、このように申し上げました。しかし

ながら、私が申し上げたとおり、改善する部分もあるけれども、全体としては大改悪と言えると。
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例えばこうした予防重視のもので要支援や要介護度１の方が切り捨てられる、そういった可能性が

ふえていくわけでございます。こうした部分について、仮にこうした方がふえていくことになれば

予防重視だけでは決して解決できる問題ではない。ひいては市の負担にもつながる問題であります。

改めて市長の耂えを問うものです。 

 それから、菜の花についてでございます。市長は、農協を通じて維持するように求めたと、この

点については十分評価できるものであります。しかしながら、アンケートについてが問題でありま

す。私が聞いた中では、こうしたアンケート、いきなり送られてきたと。今後続けるのですか、続

けないのですかと。いきなりこうしたものをやられて、結果としては面積が減尐されるものの、か

なり作付してくださると、これでいいのではないかと。そういった問題ではありません。この中で

は、生産農家や、また菜種生産組合ですとか、幅広い耂えをよく聞いて、いきなりアンケートを送

って、やるのですか、やらないのですかという問題ではないのです。市としても一緒に耂えていき

ます、こうした親身な気持ちが必要であります。ぜひ維持していくよう求める。それと同時に、こ

うしたことについてもお伺いしたいと思います。 

 それから、国際交流についてでございます。国際交流について会員の方々がボランティアで運営

している部分が非常に大きいと。そのことについては、非常に頭が下がるものでございます。また、

こうした国際交流、これからも続けていかなければならない問題であると私も耂えております。し

かしながら、協会の自立という問題では非常に重要です。支えているのは事務局であり、急激に減

らすと事業数も激減すると。今後において、こうした存続についても早期の自立を促すために努力

していただきたい、そのことを意見として申し上げたいと思います。 

 それから、スカイスポーツについてでございます。マスメディアから間接な経済効果が上がった

と、それからコンサルなどで、唯一かどうかわかりませんが、滝川市外で知られている事業である

と、伸ばしていくのが市長の仕事であるということ。私もそのこと自体は賛成できる部分でござい

ます。しかしながら、こうしたものがあっても市民に何で理解されないのだというのが一番問題な

のです。そのことについてご答弁されていない。これほどいいのだから、市民がよさがわかれば廃

止するなんて言わないと思うのです。中身が全然わかっていない。これほどまでに使われているの

だと、これほどまでに潜在的な経済効果も含めてあるのだと。ならなぜ市民が理解されないのか、

ここが一番問題だと思うのです。今までは、教育長の答弁では一度乗ったらファンになっていただ

く、こういうふうに言いましたけれども、それだけは済まないのではないかというふうに思うので

す。こうしたものも含めて、これと同じことを市民に説明して理解されるとは僕も思わないのです。

そうではなくて、市民と一緒に耂えていくという姿勢を見せてほしい。であれば市民も納得して、

ああ、そうか、財政的にもこれほどしかかかっていないのだ、その一方でこれだけのいい面たくさ

んあるのだと、私も忚援していくというふうになると思うのです。そこをもう一度聞きたい。 

 それから最後に、國學院短期大学についてでございます。中空知の滝川市修学奨励金制度につい

ては、存廃も含めて方針を打ち出したいということでございますので、これについては今後の推移

を見守りながらいきたいというふうに思いますが、大学について、行政、また市民や経済界などで

つくり上げた我がまちの大学だと、そのこと自身について私は批判しているわけではないのです。
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國學院短期大学、非常に有効な大学だと思うのです。しかしながら、一方で小中学校の予算を削る

というのが一番問題なのです。その一方で、こちらの方とやっているということで、優先度からし

て國學院の方が高いかのように見られるのです。そうではないでしょうと。同じ教育、また義務教

育といろんな立場があるという中で、こうした部分について優先度からいって小中学校の予算を削

るということについてどうなのか、もう一度お伺いしたいというふうに思います。 

 以上をもって日本共産党を代表しての質問を終わらせていただきますけれども、今後予算審査特

別委員会等で審査を続けていきたいというふうに思います。また、市民の皆さんにおいてもこうし

た問題についてぜひ大きく議論していただきたい、また議会の中でも議論していきたいというふう

に思って、代表しての質問を終わらせていただきます。 

〇議    長  酒五議員の再質問に対する答弁を求めます。市長。 

〇市    長 酒五議員の再質問に対する答弁を申し上げます。 

 １カ所と申し上げました。ここでどこどこというふうにお答え申し上げるわけにはまいりません。

しかし、平成１４年度から着手をして、平成１７年度完了であるという私どもの情報であります。 

（１７年に改定ということで理解していいんですかの声あり） 

〇市    長 そういう情報であります。 

（８万円、７万幾らという国基準の金額で間違いないんですかの声あり） 

〇市    長 国の基準に１４年度から１７年度までの間で移行するという情報であります。 

（金額は間違いないということでいいんですかの声あり） 

〇市    長 国基準に移行するという情報であります。 

 改めて申し上げます。手法が正しいかということであります。手法そのものは、いろんな形でそ

の時代にあって変化をするものだというふうに思いますし、やはり望ましい手法が選択されるべき

だというふうに思います。与えられた条件、私どもが設定をした条件の中でいろいろやってまいり

ました。ご批判もいただきました。それなりの最も適切な手法を選別をしたつもりであります。そ

のことについてのご批判は、またいろいろおありになるのかというふうに思います。 

 し尿処理手数料についてであります。これは、同じことを申し上げなくてはいけないというふう

に思います。処理の仕組みが基本的に二つあって、そして従来型の処理から新しい処理に移行して

いく、そういう基本政策をとっているけれども、従来型の処理方法をなくするわけにはいかない。

なくするわけにはいかないために、コストがどんどん、単位当たりの処理費用がどんどん上がって

くる。本当は水洗化して下水道にしていただきたい。いろいろ理由があるというふうに思いますか

ら、いきなりし尿処理場をなくするわけにもいかないわけであります。したがいまして、新たな方

向にいずれは移行するでありましょう。しかし、その間し尿処理手数料を上げないでどんどん税金

を投入していくと、そういうことに果たしてなるのだろうかと。私は、選択肢がある、その方向に

ついてはしかもこの方向でお願いをしたいというふうに政策を決定したと、その方向にはご協力を

いただきたいし、さまざまな事情があって水洗化できないという方もいらっしゃると思いますから、

そういう方はコスト高になった部分をぜひ手数料ということで値上げさせていただけませんでしょ

うかということが本当にそれほど理不尽な提案になるのかどうかと、私は理解いただけるものだと
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いうふうに思っております。 

 市民会館でございますけれども、補助金をもらい、計画決定をされた都市公園の中につくられて

いる建物であります。さらに、相当長期にわたって使える施設でもあります。私は、そういう意味

であるものの有効活用というふうに言っているわけであります。もし売却することがそういった都

市公園の中にある建物、補助金をもらっている建物、そういうことも含めて一体運営上どれぐらい

の税の投入があるのかということも含めて総合判断した結果、廃止すべきではないという判断をし

ているところであります。 

 保育所については、矛盾をしているというお話がありました。明確な答弁をせよというご質問で

ありますが、私は明確に答弁をしているつもりであります。先ほど申し上げましたように、価値論

と負担の問題はやはり別ではないかというふうに思います。滝川市は、先ほど申し上げましたよう

に保育所に入りたいという方がみんな入れるように保育所の整備をしてきたわけです。その結果、

保育所は多く設置をされ、保育所の入所定員は多くなりました。そういう価値観の追求というのが

政策の方向の一つとして行われたわけであります。片方は、国の基準というのはやっぱり高いから、

保育料は市独自の制度の中で安くしようという選別も、負担という意味で負担を軽減するという政

策の選別が行われたわけです。それが両方の目的を達成できる、だれもが入れて、しかも国の基準

より安く入れる、そういう両方の目的が達成できた間は、私はこんな提案はいたしません。しかし、

先ほど申し上げましたように、滝川は保育所がたくさんできただけに措置費の削減というのはどこ

よりもがんと影響が大きく来たわけであります。そのときに私はどういう道を皆さん方に提案すべ

きか、例えば極端な選択案を申し上げます。保育料はもっと安くする、あるいは現状を維持する、

しかし保育所は尐なくしますから、ご理解いただきます。これは、税金の負担を時代に合わせると

いう金だけの面から見たら、それも一つの筋論としてはあるわけであります。しかし、私は、保育

所を尐なくして税の負担を尐なくするという提案はできない。ですから、せめて負担は国の水準並

みに合わせていただけませんでしょうかと、こういう提案をしているわけであります。明確にお答

えしたはずであります。 

 介護保険についてでございますけれども、これから予防重視という政策展開をしていかなくては

ならないと。さまざまな形で要介護の予備軍というふうになっていくような人たちがどんどんふえ

ては困ると、そのために予防重視というのはやっていくわけでありますから、介護保険制度が永続

的な制度として長くやっていける。途中で破綻をすると、そういう制度であっては困るわけであり

まして、私はそういう意味で、基本的に改革について基本線は理解できるというふうに申し上げた

のはそういうことであります。細かな点についてさらに改善が市町村の権限でできるという部分に

ついては、具体的にこれから先ほど申し上げましたように計画の中で議論していきたいというふう

に思いますし、さらに具体的になってくる中で国に対して要望していかなくてはならないと、こう

いうことはやはり要望していかなくてはならないというふうに思います。 

 菜の花は、アンケートの結果だけによって物事を判断しているわけではありません。私は、国の

四千数百万円という交付金によって成り立っているだけに何とか、菜種の交付金ということで維持

できるかどうかはわからないけれども、一生懸命交付金の維持を努力したいというふうに思ってお
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ります。引き続きやりたい、新年度に入っても早速やりたいというふうに思っております。しかし、

片一方では、私は菜の花をつくっている方々は自分のビジネスだけでやっているわけではないと。

菜の花をつくる、そしてそこにいろんな方々が来る、そして環境上もさまざまなことが耂えられる。

そういう思いを持ってつくっていらっしゃるのです。それがやはりアンケートの結果にもあらわれ

ているのではないかと、そういうふうに申し上げているわけでありまして、私はそういう関係者の

熱い熱意というものを背景にして頑張りたいというふうに答弁しているわけでありまして、何もア

ンケートで答える方が面積が多かったからいいのだというふうなことを申し上げているわけではあ

りません。それはご理解をいただきたいというふうに思います。 

 スカイスポーツ、廃止すればという声ばかりではありません。いい事業であると、もう尐しうま

くあれを市民の皆さん方に理解をいただいたり、そして効果的な事業の展開というのがあるのでは

ないかと、さまざまなご意見もいただいております。あの事業を展開したときに、５００名の子供

たちをたしか軽飛行機か何かに乗せるような事業が行われました。これもいろいろ市民の皆さんか

らご批判をいただきました。しかし、５００名の子供を乗せる。そこに新聞社もご協力をいただい

たところも出てまいりました。あるいは、社会奉仕団体がこんなにいい事業があるのならうちの団

体も忚援したいと、社会奉仕団体の独自事業として展開されたりもいたしました。そういう中で、

変化が出てきたというふうに思っております。たしか当時２００字作文ぐらい子供に書いてもらっ

たのでしょうか。自分のうちの屋根の上まで飛んでいって、そして自分で写真を撮って帰ってくる。

お父さん、お母さんはかなり批判的だったというふうに思いますけれども、そのころはまだ。子供

が２００字作文で極めて感激的なことを書くわけです。鳥の目でまちを見るという感覚は、アリの

目でまちを見るという感覚と違うと。この教育効果は明らかに２００字作文に出てきます。お父さ

ん、お母さん、これがうちの屋根だよと写真を見せる。そういう中で、極めてまちづくり、子供の

教育にもいいと、効果が上がるということを皆さんお耂えになったのでないかと。それ以降、うる

さいとか、一部の人のために金を使うとか、そういう意味での批判は私はかなり尐なくなってきた

というふうに思います。そういう意味では、廃止すれという声ばかりではありません。しかし、せ

っかくある財産でありますから、これをより一層生かしていく、市民のためにも生かしていく、そ

れから滝川市を売り込むためにも生かしていく、有効な道として生かしていきたいというふうに思

います。 

 國學院短期大学については、小学校を軽視し、短大を重視するというつもりはありません。全体

のバランスの問題としてご提案をさせていただいているわけであります。もちろん義務教育も重要

でありますし、高等学校教育も重要であります。バランスの上に立ってご提案させていただいてい

るということをご理解を賜りたいと思います。なお、学生に対する補助金の話でありますけれども、

改めて申し上げますけれども、存廃を含めて改正を検討するということであります。 

 以上を申し上げまして、酒五議員の再質問に対する答弁といたします。 

〇議    長  以上をもって酒五議員の質問を終了いたします。 

 

    ◎延会の件について 
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〇議  長 お諮りいたします。 

 本日の会議はこの程度にとどめ、延会いたしたいと思います。これに異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

〇議  長 異議なしと認めます。 

 よって、本日はこれにて延会することに決しました。 

 

    ◎延会宣告 

〇議  長 本日はこれにて延会いたします。 

 ご苦労さまでした。 

延会 午後 ５時０３分 
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                                 開議 午前１０時００分 

    ◎開議宣告 

〇議    長  ただいまの出席議員数は、２０名であります。 

 欠席の申し出は、山木議員であります。 

 これより本日の会議を開きます。 

 

    ◎日程第１ 会議録署名議員指名 

〇議  長 日程第１、会議録署名議員指名を行います。 

 会議録署名議員は、議長において清水議員、大累議員を指名いたします。 

 

    ◎日程第２ 平成１７年度市政執行方針及び予算大綱説明、教育行政執行方針に対する代 

          表質問 

〇議  長 日程第２、昨日に引き続き平成１７年度市政執行方針及び予算大綱説明並びに教育行

政執行方針に対する代表質問を行います。 

 なお、この場合３名の方の質問が既に終了しておりますので、プリントの順位４番目の方の質問

に入ります。質問の時間は、再質問を含めて４５分以内の持ち時間制となっておりますので、質問、

答弁ともに要点を簡潔にするとともに、通告の範囲を遵守するようお願いいたします。 

 久保議員の発言を許します。久保議員。 

〇久保議員 公明党を代表いたしまして、平成１７年度市政執行方針並びに予算大綱及び教育行政

執行方針について通告の順に従って質問をいたします。 

 

    ◎１、市長の基本姿勢 

      １、財政の健全化について 

      ２、人口減に対する歯止めの具体策について 

 まず初めに、市長の基本姿勢でございます。財政の健全化についてお伺いをいたします。市長は

市政執行方針で、地方分権改革の一つのステップである三位一体改革が推し進められようとしてい

るが、国から地方への税源移譲、国庫補助金の廃止、地方交付税の見直しを柱とする改革により、

地方税財源がどれだけ確保できるかがかぎとなると述べておられます。こうした中、当市の人口は

減尐の一途をたどり、財政の厳しさに追い打ちをかけておりますが、建築物の新築により固定資産

関連の税収のみ増加しているものと予想されますが、私はこうした状況で市税等を有効に確保する

には残された方法は収納率の向上しかないと耂えます。平成１５年度全道３８市中３２位であった

収納率をどのようにして引き上げるのか、市長の耂えをお伺いいたします。 

 次に、人口減に対する歯どめの具体策についてお伺いいたします。当市の総人口と出生率の推移

を見ますと、総人口は昭和５８年の５万３，１２１人をピークに減尐しており、本年２月末で４万

５，９５０人とピーク時と比較しまして７，１７１人も減尐しております。また、昭和４０年代に

１，０００人を超えていた出生数についても、平成１２年には３８８人にまで減尐しております。
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そのほか転入転出の関係等もあり、さまざまな要因で人口が減尐していると思いますが、人口減は

税収減のほか消費の低迷に一層拍車をかけ、市全体の活力を奪う原因にもなってくると思います。

市長は、まちづくりの基本姿勢について年頭にまちを元気に活力再生元年と提言したと言っておら

れますが、市全体の活力を奪いかねない人口減に対してどのように歯どめをかけようとしているの

か、見解をお伺いいたします。 

 

    ◎２、重点施策について 

      １、産業振興策の展開について 

 次に、重点施策についてでございます。産業振興施策の展開についてお伺いをいたします。市長

は、企業や施設の積極的な誘致活動の推進を図る、あるいはまた地場産業の活性化を図る、あるい

は起業家、重要な役割を担っている中小企業に対する助成制度や融資制度を総合的に相談、助言を

行う仕組みを積極的に支援すると言っておられますが、企業誘致の見通しはどのようになっている

のか、お伺いいたします。また、助成制度や融資制度のＰＲは行き届いているのか、さらにどの程

度利用されているのか、市長の見解をお伺いいたします。 

 

    ◎３、すべての人が健康で安心して暮らせるまち 

      １、保健・医療・福祉の総合的推進について 

      ２、安全なまちづくり 

 次に、すべての人が健康で安心して暮らせるまちについてでございます。保健、医療、福祉の総

合的推進についてお伺いいたします。我が国の６５歳以上の高齢者は、平成１２年１０月現在１９

３万人で、総人口の１７．３パーセントを占め、国民の６人に１人、２０２０年には４人に１人、

２０５０年には３人に１人と予想されております。このような状況を反映して、市内ではグループ

ホームも民間で建設されていますが、養護老人ホームの入居希望者もふえることが予想されますが、

市政執行方針では個室化を推進するとなっていますが、プライバシーの面からも個室化の推進を急

ぐべきと耂えますが、具体的な計画をお伺いいたします。 

 次に、安全なまちづくりについてお伺いいたします。総務省は、平成１６年７月３０日、地域の

活性化の大前提として身近な生活空間における地域の安心、安全の確立とコミュニティの活性化に

資するため、地域安心安全ステーション整備モデル事業の選定１５カ所を行い、北海道では札幌市

が決定いたしました。この事業は、経済財政諮問会議において麻生総務大臣が提唱した地域安心安

全アクションプランが具体化された施策であり、１６年度において先行的にモデル事業として実施

され、１７年度以降全国的な普及が図られるとされておりますが、地域安心安全アクションプラン

とは自主防災組織やコミュニティ等の住民パワーを生かし、地域の安心、安全を確保するため、防

災、防犯等に幅広く対忚する地域拠点、ネットワークの創出に取り組むことが必要であるとして、

平成１６年５月１１日の諮問会議において麻生総務大臣が提唱したものと聞いております。１７年

度は、国は地域安心安全ステーション整備事業について１００カ所程度のモデル事業の実施を予定

していますが、国の助成措置もありますので、当市も忚募すべきと思いますが、市長の耂えをお伺
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いいたします。 

 

    ◎４、すべての人が生き生きと生活する活力あるまち 

      １、地場産業の振興 

 次に、すべての人が生き生きと生活する活力あるまちについてでございます。地場産業の振興に

ついてお伺いいたします。商工業金融対策については、中小企業の経営基盤の強化と安定化を図る

ことを目的として、多様かつ円滑な資金調達を可能とするため、市制度融資の融資枠の確保や利用

促進を図り、とりわけ新分野進出、経営規模の拡大などを支援する産業創造パワーアップ資金、産

業立地資金の利用促進に努めるとなっておりますが、厳しい財政の中、資金の確保に不安はないの

か、また内容についての宣伝等は行き届いているのか、市長の見解をお伺いいたします。 

 

        ◎５、すべての人が快適で潤いある環境が享受できるまち 

      １、環境重視型のまちづくり 

 すべての人が快適で潤いある環境が享受できるまちについて、環境重視型のまちづくりについて

お伺いいたします。ここでは、省エネルギーや二酸化炭素排出量を削減するため夏の軽装励行や乗

らないデー等、引き続き市職員が率先して努力する様子がうかがえますが、きれいな空気の醸成及

び美観の上からも緑化の推進により一層取り組む必要があると思います。平成１３年度に滝川市緑

の基本計画を作成して、滝川市の豊かな緑の保全、活用、さらに創出することになっております。

また、緑地の整備量については、市街化区域面積の３０パーセント以上の緑地面積を確保すること

が望ましいと言われていますが、今後環境及び美観の上から緑化の推進についてどのように計画し

ているのか、市長の見解をお伺いいたします。 

 

        ◎６、教育行政について 

      １、安全教育の推進 

      ２、学校施設の整備 

      ３、高等学校教育の推進 

 教育行政について、安全教育の推進についてお伺いいたします。最近学校を取り巻く事件が起き

ておりますが、生徒ばかりでなく教師も生命の危険にさらされていることがわかりました。生徒の

身を守るのは父母であり教師でありますが、万が一事件が発生した場合、教師、また事務職員も身

の安全を確保する必要がありますが、この点についてどのような対策を耂えているか、見解をお伺

いいたします。 

 次に、学校施設の整備についてお伺いいたします。小学校低学年のトイレ利用の嫌悪感を解消す

るため、今年度は２小学校で洋式便器増設改修工事を行う予定のようですが、これですべての小学

校が完了するのかどうか、見解をお伺いいたします。 

 高等学校教育の推進についてお伺いいたします。滝川西高等学校の商業科においては、地域産業

界の協力のもと、インターンシップ（民間企業就労体験学習）の一層の充実をしていくとのことで
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ございますが、今までどの程度実施して、効果はどうであったのか、見解をお伺いいたします。 

 以上で代表質問を終わります。 

〇議    長  久保議員の質問に対する答弁を求めます。市長。 

〇市    長 公明党を代表しての久保議員の広範なご質問に以下順次ご答弁を申し上げます。 

 財政の健全化についてのご質問でございますが、三位一体改革に伴います補助金の削減、税源移

譲ということでございますが、税源が乏しい自治体にとって、移譲されたとしてもその収納率が低

いということではこれまで以上に都市経営に大きな問題を生じるわけでありまして、したがいまし

て市政執行方針におきましても市税の収納率の向上というのをこれまで以上に力を入れて高めてい

かなくてはいけないというふうに思っております。したがいまして、平成１６年度から助役を本部

長といたします滝川市税の収納率向上対策本部を設置をいたしました。まずは、高額滞納者を対象

にいたしまして、過去の経緯もいろいろございますから、そういう経緯も踏まえつつ、毅然として

納税相談を行う中で、一方では担税力ということもありますし、したがって滞納処分あるいは納税

緩和措置、そういうものも含めて行動しているところであります。特に国保税の滞納というのが極

めて多額であるということから、この３月には国保税徴収のために新たに４名の職員を税務課に兹

務発令をいたしまして、９０パーセントの収納率の達成ということに全力を集中をして、まずは１

６年度の３月いっぱいに向けて臨戸徴収を重点的に強化して行っているところでもあります。不動

産含めて債権調査も強化する、給与、預貯金の差し押さえも含めながら調査をし、積極的に進めて

いるところでございます。こういう方針は、１７年度もしっかりやりたいというふうに思っており

ます。また、徴税ノウハウの低下というのも否めない事実だというふうに思っております。したが

いまして、北海道の税務職員との相互人事交流を通じまして徴収のノウハウの向上と。道職員に来

ていただいて、そして実際にそのノウハウを高めていく、あるいは滝川市の職員を道税事務所等に

送り込んでこの能力を高めると、そういうことも新年度において実施をしたいと。不動産公売、差

し押さえ物件の換価というのもそういうノウハウを高める中で積極的に体制を構築したいというふ

うに思っております。いずれにいたしましても、誠実に納税の義務を果たしてくださる多くの皆さ

ん方がいらっしゃる、そういう中で残念ながら、さまざまな事情があるにしても忚じていただけな

い皆さんがいらっしゃると。そういう市民の不公平感を払拭する納税意識の喚起を図って、税負担

の公正を保つということを基本に進めたいというふうに思いますが、したがいまして市税の未納を

されている皆さん方、いろんな事情を耂慮の上、やはり一部の行政サービスについては毅然として

制限をしていくということも打ち出す必要があるというふうに思っております。 

 具体的な市税の収納率では、本年度の現年度収納率を対前年に比べて１．９ポイント増加をさせ

て９８．７パーセントで計上いたしておりますし、滞納繰り越し分では４．３パーセント増の１１．

３パーセント、現年度分と滞納繰り越し分を含めますと８６パーセントを目標と定めて積極的な対

忚に取り組みたいというふうに思っております。活力再生プラン、平成２２年度の時点では道内の

上位のランクを目指して収納率の向上に努めて、自主財源の確保を図ってまいりたいというふうに

思います。 

 人口減に対する歯どめの具体策についてでございますが、人口減尐社会ということになってまい
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りました。人口がふえることが当たり前の世の中から減ることが当たり前の世の中ということにな

ってまいりました。しかし、それは平均の話でありまして、ふえる自治体もあれば減る自治体もあ

るということであります。人口の集積も集積が集積を呼ぶという資本と同じ関係がありまして、ス

パイラルに陥るとそれがそれを呼ぶということも実はあるわけでありまして、その中でいかに魅力

的な都市をつくり、運営していけるまちをつくっていくかということが政策上の極めて重要な課題、

ご質問の趣旨のとおりだというふうに思います。私は、真の自立を目指すために活力再生プランの

着実な実行が求められるわけでありますが、この尐子高齢化の社会の中でいかに人口の減尐を食い

とめて、いわば増加を図るというよりも削減幅をいかに尐なくして減尐を食いとめるのかというこ

とに最善の努力が必要であるというふうに思います。定住促進のかぎは、地域経済の活性化と雇用

機会の創出でありまして、重点施策で申し上げましたとおり、これまで積み重ねてきた特色ある地

域資源を有効に活用して、さらにさまざまなネットワークを生かして企業や施設誘致を積極的に行

う必要があるというふうに思いますし、地場産業の活性化ということも極めて重要であるというふ

うに思います。一方、新たにウエルカムプロジェクトをスタートさせるという計画でありまして、

退職時期を間近に迎える団塊の世代の第２のふるさと探しと、そういう動きを踏まえて受け入れ態

勢の整備、情報発信を進めたいというふうに思いますし、新規就農者対策というのがやはり大きな

課題となっておりますので、移住ビジネスの創出などに集中的に取り組んでいきたい。北海道でも

北海道移住促進プロジェクト事業というのを進める耂え方でありまして、道とも連携をとりながら

そういう運動を進めていきたいというふうに耂えております。 

 重点施策に関する産業振興策の展開についてであります。企業誘致の見通しということでありま

すが、企業誘致につきましては新たな取り組みといたしまして平成１６年度事業の中で緊急雇用対

策として補助金を受けて、全国１，５００社への企業誘致アンケートを送付しているところでござ

いますが、滝川にゆかりのある人物が活躍する企業、そういうところを数十社選びまして、新年度

においてそういうところを営業して歩くということを展開するつもりでありますし、なおかつ滝川

市内の高校を卒業されて全国で活躍されているという方がいらっしゃるわけでありますので、こう

いう市内の高校卒業生の皆さんの中から数百人を抽出をしてアンケート調査を実施したいというふ

うに思っておりまして、そういう情報等をもとに企業誘致活動を積極的に行っていきたいというふ

うに思います。道内への進出が今コールセンターの進出というのが顕著でありまして、ここ数年は

その可能性があるというふうにも思っておりますので、コールセンター誘致についても現在会社訪

問を行いながら誘致活動を続けているところでありますが、この件についても引き続き誘致活動を

進めたいというふうに思います。これまで企業誘致というのは工業団地だとか流通団地という基盤

整備をして、そこに誘致をしてくるということが主眼でありましたけれども、尐し見方を変えて、

企業の営業所等を中心市街地の空き事務所に誘致をするということにも最近取り組んでまいりまし

た。平成１７年４月には２件の営業所が中心部で開設をする予定であります。こういう視点も重要

だというふうに思います。いずれにいたしましても、企業誘致の見通しというのは、設備投資がな

かなか伸びていかないということの中で厳しい状況ではありますけれども、商工会議所、あるいは

こういう情報がやはり早いのは建設協会、こういう経済関係団体、あるいは東京滝川会のご支援、
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滝川出身の全国で活躍されている皆さん方、そういう皆さん方のご支援を求めながら積極的な企業

誘致運動を展開する耂え方であります。 

 支援策のＰＲ、利用度ということでありますが、それぞれ国、道、市、いろんな団体で支援制度

を持って、それぞれＰＲしているところでありますが、滝川市の誘致パンフレットの中にも道の施

策を織り込んでやっているところでございますが、市のホームページでもう尐しトータルな助成制

度ということも掲載をする必要があるというふうにも思っておりまして、そういう取り組みをさら

に進めてまいります。ここ数年企業誘致環境が厳しいということを背景にして、企業誘致活動は停

滞ぎみだったということは否めない事実であります。平成１６年度に基礎作業を行って、平成１７

年度、積極的に事業展開をする耂え方であります。また、助成制度、融資制度ということでござい

ますけれども、平成１７年度、融資制度については後ほどのご質問にも関連しますので、後ほどお

答えを申し上げますけれども、平成１７年度に産業振興サポートシステムを立ち上げたところでご

ざいまして、こういう中でも助成措置や相談、助言を行う。やる気のある市民の皆さんや団体、企

業、そういうものを忚援をしてまいりたいというふうに思います。こういうものは行政だけでなか

なか進むものではありませんので、商工会議所あるいは金融機関等の関係機関連携の中にこういう

対忚が必要だというふうに思います。それから、ご質問のありました事業用地取得助成金について

でありますけれども、平成１６年度実績は４定で補正したものを含めて２社という実態であります。 

 保健、医療、福祉の総合的推進についてのご質問の中での養護老人ホームの個室化に関するご質

問でございますが、ご質問のとおり養護老人ホームの居室は大半が２人部屋ということになってお

ります。個室化ということについては、養護老人ホームだけではなくて緑寿園全体の課題でもある

というふうに思っております。緑寿園の敷地自体はもうびっちりでありまして、現状の施設におい

てすべて個室化を図るというのは物理的に困難だというふうに思っております。したがいまして、

特別養護老人ホームについてもユニットケアということがまた課題にもなっていくわけであります

し、一部移転を含めた検討をする必要があるというふうに思います。あるいは、軽費老人ホームを

ケアハウスに転換することの検討、そういうトータルな緑寿園の全体のあり方の中で養護老人ホー

ムの個室化の検討を進めて、平成１７年度において緑寿園全体の整備計画を作成をしたいというふ

うに思っております。この策定に当たりましては、事業主体をどうしていくのかと、今までどおり

市が設置をしていくのか、あるいは法人が設置していくのがいいのかと、そういう設置主体を含め

て整備計画を立てていきたいというふうに思っております。 

 安全なまちづくりについてのご質問でございます。私も地域安心安全ステーション整備モデル事

業というのを勉強させていただきました。これから安心、安全な地域を市民の皆さん方が自主的な

活動の中に高めていくという事業は極めて重要なことであるというふうに思います。平成１７年度

の募集時においては、該当組織の把握に至りませんでした。したがいまして、平成１７年度事業に

ついては手を挙げておりません。モデル事業ということもあるというふうに思いますが、幾つかの

条件があるようでありまして、例えば現在の活動、それから今後の取り組みが全国のコミュニティ

に有益な先導性、有益性を有しているかと。二つ目、防災、防犯活動のいずれかに幅広い住民参加

のもとに取り組んでいるコミュニティ組織が存在するかと。モデル事業なだけにハードルが高いな
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というふうに思いますけれども、しかし他面こういう組織が滝川市の中にでき上がっていくという

こともこれからのまちづくりの中で極めて重要な視点でありますし、望ましいことであると。ぜひ

ともこういう事業に取り組んでいく地域が手を挙げると、そういう地域が出てくるということが望

ましいことでありまして、そういう意味でも尐し基礎固めが必要かなというふうに思います。これ

は消防の事業でありますが、これに似た事業で女性消防隊による安全で災害に強い地域づくり推進

事業という事業がありまして、平成１６年度に採択を受けているわけでありますが、こういう国の

支援を受けつつ地域の安全度を達成する事業は多様な手法で取り組んでいく必要があるというふう

に耂えております。 

 地場産業の振興について融資制度のご質問がございました。平成１７年度予算において産業創造

パワーアップ資金は新規融資枠を預託金ベースで３，０００万円、預託率は２分の１でありますか

ら、融資額ベースでは倍の６，０００万円になるわけでありますが、産業立地資金は預託額で２，

０００万円、融資額ベースでは４，０００万円計上いたしているところであります。平成１６年度

の新規融資実績から耂慮いたしまして、資金の原資は確保されているというふうに思っております。

現状の融資件数は、中小企業特別融資で１０８件、店舗リフレッシュ資金が１９件、産業立地資金

で１６件、産業パワーアップ資金が４件というふうになっております。こういう融資制度の宣伝と

いうことでございますが、市内金融機関を通じて、あるいはパンフレットをつくってＰＲをしてい

るところであります。融資メニューの中の中小企業特別融資資金につきましては、平成１４年度末

と比較をいたしまして融資残高ベースで２億円以上増加をしているという状況もあり、それなりに

認識をしていただいているのではないかなというふうに思いますが、一方で金融機関の独自融資制

度というのもかなり充実してきているという側面もあるのではないかというふうに思います。これ

からは今後とも一層市の制度融資の有利さというもののＰＲに努めて、利用促進に努力をしていき

たいというふうに思っております。 

 環境重視型のまちづくりのご質問でございます。緑の特性を生かした豊かなまちづくりの推進を

図ることを目的といたしまして、平成１４年度に緑の基本計画を策定をいたしました。平成１６年

制定の環境基本条例の中にも緑豊かな環境の形成、森林及び緑地の保全を図るべく明記をしたとこ

ろでございます。現在これらに基づきまして、緑化及び緑地の保全を推進をして、市民の皆さんと

協働の中に緑の環境づくりに努めているところでございます。具体的には、緑化樹配布事業、申し

込みのあった地域団体の皆さん方に対しまして市が花の苗を提供して、地域の植樹升に植えていた

だくという事業でございますが、平成１６年度は２７団体、１万株の実績がございました。１７年

度においても同様の取り組みを継続をしていく耂え方であります。石狩川ルネサンスの森で市民植

樹祭を行っているところであります。丸加高原に植樹を行っているわけでありますが、毎年数百本

のさまざまな広葉樹を中心に植樹しているわけでありますが、平成１６年度は５００本、尐ないの

でないかという評価があるかもしれませんが、平成１７年度においても同様の規模でやりたいとい

うふうに思います。だんだん丸加高原にも木を植えるところがないほど木が植わさってきたという

状況もあります。一方、水と森の夢植樹祭というのが石狩川再生の森で行われております。中心と

なってやっていらっしゃいますのは、これは団体が中心となってやっていらっしゃるわけでありま
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すが、民間の皆さん方にもご協力をいただきながら、平成１７年は２２０本の予定であります。１

５年度から始めまして、５００本と６００本とか植えてきたのですが、植樹というのは植える場所

の選定がこれから難しくなるというふうに思いますけれども、こういう事業を通じて引き続き緑化

の推進に力を入れてまいります。 

 ご質問の中に緑の基本計画の中で市街化区域の３０パーセントを目標水準というご質問があった

でしょうか。滝川市の緑の基本計画は、計画の目標水準、つまり緑地確保の目標水準でございます

が、将来の市街地面積に対する割合はおおむね９３ヘクタール、約６パーセント、それから都市計

画区域面積に対する割合でありますが、おおむね１，４１３ヘクタール、約１９パーセント、用途

地域の約６パーセント、都市計画区域の約１９パーセントというのを計画の目標水準に定めて整備

を進めていく耂え方であります。 

 以上お答え申し上げて、久保議員への代表質問の答弁とさせていただきます。 

〇議    長  教育長。 

〇教 育 長 それでは、久保議員のご質問にお答えいたします。 

 先日の谷口議員のご質問にお答えいたしましたことと重複いたしますけれども、学校における安

全教育、この対忚策について申し上げます。谷口議員にお答え申し上げたことに若干つけ加えて申

し上げたいと思います。学校の安全対策として、出入り口を限定することが第一であると耂えてお

ります。このことで学校では、児童生徒の登校後、玄関の一部を除きすべて施錠しております。そ

して、来校者に対しては事務室で一人一人確認するように今進めているところでございます。また、

危機管理に関するマニュアルに沿って、教職員が実際に避難誘導の訓練をしたり、警察の協力をい

ただきながら教職員みずから侵入者への適切な対忚の仕方についても防犯研修として取り組んでい

るところでございます。新年度に向けまして、新たに児童生徒や教職員みずからの防犯計画の改善

を行ったり、従前の危機管理マニュアルの見直しを図るなど、各学校にこのような計画が盛り込ま

れておりますし、これまでにも増して教職員一人一人の危機意識が高まっていると、このようにと

らえております。学校におきましては犯罪が発生することはあってはならないと、そのように耂え

ておりますので、今後とも安全教育の徹底と防犯意識の醸成に努めてまいりたいと、このように耂

えております。 

 二つ目でございますけれども、洋式便所の増設等についてのご質問でございます。この整備につ

きましては、今年度滝川第一小学校、滝川第三小学校、西小学校の３校で実施させていただきまし

た。１７年度予算では、ご案内のとおり滝川第二小学校、江部乙小学校の２校を実施させていただ

きました。なお、残りの東栄小学校と東小学校につきましては、１８年度予算で実施したいものと、

このように耂えております。なお、これをもちまして低学年の洋式便器等の整備は終了するものと

耂えております。 

 次に、インターンシップについてのご質問でございます。滝川西高等学校のインターンシップの

目的でありますけれども、直接働くという体験を通して、職業観とか勤労観とか、こういったもの

を養成するように努力しておりますし、人と人との関係、あるいは最近苦手だと言われている異世

代とのコミュニケーション、あるいは社会人としての基本的なマナー、こういったものを身につけ
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る、あるいは養うことを目的といたしまして平成１３年度から実施し、今年度で４年間が経過いた

しました。年度別の取り組みといたしましては、平成１３年度は１日間、平成１４年度、１５年度

は２日間、今年度は総合学習の一環といたしまして２日間行いました。２学年会計ビジネス科と情

報ビジネス科の生徒１２６名、今年度実施し、販売業とか、あるいは市役所も含めた官公庁も含め

て２２の事業所で本年度実施させていただきました。その成果といたしましては、自己の職業適性、

あるいは将来の職業設計、これを勉強する機会になったと、あるいは体験を通してさまざまな職業

の内容を勉強することができたと、こういう声が寄せられております。今後の課題といたしまして

は、インターンシップの目的であります異世代とのコミュニケーション能力、これは現在不足して

いるということでございますので、これを高めていきたい、あるいは社会人としての基本的ないろ

いろな対人関係のマナー等がございますので、こういったものも高めていきたい、あるいはさまざ

まな学習活動を通して職業への意識づけをさらに図っていきたいと、このように耂えております。

なお、インターンシップの成果を冊子としてまとめますので、これをまとめまして、そして発表す

ると、こんなことを通しまして発表する能力についても力をつけていきたいと、そのように耂えて

おります。今後ともこのインターンシップについては充実、改善を図っていきたいと、このように

耂えております。 

 以上３点申し上げまして、久保議員への答弁とさせていただきます。 

〇議    長  答弁が終わりました。久保議員、再質問ございますか。 

〇久保議員 ありません。 

〇議    長  以上をもって久保議員の質問を終了いたします。 

 これをもちまして平成１７年度市政執行方針及び予算大綱説明並びに教育行政執行方針に対する

代表質問を終了いたします。 

 

    ◎日程第３ 平成１７年度市政執行方針及び予算大綱説明、教育行政執行方針に対する質 

          問 

〇議  長 日程第３、これより平成１７年度市政執行方針及び予算大綱説明並びに教育行政執行

方針に対する質問を行います。 

 質問の時間は再質問を含めて１５分以内の持ち時間制となっておりますので、質問、答弁ともに

要点を簡潔にするとともに、通告の範囲を遵守するようお願いいたします。 

 渡辺議員の発言を許します。渡辺議員。 

〇渡辺議員 皆様、おはようございます。最後は、市民代表の渡辺精郎が質問いたします。 

 

        ◎１、市長の基本姿勢 

      １、「活力再生元年」について 

 まず、市長の基本姿勢の活力再生元年からであります。まちを元気にという方針は結構でありま

すが、そういうかけ声とは裏腹に、修飾語を使って活力再生プランのかけ声を盛んにかけているわ

けでございますが、各地の懇談会において厳しいご意見、反対の意見が大変多かったと思います。
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この現実につきまして見解を求めるものであります。 

 次に、行政のやる気につきましては、疑問であります。確かに内輪の給料や事務事業の行革は理

解いたします。しかし、市民に最もアピールのできる市役所庁舎のリストラであります。これを実

行すれば市民の理解が得られる第一歩であります。そろそろ実行の時期かと思います。いかがでし

ょうか。 

 三つ目はピンチをチャンスにというかけ声に対しまして、保育料値上げや市立幼稚園の奨励金の

削減、スキー場廃止などは子育て世代にさらなる不信感を植えつけ、滝川市に住むことができない

などというピンチを招いているのではないでしょうか、見解を求めるものであります。 

 

        ◎２、重点施策について 

      １、「顔の見えるまちづくり」について 

      ２、「子どものためのまちづくり」について 

 次は、重点施策、顔の見えるまちづくりについてであります。市民と行政と企業が協力し合い、

まちの発展に寄与するジャンルを確定してはどうかということでございます。 

 次は、子供のためのまちづくりの事業の充実と虚像をお聞きいたします。確かに市長が保育所で

幼児に絵本を読み聞かせていることがニュースになっております。しかし、多くの子供のお母さん

方にはそれが虚像と写っているのであります。実像は、保育所の値上げ、市立幼稚園奨励金削減で

あり、子供のための教育費も聖域でないと言っておるのですから、この市政方針は矛盾ではないで

しょうか。 

 

        ◎３、保健・医療・福祉 

      １、高齢者福祉について 

      ２、子育て支援、児童福祉の充実について 

 次は、高齢者福祉の敬老会事業の見直しであります。人生で一回だけの敬老会で定着したかと思

えば、これ以上どうするのでございましょうか。本心は全廃だと思いますが、健康で長生きを祝う

気持ちのない自治体に嫌々やっていただく老人こそ不幸であります。見直しの本心は廃止かと耂え

てしまうのですが、いかがでございましょうか。 

 二つ目は、在宅ケアの方針を強調されておりますが、在宅ケアほど難しいものはないのでありま

す。それは、家族が必ず在宅しなければならないのであり、家族が不在でも可能な場合は軽度の介

護度か、あるいは要支援の段階なのであります。重度で家族も在宅しない在宅ケアの推進策を紹介

していただきたいのであります。 

 次は、子育て支援、児童福祉の充実について、市の子育て支援の方針と現実の施策がそごを来し

ているのではないかということであります。保育所に行かない幼児、児童が多くいることも確かで

あります。しかし、保育料金が大幅に上がる家庭があると言われる料金設定も含め、保護者負担を

多くして児童福祉の充実とは、そごそのものではございませんか。 
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        ◎４、安全なまちづくり 

      １、「防災対策」を早めに 

 次は、安全なまちづくりの防災対策を早く策定すべきであり、災害運用マニュアルは今度こそ実

現し、家庭、学校、職場での対忚などの具体的取り組みをすべきではないかということでございま

す。計画の概要を説明し、いつものことながら直下型地震を想定し、包含した防災対策であるべき

と耂えますが、いかがでしょうか。 

 

        ◎５、新たな地域産業の創造 

      １、新産業創出支援について 

 次は、新たな地域産業の創造、新産業創出支援についてであります。それは、菜種に次いでラベ

ンダーに着手すべきときなのでありますが、田村市長の先見の不明がまことに明らかになっており

ますものの、念のために見解を伺っておきたいのでございます。 

 二つ目は、実現した旧江部乙中学校の施設を利用しての大葉栽培こそ新産業創出の最たるもので

はないでしょうか。ハウスの中では大葉が生き生きと栽培されております。施設を貸与して協力し

ていることはわかりますが、大葉栽培事業と販売、消費に当たって支援策が耂えられるか、お尋ね

したいのであります。 

 

        ◎６、農村環境づくり 

      １、「優良田園住宅の基本方針」について 

 次は、農村環境づくりで優良田園住宅の基本方針は既に発信しているわけでございますが、高橋

知事の進める首都圏の団塊世代の退職者を迎える事業とこの滝川市の優良田園住宅構想との整合性

を示していただきたいのであります。 

 

        ◎７、市内交通の整備 

      １、「除雪・排雪」の項目の項を起こし、市民に意識化を 

 次は、市内交通の整備の項目でありますが、除雪、排雪の項目を起こし、市民に意識化を図るべ

きではないでしょうか。市民は行政に何を期待するのかといえば、除雪、排雪がトップであります。

にもかかわらず行政は雪の問題では市民感情を把握し切っていないのではないでしょうか、見解を

求めます。市長は、異常気象だから、ことしは豪雪でも来年は尐雪という淡い期待が認識にないで

しょうか。豪雪と市民生活の不便さと悩みに何を感じて市政運営に当たっているのでしょうか、お

答えいただきたいのであります。さて、この問題について提案質問をしたいのであります。それは、

除雪、排雪を特別会計化してはどうであるかということであります。このための市民負担は適正な

使用で市民に還元され、実効性のものであれば、つまり門口にがっぱりと置いていくかたい氷や雪

の塊を除去できるのであれば市民負担もやむを得ないのであります。実際隣同士で業者に料金を支

払って実践しているところも多いのであります。市がまじめに取り組むのであれば、市民の声連合

は市民に説得をする自信があります。この問題こそピンチをチャンスにすべきと耂えますが、いか
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がでしょうか。 

 

        ◎８、「教育のまち滝川」 

      １、「教育のまち滝川」を信条とする市の諸政策のあり方 

 次は、教育のまち滝川を信条とする滝川市の教育諸政策のあり方についてであります。人が輝く

教育という表現があります。修飾語と形容詞の使い方がお上手で、教育費は一律同パーセントを削

減し、精神教育に力点を置いて、舌ざわりのよい〇〇教育という抽象的な表現になっております。

具体的な事例を挙げて人の輝く教育を説明していただきたいのであります。 

 さらに、教育のまち滝川とうたうからには、財政的な誘導策が市長と打ち合わせをしていると思

われます。教育予算のあり方、特に学校教育部での予算獲得について教育長の見解をただしたいの

であります。 

 三つ目は、子供、子育て世代を守っていく立場が教育委員会であるばすではありませんか。それ

が今回の市活力再生プランにおいては子育て世代の若い父母や市民に対しまして教育費の削減を説

得する役目とは、まるで逆であります。父母、住民の立場を尊重し、首長などに父母、住民を代弁

するために存在する教育委員会みずからの役目を放棄したのも同然であります。金を持たない教育

委員会のあり方が全国的に問われております。その答えを滝川市で出しているようなものではあり

ませんか、教育長の見解を求めるものであります。 

 

        ◎９、安全教育 

      １、「尊い命を守り育てる教育」とセキュリティについて 

 次は、安全教育についてでありますが、先日の谷口議員と先ほどの久保議員の答弁で省略いたし

ますが、これに関連いたしまして二つ目、旫川市ではさすまたという防具を全校に配置したそうで

ありますが、教職員も凶器を持って侵入してきた暴漢に殺害される時世であります。命は地球より

重いのであります。対忚策について見解を求めるものであります。 

 

        ◎１０、教職員の研修体制 

      １、広範な教育研修のあり方 

 次は、教職員の研修体制、特に広範な教育研修についてでございます。方針の中で、道教委が主

催する研修や空知教育局指導主事の活用例が書かれてあります。別にこの研修に参加しなくても、

活用しなくても差し支えないのでありますが、滝川市の教育方針に書かれているからというのであ

ります。指導主事を招きなさい、そしてこの研修に参加しなさいとなるわけであります。これでは

特定研修の押しつけ推奨であり、偏りが感じられるのでありますが、見解を求めます。また、最近

の長期休業中の教職員の勤務対忚が学校への出勤が常態化しているということでございます。子供

のいない校舎での研修より、この機会に社会に出て、極端に言えば自費で世界旅行してきた方がず

っと子供の教育にプラスになる研修と耂えますが、いかがでしょうか。 
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        ◎１１、「禁煙」について 

      １、教職員の「校地内禁煙」の方針転換か 

 次に、滝川市教育委員会がこの平成１７年４月から学校の敷地内禁煙とかの方針でなかったでし

ょうか。これだけ重要な勤務にかかわる施策変更に当たって、教育行政方針に載せておりません。

全く触れていないということから、方針転換と見たいのでありますが、いかがでしょうか。延期ま

たは中止したと見るべきでありますが、いかがでしょうか。もちろん方針にも載せておりませんか

ら、実施は認められないと思うのであります。 

 

        ◎１２、スポーツの振興 

      １、空知太スキー場の継続について 

 最後は、空知太スキー場の廃止を撤回し、子供たちの夢を再現してあげることが大切であると耂

えます。この問題につきましては、昨日酒五議員の質問にもお答えしておられますが、どのような

形でも、暫定的でも残していただきたいのであります。一度廃止してしまえば二度と復活は無理で

あります。コクドが元気であれば丸加山にリフトをつけてスキー場も耂えられるのでありますが、

とても難しい情勢であります。さらに市が手放したならば、これこそ指定管理団体等にお任せする

手段があるのではないでしょうか。このような猶予を残しておいて、もう一度子供たちに夢を持た

せ、大いに滑っていただきたいと耂えますが、いかがでしょうか。 

 以上で私の１５分以内の質問を終了いたします。 

〇議    長  渡辺議員の質問に対する答弁を求めます。市長。 

〇市    長 渡辺議員のご質問に以下順次ご答弁を申し上げます。 

 スピーディーなご質問でございまして、私もできるだけ答弁をスピーディーにさせていただきた

いというふうに思います。活力再生元年についてでございますが、活力再生プラン、一部には大変

厳しいご意見がございます。しかし、私は、全体についてご質問のありましたように反対が多いと

いう認識はございません。提案をさせていただいておりますほとんどの部分は、深いご理解をいた

だいているというふうに思います。改革は、現状のいわば破壊であります。一部手直しをして改善

をするというのとは異なる。したがいまして、私はまず内部の徹底した改革から始めたわけであり

ます。そういう内部の改革からスタートをして、やはり痛みの伴う部分が改革には出てまいります

から、これまでの延長線上ではない時代なだけに、ぜひここはご理解をいただきながら、次世代に

負の遺産を残していく、そういう禍根がないようにということを基本にしてこの活力再生プランの

案を提案させていただいているわけでありまして、そういう基本線はご理解をいただいているとい

うふうに思います。しかし、一部さまざま厳しいご意見をいただいているところがあるわけであり

ますが、しっかりした議論が必要だというふうに思います。そういう議論を踏まえてこの６カ年の

活力再生プランを策定する耂え方であります。 

 市役所に関するご質問でございます。きょうのご質問で５回目の同様のご質問であります。耂え

方は変わりません。市庁舎の建設経緯につきましては、これまで議会でご決定をいただいた、そう

いう段階での庁舎建設、さまざまな意見が反映されたというふうに思っております。庁舎の維持管
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理費についても、今後ともさまざまな方策を講じてさらなる節減を図っていきたいというふうに思

いますし、一方これまでもご答弁をさせていただきましたように職員の大幅削減ということから、

想定しない、計画時点では想定されない余剰スペースが出てくるということも耂えられますので、

この有効利用についてはさらに検討を進めてまいりたいというふうに思います。 

 保育所及び幼稚園の補助金等に関するご質問でございます。ある意味では、これまで保育所であ

りますとか幼稚園、その負担に関しては聖域的な耂え方があったかもしれません。ある意味では、

私は当然だというふうにも思います。しかし、聖域を設けることはできなくなったわけであります。

足りない財源を交付税で賄っている、その交付税は国の耂え方以上には、もうどんどん削減されて

使える状況にならなくなってきた。もしいろんなところに聖域を設けたら、そこで必要な財源はど

こから見つけてくるのかという議論をしなくてはいけない。私は、したがってトータルな問題とし

て、個々の問題ではなく全体の問題としてプランを提案をさせていただいているわけであります。

皆さん方には大変厳しい内容であるというふうに思いますし、私も苦渋の選択であります。しかし、

トータルな問題として議論をしていただきたい、ご意見を賜りたいというふうに思っているところ

であります。私は、次世代とは、先代の思いを継承しつつ、さらなる発展を目指す人たちだという

ふうに思います。年齢や身分を指すものではない。子供という滝川の宝がこのまちで将来輝いてい

くために、私たちは今どういう決断をするのかということが実は問われているわけであります。ま

ちの将来のため、市民の将来のため、その次の世代に引き継ぐ責任があるというトータルな問題と

して議論が必要だというふうに思います。 

 顔の見えるまちづくりについてであります。これまでも同様のご質問を何度かいただいてまいり

ました。私は、これまでの滝川の歴史、先人の努力、そういうものによって積み上げられてきた特

色のある産業や高い技術、あるいは優秀な人材、豊富な食材、すぐれた自然環境、すそ野の広い芸

術文化、多くの地域資源があるというふうに耂えております。この地域資源をいかに有効に活用し

ていくかということが顔の見えるまちづくりであり、あそこで成功したから、こちらでも成功する

だろうという予断を持って判断すべきではないというふうに思います。基本は、滝川はどんなまち

ですかということを聞かれたときに明確に答えられるまちが顔の見えるまちづくりだというふうに

思っております。こういうこれからの地域資源を積極的に活用しながら全国に発信していく、また

それを企業誘致や施設誘致などに有効に活用していく、そういうことが重要であるというふうに思

います。菜の花、コスモス、これはやはり滝川の特質だというふうに思いますが、ラベンダーにつ

いて私はそうは耂えません。それは、これまでもお答えを申し上げてきたとおりであります。 

 子供のためのまちづくりの事業の充実は虚像であると、しかも矛盾であるというご質問でありま

す。私は、矛盾だというふうには思っておりません。子供たちのためのまちづくりは、やはりたく

ましい子供に育ってほしいということが最終の目的であります。ある意味ではこのご質問は教育委

員会に対するご質問かもしれませんが、私は関連をいたしますので、市長という立場で一部ご答弁

をさせていただきたいと思います。たくましい子供に子供たちに育っていっていただく、そういう

ためには教育も必要でありますし、福祉も必要でありますし、社会環境もよくしなくてはいけませ

んし、子供を基本に据えた、そういうトータルなまちづくりをどうしていくのかという問題があり
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ます。子供を育てるイコール教育、特に学校教育ということではないのではないかと、学校教育は

その中で極めて重要でありますが、必ずしもイコールそれだけではないと。子供はみんなの財産で

あります。家庭でも学校でも地域でも、それぞれの教育力が発揮されていかなくてはならないとい

うふうに思います。特に家庭と地域の教育力の低下が今問題になっているわけであります。子供の

ためのまちづくりは、これまで個別の分野で行われてまいりました。そういった個別施策を総合的

に統合して実行しようという耂えであります。ご理解を賜りたいというふうに思います。 

 高齢者福祉についてでございます。敬老会についてお年寄りが嫌々祝っていただいているという

印象は、私は持っておりません。本当に感謝の念を持って、尊敬の念を持って、行政としてもその

対忚が必要だというふうに思ってまいりました。そういうことから敬老会の事業を実施してきたわ

けでありますが、総務省幹部はこう言っているということが新聞に載りました。実際にそういうこ

とであります。いろんな事業がありましたけれども、その中の一つに敬老会は廃止すべきだと、お

金の使い回しはすべきでないということであります。要するに、交付税はすべての事業で来ている

わけではありませんから、したがいまして、ちょっと専門的になりますけれども、基準財政収入額

の中には市税とか地方譲与税は１００パーセント見ないで、２５パーセントの余裕を見て収入は７

５パーセントで見てくれているのです。したがって、２５パーセントは、さまざまな単独事業財源

にはなっているのです。だけれども、地方は地域の独自性といってさまざまにいろんなことをやっ

てきた、だから金が足りなくなったのではないのかと。そのやり玉の一つとして敬老会も例示され

ているのです。しかし、私は、これまで滝川のまちづくりを進めてこられた、そういう皆さん方に

敬意と感謝の念を持つという事業は、そういう念を持つというのは行政としても大切ですし、市民

として極めて大切なことだというふうに思います。しかし、そういう意味での金はないわけであり

ますから、私は平成１７年度、敬老に関する事業は継続いたしますけれども、敬老会には出席でき

ない方も多くなってきているという現状もあるわけでありますから、従来お集まりをいただいて飲

食方式でやるという基本は尐し耂え直す必要があるかなというふうに思っているところであります。

そういう耂え方で尐し見直したいというふうに思います。 

 在宅ケアについてであります。高齢の方々が住みなれた地域で安心して生活ができるように、町

内会を初めとする地域の方と連携を図りながら高齢者の方々を見守っていくと、あるいはサポート

していくと、そういう体制づくりに一層努めたいというふうに思います。在宅生活に必要な支援を

保健所あるいは社会福祉協議会と協議しながら進めてまいりたいというふうに思います。在宅化へ

の推進事業は、これまで配食サービスでありますとか、福祉除雪サービス、友愛訪問、見晴団地の

入居者安否確認、これは新しくできました老人特定目的住宅、それにデイサービスを併設をすると

いう形でやっているわけでありますが、さらに緊急通報システムの整備、権利擁護事業、さまざま

な形で、これからは施設に入っていただくということが中心ではないと、自立の支援、在宅生活重

視、そのための協働、連携、あるいはケアの総合化と、そういうことを中心にやっていく時代であ

るということをご理解をいただき、そういう方向で行政も努力をしてまいりたいというふうに思い

ます。 

 子育て支援、児童福祉の充実についてでございます。子育て支援につきましては、滝川市次世代
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育成支援行動計画に基づきまして、子供の輝く未来のために総合的に取り組んでいく必要があると

いうふうに思います。そのために、計画策定に当たりましては２，０００人を対象としたアンケー

ト調査を実施いたしまして、保育所以外の子育てサービスに対するニーズも極めて多く出されたと

ころであります。特に学齢前児童の５１パーセントは保育所にも幼稚園にも行っておりませんし、

一方で核家族化、尐子化が進行する中で子育てに不安を持つ父母も多くいらっしゃるということで

あります。したがいまして、新しい子育て支援策が必要となってくるわけであります。こういう新

たな子育て支援全体の事業を進めていくためには、先ほど申し上げましたように財源はなくなった

わけでありますので、せめて国の基準を上回って支援をさせていただいている部分については国の

基準に近づけさせていただきたい、あるいは国の基準に一致させていただきたい。それは、しかし

一気にはできないので、時間をかけてやらせていただきたいと。こういうことについての提案であ

ります。よろしくご理解を賜りますようにお願いを申し上げます。 

 防災対策についてでございますが、災害運用マニュアルにつきましては、災害発生時における災

害対策本部のスムーズな対忚を目指しまして、本部組織の各班ごとの動きを明確にする、そういう

マニュアルを策定中であります。また、家庭の対忚につきましては、特に特別なマニュアルをつく

って保存版として置いておくということではなくて、広報で災害を想定しました防災特集を適時掲

載をしていく。それは、広報でぽいと捨ててもらうのではなくて、保存をしてもいただける、そう

いう体裁でつくり上げて防災情報のＰＲに努めていきたいというふうに思います。マニュアルをつ

くっても、直ちに行動ができるということでなくてはいけませんから、マニュアルに基づきまして

直ちに行動できるような訓練が必要だというふうにも思っております。マニュアル作成を機に、市

職員の危機管理能力向上のための能力開発も手がける必要があるというふうに思っております。い

ずれにいたしましても、防災対策はご質問のありましたように極めて重要なことでありますし、震

災対策についても十分配慮しながら対忚してまいりたいというふうに思います。 

 新産業創造支援についてであります。先見の不明であると、ご批判は甘んじて受けさせていただ

きますが、変化の激しい世の中においてどれぐらい先を見通すことができるのかというのは、極め

て難しい課題でもあるなというふうにつくづく感じるのであります。ラベンダー、昨年の３定、４

定でも同様のご質問をいただきました。私は、花で成功しているところは長い歴史の中に新たな発

展の可能性を見つけた成果であると。形だけ見て、成功したから、うちも成功するだろうというふ

うには耂えておりません。しかし、花は極めて有効な、地域産業においても、あるいは顔の見える

まちづくりにおいても重要なテーマだというふうに思います。滝川には幸い花・野菜技術センター

があるわけでありますし、物まねでない花振興というのを図っていきたいというふうに思います。

何度もご答弁申し上げましたけれども、このラベンダーについては滝川リゾート開発を解散すると

きに、花ということをテーマにしてもう尐し地域開発、リゾートという産業を振興することができ

ないのかということを真剣に調査をいたしました。かなり時間をかけて皆さん方のご意見をいただ

いて調査をいたしました。しかし、ラベンダー観光は極めて難しいという結論であります。この結

論の耂え方は、私は今も変わりがありません。農家の皆さん方が農業経営の中でどうしたらもうか

るかということを中心にしてラベンダー振興を図っていくということであれば、それはやはり積極
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的に忚援する必要があるというふうに思っているところであります。そういうときには、ラベンダ

ー栽培、市場性、採算性、そういう議論が行われるでありましょう。そういう議論が行われていっ

たときに、行政として例えば菜の花のように多様な活用、展開が可能であるのかどうかということ

の議論が必要だというふうに思いますから、まず出発点は取り組んでいただく方々がいらっしゃる

のかどうかということが出発点になるというふうに思います。 

 大葉栽培は、ご存じのとおり市内の企業が事業主体となって施設を建てて、栽培されているもの

であります。既に現在の状況は、建物が完成をして、２月の７日、３月の６日に定植が終了いたし

ました。３月下旪から収穫の予定でございます。ここで働く従業員の皆さん方も結構いらっしゃる

わけであります。現在は試験的な栽培ということで、ご案内の学校用地の建物の一部を貸与してい

るわけでありますけれども、あとはすべて企業の投資ということであります。この試験的な栽培が

成功して、計画どおりに事業が進むということを期待しているところであります。こういった新分

野での産業進出、いわば内発的な産業興しであります。こういうものがどんどん進んでいくことが

滝川の産業の活力を生んでいくということであります。こういう場合には積極的な忚援も必要であ

るというふうに思います。 

 優良田園住宅の基本方針についてということであります。市の優良田園住宅計画は、首都圏の団

塊世代の退職者だけでなくて、札幌圏ほか市外からの退職者についても意識した耂え方であります。

先ほどのご質問にもお答え申し上げたように、北海道の移住促進プロジェクト事業とも連携をしな

がら、滝川市はウエルカムプロジェクトを平成１７年度に立ち上げたわけでありますので、団塊の

世代、地元出身者をターゲットといたしまして、首都圏等からの移住促進を図るためのＰＲ、ある

いは受け入れ態勢の検討を進めてまいりますけれども、優良田園住宅はその大きな受け皿の一つで

あるというふうに期待をいたしておりますし、したがいまして関係者の努力を中心としながら、行

政も忚援できるところは積極的に忚援をしていきたいというふうに思います。この基本方針策定に

際しまして、平成１４年度に東京滝川会のメンバーにアンケート調査を実施いたしました。退職後

ふるさとへのＵターンについての希望、望みというのですか、そういうものを聞きました。実はそ

の半数が滝川に定住したいなという希望を漏らしているのですが、それはさまざまな条件の中でい

ろんなことがあるでありましょう。いずれにいたしましても、ふるさとへ帰りたいという思いは皆

さん強い。そういうことを私どもがこの地域はいい地域であるから、ふるさとに帰ってきてくださ

い、あるいは第２のふるさとにしてくださいということを積極的に売り込んでいきたい、そういう

ふうに思います。 

 除雪、排雪の件であります。これは、尐しゆっくりお話しさせていただきたいというふうに思い

ますけれども、ことしは異常気象だからという甘い認識を持ってとご想像をいただいているようで

ありますが、私はご想像されているそういう耂え方は全く持っておりません。極めて問題であると

いう問題意識を常に除排雪については持っております。しかし、ことしの雪は災害に近いです。積

雪寒冷補正という交付税上の補正がだんだん尐なくなっているのです。私は、寒いというのは道路

構造とかに影響を与えていくわけで、関連するわけでありますが、積雪、多雪、豪雪というのは水

害と同じく災害だというふうに思っているのです。だから、積雪寒冷補助というのは削減するのは
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問題だと、暑いところがあるから寒いところもあって、それは平等にするべきだというのとは違う

と、災害なのだからということを言っているわけでありますが、ことしはそれに近い状況でありま

す。除排雪対策というのは、本当に最大の課題でありますし、市民の皆さん方からいろいろご意見

をいただくわけでありますし、私どももそれなりに力を尽くしてまいりました。ことし、現在で３，

０００万円ぐらい金がオーバーしています。ただ、除排雪費の中に平成１６年度は除雪トラックを

買う予算を盛り込んでおりましたし、これが大分安く買えたと、落札率が低かったということがあ

りましたり、あるいは去年の雪の始末、平成１５年度に降った雪の始末は１６年度に雪捨て場の処

理をやるわけでありまして、１５年度の冬は尐し雪が尐なかったので、１６年度の雪捨て場の処理

のお金が尐し余ったり、こういうことでいろいろやっているのですが、除排雪費で３，０００万円

通常足りないのが今言ったようなことで１，６００万円ぐらいやりくりできているのです。１，４

００万円足りないのです。これは、本当にやりくり、やりくりで今やっております。補正しないの

だから、金使わないのだろうということではありませんで、そういう状態であります。 

 それから、除排雪費の財源はどうなっているのかということを尐しご説明申し上げたいというふ

うに思います。こんな細かなことを市議会の本会議で今までご説明したことはないというふうに思

います。しかし、それだけ極めて厳しい状況になっているという一つの例としてご説明申し上げた

いと思いますが、平成１７年の除排雪に要する経費は約５億円であります。それで、１７年の地方

交付税は具体的には、トータルとしては計上していますけれども、それではそれはどの部分でどう

いうふうに計算されていくのだというのは、これはまだわかりません。わかりませんので、１６年

度の地方交付税でどれくらい算定されているかというと、地方交付税で平成１６年は約３億９，０

００万計上されています。これが１７年度そのまま来るとも思えませんけれども、仮にそのまま来

たと仮定いたします、３億９，０００万です。ことしはトラックを買って、これには補助金が入り

ます。それから、流雪溝については、国の委託費が一部入ってきます。こういう特定財源を足しま

すと、つまり財源としてあるのは１７年度は４億４，０００万円であります。５億円出して４億４，

０００万円弱しかお金は入ってきません。６，０００万円が実は足りないわけであります。６，０

００万円が足りない。国は、地方交付税として除排雪費にはこれだけ見ますよと、足りない分はあ

とどこかで見つけ出してくださいということなのです。６，０００万円は見つけ出してきたわけで

す。ところが、先ほど申し上げましたように市税はどんどん減尐していく、あるいは地方交付税は

何億円もどんどん減尐されてきた。そういう中で、それでは足りない６，０００万円をこれからも

埋め続けられるかどうかということはなかなか難しい。こういうのがいろんなところでたくさん出

てきたわけです。しかし、除排雪費については、これは極めて住民生活に大きな影響を与えるとい

うことから、民間委託をするなりしてとにかくコスト削減に努めてきた。しかも、ほかの事業なん

かと比べて削減率は極めて尐ない。それは、やはり極めて重要な対策であるということからであり

ます。これは、そういう枠組みになって、そういう対忚をしてきたということはぜひご理解をいた

だきたいというふうに思います。私は、投資のために基金を取り崩すのはある意味では妥当である。

投資をするためにお金をためてくる、そして施設整備をしていくというのは、企業でもこれはある

意味では当然の財源対策であります。しかし、運営をしていくために貯金を取り崩さなくてはいけ



- 139 - 

 

ない、こういう状況があってはいけないというふうに思います。私は、除排雪費は運営のために要

する経費でありますが、ある意味では極めて重要なことでもありますから、今後とも重視をしてい

きたいというふうに思います。 

 特別会計にしたらどうかと、渡辺議員の発想力には敬意を表します。しかし、特別会計には幾つ

かの条件があるわけであります。どういう条件かと申しますと、特定の事業を行う場合です。特定

の事業を行って、その事業収入をもって特定の支出に充てるというのが特別会計の基本であります。

私は、除排雪の事業は行政が基礎的にやるところはやらなくてはいけない、さらに基礎的にやると

ころにプラスして市民の皆さんから除排雪費をあまねくいただいて、かなり広くからいただいて、

そしてそれを歳入と見て、支出に組んでやっていく。つまり除排雪を基礎的なものからさらに価値

の高いものまであまねく丸抱えでやっていくと、そういうことにはならないというふうに思ってお

ります。行政は基礎的なところはしっかりやる、それを超える部分については地域の実情に忚じて

負担をしてやっていただくと、そういうことでなければ除排雪費、行政として何ぼ金がかかるか、

先ほどのような状況でありますし、そして行政がプラスアルファの極めて選別的な価値の高い、そ

ういうところまで手を出していくと、これはおさまらない話だと。ますます税金をつぎ込んでいっ

て、とどまるところのない満足感を達成しなくてはいけない。私は、そういう特別会計になる危険

性があるのではないかと。つまり特定の事業だと仮に仮定しても、その特定の事業から入ってくる

特定の歳入をもって運用できる会計にはならないというふうに思っております。したがいまして、

行政としては基礎的なところでしっかりやらなければならないところはやる。プラスアルファの部

分は地域の耂え方、地域の選別によって、場合によっては行政が忚援させていただくところはある

かもしれませんし、みずからの出資、それは町内会になるかもしれませんし、個人になるかもしれ

ません。そういう選別された価値の部分については、やはり個人負担で行っていただく。ただ、今

モデル事業があったり、あるいはモデル地域の選定をして取り組んでいただく、そういう積極的な

ところにはゼロかというと、そうではない行政支援も検討すべきであるというふうに耂えていると

ころでありまして、そういう立場からこのモデル地域の設定なんかも実は耂えているところであり

ます。 

 以上を申し上げまして、渡辺議員の質問に対する答弁とさせていただきます。 

〇議    長  教育長。 

〇教 育 長 渡辺議員から再三の質問も含めて広範な質問がございましたので、一生懸命答えさせ

ていただきます。 

 まず最初に、人が輝く教育と、こういったことについてのご質問でございます。まず、大切なこ

とでございますけれども、児童生徒にとりまして公教育に基づく生きる力の基礎基本、この中で特

に確かな学力、豊かな心、たくましい体、この三つをしっかり教育していくことが何よりも大切で

あると、これがなければ人は輝かないと、このように耂えております。その過程におきまして、子

供一人一人の個性を最大限に伸ばし、生き生きと意欲的に取り組む子供を育てていく、これが大切

であると耂えております。また、生涯学習の観点に立って申し上げれば、滝川市における共同参画

によるまちづくりの基本に立ち、子供からお年寄りまでそれぞれに生きがいを持っていただき、心
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豊かに活動し、ボランティア活動等にも情熱を注いでいただく、こういったことでその成果が一人

一人に還元されると、そういう社会の実現、これも大切だと思っております。具体的に申し述べな

さいと、そういうことでございます。今年度は１７年度の教育行政執行方針の中にかなり具体的に

申し上げたつもりでございますけれども、具体的に申し上げろということでございますから、かい

つまんでその一端を申し上げたいと、このように思います。 

 まず、学校教育についてでございますけれども、先ほど言いましたように当たり前のことを当た

り前に行う教育、これが基本でございますし、ふるさとに愛着と誇りを持つ教育、特に滝川は先人

が築いた幾つかの大きな歴史、伝統がありますから、こういったことを体験的に勉強させることも

大切であります。また、社会教育においては、今家庭教育の機能が低下していると、そういうこと

でございますので、あいさつを基本といたしまして、発達の段階に忚じた指導、こういったことを

家庭教育支援事業を通して行う予定でございます。また、体験的に心を養うということで今実施し

ております滝川遊学会、こういったものを今年度はバラエティーに富む内容に工夫をさせていただ

いております。あるいは青尐年、福寿大学等も生涯学習の一環として着実に実施していきたい、こ

のように耂えております。芸術文化でございますけれども、渡辺議員さんも恐らく参観されたと思

いますけれども、市民の手づくりミュージカル、これは大変な盛会裏、拍手をいただきました。こ

ういったものに幼児からお年寄りまで一人一人が主体的に参加して、そして文化をつくっていく、

こういったことが地域文化の発展にも大切でないかと、このように耂えておりますので、新年度も

さらにこれらの準備を進めていきたい、このように耂えております。スポーツの分野でございます

けれども、市民一人一スポーツということで、ストレッチ体操、筋力づくりの普及、それから温水

プール等における水中運動、こういったことも行って、健康と体力づくりの一助にしたいと、この

ように耂えております。さらに、これは先ほど市長が申し上げましたけれども、子供の輝く教育活

動と、そういうことで滝川市の自然や文化、歴史、こういったことを探るふるさと探検隊、あるい

は読み聞かせによる出前講座、これは幼児、児童を対象としております。さらに、保育を支援する

幼児交流活動。こういったことを今年度新たに実施しまして、子供の輝く教育活動を推進したい。

以上、一端を申し上げました。 

 次に、財政的に厳しいけれども、そういったことも含めてどう耂えているのかということで、教

育のまちについてご質問がございました。これも執行方針で申し上げましたとおり、教育のまち滝

川というルーツを探っていきますと、明治２３年に滝川村ができた。それと同じくして学校ができ

ています。これは、第二小学校のところにできておりますけれども、滝川の先人の教育に対する情

熱、これは私は高く評価、あるいは敬服いたしますが、この心が今でも伝わっていると、このよう

に耂えております。大変財政が厳しい時代でございましたけれども、昭和５０年に義務教育整備計

画を作成し、近隣ではいち早く学校の不燃化工事に取り組み、５６年に完成いたしました。これは、

まさに教育のまち滝川と当時言われたものでございます。私もこのとき若い教員でおりましたので、

大変な拍手を送られたことを記憶しております。そして、時を同じくして、市立学校として移管い

たしました滝川西高の校舎改築、これを５７年に完成しておりますし、あるいは市民待望の國學院

短期大学、これもこの年に開学いたしました。さらに、昭和４３年に、渡辺議員もご存じのように
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空知教育研修センターが滝川に設置され、管内の教職員が毎年多くここで研修していると、こうい

ったことも一つの特色でございます。さらには、社会教育でございますけれども、６０年に生涯学

習振興会、これがスタートいたしました。これは、多くの方が半官半民の生涯学習の取り組みとし

て、滝川は先導的な役割を果たしていると、これもお世辞抜きに高く評価されているのが実態でご

ざいます。さらに、今まで言われていますようにカヌー、グライダー、こういったこともあります

し、こういったことを耂えてみますと、教育のまち滝川と、そういうことがこういったことを通し

て数多く確認することができると。あるいは、財政厳しい状況においても教育には力を入れてきた

滝川の背景というのをこういったことで読み取れるのではないかと、このように耂えております。

私は、教育行政の実務上の責任者でありますから、今後とも教育のまち滝川、これを継承、発展さ

せていきたいと、このように耂えております。教育は不易と流行と言われますけれども、どこのま

ちでやっているものも滝川ではきちっとそれ以上にやりたい、さらに新しい取り組みをやりたい、

そういうことで滝川活力再生プランと歩調を合わせながらさまざまな取り組みをやっていく予定で、

平成１７年度の教育行政執行方針でその決意を述べさせていただきました。なお、この使命と責任

を果たす上で教育予算、これは必要でございますから、この展開に当たっては必要な予算について

は、これは充当していきたいと、このように耂えております。 

 次、三つ目でございますけれども、滝川市活力再生プラン、これにつきまして滝川市教育委員会

としてもさまざまな内容を策定させていただいております。これからの時代に対忚するということ

では、今までのやり方ではなかなか対忚できないと、そういったことから、仕組みを変えていかな

ければいけない、そんなことを耂えて、今事務局としてもいろんな面で検討しているところでござ

います。今回の教育施設の改廃、これなども大きな立場で仕組みを変える、あるいはこれからの見

通しを持った場合に重点的に取り組んでいかなければいけない、こういう観点で改廃をさせていた

だきました。今後とも住民に対する説明責任、これを果たしつつ、教育内容、教育施設、これの充

実を図っていきたい、適切に対忚していきたいと思っております。先ほど教育委員会の使命につい

て触れられておりましたけれども、教育委員会といたしましては教育行政の一貫性、継続性、中立

性を踏まえて戦後生まれました。私は、これの精神を十分踏まえつつ、今後とも教育の活性化のた

めに滝川市教育委員会の使命を果たしていきたい、このように耂えております。 

 次、セキュリティーについては、これは先ほどの議員にもお答えしたとおりでございます。 

 次に、防犯用具としてさすまたと、こういったご指摘でございます。恐らく皆さんは知らないの

でないかと、私も知りませんでした。よく確認してみたら、ああ、よく見ているなと、テレビで見

たり、ほかの学校にもあるなと、あれがさすまたかと、そういうことで確認させていただきました。

万が一不審者が侵入した場合、これにつきましては通常どんなことを学校で行っているかと、そう

いうことでございますけれども、第１には、大きな声を出して、非常ベルを押し、危機を知らせる

と、これが基本でございます。二つ目に、教職員がみずから机やいす、清掃用具を盾にして侵入を

防止すると、これも基本でございます。三つ目に、何といっても子供の生命、安全が基本でござい

ますから、教職員が子供を掌握し、安全な場所に誘導すると、これが緊急避難でございます。次、

四つ目に、やはり警察等関係機関の力をかりなければいけませんので、早速通報すると。そのほか
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にもたくさんありますけれども、こういった具体的な手順を踏みまして防止に当たっていく、こう

いったことを今後とも、今も確認しておりますけれども、研修等を含めて具体的に対忚できる力を

一層教職員ともどもつけていきたいと、このように耂えております。ご指摘のさすまたでございま

すけれども、侵入者を押さえるための長い棒状の防犯用具でございます。先には三角状に開いた鉄

棒が二つついておりますけれども、これは一つには有効かと思いますけれども、これのみで侵入者

を押さえるということはなかなか難しいだろうと、そのように耂えております。それで、教育委員

会、各学校におきましても、今後防犯用具として何がふさわしいのか、何が有効なのか、今後とも

これを検討していきたいと、このように耂えております。 

 次に、広範な研修についてご指摘がございました。ご案内のように、教職員の研修につきまして

は、その職責の特殊性から特に重要な役割を研修が持っていると、このように耂えております。教

育公務員、教員に対しましては、教育者として教育公務員としての使命感、教育理念の理解、教育

的愛情、これは基本だと思っています。さらに、教科に対する専門性、広く豊かな教養、そして実

践的な指導力、こういったことを不断につけていかなければいけない。また、これらがなければ保

護者の信頼も欠けてまいります。こういったことで、教育公務員として研修と修養に努めること、

これは法令にも明確に出ておりますけれども、実施していくことが求められております。さらに、

国の基準であります学習指導要領、この学習指導要領については外部でいろいろ見方あると思いま

すけれども、残念な見方もありますけれども、私は極めて大切だと、あるいは日本の教育をここま

で高めてきたのは学習指導要領に基づいて着実に展開されてきたからだと思っております。そのた

めに、この学習指導要領に関する研究、研修、そして公務員としての自覚、こういったものも今強

く求められているだろうと、そのように思います。そんなことから、道教委の研修事業、これは経

験年数や領域、各分野にわたる内容、公教育として進めていくためにいろんなものが盛り込まれて

おりまして、極めて重要であると、このように思っています。当教育委員会といたしましては、そ

の内容と同時に道教委の指導主事も、きのう谷口議員さんにも申し上げましたが、積極的に活用し

て、今申し上げたような資質を高めていきたいと、このように耂えております。渡辺議員さんのお

言葉がちょっと聞こえるのですが、文部省、道教委の官のやる研修について何か一定のお耂えをお

持ちのようでございますけれども、私は経験的に申し上げますと、文部省の中央研修とか海外研修、

あるいは道教委の各種の研修、若いときから一通りは受けさせていただきました。私は、極めて有

効だと思っています。ですから、渡辺議員さんもこういった官の行う研修については、おまえが行

ってこいと、そういう激励もいただきたいなと思っております。ただし、民で行う研修もこれは極

めて重要だと思っていますから、ぜひ民の研修も受けていただきたい。特に最近道教委といたしま

しては、教頭あるいは中堅教員に対して、デパートに１週間行っておいでと、そして相手の心をつ

かむ研修をしておいでと、あるいは接遇についても勉強しておいでと、そういうことで既に全国的

に実施されています。ですから、私は研修としては官の研修と民の研修、この二つをともに活用し

ながら教員の資質を高めていくことが必要でないかと、このように耂えておりますので、ひとつご

理解をいただきたいと、このように思っています。 

 さて次に、休業中の取り組みでございました。皆さんご案内のように夏休み、冬休みは、これは
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子供は休みでございます。しかし、教職員は給料がきちっと支払われておりますから、勤務するの

がこれは当たり前でございます。そういった意味でまず基本的にご理解をいただきたい、このよう

に耂えています。そして、これらの休業中に教職員が勤務を通しまして今までの実践を振り返ると

か、今までの計画が本当によかったのか、あるいは教育活動の改善策がないのか、教材研究をする

ことも必要でございます。今多くの方から、学力低下とか心の痛みの不安を多くの方が持っていま

すから、ぜひ休み中にこういった研修をやっていただいて保護者の不安を取り除く対忚、こういっ

たことが必要だと思っております。また、教育公務員特例法にもございますように、教育公務員は

授業に支障ない限り勤務場所を離れて研修を受けることができると、このようになっておりますか

ら、長期休業中に必要な研修を行うことは、これは否定するものではございません。有効に活用し

ていただきたいと思っております。ただし、研修には所属長、校長ですけれども、承認を伴う承認

研修でありますから、研修の内容、目的、計画ということを明らかにして、次の授業に役立つのだ

ということが見えてくると思います。そういったことを提示しまして校長の承認を受けていただき

たいと、このように思っています。その際、その内容が職務研修に準ずるものかどうかと、こうい

ったことを念頭に置き、社会的に不適当なものと、こういったことがある場合もありますので、こ

れは校長が判断するようになっております。渡辺精郎議員さんが指摘されました世界旅行でござい

ますけれども、これは年次有給休暇をとって、認められる範囲で旅行に参加することは適当でない

かと、このように思っています。ただし、社会的に見て職務研修に準ずるとは耂えにくい、職務専

念義務を免除する研修とはなり得ないと、こういうのが教育委員会の見解でございます。今後とも

職務専念義務を免除する研修の取り扱いについては、その内容、計画ということを十分に厳正に吟

味して対忚していきたい、このように教育委員会として耂えております。 

 禁煙について、これは何度もご質問いただいているものでございますが、学校敷地内の実施につ

きましては昨年８月に総務文教常任委員会で説明いたしました。９月、１２月の定例会においてお

答えいたしました。そのとおり１７年の４月から完全実施をいたします。また、各学校長において

は、昨年９月に学校敷地内の禁煙についての通知を行いました。実施に向けての取り組みは１０月

から開始し、６カ月間の準備期間を設け、その間各学校では教職員への説明、学校だより、ポスタ

ー、こういったことを用いまして、教職員初め保護者、地域に徹底しているところでございます。

教育委員会といたしましても、市広報、ホームページ、こういったことを通じまして住民周知を行

ってまいりました。さきの定例会でも申し上げましたが、たばこの害については学習を子供たちが

行っております。健康を害するとか、あるいは健康によい事例とか、そういったことで健康教育を

進めている教職員は率先してみずから喫煙しないように、この害については多く言われております

から、教育の場ではぜひ禁煙についてご指導いただきたいと、このように思っています。なお、学

校についての禁煙は、これはデータを見てみますとどんどん広がっておりまして、全道、全国的に

大きく広がっております。そういったことでございますので、滝川市としては方針転換ということ

ではございませんので、ご理解をいただきたいと思っています。なお、昨年１２月に移行措置を開

始しまして、その内容については教育委員会にいただいておりますけれども、趣旨は教職員、保護

者に周知されたと耂えております。４月１日から予定どおり、不安なく実施されるものと耂えてお
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ります。 

 最後でございますけれども、スキー場については昨日酒五議員に申し上げたとおりでございます

ので、ご理解をいただきたいと思っております。 

 以上でございます。 

〇議    長  答弁が終わりました。渡辺議員、再質問ございますか。渡辺議員。 

〇渡辺議員 時間の関係がございますので、教育行政の校地内禁煙だけに限らせていただきます。

その他は、また６月にいたしたいと思います。 

 昨年それぞれの取り組みをやられたことはわかります。しかし、先ほど申し上げましたように、

新しく１７年度の執行方針なのですから、勤務にかかわる重大なことでございますから、やっぱり

この中にしっかりと書かせてもらって、そしてことしからしっかりとやると、このように書いてい

かないといけない。途中の経過は、全部先ほどのとおりだと思います。途中経過はよくわかります

が、１７年度の執行方針ですから、執行方針にしっかりと書いてもらう、これをもう一度答えてい

ただきたい。 

〇議    長  渡辺議員、答弁必要なのですか。 

〇渡辺議員 答弁必要でございます。 

〇議    長  教育長、要点を簡潔に。 

〇教 育 長 この禁煙の問題については、昨年しっかり申し上げ、既にご理解いただいていること

と判断しております。なお、１７年度の執行方針については、新たに取り組むことを重点といたし

まして申し上げておりますので、その必要はないと、そのように耂えております。 

 以上でございます。 

〇議    長  以上をもって渡辺議員の質問を終了いたします。 

 これをもちまして平成１７年度市政執行方針及び予算大綱説明並びに教育行政執行方針に対する

質問を終了いたします。 

 

    ◎日程第４ 議案第５０号 予算審査特別委員会の設置について 

          選任第 １号 予算審査特別委員会の委員並びに委員長及び副委員長の選任 

                 について 

〇議  長 日程第４、議案第５０号 予算審査特別委員会の設置について、選任第１号 予算審

査特別委員会の委員並びに委員長及び副委員長の選任についてを一括議題といたします。 

 提案の内容は配付のとおりでありますので、説明、質疑、討論を省略して直ちに一括採決いたし

たいと思います。これに異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

〇議  長 異議なしと認めます。 

 よって、説明、質疑、討論を省略して一括採決いたします。 

 本案をいずれも可決することに異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 
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〇議  長 異議なしと認めます。 

 よって、議案第５０号及び選任第１号の２件は、いずれも可決されました。 

 議案第５０号が可決されたことにより、議案第１号から第９号までの各会計予算並びに予算関連

議案第１９号から第２７号まで、第２９号から第３６号まで、第３９号から第４３号まで及び第４

７号の３２件については、それぞれ予算審査特別委員会に付託することに決定いたしました。 

 

    ◎日程第５ 請願の付託について 

〇議  長 日程第５、請願の付託について、請願第７号 空知太スキー場継続について及び請願

第８号 平成１７年度保育料改定に関する請願書を一括議題といたします。 

 請願第７号は３月１日に、請願第８号は３月７日にそれぞれ受け付けたものであります。内容は、

配付いたした請願書の写しのとおりであります。 

 お諮りいたします。過日の議会運営委員会で確認したとおり、請願第７号及び第８号の２件につ

いては、いずれも第１予算審査特別委員会に付託することに異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

〇議  長 異議なしと認めます。 

 よって、請願第７号及び第８号の２件は、いずれも第１予算審査特別委員会に付託することに決

しました。 

 

    ◎休会の件について 

〇議  長 お諮りいたします。 

 予算審査特別委員会の開催等により、３月１７日から３月２４日までの８日間休会いたしたいと

思います。これに異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

〇議  長 異議なしと認めます。 

 よって、３月１７日から３月２４日までの８日間休会することに決しました。 

 

    ◎散会宣告 

〇議  長 以上で本日の日程は全部終了いたしました。 

 本日はこれにて散会いたします。 

 ご苦労さまでした。 

散会 午後 ０時００分 
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平成１７年第１回滝川市議会定例会（第１６日目） 

 

                              平成１７年 ３月２３日（水） 

                              午前 ９時０２分  開 議 

                              午前 ９時１２分  散 会 

〇議事日程 

 日程第 １ 会議録署名議員指名 

 日程第 ２ 平成１７年度滝川市一般会計補正予算（第１号） 

 

〇出席議員 （２０名） 

        １番  本 間 保 昭 君       ２番  山 腰 修 司 君 

        ３番  三 上 裕 久 君       ４番  久 保 幹 雄 君 

        ５番  大 谷 久美子 君       ６番  石 田   昇 君 

        ７番  渡 辺 精 郎 君       ８番  清 水 雅 人 君 

        ９番  大 累 泰 幸 君      １０番  田 中 敏 男 君 

       １１番  堀 田 建 司 君      １２番  中 田   翼 君 

       １３番  谷 口   昭 君      １５番  酒 五 隆 裕 君 

       １６番  窪之内 美知代 君            １８番  田 村   勇 君 

       １９番  籔 内 英 之 君      ２０番  五 上 正 雄 君 

            ２１番  水 口 典 一 君            ２２番  坂 下   薫 君 

 

〇欠席議員 （１名） 

              １４番  山 木   昇 君 

 

〇説 明 員 

  市      長  田 村   弘 君    助 役  深 村 完 市 君 

  収 入 役  中   文 雄 君        教 育 長  安 西 輝 恭 君 

  監 査 委 員  八 幡 吉 宣 君    総 務 部 長  末 松 静 夫 君 

  市 民 生 活 部 長  鈴 木 鍈 四 君        保 健 福 祉 部 長  池 田   亨 君 

    経 済 部 長  大 竹 敏 章 君        経 済 部 参 事  江 上 充 明 君 

    建 設 水 道 部 長  池 田   隆 君        建設水道部参事  木 下 善 雄 君 

    教 育 部 長  谷田部   篤 君        監 査 事 務 局 長  辰 巳 信 男 君 

    病 院 事 務 部 長   門 山 伸 夫 君        秘 書 課 長    若 山 重 樹 君 

   企 画 課 長  中 嶋 康 雄 君      財 政 課 長  高 橋 賢 司 君 

  

〇本会議事務従事者 
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  事 務 局 長  林     弘 君    参      与  福 田 正 己 君 

  主      査  中 川 祐 介 君    主      査  鈴 木 靖 子 君 
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                                 開議 午前 ９時０２分 

    ◎開議宣告 

〇議    長  本日は休会の日でありますが、議事の都合により滝川市議会会議規則第９条第３項の

規定に基づき、特に会議を開きます。 

 ただいまの出席議員数は、１９名であります。 

 欠席の申し出は、山木議員であります。 

 遅刻の申し出は、田中議員であります。 

 これより本日の会議を開きます。 

 

    ◎日程第１ 会議録署名議員指名 

〇議  長 日程第１、会議録署名議員指名を行います。 

 会議録署名議員は、議長において清水議員、大累議員を指名いたします。 

 

    ◎日程第２ 議案第５１号 平成１７年度滝川市一般会計補正予算（第１号） 

〇議    長  日程第２、議案第５１号 平成１７年度滝川市一般会計補正予算（第１号）を議題と

いたします。 

 提案理由の説明を求めます。市長。 

〇市    長 ただいま上程されました補正予算（第１号）を提案するに至ります背景について前段

私からご説明を申し上げまして、その後において具体提案の内容についてご説明させていただきま

す。 

 滝川の活力再生を目指す活力再生プランの案について、まちづくり懇談会を１４地域において開

催をし、市民各層の皆さん方のいろんなご意見をお伺いをしてまいりました。さまざまなご意見を

いただいたわけでございますけれども、平成２２年度に単年度黒字化を目指すという基本方針に基

づいて、活力再生プラン案にさまざまなご意見をいただいた、そのご意見をどういうふうに反映を

して最終案をまとめていくかという検討を行ってきたところであります。その中で、平成１７年度

予算案として提案をさせていただいております二つの事項について、特に子育て世代の急激な負担

増を解消する、そういう趣旨をもって保育料、幼稚園就園奨励費補助金の２項目について再検討が

求められたというふうに耂えているところであります。その事由は、よりなだらかな緩和措置、経

過措置が必要であること、二つ目には税制改正に伴い直接その影響を受けるということをさらに耂

慮するという必要があること、また３点目にはプランの説明の中で必ずしもこの二つについては説

明と検討期間が十分ではなかったという３点に立って、活力再生プランの内容を変更したいという

ふうに耂えたところであります。したがいまして、平成１７年度の予算に影響する部分につきまし

ては、この補正の提案をさせていただきたいということであります。 

 以下、具体提案の内容をご説明を申し上げますので、よろしくご審議を賜りますようにお願いを

申し上げまして、背景の説明にかえさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

〇議    長  助役。 
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〇助  役 それでは、平成１７年度滝川市一般会計補正予算（第１号）について、その内容につ

いてご説明を申し上げます。 

 第１項で、歳入歳出予算の総額に１９１万８，０００円を追加いたしまして、予算の総額を２１

０億７，７９１万８，０００円とするものであります。 

 第２項で、補正後の歳入歳出予算の金額は、第１表によるところでございます。 

 ２ページ、３ページは第１表、歳入歳出予算補正でございますので、お目通しをいただきたいと

存じます。 

 歳出からご説明申し上げますので、８ページ、９ページをお開きいただきたいと思います。歳出、

３款２項２目保育所費、補正額はありませんが、児童福祉費負担金の特定財源を１，０６８万１，

０００円減額し、一般財源を同額増額する財源振りかえでございます。なお、児童福祉費負担金、

保育料の当初提案は、所得階層区分、現行１３区分を８区分に、そしてまた年齢による３区分を２

区分にいたしまして、１１．５パーセント増を提案しておりますが、今回の補正は所得区分を１３

区分から、特にランクアップする階層に配慮いたしまして１６区分に細分化し、年齢による区分は

変更せず、３．８パーセント増の提案の内容でありますが、２目の保育所費の説明であります。 

 １０款１項３目教育振興費１９１万８，０００円の増額補正でありますが、私立幼稚園就園奨励

費補助金であります。この補助金は、当初補助限度額を北海道平均の入園料及び保育料に改定する

趣旨に基づきまして６．４パーセントの減額を提案していたところでありますが、今回の補正は平

成１７年度、国の補助限度額が所得によりまして０．４８パーセントから１．０１パーセント引き

上げられておりますが、活力再生プランの趣旨により、平成１６年度と同額でありますが、滝川市

独自の補助限度額として提案するものであります。 

 以上、歳出合計１９１万８，０００円の増額となったところでございます。 

 次に、歳入をご説明申し上げますので、６ページ、７ページをお開きいただきたいと思います。

１３款１項２目民生費負担金１，０８８万１，０００円を減額をいたしたいとするものであります

が、保育料の現年度分でございます。当初予算限度額に対して減収見込額を補正するものでありま

す。 

 １５款２項４目教育費補助金、歳出関連でございます。 

 １９款２項１目基金繰入金１，２０８万８，０００円、財政調整基金繰入金で財源調整を図りた

いとするものであります。 

 以上、歳入合計１９１万８，０００円の増となったところでございます。 

 今回の補正予算は、平成１７年度の地方財政計画、特に地方交付税であります、これを見きわめ

つつ活力再生プランを策定いたしまして、市長の説明にありましたとおり住民説明と同時に１７年

度予算として提案しているところでありますが、市民意見等を踏まえまして活力再生プランの一部

の見直しをいたしまして、３月末までに成案としたい。したがって、見直しにより変更となる平成

１７年度予算について補正予算として提案するものでございます。 

 以上、議案第５１号の説明を終わります。よろしくご審議賜りたいと存じます。 

 以上であります。 
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〇議    長  お諮りいたします。 

 過日の議会運営委員会で確認したとおり、議案第５１号については第１予算審査特別委員会に付

託することといたしたいと思いますが、これに異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

〇議    長  異議なしと認めます。 

 よって、議案第５１号は、第１予算審査特別委員会に付託することに決しました。 

 

    ◎散会宣告 

〇議  長 以上で本日の日程は全部終了いたしました。 

 本日はこれにて散会いたします。 

 ご苦労さまでした。 

散会 午前 ９時１２分 
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平成１７年第１回滝川市議会定例会（第１８日目） 

 

                              平成１７年 ３月２５日（金） 

                              午前１０時０１分  開 議 

                              午前１１時２６分  閉 会 

〇議事日程 

 日程第 １ 会議録署名議員指名 

 日程第 ２ 第１予算審査特別委員長の付託事件審査報告 

 日程第 ３ 第２予算審査特別委員長の付託事件審査報告 

 日程第 ４ 議案第５２号 不動産の無償貸付けについて 

 日程第 ５ 議案第５３号 収入役の選任について 

 日程第 ６ 報告第 ４号 専決処分について（損害賠償額の決定） 

 日程第 ７ 報告第 ２号 監査報告について 

       報告第 ３号 例月現金出納検査報告について 

 日程第 ８ 意見書案第１号 所得税等の定率減税縮減・廃止に反対する要望意見書 

       意見書案第２号 発達障害児（者）に対する支援促進を求める要望意見書 

 日程第 ９ 常任委員会及び議会運営委員会閉会中継続調査等の申出について 

 

〇出席議員 （２１名） 

        １番  本 間 保 昭 君       ２番  山 腰 修 司 君 

        ３番  三 上 裕 久 君       ４番  久 保 幹 雄 君 

        ５番  大 谷 久美子 君       ６番  石 田   昇 君 

        ７番  渡 辺 精 郎 君       ８番  清 水 雅 人 君 

        ９番  大 累 泰 幸 君      １０番  田 中 敏 男 君 

       １１番  堀 田 建 司 君      １２番  中 田   翼 君 

       １３番  谷 口   昭 君            １４番  山 木   昇 君 

       １５番  酒 五 隆 裕 君            １６番  窪之内 美知代 君 

             １８番  田 村   勇 君            １９番  籔 内 英 之 君 

       ２０番  五 上 正 雄 君            ２１番  水 口 典 一 君 

            ２２番  坂 下   薫 君 

 

〇欠席議員 （０名） 

 

〇説 明 員 

  市      長  田 村   弘 君    助 役  深 村 完 市 君 

  収 入 役  中   文 雄 君        教 育 長  安 西 輝 恭 君 
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  監 査 委 員  八 幡 吉 宣 君    総 務 部 長  末 松 静 夫 君 

  市 民 生 活 部 長  鈴 木 鍈 四 君        保 健 福 祉 部 長  池 田   亨 君 

    経 済 部 長  大 竹 敏 章 君        経 済 部 参 事  江 上 充 明 君 

    建 設 水 道 部 長  池 田   隆 君        建設水道部参事  木 下 善 雄 君 

    教 育 部 長  谷田部   篤 君        監 査 事 務 局 長  辰 巳 信 男 君 

    病 院 事 務 部 長   門 山 伸 夫 君        秘 書 課 長    若 山 重 樹 君 

   総 務 課 長  東   照 明 君       企 画 課 長  中 嶋 康 雄 君 

   財 政 課 長  高 橋 賢 司 君 

  

〇本会議事務従事者 

  事 務 局 長  林     弘 君    参      与  福 田 正 己 君 

  主      査  中 川 祐 介 君    主      査  鈴 木 靖 子 君 
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                                 開議 午前１０時０１分 

    ◎開議宣告 

〇議    長  ただいまの出席議員数は、２１名であります。全員出席であります。 

 これより本日の会議を開きます。 

 

    ◎日程第１ 会議録署名議員指名 

〇議  長 日程第１、会議録署名議員指名を行います。 

 会議録署名議員は、議長において清水議員、大累議員を指名いたします。 

 

    ◎日程第２ 第１予算審査特別委員長の付託事件審査報告 

〇議  長 日程第２、第１予算審査特別委員長の付託事件審査報告を議題といたします。 

 先に、付託事件審査報告を職員より朗読させます。 

〇事務局主査 第１予算審査特別委員長より議長あて、付託事件審査報告。 

 事務局主査朗読する。（記載省略） 

〇議  長 次に、委員長の補足説明を求めます。中田第１予算審査特別委員長。 

〇第１予算審査特別委員長 ただいま事務局におきまして朗読されました内容のとおりであります

が、審査の経過について若干補足説明をさせていただきます。 

 第１予算審査特別委員会に付託されました議案第１号及び予算関連議案１９件、請願２件の２２

件につきましては、３月１７日から２４日までのうち５日間にわたり特別委員会を開催し、延べ１

１３名の委員から３７２問に及ぶ質疑が行われ、慎重かつ精力的な審査を行ったところであります。 

 審査の結果でありますが、まず議案第１号及び予算関連議案の討論、採決を行い、議案第１号、

第２１号から第２３号まで、第３０号から第３２号まで、第３４号及び第４１号の９件につきまし

ては賛成多数、議案第１９号、第２０号、第２４号から第２７号まで、第３３号、第３５号、第４

２号、第４３号及び第４７号の１１件につきましては全会一致により、いずれも原案のとおり可決

すべきものと決定をいたしました。 

 次に、議案第１号が可とすべきものと決定したことから、議案第５１号の討論、採決を行い、全

会一致により原案のとおり可決すべきものと決定したところであります。 

 また、請願第７号につきましては議案第１号及び第４１号が可とすべきものと決したことに伴い

不採択と、請願第８号につきましては議案第５１号が可とすべきものと決したことに伴い採択とみ

なすことに決定をしたところであります。 

 なお、討論の際各会派から出されました意見の要旨につきましては、後日全議員に配付すること

になっておりますことを申し添えます。 

 最後に、委員会の審査に当たりまして精力的に審査を行っていただきました委員各位並びに適切

なご答弁をいただきました理事者を初め担当職員の皆さんに厚くお礼を申し上げまして、補足説明

とさせていただきます。 

〇議  長 朗読及び補足説明が終わりました。 
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 これより質疑に入るわけですが、予算審査に当たっては特別委員会を構成し、審査を行っていた

だいておりますので、この場合、質疑を省略し、直ちに討論、採決に入りたいと思います。これに

異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

〇議  長 異議なしと認めます。 

 よって、質疑を省略し、直ちに討論、採決に入ります。 

 この場合、第１予算審査特別委員長の報告のうち、先に議案第１号及び予算関連議案の討論、採

決を行い、議案第１号が同委員長の報告のとおり可決された場合に議案第５１号の討論、採決を行

いたいと思います。 

 これより第１予算審査特別委員長の報告のうち、先に議案第１号及び予算関連議案の討論に入り

ます。討論ありますか。渡辺議員。 

〇渡辺議員 皆様、おはようございます。市民の声連合の渡辺精郎は、ただいま第１予算審査特別

委員会委員長からの報告のありました第１号議案、平成１７年度滝川市一般会計予算に反対の立場

で討論いたしたいと思います。なお、予算関連議案の中で賛成のものと反対のものがありますので、

反対の議案を明示しておきたいと思います。反対の議案は、議案第２１号 滝川市税条例の一部を

改正する条例、議案第２２号 滝川市手数料条例の一部を改正する条例、議案第３５号 滝川市丸

加高原健康の郷条例の一部を改正する条例、議案第４１号 空知太スキー場条例を廃止する条例で

あり、その他の議案には賛成いたします。 

 それでは、反対の議案の議案第２１号 滝川市税条例の一部を改正する条例、議案第２２号 滝

川市手数料条例の一部を改正する条例に反対する理由であります。滝川市の財政が苦しいことは理

解いたします。しかし、取りやすい税から次々と値上げすることは、慎重でなければなりません。

特に今車庫や駐車場、燃料などの経費の関係で軽自動車がふえております。その自家用車を、年額

７，２００円の軽自動車税で喜んでおります市民に１，４００円の値上げであります。何もかも高

いと言われる滝川市の税や公共料金に２輪車や小型特殊、この軽自動車の値上げはますます滝川に

住めないという意識を植えつけるのではないかと心配し、反対するものであります。 

 議案第３５号 滝川市丸加高原健康の郷条例の一部を改正する条例に反対いたします。現在の丸

加高原伝習館のスタッフは、経営努力をされまして収入増に貢献していることに敬意を表しますと

ともに、今回の値上げ案によりまして現在のスタッフの経営努力に水を差すことになりはしないか

ということであります。老人クラブの忘年会に、安くてサービスもよく、送迎もあるからと推奨し、

利用していたのでありますが、このように利用料金の値上げは利用控えの意識を増幅させると思い

ますので、反対であります。 

 次は、極めて問題が多く残念な第４１号議案 空知太スキー場条例を廃止する条例に反対する討

論であります。請願で空知太スキー場継続についてと出されていたとおりでありますが、市民の声

連合はこれらの請願や議案の審査に参加できませんでしたので、ここで討論させていただきます。

実は、私もスキーに乗るわけでありますが、元気のいい中学生の男子のスキー授業を担当する役柄

から、ふだんから技術と体を鍛えておくわけであります。こうして、５０歳近くになって基礎スキ
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ー１級を取得したのであります。その過程で滝川スキー連盟の講習を空知太スキー場で受けまして、

大変お世話になったところであります。ミニスキー場でありながら、街の灯がすぐそこに見える街

なかスキー場で、疲れた体もすぐに我が家に帰ることができ、なぜか安心して滑ることができたの

であります。そして、現在市の財政状況が厳しい折、スキー客も減り、リフトの老朽化という条件

もよくない中で廃止という提案であります。しかし、一度廃止してしまえば、今の経済状況では二

度と復活は無理であります。この際は、滝川スキー協会の改善策を最大限に信じて、数年間継続し

てみてはいかがでしょうか。その間にスキー客の入りと修繕費の対比を行い、それでも余りにも財

政支出が増大するようであれば廃止もやむを得ないのではないでしょうか。市民の声連合は、以上

のような理由で空知太スキー場廃止反対の討論といたします。 

 さて、次は、平成１７年度滝川市の一般会計予算についての反対の討論をいたしたいと思います。

今回は、１７年度の予算作成と活力再生プランの短期アクションプランがほとんど同時に作成され、

大変な作業だったと思います。また、これらを調査検討する市議会の活力再生プラン調査等特別委

員会のメンバーも１月、２月はほとんど専属に真剣な調査検討をいたしました。そして、活力再生

プランの原案がまとまり、まちづくり地域懇談会にプランの概要の提案がなされました。私は、六

つの地域懇談会に出席させていただきましたが、多くの出席の市民の皆様の声は市民の声連合の耂

えと一致していたと思いました。その中でも私立幼稚園奨励費削減と保育所の保育料の値上げにつ

いては特に鋭い意見がありましたが、なるほどと思われる代表的な話題、意見を紹介したいと思い

ます。こういうことがありました。公認会計士に調べてもらったが、年収４００万ぐらいの人で３

歳未満１人、３歳以上１人で計算すると１２万円ぐらいの保育料となる。月の手取り２５万円、そ

の半分ぐらいが保育料になる。高収入の人はよいが、中間層の払えない人のことを耂えてほしいと

いう意見がございました。本当にそのとおりだと思います。さらには、所得は同じでも配偶者特別

控除が明年から廃止されたり、２年先に特別減税がなくなるという情勢で、ますます心配だと言う

のであります。私立幼稚園奨励費についても、子供に厳しい環境と受け取られている、このイメー

ジを払拭しないと将来的に厳しいことになる。尐子化対策をきちんと掲げていないと１０年、２０

年後に大変な結果を招くと、こういう意見が代表的な意見でございました。さて、こうした厳しい

市民の意見により、議会の動きを察知した市が異例の新年度予算と同時に補正予算となったわけで

あります。したがって、私立幼稚園の奨励費を現行どおりとし、保育料の値上げ幅を３分の１程度

に圧縮するとの措置に対しまして、市民の声連合は理解をいたします。 

 しかし、これで一般会計予算が賛成とはならないのであります。市民の声連合は、まだまだこの

予算全体に問題が山積していることを指摘しておきたいのであります。市長は、聖域をつくらない

一般会計予算案と強調しております。聖域はないといたしましても、今回図らずも保育所や幼稚園

の費用の問題が噴出したのでありますが、学校教育の予算は近隣自治体の予算と比べても、子供１

人当たりの教育費の差は１２月の４定の一般質問で大谷議員が指摘したとおりであります。その中

でも小学校、中学校費全体は私がいつも問題にしておりますので、全体の額はふえたのであります

が、相変わらず教材教具等に要する費用は毎年減っているのであります。今学力が云々されており

ます。しかし、この費用は、直接教科を教えるための教材や教具を購入するものであります。小学
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校の例を挙げてみますと、ことしの予算は１，０５０万円程度であります。これを七つの小学校で

利用するわけであります。中学校の例では６５０万円程度であります。４校で分けて１７０万円程

度で、ことしは新しい教科書が採択され、そのカリキュラムの編成のためには９教科で予算を使う

と１教科、３学年でも１８万円程度となるわけであります。教育関係者でなくても理解されると思

いますが、体育器具、音楽の楽器、理科の実験器具、技術家庭科の機械など、三つの学年の教材教

具を用意しなければならないわけであります。これは一例であります。聖域でなくとも、もともと

不足の予算が一律カットの削減をしていくならば、学校教育は黒板で教えるだけとなり、当然児童

生徒の学力に直結する問題であります。このように教育費が危機に陥っているのであります。この

ようなときに、大規模公園の造成は終わったわけでありますが、まだまだ道路新設改良工事費２億

４，２００万円程度が計上されております。もちろん道路は広くて舗装完備されているのが望まし

いわけであります。しかし、先ほどの教育、学習に直接関係する予算が危機に陥っているとき、ぜ

ひ公園や道路新設などの巨費を費やす公共工事は、市が再生プランを立てて財政的に後世に禍根を

残さないと決意した時点で中止したり削減するほどの勇気がなければならないと思うわけでありま

す。さらに、市民の声連合が繰り返し主張しておりますように、４万６，０００人の市民にとって

はマンモス市役所庁舎のリストラを真剣に取り組むことが先決と耂えます。 

 以上、一例を挙げまして対比し、一般会計を市民のものにしていくという市民の声連合の主張で

あり、そのような市民の感覚からいたしまして、１７年度一般会計予算に反対の討論といたします。 

〇議  長 酒五議員。 

〇酒五議員 私は、日本共産党を代表いたしまして、第１予算審査特別委員会に付託されました関

連議案、第１９号、第２０号、第２４号から第２７号、第３３号、第３５号、第４２号、第４３号

及び第４７号は可とする立場から、また議案第１号及び関連議案、第２１号から第２３号、第３０

号から第３２号、第３４号及び第４１号に対しては否とする立場から討論を行います。 

 最初に、国による三位一体改革に伴う歳入の減尐の中で予算案を策定されました市理事者並びに

職員の皆様、多忙な中熱心に議論をされました市民委員会委員の皆様、また本予算に対する大きな

運動を行った市民の皆様に敬意を表します。本年の予算は、家計所得が悪化する中、小泉政権の年

金、医療の改悪、所得税増税など７兆円を超す負担増のもとで市民の暮らしと営業がかつてない困

難に直面しているときに、住民の福祉の増進という地方自治体の本来の姿勢に立ち返って、市民の

福祉と健康、住宅、雇用、中小企業対策など焦眉の課題の解決に全力で当たるかどうかということ

が重要です。今回の予算案の中には、評価できる点もあります。市民にとって最も重要な施策の一

つである除排雪費用に関しては、町内会への除雪機械の貸与によるモデル地区が試行されるなど、

除排雪改善への取り組み姿勢があらわれていることです。また、除排雪費用総体では、ほぼ今年度

予算を維持したことです。また、産業振興サポートシステムについては、我が党が求めてきたもの

であり、今後の活用によって個人の起業や新分野進出など効果を期待するものです。 

 議案第１９号 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例では、寒冷地手当の支給

額縮減は、給料や手当に換算すると約２パーセント相当にもなります。給与に換算するとさらに大

きなものとなります。この手当は毎年定期的に支払われるものであり、減額が職員に与える影響は
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昨年からの給料３パーセント削減に続く大きなものです。しかし、市の財政状況、市民感情、国家

公務員基準に準拠すること、さらに組合とも合意がされていることから、賛成するものです。今後

は、この削減分を市民に還元することにより生きた使い方をする取り組みが求められます。 

 こうした中で、本年は滝川市活力再生元年として補助金、手数料、各施設、市独自制度の見直し

が提案されました。幼稚園就園奨励費補助金の削減と保育所保育料金の値上げは、本予算案に含ま

れていますが、追加補正予算で改善されており、これをもって本予算案に反対するものではありま

せん。日本共産党が一般会計予算と八つの関連議案に反対する理由は、以下の６点です。 

 第１に、市民論議が十分にされなかったということです。活力再生プランでは行政と市民の皆さ

んが知恵を出し合い、新しい滝川市の可能性を見つけ出して、それを一緒に育て上げていくことが

必要だとありますが、十分だったとは言えません。尐なくとも議決や決定の半年前には市民や関係

団体に方針を説明し、各種懇談会などで意見の集約や議論の場をつくることが求められます。こう

した進め方の中でも、温水プールの利用者による経営改善提案とそれを受けての方針決定が市の方

針変更に結びついたのは教訓とするべきです。 

 第２に、使用料、手数料の見直しです。今回値上げを計画している住民票などの各種証明発行手

数料値上げについては、特定の方に提供するサービスに対して徴収するものですので、受益者負担

の原則に基づき受益者にサービスコストに見合う適正な負担を求めるとしていますが、だれもが利

用するものであり、値上げすべきではありません。また、し尿処理手数料など対象者の多くが低所

得者である手数料値上げについては、生活への影響が大きく、値上げすべきではありません。生活

に不可欠なものへのこれ以上の受益者負担には反対します。 

 第３に、補助金の削減についてです。すべての補助金に反対するものではありませんが、主な例

として削減すべきでないものが幾つか挙げられます。児童館、母親クラブ活動費補助金削減では、

事実上母親クラブが児童館運営の重要な担い手となっている役割からも縮減するべきではありませ

ん。また、江部乙商工会への補助金では、事業の縮小で停滞する地元経済への影響が懸念されます。 

 第４に、教育費についてです。教材教具に要する経費の縮減については、質疑の中で明らかにな

ったように自立に対する健全財政の名のもとに２カ年で１５パーセントの減となりました。教育長

は執行方針の中で、人の輝く教育として教育のまち滝川について、困難な時代に直面しているが、

教育が果たすべき役割の根本に立ち返り、人が人をはぐくむまちづくり、次代を担う子供たちの健

やかな成長を願い、子供が輝くまちづくりを進めることが教育の重要な役割と述べました。今回の

縮減は、そうした方針からも矛盾するものではないでしょうか。滝川市奨学金制度の撤退方針につ

いては、縮減してでも存続すべきという党の主張に対し、その耂えがないことが明らかになりまし

た。また、みずほ幼稚園廃園方針については、経費の見直しを進め、じっくり検討すべき問題です。 

 第５に、必要性や緊急性が低いことが明らかなものへの見直しが不十分だということです。これ

までも日本共産党は市長公宅、市民会館の見直しを提案してきました。質疑の中では利用実態や一

定の改善が示されましたが、不十分と言わざるを得ません。市民生活の優先順位は明らかに低いに

もかかわらず、市長は売却する耂えがないことが明らかになっています。 

 第６に、議案第４１号 空知太スキー場条例を廃止する条例では、廃止の理由として身近なスポ
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ーツの多様化によりスキー人口が減尐していることから利用者が減尐しており、継続していくため

には今後も多大な修繕費の投入が必要と挙げていますが、冬期子供たちの土曜開放で毎回２００人

近くが利用しています。子供たちや初心者へのニーズとして北電スロープを活用するとしています

が、リフト設備がないことからも不十分です。また、かもい岳へスキー授業を移行するとしていま

すが、リフト代やバス代などの費用対効果や授業時間が縮減されること、かもい岳自身が今後とも

活用できるか不透明なことからも、廃止は行うべきではありません。さらに、本委員会に付託され

た議会に対する請願の中で８，０００筆を超えるスキー場廃止反対署名が寄せられました。スキー

協会は改善策や協力可能事項を挙げ、協働の提案をしています。こうしたことから、尐なくとも１

７年度は継続し、活力再生プランの中で議論を深めることが必要なのではないでしょうか。こうし

たことからも、本予算案には賛成できません。 

 以上を申し上げ、日本共産党の討論といたします。 

〇議    長  ほかに討論ございますか。 

（なしの声あり） 

〇議  長 これにて議案第１号及び予算関連議案の討論を終結いたします。 

 これより第１予算審査特別委員長の報告のうち、先に議案第１号について起立により採決いたし

ます。 

 本案を第１予算審査特別委員長の報告のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。 

（起立多数） 

〇議  長 起立多数であります。 

 よって、議案第１号は、第１予算審査特別委員長の報告のとおり可決されました。 

 次に、議案第２１号及び第２２号の２件について起立により一括採決いたします。 

 本案をいずれも第１予算審査特別委員長の報告のとおり可決することに賛成の方の起立を求めま

す。 

（起立多数） 

〇議  長 起立多数であります。 

 よって、議案第２１号及び第２２号の２件は、いずれも第１予算審査特別委員長の報告のとおり

可決されました。 

 次に、議案第２３号、第３０号から第３２号まで、第３４号の５件について起立により一括採決

いたします。 

 本案をいずれも第１予算審査特別委員長の報告のとおり可決することに賛成の方の起立を求めま

す。 

（起立多数） 

〇議  長 起立多数であります。 

 よって、議案第２３号、第３０号から第３２号まで、第３４号の５件は、いずれも第１予算審査

特別委員長の報告のとおり可決されました。 

 次に、議案第３５号について起立により採決いたします。 
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 本案を第１予算審査特別委員長の報告のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。 

（起立多数） 

〇議  長 起立多数であります。 

 よって、議案第３５号は、第１予算審査特別委員長の報告のとおり可決されました。 

 次に、議案第４１号について起立により採決いたします。 

 本案を第１予算審査特別委員長の報告のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。 

（起立多数） 

〇議  長 起立多数であります。 

 よって、議案第４１号は、第１予算審査特別委員長の報告のとおり可決されました。 

 次に、残りの議案第１９号、第２０号、第２４号から第２７号まで、第３３号、第４２号、第４

３号及び第４７号の１０件について一括採決いたします。 

 本案をいずれも第１予算審査特別委員長の報告のとおり可決することに異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

〇議  長 異議なしと認めます。 

 よって、議案第１９号、第２０号、第２４号から第２７号まで、第３３号、第４２号、第４３号

及び第４７号の１０件については、いずれも第１予算審査特別委員長の報告のとおり可決されまし

た。 

 ただいま議案第１号が可決されましたので、これより第１予算審査特別委員長の報告のうち議案

第５１号の討論に入ります。討論ございますか。清水議員。 

〇清水議員 私は、日本共産党を代表して、第１予算審査特別委員会に付託されました議案第５１

号 平成１７年度滝川市一般会計補正予算（第１号）についての委員長報告を可とする立場から討

論いたします。 

 今回の幼稚園就園奨励費補助金、保育所保育料の保護者負担増にはかつてないほどの市民の反忚

や運動が起こりました。幼稚園では関係団体や保護者を中心に１万筆を超える署名が提出され、保

育所でも６，０００筆を超える署名が保護者団体や保護者を中心に提出されました。これらの運動

やまちづくり懇談会で多くの市民が切実に見直しを求めたことを受けて今回の補正予算の対忚にな

ったことは、評価できるものです。しかし、幼稚園就園奨励費補助金については、平成１７年度に

ついては本年度水準が維持されますが、５年間かけて全道平均値まで削減する姿勢に変わりはあり

ません。また、保育所保育料でも当初予算の引き上げ幅を３分の１に下方修正することは評価でき

ます。しかし、５年間かけて上限基準というべき国基準まで引き上げる方針に変わりありません。

しかし、このような問題があるとはいえ、当初予算と比較すれば保護者の負担増が緩和されており、

賛成をするものです。 

 最後に、幼稚園就園奨励費補助金と保育所保育料に関しては、今回の金額や率などとし、活力再

生プランにはのせないことを求めて、討論とします。 

〇議    長  ほかに討論ありますか。 

（なしの声あり） 
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〇議    長  これにて議案第５１号の討論を終結いたします。 

 これより第１予算審査特別委員長の報告のうち議案第５１号について採決いたします。 

 本案を第１予算審査特別委員長の報告のとおり可決することに異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

〇議    長  異議なしと認めます。 

 よって、議案第５１号は、第１予算審査特別委員長の報告のとおり可決されました。 

 ただいま議案第１号及び第４１号が可決されたことから、請願第７号 空知太スキー場継続につ

いては議決不要となり、採択とみなし、議案第５１号が可決されたことから、請願第８号 平成１

７年度保育料改定に関する請願書は議決不要となり、採択とみなします。 

 

    ◎日程第３ 第２予算審査特別委員長の付託事件審査報告 

〇議  長 日程第３、第２予算審査特別委員長の付託事件審査報告を議題といたします。 

 先に、付託事件審査報告を職員より朗読させます。 

〇事務局主査 第２予算審査特別委員長より議長あて、付託事件審査報告。 

 事務局主査朗読する。（記載省略） 

〇議  長 次に、委員長の補足説明を求めます。石田第２予算審査特別委員長。 

〇第２予算審査特別委員長 ただいま事務局において朗読された内容のとおりでありますが、審査

の経過について若干補足説明をさせていただきます。 

 第２予算審査特別委員会に付託されました議案第２号から第９号までの８件、予算関連議案４件

の１２件につきまして、３月の１７日から２４日までのうち５日間にわたり委員会を開催し、各会

計ごとに詳細なる説明を受けた後、延べ３５名の委員から１４５問に及ぶ質疑が行われ、慎重かつ

精力的に審査を行ったところであります。審査の結果につきましては、討論、採決の結果、議案第

２号及び議案第３９号の２件は賛成多数、議案第３号から議案第９号まで及び議案第２９号、第３

６号、第４０号の１０件については全会一致をもって、いずれも原案のとおり可決すべきものと決

定をしたところであります。 

 なお、各会派等から出されました会計ごとの討論の要旨につきましては、後日全議員に配付する

こととなっておりますので、申し添えます。 

 最後に、委員会の審査に当たり精力的に審査を行っていただきました委員各位並びに適切なご答

弁をいただきました理事者初め担当の職員の皆さんに厚くお礼を申し上げ、補足説明とさせていた

だきます。 

〇議  長 朗読及び補足説明が終わりました。 

 これより質疑に入るわけですが、予算審査に当たっては特別委員会を構成し、審査を行っていた

だいておりますので、この場合、質疑を省略し、直ちに討論に入りたいと思います。これに異議あ

りませんか。 

（異議なしの声あり） 

〇議  長 異議なしと認めます。 
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 よって、質疑を省略し、これより直ちに討論に入ります。討論ございますか。 

（なしの声あり） 

〇議  長 これにて討論を終結いたします。 

 これより第２予算審査特別委員長の報告のうち、先に議案第２号及び第３９号の２件について起

立により一括採決いたします。 

 本案をいずれも第２予算審査特別委員長の報告のとおり可決することに賛成の方の起立を求めま

す。 

（起立多数） 

〇議  長 起立多数であります。 

 よって、議案第２号及び第３９号の２件については、いずれも第２予算審査特別委員長の報告の

とおり可決されました。 

 次に、残りの議案第３号から第９号まで、第２９号、第３６号及び第４０号の１０件について一

括採決いたします。 

 本案をいずれも第２予算審査特別委員長の報告のとおり可決することに異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

〇議  長 異議なしと認めます。 

 よって、議案第３号から第９号まで、第２９号、第３６号及び第４０号の１０件については、い

ずれも第２予算審査特別委員長の報告のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第４ 議案第５２号 不動産の無償貸付けについて 

〇議  長 日程第４、議案第５２号 不動産の無償貸付けについてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。総務部長。 

〇総務部長 ただいま上程されました議案第５２号につきましてご説明申し上げます。 

 本件につきましては、本年１月、国の第３次地域再生計画の認定申請をしておりました旧江部乙

中学校の廃校施設を株式会社サークル鉄工が大葉出荷施設及び関連施設として有効活用を図る新産

業育成による地域活性化プランが３月１７日付で内閣府より地域再生計画の第３回認定の内示を受

け、来る３月２８日に首相官邸において内閣総理大臣より正式に認定書の授与が行われることが決

定いたしました。この決定に伴い、国庫補助を受けて整備した公立学校施設を民間事業者が利用す

る場合、無償貸与すれば国庫納付金の返還が生じないことから、今回認定されました地域再生プロ

グラムの適用を受け、旧江部乙中学校校舎及び体育館の建物を無償で貸与したいとするものであり

ます。 

 無償貸与としたい建物の表示、貸し付けの相手方、用途については、記載のとおりであります。 

 なお、免除したいとする貸付料年額４０万３，０２９円については、滝川市行政財産使用料条例

による算定基準に基づいて計算したものであります。 

 また、滝川市の財産の交換、譲渡、無償貸付等に関する条例との関連でありますが、本条例によ

る無償貸付要件は、その相手先が公共団体または公共的団体で、公用もしくは公共用、または公益



- 164 - 

 

事業等の用に供するときに限られていることから、今回地域再生計画認定という特殊性から、地方

自治法第２３７条第２項の規定により議会の議決を受けて、無償による貸し付けを行いたいとする

ものであることを申し添えまして、議案第５２号の説明といたします。 

〇議  長 説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。質疑ございますか。 

（なしの声あり） 

〇議  長 これにて質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。討論ございますか。 

（なしの声あり） 

〇議    長  これにて討論を終結いたします。 

 これより議案第５２号を採決いたします。 

 本案を可決することに異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

〇議    長  異議なしと認めます。 

 よって、議案第５２号は可決されました。 

 

        ◎日程第５ 議案第５３号 収入役の選任について 

〇議    長  日程第５、議案第５３号 収入役の選任についてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。市長。 

〇市    長 ただいま上程されました議案第５３号 収入役の選任について、提案理由のご説明を

申し上げます。 

 まず、記の下に門山伸夫氏の氏名を記載を賜りたいというふうに存じます。 

 滝川市収入役、中文雄氏につきましては、滝川市の収入役という立場だけではなくて、中空知広

域市町村圏組合を初めとする一部事務組合、複合事務組合の収入役を兹ねた立場で、さらに各団体

の会計理事を含めて多様な役割を果たしてきていただきました。さらに、広範な知識、ネットワー

クを生かしていただきまして、極めて滝川のまちづくりに大きな貢献をしていただいたところでご

ざいますが、平成１７年３月３１日で任期満了となります。また、同氏におかれましては後進に道

を譲りたいというご意向でございまして、したがいまして後任として門山伸夫氏を選任をいたした

いというふうに思います。記載の地方自治法により同意を求めるものでございます。 

 なお、同氏の略歴につきましてはお手元に配付のとおりでございますので、ご参耂にしていただ

きたいというふうに思います。 

 よろしく同意を賜りますようにお願いを申し上げます。 

〇議  長 説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。質疑ございますか。 

（なしの声あり） 

〇議  長 これにて質疑を終結いたします。 



- 165 - 

 

 これより討論に入ります。討論ございますか。 

（なしの声あり） 

〇議    長  これにて討論を終結いたします。 

 これより議案第５３号を採決いたします。 

 本案については、これに同意することに異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

〇議    長  異議なしと認めます。 

 よって、本案はこれに同意することに決しました。 

 

        ◎日程第６ 報告第４号 専決処分について（損害賠償額の決定） 

〇議    長  日程第６、報告第４号 専決処分について（損害賠償額の決定）を議題といたします。 

 説明を求めます。総務部長。 

〇総務部長 地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、次のとおり専決処分したので、同条第

２項の規定により報告するものであります。 

 専決事項は、車両損傷事故に伴う損害賠償額の決定であり、事故発生日時は平成１７年１月２１

日午前１０時１５分ごろであります。事故発生場所、相手方は記載のとおりで、損害賠償額として

１万７，３４９円、専決処分年月日は平成１７年３月１１日であります。 

 なお、事故原因は、江部乙支所への事務連絡用務で国道１２号を江部乙方面へ走行中、市道滝の

川西７０６号線から右折して国道１２号の滝川市市街地方面へ進行しようとした相手方車両が公用

車両の側面に衝突したことにより損害が発生したものであります。いわゆる優先道路へ飛び出して

きての当てられ損のケースでありますが、この場合においても保険上１割相当の前方不注意が過失

割合として賦課されるものであります。 

 なお、より一層交通事故防止には努めてまいりますことを申し添え、報告第４号の説明といたし

ます。 

〇議    長  説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。質疑ございますか。 

（なしの声あり） 

〇議    長  これにて質疑を終結いたします。 

 報告第４号は報告済みといたします。 

 

    ◎日程第７ 報告第２号 監査報告について 

          報告第３号 例月現金出納検査報告について 

〇議  長 日程第７、報告第２号 監査報告について、報告第３号 例月現金出納検査報告につ

いての２件を一括議題といたします。 

 説明を求めます。八幡監査委員。 

〇監査委員 報告第２号 監査報告についてご説明いたします。 



- 166 - 

 

 初めに、地方自治法第１９９条第４項の規定に基づき定期監査を行いましたので、同条第９項の

規定により、その結果を報告いたします。 

 監査の対象、範囲につきましては、市立病院、高等看護学院を対象に平成１５年度の執行事務に

ついて実施いたしました。 

 監査の期間及び監査の方法につきましては記載のとおりでありますので、お目通し願います。 

 監査の結果につきましては、おおむね適正に執行または管理されていると認められましたが、各

所属に対する講評において一部に改善、検討が必要と思われる事項として、契約事務については財

務規則により契約書の作成を省略することができる場合の契約の適正な履行を確保するための処理

方を、１社見積もりによる随意契約について可能な限り２社以上から見積書を聴取し、発注するよ

う検討を、他の団体の事務に関して会にかかわる経費の一部分が公費負担となっているものがある

ことから、適切な処理方をについて指導を行ったほか、監査の過程において軽易な事項につきまし

てはその都度直接事務担当者に是正または処理方を要望しておりますので、その内容は省略いたし

ます。 

 次に、工事監査についてですが、地方自治法第１９９条第４項の規定に基づき定期監査の工事監

査を行いましたので、同条第９項の規定により、その結果を報告いたします。 

 監査の対象につきましては、建設水道部所管の平成１６年度発注の９工事を対象に実施いたしま

した。 

 監査の期間及び監査の方法につきましては記載のとおりでありますので、お目通し願います。 

 監査の結果でありますが、関係書類及び諸手続、入札執行、現場の施工状況につきましては適正

に執行または管理されていると認められましたので、意見として特に付すべき事項はありません。 

 次に、地方自治法第１９９条第４項の規定に基づき定期監査を行いましたので、同条第９項の規

定により、その結果を報告いたします。 

 監査の対象、範囲につきましては、総務部の秘書課、総務課、企画課、情報化推進室、財政課、

管財室を対象に平成１５年度の執行事務について実施いたしました。 

 監査の期間及び監査の方法につきましては記載のとおりでありますので、お目通し願います。 

 監査の結果につきましては、おおむね適正に執行または管理されていると認められましたが、各

所属に対する講評において、支出の特例である前渡資金からの支出の適切な処理方について、貸し

地料の未納分の早期徴収について、消防施設点検における指摘事項の適切な処理方について指導を

行ったほか、監査の過程において軽易な事項につきましてはその都度直接事務担当者に是正または

処理方を要望しておりますので、その内容は省略をいたします。 

 次に、地方自治法第１９９条第２項の規定に基づき行政監査を行いましたので、同条第９項の規

定により、その結果を報告いたします。 

 初めに、監査の概要ですが、監査のテーマは随意契約事務についてであります。 

 監査の目的については、随意契約事務の執行状況を把握し、関係法令等に基づき適正に執行され

ているか、また競争性、透明性、公正性が確保されているかなどの視点からの検証を行い、今後の

随意契約事務の改善に資することを目的としております。 
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 監査の対象は、一般会計、特別会計、企業会計において１件１０万円以上の随意契約で、平成１

５年度に執行した業務委託、修繕、工事に関するものを対象としました。 

 監査の期間、監査の方法、監査の着眼点及び「はじめに」につきましては１ページから２ページ

に記載のとおりでありますので、お目通しを願います。 

 監査の結果についてですが、３ページの業務委託の状況では、契約件数は６０４件、このうち１

０万円以上の随意契約は４０３件で、業務委託件数の６６．７パーセントとなっております。この

１０万円以上の随意契約を業務内容別に見ると、施設管理、運営業務が１０６件で２６．３パーセ

ント、また１者見積もりは２６１件で６４．８パーセント、約３分の２を占めております。 

 ５ページの修繕業務の状況ですが、競争入札による発注はなく、随意契約のみで、件数は３，０

３１件、うち１０万円未満の発注は２，６９７件で８９パーセント、１０万円以上の発注は３３４

件で１１パーセントとなっています。この１０万円以上の随意契約のうち１者見積もりによるもの

は、１００件で２９．９パーセントとなっております。 

 ６ページの工事請負の状況ですが、契約件数は１４１件で、このうち指名競争入札は９１件で６

４．５パーセント、１０万円以上の随意契約は４８件で３４パーセントとなっています。この１０

万円以上の随意契約のうち、契約の執行理由で予定価格が財務規則で定める額を超えないときとす

るものが３４件、１者見積もりが１９件となっております。 

 業務委託、修繕業務、工事請負にかかわる個別の指摘事項については、お目通しを願います。 

 監査意見の主なものについて申し上げますと、当初から特定の１者を相手として選ぶ契約では、

その選定理由を客観的、具体的に明記するなど、より慎重かつ厳正な判断が求められること。また、

継続的な事務事業の委託については業務内容を十分検討し、単なる委託先との継続性、前例踏襲な

どにとらわれることなく、複数業者による競争原理の導入について努められたいこと。随意契約の

法的根拠、１者見積もりの理由が不明確なこと。予定価格の省略及び契約保証金の納付免除の根拠

など、契約を執行するための要件不備が見受けられること。業者の見積もりを予定価格や予算額の

根拠としていると思われるものが見受けられるので、できる限り客観的に適正かつ妥当な積算根拠

に基づく予定価格、予算額の算定に努められたいこと。見積書の提出を選定した業者が見積書提出

を辞退し、結果的に１者の見積もりで施行されているのが見受けられますが、かわりに適当な業者

があれば、その者を改めて選定することが望まれることなどであります。 

 結びといたしまして、地方公共団体は最尐の経費で最大の効果という基本理念に基づき、行政活

動については住民の視点に立って、その運営が経済的、効率的に行われているかの検証が必要不可

欠であります。本市では行財政改革の推進に取り組んでいるところでありますが、社会経済の急激

な変化と住民意識が多様化する中で行政に対する住民要望も複雑多岐にわたり、事務事業の増大も

予測されます。厳しい財政状況の中で時代の変化に対忚できる質の高い行政運営の推進を図る上か

らも、民間活力を活用した事業手法の導入、外部委託によることが可能で有利な業務についてはこ

れを積極的に活用し、効率的な効果を上げていく必要があります。また、情報開示や説明責任を適

切に対忚する上で、契約事務の執行における透明性や公正性の確保が一層強く求められることから

も、今後の契約事務の執行に当たっては、契約事務が適切かつ公正に執行されているかの検証と改
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善を図り、効率的かつ効果的な事務執行が推進されることを期待いたします。 

 以上で報告第２号 監査報告の説明を終わります。 

 続きまして、報告第３号 例月現金出納検査報告についてご説明いたします。 

 地方自治法第２３５条の２第１項の規定に基づきまして、平成１６年１１月分、１２月分及び平

成１７年１月分の例月現金出納検査を実施いたしましたので、同条第３項の規定により、その結果

を報告いたします。 

 検査の対象につきましては、一般会計、各特別会計、病院事業会計、水道事業会計、各基金、歳

入歳出外会計の現金、預金、一時借入金等の出納保管状況を対象に実施いたしました。 

 検査期日及び検査の方法につきましては記載のとおりでありますので、お目通し願います。 

 検査の結果につきましては、各会計、各基金及び歳入歳出外会計とも計数上の誤りは認められま

せんでしたが、各所属に対する講評において、収入及び支出手続きが遅延していると思われるもの、

請求書の受理の遅いと思われるものなどが見受けられましたので、規則、規程に基づく事務処理の

適正化などについて指導を行ったほか、検査の過程において軽易な事項につきましてはその都度直

接事務担当者に是正または処理方を指導しておりますので、その内容は省略をいたします。 

 なお、各施設の維持管理について注意を払うよう、また厳しい財政事情からも、予算の執行に当

たっては前例踏襲にとらわれることなく、合理的、効率的な執行により、なお一層経費節減に努め

られることを要望しております。 

 以上で報告第３号 例月現金出納検査の報告を終わります。 

〇議  長 説明が終わりました。 

 これより一括質疑に入ります。質疑ございますか。 

（なしの声あり） 

〇議  長 質疑なしと認めます。 

 これにて質疑を終結いたします。 

 報告第２号及び第３号の２件は、いずれも報告済みといたします。 

 

    ◎日程第８ 意見書案第１号 所得税等の定率減税縮減・廃止に反対する要望意見書 

          意見書案第２号 発達障害児（者）に対する支援促進を求める要望意見書 

〇議  長 日程第８、意見書案第１号 所得税等の定率減税縮減・廃止に反対する要望意見書、

意見書案第２号 発達障害児（者）に対する支援促進を求める要望意見書の２件を一括議題といた

します。 

 提案者の説明を求めます。堀田議会運営委員長。 

〇議会運営委員長 それでは、意見書案２件について説明を申し上げます。 

 なお、説明に当たっては内容を省略し、件名と送付先のみを申し上げます。 

 意見書案第１号 所得税等の定率減税縮減・廃止に反対する要望意見書。送付先は、衆議院議長、

参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、経済財政政策担当大臣であります。 

 意見書案第２号 発達障害児（者）に対する支援促進を求める要望意見書。送付先は、文部科学
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大臣、厚生労働大臣であります。 

 以上、滝川市議会会議規則第１３条の規定により提出するものであります。 

 以上、説明を終わります。 

〇議  長 お諮りいたします。 

 本件については、議会運営委員会の方々の提案にかかわるものですので、この場合、質疑、討論

を省略し、直ちに一括採決いたしたいと思います。これに異議ありますか。 

（異議なしの声あり） 

〇議  長 異議なしと認めます。 

 よって、質疑、討論を省略し、直ちに一括採決いたします。 

 本案をいずれも可決することに異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

〇議  長 異議なしと認めます。 

 よって、意見書案第１号及び第２号の２件は、いずれも可決されました。 

 

    ◎日程第９ 常任委員会及び議会運営委員会閉会中継続調査等の申出について 

〇議  長 日程第９、常任委員会及び議会運営委員会閉会中継続調査等の申出についてを議題と

いたします。 

 お手元に印刷配付のとおり、第１回定例会以降における閉会中継続調査等の申し出がありました。 

 お諮りいたします。各常任委員長及び議会運営委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査

等とすることに異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

〇議  長 異議なしと認めます。 

 よって、各常任委員長及び議会運営委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査等とするこ

とに決しました。 

 この場合、人事交流職員の紹介がありますので、暫時休憩をいたします。 

 

休憩 午前１１時１１分 

再開 午前１１時１８分 

 

〇議  長 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

 

    ◎市長あいさつ 

〇議  長 以上で予定されました日程はすべて終了いたしましたが、この場合市長から発言の申

し出がありますので、これを許したいと思います。市長。 

〇市  長 ３月８日に招集をされて以来１８日間にわたりまして平成１７年第１回定例会が行わ

れました。一部補正予算を含みますいずれの議案も原案どおり可決、承認をいただきましたことに
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前段厚く感謝を申し上げたいと存じます。慎重な中にも精力的に、かつ円滑な議会運営が行われま

して、地方自治改革の船出とも言うべき平成１７年度の予算を可決いただいたわけでありますけれ

ども、この間におきまして山腰議長を初め副議長、両特別委員長さん、議員、委員の皆さん方には

本当に熱心なご論議をいただきました。深く敬意を表するところでございます。さまざまご意見を

いただきました。あるいは討論をいただきました。そういう内容をよく職員ともども吟味をさせて

いただきながら、１７年度予算執行が適切に行われますように努力をいたしたいというふうに思っ

ております。 

 財政運営に困難な局面というのは、これからますます多くなるだろうというふうに思います。そ

してまた、健全財政を維持しながら市民福祉の向上もあわせて図っていく。これまでは両面の追求

ができたわけでありますけれども、行政の本来目的であります市民福祉の向上を図りつつも財政の

健全性も維持するということが極めて難しい。しかし、両方の価値観を達成しなくてはいけない。

そういう面ではますます知恵と汗とが求められる時代の到来だというふうに思います。私は、議員

各位、そしてまた市民の皆さんとともに明治維新以来第３の地方行政改革のこの時代を乗り切るべ

く最善の努力を尽くしたいというふうに思っているところであります。 

 ぜひとも今後ともご指導、ご鞭撻をいただきますようにお願いを申し上げまして、お礼のごあい

さつにかえさせていただきます。ありがとうございます。 

 

        ◎収入役あいさつ 

〇議    長  この場合、３月３１日付をもって退任されます中収入役から退任のごあいさつがあり

ますので、お受けしたいと思います。中収入役。 

〇収 入 役  ここに立たせていただきますのが４年ぶりということでございまして、いささか緊張

いたします。４年前に収入役の任を受けましてごあいさつさせていただきましたが、誠心誠意務め

てまいりたいという決意のほどを申し上げたわけでございますが、その後におきましてもペイオフ

あるいは会計の審査のあり方等々につきまして早速改革に着手をして、またペイオフにつきまして

は幸いに滝川市は基金はございますが、歳計現金は収入役に預けていないと。これは、随時資金運

用をしているという状態がございましたから、ペイオフに対しては全く心配ないというような状況

もございました。議会とのおつき合いにつきましては、議員さんとのおつき合いにつきましては８

年前にさかのぼりまして、総務部長を拝命したときからに始まりますが、本当に多くの議員各位に

いろんな点でご協力あるいはお世話をいただきました。 

 今後また私自身もう尐しいろんな面でボランティアをしながら滝川市民として活動していきたい

と、そんなふうにも思っております。ぜひ議員各位のご協力をまたお願いしたいと存じます。あわ

せて、皆様方の今後のご健勝をご祈念申し上げ、ごあいさつといたします。ありがとうございまし

た。 

〇議    長  中収入役におかれましては、１期４年間にわたり市政の推進にご尽力いただきました

ことに厚くお礼を申し上げます。 
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        ◎病院事務部長あいさつ 

〇議    長  ここで、先ほど収入役の選任に同意いたしました門山事務部長からあいさつの申し出

がありますので、これを許したいと思います。門山事務部長。 

〇病院事務部長 先ほど皆様にご同意を賜りました門山でございます。身が引き締まる思いでござ

います。今のこの厳しい現状をしっかりと認識いたしまして、議員の皆様、市民の皆様、また職員

の皆様の思いを胸にしっかりと刻みまして、ただ愚直に職務をこなしまして、滝川の活力再生プラ

ン、この達成に努力を惜しまない気持ちでございます。先輩の教えからいろいろと学び、また議長

様初め皆様からのいろいろな教えを賜りたいと思います。ただ職務に精進し、市民の方たちの幸せ

のために一緒に努力する仲間に加えていただきたいと思います。 

 これからもご指導、ご鞭撻を今まで以上に皆様に賜りたいと思います。どうぞ今後ともよろしく

お願い申し上げます。 

 

    ◎閉会宣告 

〇議  長 本定例会に提案されました議案の審議はすべて終了いたしました。 

 これにて平成１７年第１回滝川市議会定例会を閉会いたします。 

 ご苦労さまでした。 

閉会 午前１１時２６分 
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